
これらについては、被相続人の遺言に従って、
上告人らのうちの１名が取得した。なお、同
人は、平成２５年３月７日付けで、本件乙不
動産を代金５億１５００万円で第三者に売却
した。

（４）本件各不動産が被相続人の相続財産に含まれ
るに至った経緯等は、次のとおりである。

ア　被相続人は、平成２１年１月３０日付けで信
託銀行から６億３０００万円を借り入れた上、
同日付けで本件甲不動産を代金８億３７００
万円で購入した。

イ　被相続人は、平成２１年１２月２１日付けで
共同相続人らのうちの１名から４７００万円
を借り入れ、同月２５日付けで信託銀行から
３億７８００万円を借り入れた上、同日付け
で本件乙不動産を代金５億５０００万円で購
入した。

ウ　被相続人及び上告人らは，上記ア及びイの本
件各不動産の購入及びその購入資金の借入れ
（以下、併せて「本件購入・借入れ」という。）を、
被相続人及びその経営していた会社の事業承
継の過程の一つと位置付けつつも、本件購入・
借入れが近い将来発生することが予想される
被相続人からの相続において上告人らの相続
税の負担を減じ又は免れさせるものであるこ
とを知り、かつ、これを期待して、あえて企
画して実行したものである。

　要するに、二つの建物を借入金付きで購入し、評
価通達を利用して、課税価格を減らして、通常なら
約 2 億円になる相続税額を 0 円にする申告を行った
のである。そこで、税務署が伝家の宝刀総則 6 項を
適用して、時価で課税し、納税者がこれを争ったわ
けである。しかし、地裁も高裁も、このような方法
を認めると「実質的な租税負担の公平を著しく害し
不当な結果を招来する」から、「他の合理的な方法
によって評価することが許される」として本件各更
正処分は適法と判断していたのである。
　これを受けて最高裁は、どのような判断をした
か、次の部分が重要である。

４
（１）相続税法２２条は、相続等により取得した財

産の価額を当該財産の取得の時における時価に
よるとするが、ここにいう時価とは当該財産の
客観的な交換価値をいうものと解される。そし
て、評価通達は、上記の意味における時価の評
価方法を定めたものであるが、上級行政機関が
下級行政機関の職務権限の行使を指揮するため
に発した通達にすぎず、これが国民に対し直接
の法的効力を有するというべき根拠は見当たら
ない。そうすると、相続税の課税価格に算入さ
れる財産の価額は、当該財産の取得の時におけ
る客観的な交換価値としての時価を上回らない
限り、同条に違反するものではなく、このこと
は、当該価額が評価通達の定める方法により評
価した価額を上回るか否かによって左右されな
いというべきである。

　　　そうであるところ、本件各更正処分に係る課
税価格に算入された本件各鑑定評価額は、本件
各不動産の客観的な交換価値としての時価であ
ると認められるというのであるから、これが本
件各通達評価額を上回るからといって、相続税
法２２条に違反するものということはできな
い。

　つまり、最高裁は、相続税法という法律は「時価」
で課税するぞ、と書いてあるではないか。だから時
価で課税すること自体は基本的には違法ではないの
だ、といっているのである。読者の中にはそれでは
通達に従う意味がないではないか、と思われる方も
いると思うので、少し私なりの説明も付け加えてみ
よう。
　相続税法は、最高裁が言うとおり「時価」、通常の
取引価額で課税して良いといっているのである。だ
から、この法律の規定は、ある意味で非常に恐ろし
いのである。他方で、相続による財産の承継は取引
ではない。日本の相続法は大陸法の相続法を受け入
れ、相続開始と同時に相続人の共有状態になってし
まうので、第三者間の取引のような行為は行われな
い。つまり、相続の時に課税庁が時価で課税したく
ともその時価が見えないのである。そこで、課税し
やすいように運用上の基準として評価通達を定める
が、その額が時価を超えることはあってはならない
ことになる。だから評価額は慎重になり、謙抑的に
なり、時価よりはかなり低い安全な価額で課税する

ことにならざるを得ないことになる。だが、それで
も当該不動産の特殊事情のために通達での評価額で
も時価を上回ってしまう場合がある。そういう場合
には、総則 6 項で調整するのである。つまり、総則
6 項は本来、通達評価でも高くなってしまう特殊事
情がある場合に通達評価額を下げるために設けられ
たものであったのである。
　読者の方は、通達評価額が時価評価だと理解され
てきた方がいるかもしれないが、私は、通達評価は
「時価以下」評価額だと理解してきた。法律が時価
課税を要求しているが、時価が見えないために安全
に時価以下評価してきたのである。だから、納税者
はこの通達を大事にし、乱用しないようにしておか
ないと、時価で課税されるリスクがあるよ、と述べ
てきたのである。この事件は、まさしく、この安い
時価以下評価を意図的に利用しようとしたことにな
る。この評価通達を時価と同視し、通達で規定して
いる以上、課税庁は通達評価を尊重しなければなら
ない、という論理で納税者が勝つならば、不公平を
将来させないために、課税庁としては時価以下評価
をやめ、リスク覚悟で時価ぎりぎりの評価をせざる
を得なくなるのではないだろうか。私はこのように
考えていたから、一人の富裕者の租税回避のために、
多数の納税者の評価額が上がるような議論にはあま
りくみしたくなかった。現行の時価以下評価でも、
皆が同じように時価以下評価であればいいのではな
いかということである。
　最高裁は、この納税者には時価以下評価を適用
しないことの不平等問題を次のように述べている。
（２）
ア　　他方、租税法上の一般原則としての平等原

則は、租税法の適用に関し、同様の状況にあ
るものは同様に取り扱われることを要求する
ものと解される。そして、評価通達は相続財
産の価額の評価の一般的な方法を定めたもの
であり、課税庁がこれに従って画一的に評価
を行っていることは公知の事実であるから、
課税庁が、特定の者の相続財産の価額につい
てのみ評価通達の定める方法により評価した
価額を上回る価額によるものとすることは、
たとえ当該価額が客観的な交換価値としての
時価を上回らないとしても、合理的な理由が
ない限り、上記の平等原則に違反するものと

して違法というべきである。もっとも、上記に
述べたところに照らせば、相続税の課税価格に
算入される財産の価額について、評価通達の定
める方法による画一的な評価を行うことが実質
的な租税負担の公平に反するというべき事情が
ある場合には、合理的な理由があると認められ
るから、当該財産の価額を評価通達の定める方
法により評価した価額を上回る価額によるもの
とすることが上記の平等原則に違反するもので
はないと解するのが相当である。

イ　　これを本件各不動産についてみると、本件各
通達評価額と本件各鑑定評価額との間には大き
なかい離があるということができるものの、こ
のことをもって上記事情があるということはで
きない。

　　　もっとも、本件購入・借入れが行われなけれ
ば本件相続に係る課税価格の合計額は６億円を
超えるものであったにもかかわらず、これが行
われたことにより、本件各不動産の価額を評価
通達の定める方法により評価すると、課税価格
の合計額は２８２６万１０００円にとどまり、
基礎控除の結果、相続税の総額が０円になると
いうのであるから、上告人らの相続税の負担は
著しく軽減されることになるというべきであ
る。そして、被相続人及び上告人らは、本件購入・
借入れが近い将来発生することが予想される被
相続人からの相続において上告人らの相続税の
負担を減じ又は免れさせるものであることを知
り、かつ、これを期待して、あえて本件購入・
借入れを企画して実行したというのであるか
ら、租税負担の軽減をも意図してこれを行った
ものといえる。そうすると、本件各不動産の価
額について評価通達の定める方法による画一的
な評価を行うことは、本件購入・借入れのよう
な行為をせず、又はすることのできない他の納
税者と上告人らとの間に看過し難い不均衡を生
じさせ、実質的な租税負担の公平に反するとい
うべきであるから、上記事情があるものという
ことができる。

ウ　　したがって、本件各不動産の価額を評価通達
の定める方法により評価した価額を上回る価額
によるものとすることが上記の平等原則に違反
するということはできない。

　これはその通りだといわざるをえない。もちろん、
この通達に振り回された納税者はお気の毒に思う
し、通達を適用すべき場合と、総則 6 項が適用され
る場合の基準をもう少し明確にする必要性はあろ
う。また、通達を利用した申告も申告としては誤り
ではないので、過少申告加算税などは本来あり得な
いものだと考えるが、総則 6 項については以上のよ
うに考えている。
留意点
　１）相続税法は「時価」課税だ。しかし、相続に

よる財産の移動は取引ではない。
　２）だから通常は「時価」は見えない。そこで、

評価通達は「時価以下」にし、安全に課税する。
　３）だから、相続に際して合理的理由もなく「時価」

を見せるような行為をすると危ない。

（２）共有物の分割と不動産取得税（最高裁令和　
　４年３月２２日判決TAINS Ｚ９９９－８４４４）
　地方税法７３条の７第２号の３は，共有物の分
割による不動産の取得に対しては，同号括弧書き
に規定する「当該不動産の取得者の分割前の当該
共有物に係る持分の割合を超える部分」（以下「持
分超過部分」という。）の取得を除き，同税を課す
ることができないと規定している。
　この場合、共有分割で土地を取得したが、それ
までは１０の１しか持ち分がなかった土地を、相
続財産全体の１０分の１として、土地だけを取得
したような場合は、どうなるのだろう。
　五人の相続人がいるが、被相続人が、そのうち
の一人娘だけに全部を相続させる遺言を残した。
男の四人の相続人は遺留分減殺請求をおこす。す
ると、すべての相続財産は１０分の１ずつの共有
になり、土地についても１０分の１となる。そこで、
東京地方裁判所は，平成２７年８月，本件各不動
産に係る共有物分割の訴えについて，これらを一
括して分割の対象とした上で，そのうちいくつか
の各土地を上告人の単独所有とし，その余を他の
共有者らの各単独所有とすることなどを内容とす
る判決を言い渡し，同判決は確定した。
　その後、東京都足立都税事務所長は、上記の共
有物の分割により上告人が本件各土地の各持分１
０分の９を取得したこと（以下「本件各取得」と
いう。）に対する不動産取得税の賦課決定処分（以

下「本件各処分」という。）をしたので、この相続
人が争ったのである。
　最高裁の判断は次の通りであった。
３
（１）地方税法７３条の７第２号の３は，共有物の

分割による不動産の取得について，同法７３条
の２第１項にいう「不動産の取得」に該当し，
本来は不動産取得税の課税の対象となることを
前提に，その例外として，持分超過部分の取得
を除いては非課税とする旨を定めたものと解さ
れる。

　　　前記１（２）のとおり，上告人は，複数の不
動産を一括して分割の対象とする共有物の分割
により，本件各土地の各持分１０分の９を取得
したものであることから，このような場合にお
ける持分超過部分の有無及び額の判断の方法が
問題となる。

（２）地方税法７３条の１３第１項は，不動産取得
税の課税標準を，不動産を取得した時におけ
る不動産の価格とする旨規定し，同法７３条
の２１第１項本文は，固定資産課税台帳に固
定資産の価格が登録されている不動産につい
ては，当該価格により当該不動産に係る同税
の課税標準となるべき価格を決定するものと
する旨規定する。そして，固定資産課税台帳は，
原則として，登記簿に登記されている土地又
は家屋（住家その他の建物をいう。）について，
その価格等所定の事項を登録するものである
（同法３４１条１０号，１２号）ところ，土地
は１筆の土地ごとに，建物は１個の建物ごと
に登記されている（不動産登記法２条５号参
照）。

　　　また，地方税法７３条の１５の２第１項は，
不動産取得税の課税標準となるべき額が所定
の額に満たない場合においては，同税を課す
ることができない旨を規定するところ，同条
２項は，複数の土地の取得又は複数の家屋の
取得をもって一の土地の取得又は１戸の家屋
の取得とみなして同条１項の規定を適用する
場合について，特に規定している。

　　　以上のような不動産取得税に関する地方税
法の規定の内容等に照らせば，同税は，個々
の不動産の取得ごとに課されるものであると

いうことができる。
　　　そうすると，共有物の分割による不動産の取

得に係る持分超過部分の有無及び額について
は，複数の不動産を一括して分割の対象とする
場合であっても，その対象とされた個々の不動
産ごとに判断すべきものと解するのが，不動産
取得税の課税の仕組みと整合的であるというべ
きであり，また，地方税法７３条の７第２号の
３括弧書きの「分割前の当該共有物に係る持分
の割合」という文言にも沿う解釈ということが
できる。

　　　したがって，複数の不動産を一括して分割の
対象とする共有物の分割により不動産を取得し
た場合における持分超過部分の有無及び額につ
いては，分割の対象とされた個々の不動産ごと
に，分割前の持分の割合に相当する価格と分割
後に所有することとなった不動産の価格とを
比較して判断すべきものと解するのが相当で
ある。

（３）前記事実関係等によれば，上告人は，共有物
の分割により，従前は持分１０分の１を有し
ていた本件各土地について，それぞれ，他の
共有者から，その余の持分１０分の９を取得
したというのであるから，本件各取得の全部
が持分超過部分の取得に当たることが明らか
である。したがって，本件各取得に対しては
地方税法７３条の７第２号の３の規定により
不動産取得税を課することができないとはい
えない。

　要するに、相続財産税体で分割割合を見るので
はなく、個々の土地毎に超過部分を判断すると言
うことになる。共有物の分割に係わるときは注意
が必要となる。なお、遺産全部を特定の相続人に
相続させる旨の遺言による遺産の当該相続人への
承継に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使し
た場合に遺留分権利者に帰属する権利は，遺産分
割の対象となる遺産としての性質を有しないもの
と解されているので、（最高裁平成３年（オ）第１
７７２号同８年１月２６日第二小法廷判決・民集
５０巻１号１３２頁参照）、相続による取得とも言
えないので、非課税とはならないのである。
　なお、民法改正により、遺留分減殺請求の法的

する駐車場管理契約の各契約による一連の取引（本
件各取引）がされている。

　３　原告は、平成２６年１月まで各土地の賃貸人と
して駐車場収入を得ていたところ、同年２月以降
の駐車場収入については、使用貸借契約等により、
賃貸人が長男乙又は長女丙になり、各駐車場収入
は乙又は丙に帰属するものとして確定申告をして
いるから、平成２６年２月以降の駐車場収入が原
告に帰属するか否かを検討するに当たり、使用貸
借契約が成立したか否かが問題となる。

　４　本件各使用貸借契約書の原告の署名・押印は真
正なものであるから、民事訴訟法２２８条４項に
よれば、使用貸借契約書の原告作成部分は真正に
成立したものと推定されることになる。

　５　これに対し、被告は、原告が使用貸借契約書の
内容を全く認識していなかったと認められるから
上記推定は働かない旨主張する。しかしながら、
使用貸借契約書の署名・押印に至る経緯、使用貸
借契約書の記載内容その他本件各取引の内容、原
告の知識・経験・行動傾向等、各取引後の取引実態、 
確定申告における原告の行動等を総合すれば、原
告が使用貸借契約書の基本的な内容を認識した上
で使用貸借契約書に署名・押印した事実を優に認
定することができる。

　６　経験則に照らせば、使用貸借契約書のような処
分証書が真正に成立していれば、「特段の事情」
がない限り、作成者によって記載どおりの行為が
されたことを認めるべきである（処分証書の法
理）。

　７　被告は、本件各取引は異常であり、特段の事情
がある旨主張する。しかし、本件各取引によって、
駐車場収入が乙又は丙に帰属することになるが、
原告と乙・丙は親子の関係にあり、原告が十分な
収入を得ており、高齢でもあったことにも照らす
と、駐車場収入が各土地の所有者ではない乙又は
丙に帰属するからといって本件各取引が社会通念
に照らして異常なものであるということはできな
い。

　８　被告は、本件各取引は、乙及び税理士法人が、
総体としての租税負担を免れることを目的に企図
したこと等の特段の事情がある旨主張する。しか
し、節税効果を発生させることを動機として使用
貸借契約を締結することはあり得るのであって、

節税の動機と目的物を無償で使用収益させる意思
とは併存し得るものであるから、上記の目的があ
る場合であっても、直ちに使用貸借契約書に記載
どおりの行為がされたとの経験則を妨げる「特段
の事情」があるとすることはできないというべき
である。

　９　本件各使用貸借契約は成立したと認められると
ころ、使用貸借契約は対価を払わないで他人の物
を借りて使用収益する契約であるから（民法５９
３条）、乙又は丙は、平成２６年２月以降、原告
から、各土地の使用収益権を与えられたことにな
る。そして、乙又は丙は、各土地の使用収益権に
基づき、第三者との間で賃貸借契約を締結し、各
土地の賃借人から駐車場収入を得ることになる。
他方、原告は、各土地の所有者ではあるが、平成
２６年２月以降は、使用貸借契約の締結により、
各土地の使用収益権を乙又は丙に与えたため、乙
又は丙が賃貸人ということになるから、各土地の
賃貸借契約の賃貸人ではなくなり、駐車場収入を
得ることはできないことになる（実際にも駐車場
収入を得ていない）。

　１０　本件各土地の賃貸借に関する民法上の法律関
係を、所得税法１２条（実質所得者課税の原則）
の規定に照らしてみると、乙又は丙は、「資産又
は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられ
る者」に該当するというべきであり、実際にも駐
車場収入を収益として享受しているから、「単な
る名義人であって、その収益を享受」しないとい
うことはできない。さらに、原告は、駐車場収入
を収益として享受していないから、「その者以外
の者がその収益を享受する場合」における「その
者以外の者」に当たるということもできない。し
たがって、本件において、所得税法１２条の適用
により、平成２６年２月以降の駐車場収入の帰属
が原告にあるということはできないというべきで
ある。

　この判示は多くの税理士に衝撃を与えたと思われ
る。これで所得の分割が可能なら、同じような契約
を考える人も多かったと思われる。その意味で高裁
判決が注目されていたのである。令和４年７月２０
日（TAINS Ｚ８８８－２４２６ ) はまず、前述の贈
与契約について次のような判断を示した。

はじめに　
　コロナの関係で調査数が減少しているせいか、
訴訟の数もだんだん減ってきている。納税者が裁
判所ではもはや救済されないとあきらめはじめて
いるのではないか、と少し心配になってくる。裁
判所が、課税庁も納税者もともに法の下に平等だ
という視点をもって、事案をきちんと審査するこ
とを願っているのだが、そのためには課税庁以上
に税法についての判断能力が必要だ。しかし、裁
判例を見ると、法人税の損金と所得税の必要経費
の本質的な意味の違いを理解しないまま、損金を
必要経費と同じように考えて損金性を否定してい
る例が増えてきている。そうした判決に対する批
判もしたいが、ここでは、2022 年度の裁判例の中
から、TAINS の会員に留意しておいて欲しい事例
を取り上げ、簡単に私なりの留意点を示しておき
たい。

（１）通達の法的性格（最高裁令和 4 年 4 月 19 日
　　判決 TAINS Ｚ８８８－２４０６）
　今年なによりも注目されたのは、相続税の財産
評価通達の評価額を利用して、課税価額の引き下
げを行った納税者に対して、課税庁が評価通達総
則 6 項（「この通達の定めによって評価することが
著しく不当と認められる財産の価額は、国税庁長
官の指示を受けて評価する」）を適用し、時価で課
税した事件であろう。しかも、地裁・高裁で納税
者が敗訴していたのに、最高裁が弁論を開いたの
で、納税者が勝ちそうだと言うことで、不動産関
係者にも大きな関心を集めた。私自身も高裁判決が
覆るものと思い込み、どこが変えられるのか、真剣
に悩んでいた。というのは、私は原告を応援してい
た税理士や研究者とは異なり高裁判決でやむを得な
いと考えていたからである。しかし、最高裁の弁論

は高裁判決を覆すためのものではなく、総則 6 項
についての最高裁としての姿勢を従来示してこな
かったので、その点を明確にするという意味での
弁論だったようであり、結論は高裁と同じだった。
そこで、この最高裁判決の内容を少し考えてみよ
う。
　　
　事実関係は次のように整理されている。
（１）相続税法２２条は、同法第３章で特別の定め

のあるものを除くほか、相続等により取得した
財産の価額は当該財産の取得の時における時価
により、当該財産の価額から控除すべき債務の
金額はその時の現況による旨を規定する。

（２）評価通達１（２）は、時価とは課税時期（相
続等により財産を取得した日等）においてそれ
ぞれの財産の現況に応じ不特定多数の当事者間
で自由な取引が行われる場合に通常成立すると
認められる価額をいい、その価額は評価通達の
定めによって評価した価額による旨を定める。
他方、評価通達６は、評価通達の定めによって
評価することが著しく不適当と認められる財産
の価額は国税庁長官の指示を受けて評価する旨
を定める。

（３）Ａ（以下「被相続人」という。）は、平成２４年
６月１７日に９４歳で死亡し、上告人らほか２
名（以下「共同相続人ら」という。）がその財
産を相続により取得した（以下、この相続を「本
件相続」という。）。

　　　被相続人の相続財産には、第１審判決別表１
記載の土地及び同別表２記載の建物（以下、併
せて「本件甲不動産」という。）並びに同別表
３記載の土地及び建物（以下、併せて「本件乙
不動産」といい、本件甲不動産と併せて「本件
各不動産」という。）が含まれていたところ、

ところ君
（所得税担当）

ほう君
（法人税担当）

ちーちゃん
（地方税担当）

あいちゃん
（相続税担当）

もろ君
（諸税担当）

しょー君
（消費税担当）

　　　　　　　

上田　健一

 

　高

　

一般社団法人 日税連税法データベース

　TAINS だより新年号をお届けします。
　昨年はユーザーの皆様方から頂いた様々なお声を役立て
るべく、新たなシステム改修に取り組んでまいりました。
　また、新たなコンテンツとして、研修サイトに判例紹介
動画「ＴＡＩＮＳ　ＭＯＶＩＥ」を掲載いたしました。受講時間
が３０分以内となっており、通勤時間等を利用して受講・登
録ができるようになっております。
　税理士新規登録者に対する６か月無料施策など、TAINS 
に未加入の先生方へのアプローチを積極的に行っていくた
めの様々な施策を本年も予定しております。このコロナ禍
のなかでもより多くの皆様に TAINS をご利用いただけるよ
うに、出来得ることを精一杯行ってまいりたいと思います。
　本年は一日でも早くコロナ禍から回復し日常を取り戻し、会
員の皆様が発展的な年になりますようにご祈念申しあげます。
　また、本年も昨年同様 TAINS をご愛顧くださるようお
願いします。
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性質が変わったので、今後同様なことがあっても、
遺留分減殺請求により１０分の１の共有になること
はなくなるので、今後は分割協議で土地を取得した
時に、１０分の１０の課税になることにも留意して
おこう。

（３）親子間の土地の使用貸借と駐車場収入の帰属
　・・・（大阪地裁令和３年４月２２日判決　　　
　TAINS Ｚ８８８－２３６３）
　子供が親の土地を使用貸借し、アパートなどを建
てて賃料収入が発生した場合、その収入は子供に帰
属する。課税上もそれを承認している。だが、土地
を単に使用貸借した後に、その土地を駐車場として
賃貸し、その収入が発生した場合、その賃料を子供
に帰属させるのは、土地の所有権が父親にある以上、
少なくとも課税上は難しい取り扱いだった。そこで、
土地の一部の所有権を子供に帰属させた上で、駐車
場賃料を得た場合にはどうなるかが争われた事件が
あった。
　具体的には、父親である亡甲が、平成２６年１月
２５日、被控訴人である長男乙との間で、Ｐ等土地
上に敷設されたアスファルト舗装・車止め・フェン
スを、被控訴人乙に贈与する旨の契約を締結し、同
日、被控訴人長女丙との間で、Ｒ土地上に敷設され
たアスファルト舗装を被控訴人丙に贈与する旨の契
約をしたのである。土地の表面上の一部を贈与する
奇策を使い、その後の家賃収入をこども達に帰属さ
せたわけである。
　課税庁はこれを否認し、父親に帰属するとして課
税。大阪地裁令和３年４月２２日判決は次のように
判示し、これを認めたのである。
判示事項
　１　本件は、原告が、平成２６年分の所得税等につ

いて、収入の計上誤り等を理由とする更正の請求
をしたところ、処分行政庁から、更正すべき理由
がない旨の通知処分を受けたほか、原告の子ら（長
男乙及び長女丙）の名義で賃貸された土地の賃料
（駐車場収入）は原告に帰属するとして、増額更
正処分等を受けた事案である。

　２　本件においては、原告と長男乙及び長女丙との
間で、各土地の使用貸借契約及び各土地上に敷設
されたアスファルト舗装等の贈与契約、乙及び丙
と各賃借人間の賃貸借契約、委任者を乙及び丙と

　まず、贈与契約の部分であるが、舗装部分は不能
である、とされた。
　アスファルト舗装は、路盤にアスファルト混合物
を敷き均して、転圧機械により所定の密度が得られ
るまで締固め、所定の形状に平坦に仕上げるもので
あり、アスファルト舗装された地面のうち、アスファ
ルト混合物が含まれる表層及び基層部は、土地の構
成部分となり、独立の所有権が成立する余地はない
というべきである。
 したがって、亡甲において、本件各贈与契約のう
ち本件各舗装部分の所有権を被控訴人乙及び同丙に
移転させることは原始的に不能であることは明らか
であるから、本件各贈与契約のうち前記舗装部分等
を対象とする部分はいずれも無効といわなければな
らない。そうすると、本件各使用貸借契約書の作成
により、当事者が当初意図したところの被控訴人乙
及び同丙が本件各舗装部分を所有することを目的
とした本件各使用貸借契約が成立したと解釈する
余地はないというべきである。

　しかし、付合している本件各舗装部分をも含む
本件各土地を使用貸借したものと解したとしても
おかしくないとして、次のようにもいうのである。
　付合した本件各舖装部分を含む本件各土地を目
的とする本件各使用貸借契約の成否
ア　しかし、先に述べたところの、被控訴人乙及

び同丙が本件各舗装部分等を所有するという
本件各使用貸借契約の目的は、本件各贈与契
約が同時に締結されたことや同契約書の記載
から合理的に解釈されることに止まり、本件
各使用貸借契約書上は、付合している本件各
舗装部分をも含む本件各土地を使用貸借した
ものと解したとしても、特段整合しない記載
は認められない。むしろ、同契約書には、使
用貸借の目的は、被控訴人乙や同丙が本件各
土地を駐車場として使用することにある旨記
載されていることからして、本件各使用貸借
契約の対象を、付合した本件各舗装部分をも
含む本件各土地と解した方が自然で合理的と
も評価できるのである。そして、本件各贈与
契約書にも、被控訴人乙及び同丙が本件各舗
装部分上で駐車場賃貸事業を営むことが記載
されていて、本件各舗装部分の所有権の帰属

について当事者に法律の錯誤があったものの、
本件各取引の結果、本件各使用貸借により、付
合した同部分も含めた本件各土地上で被控訴人
乙及び同丙が駐車場賃貸事業を営むことは当事
者双方が明確に認識していたのであるから、本
件各使用貸借契約書の作成により本件各使用貸
借契約が成立したと認定できるのであれば、そ
の内容は本件各舗装部分を含む本件各土地を使
用貸借させるものであると解するのが合理的と
いうべきである。････

　
　以上によれば、被控訴人乙及び同丙は、本件各土
地について、本件各使用貸借契約に基づく収益権と
しての使用借権を有するから、本件駐車場から「生
ずる収益の法律上帰属するとみられる者」に当たる
こととなる。

　つまりこの使用貸借契約は有効であり、収益の法
律上の帰属者は相続人達である、という。法律上収
益が帰属しているなら、課税上も相続人達と判断し
ても良さそうであるが、この後が一審とはガラッと
変わってしまうのである。
　被控訴人乙及び同丙が「単なる名義人であって、
その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を
享受する場合」に当たるか
（１）所得税法１２条は、租税負担の公平を図るため、

資産から生ずる収益の帰属について、名義又は
形式とその実質が異なる場合には、当該資産の
名義又は形式にかかわらず、当該資産の真実の
所有者に帰属させようとした趣旨と解される。
そして、所得税基本通達１２－１が「法第１２
条の適用上、資産から生ずる収益を亭受する者
がだれであるかは、その収益の基因となる資産
の真実の権利者がだれであるかにより判定すべ
きである。」と規定しているのもこれと同じ趣
旨と解され、合理的なものと解すべきである。

（２）不動産所得である本件各土地の駐車場収入は、
本件各土地の使用の対価として受けるべき金銭
という法定果実であり（民法８８条２項）、駐
車場賃貸事業を営む者の役務提供の対価ではな
いから、所有権者がその果実収取権を第三者に
付与しない限り、元来所有権者に帰属すべきも
のである。

 　　そして、本件で被控訴人乙及び同丙が本件各
土地の法定果実を収取できる根拠は使用借権
（民法５９３条）であるが、使用借主は、その
無償性から、本来使用貸主の承諾を得ない限り、
法定果実収取権を有しないところ（同法５９４
条２項）、本件においては、既に本件各土地の
所有権に基づき駐車場賃貸事業を営んで賃料収
入を取得していた亡甲が、子である被控訴人乙
及び同丙に本件各土地を使用貸借し、法定果実
の収取を承諾して、その事業を前記被控訴人ら
に承継させたというのであるから、本件各取引
は、亡甲が本件各土地の所有権の帰属を変えな
いまま、何らの対価も得ることなく、そこから
生じる法定果実の帰属を子である前記被控訴人
らに移転させたものと評価できる。しかも、使
用貸借における転貸の承諾、すなわち法定果実
収取権の付与は、その無償性から、その承諾を
撤回し、将来に向かって付与しないことがで
きると考えられることからすると、そもそも
亡甲から使用貸借に基づく法定果実収取権を
付与されたことで、当然に実質的にも本件各
土地からの収益を享受する者と断ずることは
できないというべきである。

 　　さらに本件各取引がなされた経緯について
みると、前記認定事実によれば、被控訴人乙は、
本件税理士法人に亡甲の相続にかかる相続税
対策について相談し、被控訴人乙及び同丙が
亡甲の財産を相続する際、相続税の納付のた
めに遺産（不動産）の売却を余儀なくされる
ような事態を避けるため、亡甲及び被控訴人
丙らに対してもその趣旨を説明の上、本件各
使用貸借契約を含む本件各取引を締結して、
亡甲が従前から営んでいた賃料収入の蓄積に
よる同人名義の将来の遺産の増加を抑制する
ことを企図するとともに、当面の所得税の節
税をも企図したものであることが認められる。

 　　そして、本件各取引の結果、亡甲から本件
各使用貸借に基づく法定果実収取権を付与さ
れ、本件各土地上で駐車場賃貸事業を営むこ
とになった被控訴人乙及び同丙は、本件各取
引等に関し、特段の出捐をしたとは認めるに
足りないし、亡甲が管理業務を有償で委任し
ていた管理会社に引き続き同業務を有償で委

任したことにより、その管理に必要な役務を提
供したとも認めるに足りない。しかも、亡甲は、
本件各土地以外にも、同人らに対し、自己所有
の土地建物に無償で居住させた上、その固定資
産税も亡甲が負担するなどして、それらの不動
産の使用収益の利益を付与していたことも、本
件各取引に基づく本件各土地に関する法定果実
収取権の付与と同質のものであって、それらに
よって同人らが亡甲から親族間の情誼により相
当の援助を受けていた関係にあったというべき
である。

 　　そうすると、本件各取引は、亡甲の相続にか
かる相続税対策を主たる目的として、亡甲の存
命中は、本件各土地の所有権はあくまでも亡甲
が保有することを前提に、本件各土地による亡
甲の所得を子である被控訴人乙及び同丙に形式
上分散する目的で、同人らに対して本件各使用
貸借契約に基づく法定果実収取権を付与したも
のにすぎないものと認められる。

　　　したがって、たとえ、本件各取引後、本件
各土地の駐車場の収益が被控訴人乙及び同丙
の口座に振り込まれていたとしても、そのよ
うに亡甲が子である被控訴人乙及び同丙に対
する本件各土地の法定果実収取権の付与を継
続していたこと自体が、亡甲が所有権者とし
て享受すべき収益を子に自ら無償で処分して
いる結果であると評価できるのであって、や
はりその収益を支配していたのは亡甲という
べきであるから、平成２６年２月以降の本件
各駐車場の収益については、被控訴人乙及び
同丙は単なる名義人であって、その収益を享
受せず、亡甲がその収益を享受する場合に当
たるというべきである。

　
　法律上の帰属者と実質上の帰属者とが異なり、本
件の場合は、亡き父親が実質上の帰属者だとの判断
をして、納税者の主張を退けたことになる。
　法形式的には相続人達に帰属するように見える
が、真の法律関係からすると父親が所有している
のだ、という判断であろうが、法律上は契約自体
を否定するような特段の事情もなかったが、他方
でこれを認めると租税回避が容易に計画できるこ
とを懸念してこのような判断をしたものと思われ

る。他に何の合理的理由がなく、租税回避だけが目
的だと思われると、このような判断になる可能性が
強いと言えよう。

（４）２年連続期限遅れのみでも青色承認取消 ?

　年末に税理士事務所が申告書を二期連続期限後に
出したことだけを理由に青色承認の取り消しがなさ
れ、それを争った事案の判決が飛び込んできた（福
岡地方裁判所令和 4 年 12 月 14 日判決、TAINS 収
録作業中）。確かに、期限後提出は法律にも取消の
理由にされており、事務運用指針にも次のように規
定されている。
4　無申告又は期限後申告の場合における青色申告

の承認の取消し　
　　　法第 127 条第 1 項第 4 号の規定による取消し

は、2 事業年度連続してその提出期限内に法第
74 条第 1 項の規定による申告書の提出がない
場合に行うものとする。この場合、当該 2 事業
年度目の事業年度以後の事業年度について、そ
の承認を取り消す。

　しかし、通常はこれだけを理由に取り消すことは
ないと思われていた。この種の事件の場合は、その
不当性を審判所で争い、実務がよくわかる審判官で
あれば通常はしない処分であり、不当として救済す
る余地がある。しかし、裁判所になると、不当では
争えず、違法を主張しなければならなくなるので、
裁量権の逸脱、または濫用を争うことになる。地裁
は次のように判示している。

１　争点
（1）（本件処分が裁量権の範囲の逸脱又はその濫用

により違法であるか）について　････
（2）これを本件についてみると、前提事実及び掲記

の証拠並びに弁論の全趣旨によれば、次の事情
を指摘することができる。

　ア　原告は、平成３０年６月期及び令和元年６月
期の２事業年度連続で確定申告書を提出期限
までに提出しなかったものである（前提事実
（3）イ）。そして、この事実は、法人税法１２
４条１項４号の承認取消事由に該当する上、
青色申告承認取消しの取扱基準について定め

る本件事務運営指針の４にも該当する。
　　　確定申告書を提出期限までに提出すること

は、青色申告法人の基本的義務というべきであ
り、２事業年度連続で確定申告書を期限内に提
出しないことは、法人税法第２７条１項４号の
違反の程度としては軽視することのできないも
のというべきである。

　イ　原告が２事業年度連続で確定申告書を提出期
限までに提出しなかった原因は、本件税理士法
人の担当職員が期限内に提出することを失念し
たことによるものである。しかし、税理士法２
条１項１号に規定する税務代理は、民法９９条
が規定する代理人が本人に代わって意思表示を
行う行為に該当し、その法律効果は直接本人に
帰属するのであるから、納税者が自己の判断と
責任において、申告手続を税理士に委任し、当
該税理士が代理人として申告した以上、その申
告は申告名義人である納税者の行為として取り
扱われるものと解される。そうすると、２事業
年度連続で確定申告書が期限内不提出となった
原因が、本件税理士法人の担当職員の過誤によ
るものであるとしても、このような事情は、原
告と本件税理士法人の間の内部事情によるもの
といわざるを得ない。

(3)以上の事情からすれば、処分行政庁が本件処分(青
色申告の承認の取消し ) をしたことについて、
裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるとは
認めらない。

　原告会社は設立以来、重加算税処分を受けたこと
がないどころか、ここ十年指摘事項が一度もない優
良な法人だったようだが、それでも自動的に２年で
取り消す方向に変化してきたようだ。

おわりに
　TAINS に収録されている令和４年の裁判例から
いくつか取り出して紹介してきたが、最後の４番目
の問題は税理士として重く受け止めておかねばなら
ない。税理士と大学教員の大きな資質の違いは、
期限まで書くのが税理士で、期限が来てから書く
のが大学教員と揶揄してきたが、この差は加算税
や青色承認取り消しなどが税理士業務にはつきも
のだということから来ているのであろう。

TAINS編集長
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これらについては、被相続人の遺言に従って、
上告人らのうちの１名が取得した。なお、同
人は、平成２５年３月７日付けで、本件乙不
動産を代金５億１５００万円で第三者に売却
した。

（４）本件各不動産が被相続人の相続財産に含まれ
るに至った経緯等は、次のとおりである。

ア　被相続人は、平成２１年１月３０日付けで信
託銀行から６億３０００万円を借り入れた上、
同日付けで本件甲不動産を代金８億３７００
万円で購入した。

イ　被相続人は、平成２１年１２月２１日付けで
共同相続人らのうちの１名から４７００万円
を借り入れ、同月２５日付けで信託銀行から
３億７８００万円を借り入れた上、同日付け
で本件乙不動産を代金５億５０００万円で購
入した。

ウ　被相続人及び上告人らは，上記ア及びイの本
件各不動産の購入及びその購入資金の借入れ
（以下、併せて「本件購入・借入れ」という。）を、
被相続人及びその経営していた会社の事業承
継の過程の一つと位置付けつつも、本件購入・
借入れが近い将来発生することが予想される
被相続人からの相続において上告人らの相続
税の負担を減じ又は免れさせるものであるこ
とを知り、かつ、これを期待して、あえて企
画して実行したものである。

　要するに、二つの建物を借入金付きで購入し、評
価通達を利用して、課税価格を減らして、通常なら
約 2 億円になる相続税額を 0 円にする申告を行った
のである。そこで、税務署が伝家の宝刀総則 6 項を
適用して、時価で課税し、納税者がこれを争ったわ
けである。しかし、地裁も高裁も、このような方法
を認めると「実質的な租税負担の公平を著しく害し
不当な結果を招来する」から、「他の合理的な方法
によって評価することが許される」として本件各更
正処分は適法と判断していたのである。
　これを受けて最高裁は、どのような判断をした
か、次の部分が重要である。

４
（１）相続税法２２条は、相続等により取得した財

産の価額を当該財産の取得の時における時価に
よるとするが、ここにいう時価とは当該財産の
客観的な交換価値をいうものと解される。そし
て、評価通達は、上記の意味における時価の評
価方法を定めたものであるが、上級行政機関が
下級行政機関の職務権限の行使を指揮するため
に発した通達にすぎず、これが国民に対し直接
の法的効力を有するというべき根拠は見当たら
ない。そうすると、相続税の課税価格に算入さ
れる財産の価額は、当該財産の取得の時におけ
る客観的な交換価値としての時価を上回らない
限り、同条に違反するものではなく、このこと
は、当該価額が評価通達の定める方法により評
価した価額を上回るか否かによって左右されな
いというべきである。

　　　そうであるところ、本件各更正処分に係る課
税価格に算入された本件各鑑定評価額は、本件
各不動産の客観的な交換価値としての時価であ
ると認められるというのであるから、これが本
件各通達評価額を上回るからといって、相続税
法２２条に違反するものということはできな
い。

　つまり、最高裁は、相続税法という法律は「時価」
で課税するぞ、と書いてあるではないか。だから時
価で課税すること自体は基本的には違法ではないの
だ、といっているのである。読者の中にはそれでは
通達に従う意味がないではないか、と思われる方も
いると思うので、少し私なりの説明も付け加えてみ
よう。
　相続税法は、最高裁が言うとおり「時価」、通常の
取引価額で課税して良いといっているのである。だ
から、この法律の規定は、ある意味で非常に恐ろし
いのである。他方で、相続による財産の承継は取引
ではない。日本の相続法は大陸法の相続法を受け入
れ、相続開始と同時に相続人の共有状態になってし
まうので、第三者間の取引のような行為は行われな
い。つまり、相続の時に課税庁が時価で課税したく
ともその時価が見えないのである。そこで、課税し
やすいように運用上の基準として評価通達を定める
が、その額が時価を超えることはあってはならない
ことになる。だから評価額は慎重になり、謙抑的に
なり、時価よりはかなり低い安全な価額で課税する

ことにならざるを得ないことになる。だが、それで
も当該不動産の特殊事情のために通達での評価額で
も時価を上回ってしまう場合がある。そういう場合
には、総則 6 項で調整するのである。つまり、総則
6 項は本来、通達評価でも高くなってしまう特殊事
情がある場合に通達評価額を下げるために設けられ
たものであったのである。
　読者の方は、通達評価額が時価評価だと理解され
てきた方がいるかもしれないが、私は、通達評価は
「時価以下」評価額だと理解してきた。法律が時価
課税を要求しているが、時価が見えないために安全
に時価以下評価してきたのである。だから、納税者
はこの通達を大事にし、乱用しないようにしておか
ないと、時価で課税されるリスクがあるよ、と述べ
てきたのである。この事件は、まさしく、この安い
時価以下評価を意図的に利用しようとしたことにな
る。この評価通達を時価と同視し、通達で規定して
いる以上、課税庁は通達評価を尊重しなければなら
ない、という論理で納税者が勝つならば、不公平を
将来させないために、課税庁としては時価以下評価
をやめ、リスク覚悟で時価ぎりぎりの評価をせざる
を得なくなるのではないだろうか。私はこのように
考えていたから、一人の富裕者の租税回避のために、
多数の納税者の評価額が上がるような議論にはあま
りくみしたくなかった。現行の時価以下評価でも、
皆が同じように時価以下評価であればいいのではな
いかということである。
　最高裁は、この納税者には時価以下評価を適用
しないことの不平等問題を次のように述べている。
（２）
ア　　他方、租税法上の一般原則としての平等原

則は、租税法の適用に関し、同様の状況にあ
るものは同様に取り扱われることを要求する
ものと解される。そして、評価通達は相続財
産の価額の評価の一般的な方法を定めたもの
であり、課税庁がこれに従って画一的に評価
を行っていることは公知の事実であるから、
課税庁が、特定の者の相続財産の価額につい
てのみ評価通達の定める方法により評価した
価額を上回る価額によるものとすることは、
たとえ当該価額が客観的な交換価値としての
時価を上回らないとしても、合理的な理由が
ない限り、上記の平等原則に違反するものと

して違法というべきである。もっとも、上記に
述べたところに照らせば、相続税の課税価格に
算入される財産の価額について、評価通達の定
める方法による画一的な評価を行うことが実質
的な租税負担の公平に反するというべき事情が
ある場合には、合理的な理由があると認められ
るから、当該財産の価額を評価通達の定める方
法により評価した価額を上回る価額によるもの
とすることが上記の平等原則に違反するもので
はないと解するのが相当である。

イ　　これを本件各不動産についてみると、本件各
通達評価額と本件各鑑定評価額との間には大き
なかい離があるということができるものの、こ
のことをもって上記事情があるということはで
きない。

　　　もっとも、本件購入・借入れが行われなけれ
ば本件相続に係る課税価格の合計額は６億円を
超えるものであったにもかかわらず、これが行
われたことにより、本件各不動産の価額を評価
通達の定める方法により評価すると、課税価格
の合計額は２８２６万１０００円にとどまり、
基礎控除の結果、相続税の総額が０円になると
いうのであるから、上告人らの相続税の負担は
著しく軽減されることになるというべきであ
る。そして、被相続人及び上告人らは、本件購入・
借入れが近い将来発生することが予想される被
相続人からの相続において上告人らの相続税の
負担を減じ又は免れさせるものであることを知
り、かつ、これを期待して、あえて本件購入・
借入れを企画して実行したというのであるか
ら、租税負担の軽減をも意図してこれを行った
ものといえる。そうすると、本件各不動産の価
額について評価通達の定める方法による画一的
な評価を行うことは、本件購入・借入れのよう
な行為をせず、又はすることのできない他の納
税者と上告人らとの間に看過し難い不均衡を生
じさせ、実質的な租税負担の公平に反するとい
うべきであるから、上記事情があるものという
ことができる。

ウ　　したがって、本件各不動産の価額を評価通達
の定める方法により評価した価額を上回る価額
によるものとすることが上記の平等原則に違反
するということはできない。

　これはその通りだといわざるをえない。もちろん、
この通達に振り回された納税者はお気の毒に思う
し、通達を適用すべき場合と、総則 6 項が適用され
る場合の基準をもう少し明確にする必要性はあろ
う。また、通達を利用した申告も申告としては誤り
ではないので、過少申告加算税などは本来あり得な
いものだと考えるが、総則 6 項については以上のよ
うに考えている。
留意点
　１）相続税法は「時価」課税だ。しかし、相続に

よる財産の移動は取引ではない。
　２）だから通常は「時価」は見えない。そこで、

評価通達は「時価以下」にし、安全に課税する。
　３）だから、相続に際して合理的理由もなく「時価」

を見せるような行為をすると危ない。

（２）共有物の分割と不動産取得税（最高裁令和　
　４年３月２２日判決TAINS Ｚ９９９－８４４４）
　地方税法７３条の７第２号の３は，共有物の分
割による不動産の取得に対しては，同号括弧書き
に規定する「当該不動産の取得者の分割前の当該
共有物に係る持分の割合を超える部分」（以下「持
分超過部分」という。）の取得を除き，同税を課す
ることができないと規定している。
　この場合、共有分割で土地を取得したが、それ
までは１０の１しか持ち分がなかった土地を、相
続財産全体の１０分の１として、土地だけを取得
したような場合は、どうなるのだろう。
　五人の相続人がいるが、被相続人が、そのうち
の一人娘だけに全部を相続させる遺言を残した。
男の四人の相続人は遺留分減殺請求をおこす。す
ると、すべての相続財産は１０分の１ずつの共有
になり、土地についても１０分の１となる。そこで、
東京地方裁判所は，平成２７年８月，本件各不動
産に係る共有物分割の訴えについて，これらを一
括して分割の対象とした上で，そのうちいくつか
の各土地を上告人の単独所有とし，その余を他の
共有者らの各単独所有とすることなどを内容とす
る判決を言い渡し，同判決は確定した。
　その後、東京都足立都税事務所長は、上記の共
有物の分割により上告人が本件各土地の各持分１
０分の９を取得したこと（以下「本件各取得」と
いう。）に対する不動産取得税の賦課決定処分（以

下「本件各処分」という。）をしたので、この相続
人が争ったのである。
　最高裁の判断は次の通りであった。
３
（１）地方税法７３条の７第２号の３は，共有物の

分割による不動産の取得について，同法７３条
の２第１項にいう「不動産の取得」に該当し，
本来は不動産取得税の課税の対象となることを
前提に，その例外として，持分超過部分の取得
を除いては非課税とする旨を定めたものと解さ
れる。

　　　前記１（２）のとおり，上告人は，複数の不
動産を一括して分割の対象とする共有物の分割
により，本件各土地の各持分１０分の９を取得
したものであることから，このような場合にお
ける持分超過部分の有無及び額の判断の方法が
問題となる。

（２）地方税法７３条の１３第１項は，不動産取得
税の課税標準を，不動産を取得した時におけ
る不動産の価格とする旨規定し，同法７３条
の２１第１項本文は，固定資産課税台帳に固
定資産の価格が登録されている不動産につい
ては，当該価格により当該不動産に係る同税
の課税標準となるべき価格を決定するものと
する旨規定する。そして，固定資産課税台帳は，
原則として，登記簿に登記されている土地又
は家屋（住家その他の建物をいう。）について，
その価格等所定の事項を登録するものである
（同法３４１条１０号，１２号）ところ，土地
は１筆の土地ごとに，建物は１個の建物ごと
に登記されている（不動産登記法２条５号参
照）。

　　　また，地方税法７３条の１５の２第１項は，
不動産取得税の課税標準となるべき額が所定
の額に満たない場合においては，同税を課す
ることができない旨を規定するところ，同条
２項は，複数の土地の取得又は複数の家屋の
取得をもって一の土地の取得又は１戸の家屋
の取得とみなして同条１項の規定を適用する
場合について，特に規定している。

　　　以上のような不動産取得税に関する地方税
法の規定の内容等に照らせば，同税は，個々
の不動産の取得ごとに課されるものであると

いうことができる。
　　　そうすると，共有物の分割による不動産の取

得に係る持分超過部分の有無及び額について
は，複数の不動産を一括して分割の対象とする
場合であっても，その対象とされた個々の不動
産ごとに判断すべきものと解するのが，不動産
取得税の課税の仕組みと整合的であるというべ
きであり，また，地方税法７３条の７第２号の
３括弧書きの「分割前の当該共有物に係る持分
の割合」という文言にも沿う解釈ということが
できる。

　　　したがって，複数の不動産を一括して分割の
対象とする共有物の分割により不動産を取得し
た場合における持分超過部分の有無及び額につ
いては，分割の対象とされた個々の不動産ごと
に，分割前の持分の割合に相当する価格と分割
後に所有することとなった不動産の価格とを
比較して判断すべきものと解するのが相当で
ある。

（３）前記事実関係等によれば，上告人は，共有物
の分割により，従前は持分１０分の１を有し
ていた本件各土地について，それぞれ，他の
共有者から，その余の持分１０分の９を取得
したというのであるから，本件各取得の全部
が持分超過部分の取得に当たることが明らか
である。したがって，本件各取得に対しては
地方税法７３条の７第２号の３の規定により
不動産取得税を課することができないとはい
えない。

　要するに、相続財産税体で分割割合を見るので
はなく、個々の土地毎に超過部分を判断すると言
うことになる。共有物の分割に係わるときは注意
が必要となる。なお、遺産全部を特定の相続人に
相続させる旨の遺言による遺産の当該相続人への
承継に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使し
た場合に遺留分権利者に帰属する権利は，遺産分
割の対象となる遺産としての性質を有しないもの
と解されているので、（最高裁平成３年（オ）第１
７７２号同８年１月２６日第二小法廷判決・民集
５０巻１号１３２頁参照）、相続による取得とも言
えないので、非課税とはならないのである。
　なお、民法改正により、遺留分減殺請求の法的

する駐車場管理契約の各契約による一連の取引（本
件各取引）がされている。

　３　原告は、平成２６年１月まで各土地の賃貸人と
して駐車場収入を得ていたところ、同年２月以降
の駐車場収入については、使用貸借契約等により、
賃貸人が長男乙又は長女丙になり、各駐車場収入
は乙又は丙に帰属するものとして確定申告をして
いるから、平成２６年２月以降の駐車場収入が原
告に帰属するか否かを検討するに当たり、使用貸
借契約が成立したか否かが問題となる。

　４　本件各使用貸借契約書の原告の署名・押印は真
正なものであるから、民事訴訟法２２８条４項に
よれば、使用貸借契約書の原告作成部分は真正に
成立したものと推定されることになる。

　５　これに対し、被告は、原告が使用貸借契約書の
内容を全く認識していなかったと認められるから
上記推定は働かない旨主張する。しかしながら、
使用貸借契約書の署名・押印に至る経緯、使用貸
借契約書の記載内容その他本件各取引の内容、原
告の知識・経験・行動傾向等、各取引後の取引実態、 
確定申告における原告の行動等を総合すれば、原
告が使用貸借契約書の基本的な内容を認識した上
で使用貸借契約書に署名・押印した事実を優に認
定することができる。

　６　経験則に照らせば、使用貸借契約書のような処
分証書が真正に成立していれば、「特段の事情」
がない限り、作成者によって記載どおりの行為が
されたことを認めるべきである（処分証書の法
理）。

　７　被告は、本件各取引は異常であり、特段の事情
がある旨主張する。しかし、本件各取引によって、
駐車場収入が乙又は丙に帰属することになるが、
原告と乙・丙は親子の関係にあり、原告が十分な
収入を得ており、高齢でもあったことにも照らす
と、駐車場収入が各土地の所有者ではない乙又は
丙に帰属するからといって本件各取引が社会通念
に照らして異常なものであるということはできな
い。

　８　被告は、本件各取引は、乙及び税理士法人が、
総体としての租税負担を免れることを目的に企図
したこと等の特段の事情がある旨主張する。しか
し、節税効果を発生させることを動機として使用
貸借契約を締結することはあり得るのであって、

節税の動機と目的物を無償で使用収益させる意思
とは併存し得るものであるから、上記の目的があ
る場合であっても、直ちに使用貸借契約書に記載
どおりの行為がされたとの経験則を妨げる「特段
の事情」があるとすることはできないというべき
である。

　９　本件各使用貸借契約は成立したと認められると
ころ、使用貸借契約は対価を払わないで他人の物
を借りて使用収益する契約であるから（民法５９
３条）、乙又は丙は、平成２６年２月以降、原告
から、各土地の使用収益権を与えられたことにな
る。そして、乙又は丙は、各土地の使用収益権に
基づき、第三者との間で賃貸借契約を締結し、各
土地の賃借人から駐車場収入を得ることになる。
他方、原告は、各土地の所有者ではあるが、平成
２６年２月以降は、使用貸借契約の締結により、
各土地の使用収益権を乙又は丙に与えたため、乙
又は丙が賃貸人ということになるから、各土地の
賃貸借契約の賃貸人ではなくなり、駐車場収入を
得ることはできないことになる（実際にも駐車場
収入を得ていない）。

　１０　本件各土地の賃貸借に関する民法上の法律関
係を、所得税法１２条（実質所得者課税の原則）
の規定に照らしてみると、乙又は丙は、「資産又
は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられ
る者」に該当するというべきであり、実際にも駐
車場収入を収益として享受しているから、「単な
る名義人であって、その収益を享受」しないとい
うことはできない。さらに、原告は、駐車場収入
を収益として享受していないから、「その者以外
の者がその収益を享受する場合」における「その
者以外の者」に当たるということもできない。し
たがって、本件において、所得税法１２条の適用
により、平成２６年２月以降の駐車場収入の帰属
が原告にあるということはできないというべきで
ある。

　この判示は多くの税理士に衝撃を与えたと思われ
る。これで所得の分割が可能なら、同じような契約
を考える人も多かったと思われる。その意味で高裁
判決が注目されていたのである。令和４年７月２０
日（TAINS Ｚ８８８－２４２６ ) はまず、前述の贈
与契約について次のような判断を示した。

はじめに　
　コロナの関係で調査数が減少しているせいか、
訴訟の数もだんだん減ってきている。納税者が裁
判所ではもはや救済されないとあきらめはじめて
いるのではないか、と少し心配になってくる。裁
判所が、課税庁も納税者もともに法の下に平等だ
という視点をもって、事案をきちんと審査するこ
とを願っているのだが、そのためには課税庁以上
に税法についての判断能力が必要だ。しかし、裁
判例を見ると、法人税の損金と所得税の必要経費
の本質的な意味の違いを理解しないまま、損金を
必要経費と同じように考えて損金性を否定してい
る例が増えてきている。そうした判決に対する批
判もしたいが、ここでは、2022 年度の裁判例の中
から、TAINS の会員に留意しておいて欲しい事例
を取り上げ、簡単に私なりの留意点を示しておき
たい。

（１）通達の法的性格（最高裁令和 4 年 4 月 19 日
　　判決 TAINS Ｚ８８８－２４０６）
　今年なによりも注目されたのは、相続税の財産
評価通達の評価額を利用して、課税価額の引き下
げを行った納税者に対して、課税庁が評価通達総
則 6 項（「この通達の定めによって評価することが
著しく不当と認められる財産の価額は、国税庁長
官の指示を受けて評価する」）を適用し、時価で課
税した事件であろう。しかも、地裁・高裁で納税
者が敗訴していたのに、最高裁が弁論を開いたの
で、納税者が勝ちそうだと言うことで、不動産関
係者にも大きな関心を集めた。私自身も高裁判決が
覆るものと思い込み、どこが変えられるのか、真剣
に悩んでいた。というのは、私は原告を応援してい
た税理士や研究者とは異なり高裁判決でやむを得な
いと考えていたからである。しかし、最高裁の弁論

は高裁判決を覆すためのものではなく、総則 6 項
についての最高裁としての姿勢を従来示してこな
かったので、その点を明確にするという意味での
弁論だったようであり、結論は高裁と同じだった。
そこで、この最高裁判決の内容を少し考えてみよ
う。
　　
　事実関係は次のように整理されている。
（１）相続税法２２条は、同法第３章で特別の定め

のあるものを除くほか、相続等により取得した
財産の価額は当該財産の取得の時における時価
により、当該財産の価額から控除すべき債務の
金額はその時の現況による旨を規定する。

（２）評価通達１（２）は、時価とは課税時期（相
続等により財産を取得した日等）においてそれ
ぞれの財産の現況に応じ不特定多数の当事者間
で自由な取引が行われる場合に通常成立すると
認められる価額をいい、その価額は評価通達の
定めによって評価した価額による旨を定める。
他方、評価通達６は、評価通達の定めによって
評価することが著しく不適当と認められる財産
の価額は国税庁長官の指示を受けて評価する旨
を定める。

（３）Ａ（以下「被相続人」という。）は、平成２４年
６月１７日に９４歳で死亡し、上告人らほか２
名（以下「共同相続人ら」という。）がその財
産を相続により取得した（以下、この相続を「本
件相続」という。）。

　　　被相続人の相続財産には、第１審判決別表１
記載の土地及び同別表２記載の建物（以下、併
せて「本件甲不動産」という。）並びに同別表
３記載の土地及び建物（以下、併せて「本件乙
不動産」といい、本件甲不動産と併せて「本件
各不動産」という。）が含まれていたところ、

　

はじめに　
　私は、弁護士・税理士として税務調査立会・
審査請求・税務訴訟・査察事件等の闘いの現場
に４０年近く従事してきた実務家で、ＴＡＩＮＳ
編集長に就任された三木義一先生とは、①税務訴
訟等の闘いの現場の戦友として学者意見書の作
成をしていただき数々の勝訴判決を得てきた仲
であり、②また、国税通則法平成２３年改正では
三木先生が政府税制調査会専門委員として、私
が原案作成に関与した日本弁護士連合会税制委
員会の委員長として、改正の実現にタッグマッ
チを組んだ仲であり、③このたび、三木先生が青
山学院大学学長を定年退職されたのを機に、私
が代表者の弁護士法人山本法律会計事務所（東
京事務所）に籍を置くことになられた仲であり
ます。その三木先生からこのたび執筆依頼を受
けたので、喜んで引き受けた次第です。
　ただ、私はあくまで現場の実務家にすぎないの
で、これまで私が闘ってきた勝訴判決の評釈を再
現するしか能がなく、以下、私が最近（平成２８
年以降）扱った事件に限って記述します（注１）。
　その中で、税法解釈（文理解釈優先の原則、
借用概念の解釈等）及び事実認定（要件事実及
び間接事実の主張、立証責任の分配、事実上の
推定等）のポイントを解説します。文体は肩苦
しい学術書とならないよう、学者Ｍさん（架空
の人物）と私Ｙとのかけ合い風にします。

１　実例１０－源泉徴収義務者と受給者との求
償関係（東京地裁平成２６年（ワ）第３３
０７４号損害賠償請求　平成２８年３月２
５日判決。ＴＡＩＮＳ未登載）

Ⓜ　これから山本先生に闘いの着眼点、作戦、
立証等のポイントを語っていただきます。ま
ず、実例１０についてお願いします。

Ⓨ　事案自体は税理士ならどこでも見かけるシ

ンプルなものです（注 2）。

 実例１０の「事案の概要」
（１）原告医療法人が運営する医院に常勤医師

として勤務していた被告に対する給与に
ついて、税務署から調査を受けた結果、①
原告が訴外Ｙ社（被告の妻が代表取締役
で薬品管理業務を月額６３万円で請負っ
た会社）に支払った請負代金月額６３万
円と、②原告が第三者から月額９万２００
０円で賃借した住宅を社宅として被告に
無償 で使用させていたその賃料相当の月
額９万２０００円と、がいずれも原告の
被告に対する給与であると認定し、これ
らをＹの本来の給与に加算したうえで給
与源泉徴収すべきであったのに、その上
乗せ分の徴収を怠っていたとして、過去
５年分の①源泉徴収本税の合計１３３５
万９４６８円及び②重加算税及び不納付
加算税の合計４１７万７０００円、それ
らの総合計１７５３万６４６８円の納税
告知処分を受けて（以下「本件追徴課税
処分」という。）、これを原告が給付した。

（２）その後、原告は被告に対し、追徴納付した
総合計１７５３万６４６８円を請求する
訴訟を提起した。

Ⓨ　被告（税務調査の直前に原告医療法人を退
職して個人で開業したそ）の関与税理士さん
からの依頼でした。飛び込み依頼のときの着
眼点は、次の [ 図１] を見て下さい。

 [ 図１] 着眼点の三つのポイント
(１) 課税に至る事情を詳しく聞く
(２) 課税庁に勇み足はないかを探す
(３) 何かおかしな課税じゃないかと動物的な
嗅覚をきかす

 　　　　　
(青山学院大学名誉教授)　三木　義一　　　　　　　　　　　　　

ご 挨 拶

　新年明けましておめでとうございます。

　会員の皆様におかれましてはつつがなく新しい年をお迎えのこととお慶び申し

上げます。日頃はＴＡＩＮＳをご利用いただきまして誠にありがとうございます。

　昨年は税理士法が改正され、税理士・税理士法人は、税理士業務・付随業務に

おける電磁的方法の積極的利用等を通じて納税義務者の利便の向上等を図るよう

努めるものとする旨の規定が新設されました。当社団においても、税理士の業務

における情報通信技術の利活用に係る支援業務及び各種新技術に対する検討を行

い、併せて日税連及び税理士会と連携しながら、ＴＡＩＮＳが日常の税理士業務に役

立つ情報ツールとしてより一層充実するよう、執行部一丸となって取り組んでま

いりました。

　一例をあげますと昨年は新たなコンテンツとして、研修サイトに判例紹介動画

「ＴＡＩＮＳ　ＭＯＶＩＥ」を掲載し、その受講時間が３０分以内ですので、通勤時間等

を利用して受講・登録ができるようになっております。本年もコンテンツの充実

に取り組んでまいりますので、ますます進化するＴＡＩＮＳにご期待ください。ま

た昨年から私自ら税理士会を訪問して入会勧奨を行っており、ＴＡＩＮＳ発展のため

に、税理士会のご理解ご協力を賜り、普及促進に努めております。

　今年は卯年、「うさぎは跳ねる」といわれ、期待が高まる干支でございますの

で、ＴＡＩＮＳのさらなる飛躍をめざし、会員の皆様のご満足を得られるよう他の役

員、委員、編集員、職員共々、本年もより一層努力し精進してまいりますので、

昨年同様、ご支援・ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

一般社団法人日税連税法データベース 

  清　田　明　弘  　会 長 

性質が変わったので、今後同様なことがあっても、
遺留分減殺請求により１０分の１の共有になること
はなくなるので、今後は分割協議で土地を取得した
時に、１０分の１０の課税になることにも留意して
おこう。

（３）親子間の土地の使用貸借と駐車場収入の帰属
　・・・（大阪地裁令和３年４月２２日判決　　　
　TAINS Ｚ８８８－２３６３）
　子供が親の土地を使用貸借し、アパートなどを建
てて賃料収入が発生した場合、その収入は子供に帰
属する。課税上もそれを承認している。だが、土地
を単に使用貸借した後に、その土地を駐車場として
賃貸し、その収入が発生した場合、その賃料を子供
に帰属させるのは、土地の所有権が父親にある以上、
少なくとも課税上は難しい取り扱いだった。そこで、
土地の一部の所有権を子供に帰属させた上で、駐車
場賃料を得た場合にはどうなるかが争われた事件が
あった。
　具体的には、父親である亡甲が、平成２６年１月
２５日、被控訴人である長男乙との間で、Ｐ等土地
上に敷設されたアスファルト舗装・車止め・フェン
スを、被控訴人乙に贈与する旨の契約を締結し、同
日、被控訴人長女丙との間で、Ｒ土地上に敷設され
たアスファルト舗装を被控訴人丙に贈与する旨の契
約をしたのである。土地の表面上の一部を贈与する
奇策を使い、その後の家賃収入をこども達に帰属さ
せたわけである。
　課税庁はこれを否認し、父親に帰属するとして課
税。大阪地裁令和３年４月２２日判決は次のように
判示し、これを認めたのである。
判示事項
　１　本件は、原告が、平成２６年分の所得税等につ

いて、収入の計上誤り等を理由とする更正の請求
をしたところ、処分行政庁から、更正すべき理由
がない旨の通知処分を受けたほか、原告の子ら（長
男乙及び長女丙）の名義で賃貸された土地の賃料
（駐車場収入）は原告に帰属するとして、増額更
正処分等を受けた事案である。

　２　本件においては、原告と長男乙及び長女丙との
間で、各土地の使用貸借契約及び各土地上に敷設
されたアスファルト舗装等の贈与契約、乙及び丙
と各賃借人間の賃貸借契約、委任者を乙及び丙と

　まず、贈与契約の部分であるが、舗装部分は不能
である、とされた。
　アスファルト舗装は、路盤にアスファルト混合物
を敷き均して、転圧機械により所定の密度が得られ
るまで締固め、所定の形状に平坦に仕上げるもので
あり、アスファルト舗装された地面のうち、アスファ
ルト混合物が含まれる表層及び基層部は、土地の構
成部分となり、独立の所有権が成立する余地はない
というべきである。
 したがって、亡甲において、本件各贈与契約のう
ち本件各舗装部分の所有権を被控訴人乙及び同丙に
移転させることは原始的に不能であることは明らか
であるから、本件各贈与契約のうち前記舗装部分等
を対象とする部分はいずれも無効といわなければな
らない。そうすると、本件各使用貸借契約書の作成
により、当事者が当初意図したところの被控訴人乙
及び同丙が本件各舗装部分を所有することを目的
とした本件各使用貸借契約が成立したと解釈する
余地はないというべきである。

　しかし、付合している本件各舗装部分をも含む
本件各土地を使用貸借したものと解したとしても
おかしくないとして、次のようにもいうのである。
　付合した本件各舖装部分を含む本件各土地を目
的とする本件各使用貸借契約の成否
ア　しかし、先に述べたところの、被控訴人乙及

び同丙が本件各舗装部分等を所有するという
本件各使用貸借契約の目的は、本件各贈与契
約が同時に締結されたことや同契約書の記載
から合理的に解釈されることに止まり、本件
各使用貸借契約書上は、付合している本件各
舗装部分をも含む本件各土地を使用貸借した
ものと解したとしても、特段整合しない記載
は認められない。むしろ、同契約書には、使
用貸借の目的は、被控訴人乙や同丙が本件各
土地を駐車場として使用することにある旨記
載されていることからして、本件各使用貸借
契約の対象を、付合した本件各舗装部分をも
含む本件各土地と解した方が自然で合理的と
も評価できるのである。そして、本件各贈与
契約書にも、被控訴人乙及び同丙が本件各舗
装部分上で駐車場賃貸事業を営むことが記載
されていて、本件各舗装部分の所有権の帰属

について当事者に法律の錯誤があったものの、
本件各取引の結果、本件各使用貸借により、付
合した同部分も含めた本件各土地上で被控訴人
乙及び同丙が駐車場賃貸事業を営むことは当事
者双方が明確に認識していたのであるから、本
件各使用貸借契約書の作成により本件各使用貸
借契約が成立したと認定できるのであれば、そ
の内容は本件各舗装部分を含む本件各土地を使
用貸借させるものであると解するのが合理的と
いうべきである。････

　
　以上によれば、被控訴人乙及び同丙は、本件各土
地について、本件各使用貸借契約に基づく収益権と
しての使用借権を有するから、本件駐車場から「生
ずる収益の法律上帰属するとみられる者」に当たる
こととなる。

　つまりこの使用貸借契約は有効であり、収益の法
律上の帰属者は相続人達である、という。法律上収
益が帰属しているなら、課税上も相続人達と判断し
ても良さそうであるが、この後が一審とはガラッと
変わってしまうのである。
　被控訴人乙及び同丙が「単なる名義人であって、
その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を
享受する場合」に当たるか
（１）所得税法１２条は、租税負担の公平を図るため、

資産から生ずる収益の帰属について、名義又は
形式とその実質が異なる場合には、当該資産の
名義又は形式にかかわらず、当該資産の真実の
所有者に帰属させようとした趣旨と解される。
そして、所得税基本通達１２－１が「法第１２
条の適用上、資産から生ずる収益を亭受する者
がだれであるかは、その収益の基因となる資産
の真実の権利者がだれであるかにより判定すべ
きである。」と規定しているのもこれと同じ趣
旨と解され、合理的なものと解すべきである。

（２）不動産所得である本件各土地の駐車場収入は、
本件各土地の使用の対価として受けるべき金銭
という法定果実であり（民法８８条２項）、駐
車場賃貸事業を営む者の役務提供の対価ではな
いから、所有権者がその果実収取権を第三者に
付与しない限り、元来所有権者に帰属すべきも
のである。

 　　そして、本件で被控訴人乙及び同丙が本件各
土地の法定果実を収取できる根拠は使用借権
（民法５９３条）であるが、使用借主は、その
無償性から、本来使用貸主の承諾を得ない限り、
法定果実収取権を有しないところ（同法５９４
条２項）、本件においては、既に本件各土地の
所有権に基づき駐車場賃貸事業を営んで賃料収
入を取得していた亡甲が、子である被控訴人乙
及び同丙に本件各土地を使用貸借し、法定果実
の収取を承諾して、その事業を前記被控訴人ら
に承継させたというのであるから、本件各取引
は、亡甲が本件各土地の所有権の帰属を変えな
いまま、何らの対価も得ることなく、そこから
生じる法定果実の帰属を子である前記被控訴人
らに移転させたものと評価できる。しかも、使
用貸借における転貸の承諾、すなわち法定果実
収取権の付与は、その無償性から、その承諾を
撤回し、将来に向かって付与しないことがで
きると考えられることからすると、そもそも
亡甲から使用貸借に基づく法定果実収取権を
付与されたことで、当然に実質的にも本件各
土地からの収益を享受する者と断ずることは
できないというべきである。

 　　さらに本件各取引がなされた経緯について
みると、前記認定事実によれば、被控訴人乙は、
本件税理士法人に亡甲の相続にかかる相続税
対策について相談し、被控訴人乙及び同丙が
亡甲の財産を相続する際、相続税の納付のた
めに遺産（不動産）の売却を余儀なくされる
ような事態を避けるため、亡甲及び被控訴人
丙らに対してもその趣旨を説明の上、本件各
使用貸借契約を含む本件各取引を締結して、
亡甲が従前から営んでいた賃料収入の蓄積に
よる同人名義の将来の遺産の増加を抑制する
ことを企図するとともに、当面の所得税の節
税をも企図したものであることが認められる。

 　　そして、本件各取引の結果、亡甲から本件
各使用貸借に基づく法定果実収取権を付与さ
れ、本件各土地上で駐車場賃貸事業を営むこ
とになった被控訴人乙及び同丙は、本件各取
引等に関し、特段の出捐をしたとは認めるに
足りないし、亡甲が管理業務を有償で委任し
ていた管理会社に引き続き同業務を有償で委

任したことにより、その管理に必要な役務を提
供したとも認めるに足りない。しかも、亡甲は、
本件各土地以外にも、同人らに対し、自己所有
の土地建物に無償で居住させた上、その固定資
産税も亡甲が負担するなどして、それらの不動
産の使用収益の利益を付与していたことも、本
件各取引に基づく本件各土地に関する法定果実
収取権の付与と同質のものであって、それらに
よって同人らが亡甲から親族間の情誼により相
当の援助を受けていた関係にあったというべき
である。

 　　そうすると、本件各取引は、亡甲の相続にか
かる相続税対策を主たる目的として、亡甲の存
命中は、本件各土地の所有権はあくまでも亡甲
が保有することを前提に、本件各土地による亡
甲の所得を子である被控訴人乙及び同丙に形式
上分散する目的で、同人らに対して本件各使用
貸借契約に基づく法定果実収取権を付与したも
のにすぎないものと認められる。

　　　したがって、たとえ、本件各取引後、本件
各土地の駐車場の収益が被控訴人乙及び同丙
の口座に振り込まれていたとしても、そのよ
うに亡甲が子である被控訴人乙及び同丙に対
する本件各土地の法定果実収取権の付与を継
続していたこと自体が、亡甲が所有権者とし
て享受すべき収益を子に自ら無償で処分して
いる結果であると評価できるのであって、や
はりその収益を支配していたのは亡甲という
べきであるから、平成２６年２月以降の本件
各駐車場の収益については、被控訴人乙及び
同丙は単なる名義人であって、その収益を享
受せず、亡甲がその収益を享受する場合に当
たるというべきである。

　
　法律上の帰属者と実質上の帰属者とが異なり、本
件の場合は、亡き父親が実質上の帰属者だとの判断
をして、納税者の主張を退けたことになる。
　法形式的には相続人達に帰属するように見える
が、真の法律関係からすると父親が所有している
のだ、という判断であろうが、法律上は契約自体
を否定するような特段の事情もなかったが、他方
でこれを認めると租税回避が容易に計画できるこ
とを懸念してこのような判断をしたものと思われ

る。他に何の合理的理由がなく、租税回避だけが目
的だと思われると、このような判断になる可能性が
強いと言えよう。

（４）２年連続期限遅れのみでも青色承認取消 ?

　年末に税理士事務所が申告書を二期連続期限後に
出したことだけを理由に青色承認の取り消しがなさ
れ、それを争った事案の判決が飛び込んできた（福
岡地方裁判所令和 4 年 12 月 14 日判決、TAINS 収
録作業中）。確かに、期限後提出は法律にも取消の
理由にされており、事務運用指針にも次のように規
定されている。
4　無申告又は期限後申告の場合における青色申告

の承認の取消し　
　　　法第 127 条第 1 項第 4 号の規定による取消し

は、2 事業年度連続してその提出期限内に法第
74 条第 1 項の規定による申告書の提出がない
場合に行うものとする。この場合、当該 2 事業
年度目の事業年度以後の事業年度について、そ
の承認を取り消す。

　しかし、通常はこれだけを理由に取り消すことは
ないと思われていた。この種の事件の場合は、その
不当性を審判所で争い、実務がよくわかる審判官で
あれば通常はしない処分であり、不当として救済す
る余地がある。しかし、裁判所になると、不当では
争えず、違法を主張しなければならなくなるので、
裁量権の逸脱、または濫用を争うことになる。地裁
は次のように判示している。

１　争点
（1）（本件処分が裁量権の範囲の逸脱又はその濫用

により違法であるか）について　････
（2）これを本件についてみると、前提事実及び掲記

の証拠並びに弁論の全趣旨によれば、次の事情
を指摘することができる。

　ア　原告は、平成３０年６月期及び令和元年６月
期の２事業年度連続で確定申告書を提出期限
までに提出しなかったものである（前提事実
（3）イ）。そして、この事実は、法人税法１２
４条１項４号の承認取消事由に該当する上、
青色申告承認取消しの取扱基準について定め

る本件事務運営指針の４にも該当する。
　　　確定申告書を提出期限までに提出すること

は、青色申告法人の基本的義務というべきであ
り、２事業年度連続で確定申告書を期限内に提
出しないことは、法人税法第２７条１項４号の
違反の程度としては軽視することのできないも
のというべきである。

　イ　原告が２事業年度連続で確定申告書を提出期
限までに提出しなかった原因は、本件税理士法
人の担当職員が期限内に提出することを失念し
たことによるものである。しかし、税理士法２
条１項１号に規定する税務代理は、民法９９条
が規定する代理人が本人に代わって意思表示を
行う行為に該当し、その法律効果は直接本人に
帰属するのであるから、納税者が自己の判断と
責任において、申告手続を税理士に委任し、当
該税理士が代理人として申告した以上、その申
告は申告名義人である納税者の行為として取り
扱われるものと解される。そうすると、２事業
年度連続で確定申告書が期限内不提出となった
原因が、本件税理士法人の担当職員の過誤によ
るものであるとしても、このような事情は、原
告と本件税理士法人の間の内部事情によるもの
といわざるを得ない。

(3)以上の事情からすれば、処分行政庁が本件処分(青
色申告の承認の取消し ) をしたことについて、
裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるとは
認めらない。

　原告会社は設立以来、重加算税処分を受けたこと
がないどころか、ここ十年指摘事項が一度もない優
良な法人だったようだが、それでも自動的に２年で
取り消す方向に変化してきたようだ。

おわりに
　TAINS に収録されている令和４年の裁判例から
いくつか取り出して紹介してきたが、最後の４番目
の問題は税理士として重く受け止めておかねばなら
ない。税理士と大学教員の大きな資質の違いは、
期限まで書くのが税理士で、期限が来てから書く
のが大学教員と揶揄してきたが、この差は加算税
や青色承認取り消しなどが税理士業務にはつきも
のだということから来ているのであろう。



3だより

これらについては、被相続人の遺言に従って、
上告人らのうちの１名が取得した。なお、同
人は、平成２５年３月７日付けで、本件乙不
動産を代金５億１５００万円で第三者に売却
した。

（４）本件各不動産が被相続人の相続財産に含まれ
るに至った経緯等は、次のとおりである。

ア　被相続人は、平成２１年１月３０日付けで信
託銀行から６億３０００万円を借り入れた上、
同日付けで本件甲不動産を代金８億３７００
万円で購入した。

イ　被相続人は、平成２１年１２月２１日付けで
共同相続人らのうちの１名から４７００万円
を借り入れ、同月２５日付けで信託銀行から
３億７８００万円を借り入れた上、同日付け
で本件乙不動産を代金５億５０００万円で購
入した。

ウ　被相続人及び上告人らは，上記ア及びイの本
件各不動産の購入及びその購入資金の借入れ
（以下、併せて「本件購入・借入れ」という。）を、
被相続人及びその経営していた会社の事業承
継の過程の一つと位置付けつつも、本件購入・
借入れが近い将来発生することが予想される
被相続人からの相続において上告人らの相続
税の負担を減じ又は免れさせるものであるこ
とを知り、かつ、これを期待して、あえて企
画して実行したものである。

　要するに、二つの建物を借入金付きで購入し、評
価通達を利用して、課税価格を減らして、通常なら
約 2 億円になる相続税額を 0 円にする申告を行った
のである。そこで、税務署が伝家の宝刀総則 6 項を
適用して、時価で課税し、納税者がこれを争ったわ
けである。しかし、地裁も高裁も、このような方法
を認めると「実質的な租税負担の公平を著しく害し
不当な結果を招来する」から、「他の合理的な方法
によって評価することが許される」として本件各更
正処分は適法と判断していたのである。
　これを受けて最高裁は、どのような判断をした
か、次の部分が重要である。

４
（１）相続税法２２条は、相続等により取得した財

産の価額を当該財産の取得の時における時価に
よるとするが、ここにいう時価とは当該財産の
客観的な交換価値をいうものと解される。そし
て、評価通達は、上記の意味における時価の評
価方法を定めたものであるが、上級行政機関が
下級行政機関の職務権限の行使を指揮するため
に発した通達にすぎず、これが国民に対し直接
の法的効力を有するというべき根拠は見当たら
ない。そうすると、相続税の課税価格に算入さ
れる財産の価額は、当該財産の取得の時におけ
る客観的な交換価値としての時価を上回らない
限り、同条に違反するものではなく、このこと
は、当該価額が評価通達の定める方法により評
価した価額を上回るか否かによって左右されな
いというべきである。

　　　そうであるところ、本件各更正処分に係る課
税価格に算入された本件各鑑定評価額は、本件
各不動産の客観的な交換価値としての時価であ
ると認められるというのであるから、これが本
件各通達評価額を上回るからといって、相続税
法２２条に違反するものということはできな
い。

　つまり、最高裁は、相続税法という法律は「時価」
で課税するぞ、と書いてあるではないか。だから時
価で課税すること自体は基本的には違法ではないの
だ、といっているのである。読者の中にはそれでは
通達に従う意味がないではないか、と思われる方も
いると思うので、少し私なりの説明も付け加えてみ
よう。
　相続税法は、最高裁が言うとおり「時価」、通常の
取引価額で課税して良いといっているのである。だ
から、この法律の規定は、ある意味で非常に恐ろし
いのである。他方で、相続による財産の承継は取引
ではない。日本の相続法は大陸法の相続法を受け入
れ、相続開始と同時に相続人の共有状態になってし
まうので、第三者間の取引のような行為は行われな
い。つまり、相続の時に課税庁が時価で課税したく
ともその時価が見えないのである。そこで、課税し
やすいように運用上の基準として評価通達を定める
が、その額が時価を超えることはあってはならない
ことになる。だから評価額は慎重になり、謙抑的に
なり、時価よりはかなり低い安全な価額で課税する

ことにならざるを得ないことになる。だが、それで
も当該不動産の特殊事情のために通達での評価額で
も時価を上回ってしまう場合がある。そういう場合
には、総則 6 項で調整するのである。つまり、総則
6 項は本来、通達評価でも高くなってしまう特殊事
情がある場合に通達評価額を下げるために設けられ
たものであったのである。
　読者の方は、通達評価額が時価評価だと理解され
てきた方がいるかもしれないが、私は、通達評価は
「時価以下」評価額だと理解してきた。法律が時価
課税を要求しているが、時価が見えないために安全
に時価以下評価してきたのである。だから、納税者
はこの通達を大事にし、乱用しないようにしておか
ないと、時価で課税されるリスクがあるよ、と述べ
てきたのである。この事件は、まさしく、この安い
時価以下評価を意図的に利用しようとしたことにな
る。この評価通達を時価と同視し、通達で規定して
いる以上、課税庁は通達評価を尊重しなければなら
ない、という論理で納税者が勝つならば、不公平を
将来させないために、課税庁としては時価以下評価
をやめ、リスク覚悟で時価ぎりぎりの評価をせざる
を得なくなるのではないだろうか。私はこのように
考えていたから、一人の富裕者の租税回避のために、
多数の納税者の評価額が上がるような議論にはあま
りくみしたくなかった。現行の時価以下評価でも、
皆が同じように時価以下評価であればいいのではな
いかということである。
　最高裁は、この納税者には時価以下評価を適用
しないことの不平等問題を次のように述べている。
（２）
ア　　他方、租税法上の一般原則としての平等原

則は、租税法の適用に関し、同様の状況にあ
るものは同様に取り扱われることを要求する
ものと解される。そして、評価通達は相続財
産の価額の評価の一般的な方法を定めたもの
であり、課税庁がこれに従って画一的に評価
を行っていることは公知の事実であるから、
課税庁が、特定の者の相続財産の価額につい
てのみ評価通達の定める方法により評価した
価額を上回る価額によるものとすることは、
たとえ当該価額が客観的な交換価値としての
時価を上回らないとしても、合理的な理由が
ない限り、上記の平等原則に違反するものと

して違法というべきである。もっとも、上記に
述べたところに照らせば、相続税の課税価格に
算入される財産の価額について、評価通達の定
める方法による画一的な評価を行うことが実質
的な租税負担の公平に反するというべき事情が
ある場合には、合理的な理由があると認められ
るから、当該財産の価額を評価通達の定める方
法により評価した価額を上回る価額によるもの
とすることが上記の平等原則に違反するもので
はないと解するのが相当である。

イ　　これを本件各不動産についてみると、本件各
通達評価額と本件各鑑定評価額との間には大き
なかい離があるということができるものの、こ
のことをもって上記事情があるということはで
きない。

　　　もっとも、本件購入・借入れが行われなけれ
ば本件相続に係る課税価格の合計額は６億円を
超えるものであったにもかかわらず、これが行
われたことにより、本件各不動産の価額を評価
通達の定める方法により評価すると、課税価格
の合計額は２８２６万１０００円にとどまり、
基礎控除の結果、相続税の総額が０円になると
いうのであるから、上告人らの相続税の負担は
著しく軽減されることになるというべきであ
る。そして、被相続人及び上告人らは、本件購入・
借入れが近い将来発生することが予想される被
相続人からの相続において上告人らの相続税の
負担を減じ又は免れさせるものであることを知
り、かつ、これを期待して、あえて本件購入・
借入れを企画して実行したというのであるか
ら、租税負担の軽減をも意図してこれを行った
ものといえる。そうすると、本件各不動産の価
額について評価通達の定める方法による画一的
な評価を行うことは、本件購入・借入れのよう
な行為をせず、又はすることのできない他の納
税者と上告人らとの間に看過し難い不均衡を生
じさせ、実質的な租税負担の公平に反するとい
うべきであるから、上記事情があるものという
ことができる。

ウ　　したがって、本件各不動産の価額を評価通達
の定める方法により評価した価額を上回る価額
によるものとすることが上記の平等原則に違反
するということはできない。

　これはその通りだといわざるをえない。もちろん、
この通達に振り回された納税者はお気の毒に思う
し、通達を適用すべき場合と、総則 6 項が適用され
る場合の基準をもう少し明確にする必要性はあろ
う。また、通達を利用した申告も申告としては誤り
ではないので、過少申告加算税などは本来あり得な
いものだと考えるが、総則 6 項については以上のよ
うに考えている。
留意点
　１）相続税法は「時価」課税だ。しかし、相続に

よる財産の移動は取引ではない。
　２）だから通常は「時価」は見えない。そこで、

評価通達は「時価以下」にし、安全に課税する。
　３）だから、相続に際して合理的理由もなく「時価」

を見せるような行為をすると危ない。

（２）共有物の分割と不動産取得税（最高裁令和　
　４年３月２２日判決TAINS Ｚ９９９－８４４４）
　地方税法７３条の７第２号の３は，共有物の分
割による不動産の取得に対しては，同号括弧書き
に規定する「当該不動産の取得者の分割前の当該
共有物に係る持分の割合を超える部分」（以下「持
分超過部分」という。）の取得を除き，同税を課す
ることができないと規定している。
　この場合、共有分割で土地を取得したが、それ
までは１０の１しか持ち分がなかった土地を、相
続財産全体の１０分の１として、土地だけを取得
したような場合は、どうなるのだろう。
　五人の相続人がいるが、被相続人が、そのうち
の一人娘だけに全部を相続させる遺言を残した。
男の四人の相続人は遺留分減殺請求をおこす。す
ると、すべての相続財産は１０分の１ずつの共有
になり、土地についても１０分の１となる。そこで、
東京地方裁判所は，平成２７年８月，本件各不動
産に係る共有物分割の訴えについて，これらを一
括して分割の対象とした上で，そのうちいくつか
の各土地を上告人の単独所有とし，その余を他の
共有者らの各単独所有とすることなどを内容とす
る判決を言い渡し，同判決は確定した。
　その後、東京都足立都税事務所長は、上記の共
有物の分割により上告人が本件各土地の各持分１
０分の９を取得したこと（以下「本件各取得」と
いう。）に対する不動産取得税の賦課決定処分（以

下「本件各処分」という。）をしたので、この相続
人が争ったのである。
　最高裁の判断は次の通りであった。
３
（１）地方税法７３条の７第２号の３は，共有物の

分割による不動産の取得について，同法７３条
の２第１項にいう「不動産の取得」に該当し，
本来は不動産取得税の課税の対象となることを
前提に，その例外として，持分超過部分の取得
を除いては非課税とする旨を定めたものと解さ
れる。

　　　前記１（２）のとおり，上告人は，複数の不
動産を一括して分割の対象とする共有物の分割
により，本件各土地の各持分１０分の９を取得
したものであることから，このような場合にお
ける持分超過部分の有無及び額の判断の方法が
問題となる。

（２）地方税法７３条の１３第１項は，不動産取得
税の課税標準を，不動産を取得した時におけ
る不動産の価格とする旨規定し，同法７３条
の２１第１項本文は，固定資産課税台帳に固
定資産の価格が登録されている不動産につい
ては，当該価格により当該不動産に係る同税
の課税標準となるべき価格を決定するものと
する旨規定する。そして，固定資産課税台帳は，
原則として，登記簿に登記されている土地又
は家屋（住家その他の建物をいう。）について，
その価格等所定の事項を登録するものである
（同法３４１条１０号，１２号）ところ，土地
は１筆の土地ごとに，建物は１個の建物ごと
に登記されている（不動産登記法２条５号参
照）。

　　　また，地方税法７３条の１５の２第１項は，
不動産取得税の課税標準となるべき額が所定
の額に満たない場合においては，同税を課す
ることができない旨を規定するところ，同条
２項は，複数の土地の取得又は複数の家屋の
取得をもって一の土地の取得又は１戸の家屋
の取得とみなして同条１項の規定を適用する
場合について，特に規定している。

　　　以上のような不動産取得税に関する地方税
法の規定の内容等に照らせば，同税は，個々
の不動産の取得ごとに課されるものであると

いうことができる。
　　　そうすると，共有物の分割による不動産の取

得に係る持分超過部分の有無及び額について
は，複数の不動産を一括して分割の対象とする
場合であっても，その対象とされた個々の不動
産ごとに判断すべきものと解するのが，不動産
取得税の課税の仕組みと整合的であるというべ
きであり，また，地方税法７３条の７第２号の
３括弧書きの「分割前の当該共有物に係る持分
の割合」という文言にも沿う解釈ということが
できる。

　　　したがって，複数の不動産を一括して分割の
対象とする共有物の分割により不動産を取得し
た場合における持分超過部分の有無及び額につ
いては，分割の対象とされた個々の不動産ごと
に，分割前の持分の割合に相当する価格と分割
後に所有することとなった不動産の価格とを
比較して判断すべきものと解するのが相当で
ある。

（３）前記事実関係等によれば，上告人は，共有物
の分割により，従前は持分１０分の１を有し
ていた本件各土地について，それぞれ，他の
共有者から，その余の持分１０分の９を取得
したというのであるから，本件各取得の全部
が持分超過部分の取得に当たることが明らか
である。したがって，本件各取得に対しては
地方税法７３条の７第２号の３の規定により
不動産取得税を課することができないとはい
えない。

　要するに、相続財産税体で分割割合を見るので
はなく、個々の土地毎に超過部分を判断すると言
うことになる。共有物の分割に係わるときは注意
が必要となる。なお、遺産全部を特定の相続人に
相続させる旨の遺言による遺産の当該相続人への
承継に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使し
た場合に遺留分権利者に帰属する権利は，遺産分
割の対象となる遺産としての性質を有しないもの
と解されているので、（最高裁平成３年（オ）第１
７７２号同８年１月２６日第二小法廷判決・民集
５０巻１号１３２頁参照）、相続による取得とも言
えないので、非課税とはならないのである。
　なお、民法改正により、遺留分減殺請求の法的

する駐車場管理契約の各契約による一連の取引（本
件各取引）がされている。

　３　原告は、平成２６年１月まで各土地の賃貸人と
して駐車場収入を得ていたところ、同年２月以降
の駐車場収入については、使用貸借契約等により、
賃貸人が長男乙又は長女丙になり、各駐車場収入
は乙又は丙に帰属するものとして確定申告をして
いるから、平成２６年２月以降の駐車場収入が原
告に帰属するか否かを検討するに当たり、使用貸
借契約が成立したか否かが問題となる。

　４　本件各使用貸借契約書の原告の署名・押印は真
正なものであるから、民事訴訟法２２８条４項に
よれば、使用貸借契約書の原告作成部分は真正に
成立したものと推定されることになる。

　５　これに対し、被告は、原告が使用貸借契約書の
内容を全く認識していなかったと認められるから
上記推定は働かない旨主張する。しかしながら、
使用貸借契約書の署名・押印に至る経緯、使用貸
借契約書の記載内容その他本件各取引の内容、原
告の知識・経験・行動傾向等、各取引後の取引実態、 
確定申告における原告の行動等を総合すれば、原
告が使用貸借契約書の基本的な内容を認識した上
で使用貸借契約書に署名・押印した事実を優に認
定することができる。

　６　経験則に照らせば、使用貸借契約書のような処
分証書が真正に成立していれば、「特段の事情」
がない限り、作成者によって記載どおりの行為が
されたことを認めるべきである（処分証書の法
理）。

　７　被告は、本件各取引は異常であり、特段の事情
がある旨主張する。しかし、本件各取引によって、
駐車場収入が乙又は丙に帰属することになるが、
原告と乙・丙は親子の関係にあり、原告が十分な
収入を得ており、高齢でもあったことにも照らす
と、駐車場収入が各土地の所有者ではない乙又は
丙に帰属するからといって本件各取引が社会通念
に照らして異常なものであるということはできな
い。

　８　被告は、本件各取引は、乙及び税理士法人が、
総体としての租税負担を免れることを目的に企図
したこと等の特段の事情がある旨主張する。しか
し、節税効果を発生させることを動機として使用
貸借契約を締結することはあり得るのであって、

節税の動機と目的物を無償で使用収益させる意思
とは併存し得るものであるから、上記の目的があ
る場合であっても、直ちに使用貸借契約書に記載
どおりの行為がされたとの経験則を妨げる「特段
の事情」があるとすることはできないというべき
である。

　９　本件各使用貸借契約は成立したと認められると
ころ、使用貸借契約は対価を払わないで他人の物
を借りて使用収益する契約であるから（民法５９
３条）、乙又は丙は、平成２６年２月以降、原告
から、各土地の使用収益権を与えられたことにな
る。そして、乙又は丙は、各土地の使用収益権に
基づき、第三者との間で賃貸借契約を締結し、各
土地の賃借人から駐車場収入を得ることになる。
他方、原告は、各土地の所有者ではあるが、平成
２６年２月以降は、使用貸借契約の締結により、
各土地の使用収益権を乙又は丙に与えたため、乙
又は丙が賃貸人ということになるから、各土地の
賃貸借契約の賃貸人ではなくなり、駐車場収入を
得ることはできないことになる（実際にも駐車場
収入を得ていない）。

　１０　本件各土地の賃貸借に関する民法上の法律関
係を、所得税法１２条（実質所得者課税の原則）
の規定に照らしてみると、乙又は丙は、「資産又
は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられ
る者」に該当するというべきであり、実際にも駐
車場収入を収益として享受しているから、「単な
る名義人であって、その収益を享受」しないとい
うことはできない。さらに、原告は、駐車場収入
を収益として享受していないから、「その者以外
の者がその収益を享受する場合」における「その
者以外の者」に当たるということもできない。し
たがって、本件において、所得税法１２条の適用
により、平成２６年２月以降の駐車場収入の帰属
が原告にあるということはできないというべきで
ある。

　この判示は多くの税理士に衝撃を与えたと思われ
る。これで所得の分割が可能なら、同じような契約
を考える人も多かったと思われる。その意味で高裁
判決が注目されていたのである。令和４年７月２０
日（TAINS Ｚ８８８－２４２６ ) はまず、前述の贈
与契約について次のような判断を示した。

北海道税理士会
税理士業務のデジタル化フォーラムに出展

はじめに　
　コロナの関係で調査数が減少しているせいか、
訴訟の数もだんだん減ってきている。納税者が裁
判所ではもはや救済されないとあきらめはじめて
いるのではないか、と少し心配になってくる。裁
判所が、課税庁も納税者もともに法の下に平等だ
という視点をもって、事案をきちんと審査するこ
とを願っているのだが、そのためには課税庁以上
に税法についての判断能力が必要だ。しかし、裁
判例を見ると、法人税の損金と所得税の必要経費
の本質的な意味の違いを理解しないまま、損金を
必要経費と同じように考えて損金性を否定してい
る例が増えてきている。そうした判決に対する批
判もしたいが、ここでは、2022 年度の裁判例の中
から、TAINS の会員に留意しておいて欲しい事例
を取り上げ、簡単に私なりの留意点を示しておき
たい。

（１）通達の法的性格（最高裁令和 4 年 4 月 19 日
　　判決 TAINS Ｚ８８８－２４０６）
　今年なによりも注目されたのは、相続税の財産
評価通達の評価額を利用して、課税価額の引き下
げを行った納税者に対して、課税庁が評価通達総
則 6 項（「この通達の定めによって評価することが
著しく不当と認められる財産の価額は、国税庁長
官の指示を受けて評価する」）を適用し、時価で課
税した事件であろう。しかも、地裁・高裁で納税
者が敗訴していたのに、最高裁が弁論を開いたの
で、納税者が勝ちそうだと言うことで、不動産関
係者にも大きな関心を集めた。私自身も高裁判決が
覆るものと思い込み、どこが変えられるのか、真剣
に悩んでいた。というのは、私は原告を応援してい
た税理士や研究者とは異なり高裁判決でやむを得な
いと考えていたからである。しかし、最高裁の弁論

は高裁判決を覆すためのものではなく、総則 6 項
についての最高裁としての姿勢を従来示してこな
かったので、その点を明確にするという意味での
弁論だったようであり、結論は高裁と同じだった。
そこで、この最高裁判決の内容を少し考えてみよ
う。
　　
　事実関係は次のように整理されている。
（１）相続税法２２条は、同法第３章で特別の定め

のあるものを除くほか、相続等により取得した
財産の価額は当該財産の取得の時における時価
により、当該財産の価額から控除すべき債務の
金額はその時の現況による旨を規定する。

（２）評価通達１（２）は、時価とは課税時期（相
続等により財産を取得した日等）においてそれ
ぞれの財産の現況に応じ不特定多数の当事者間
で自由な取引が行われる場合に通常成立すると
認められる価額をいい、その価額は評価通達の
定めによって評価した価額による旨を定める。
他方、評価通達６は、評価通達の定めによって
評価することが著しく不適当と認められる財産
の価額は国税庁長官の指示を受けて評価する旨
を定める。

（３）Ａ（以下「被相続人」という。）は、平成２４年
６月１７日に９４歳で死亡し、上告人らほか２
名（以下「共同相続人ら」という。）がその財
産を相続により取得した（以下、この相続を「本
件相続」という。）。

　　　被相続人の相続財産には、第１審判決別表１
記載の土地及び同別表２記載の建物（以下、併
せて「本件甲不動産」という。）並びに同別表
３記載の土地及び建物（以下、併せて「本件乙
不動産」といい、本件甲不動産と併せて「本件
各不動産」という。）が含まれていたところ、

Ⓜ　[ 図１ ] の（１）のどんな事情が聞き出せ
ましたか？

Ⓨ①　平成２１年５月、原告の院長に被告が
「税金が高くて手取りが少い、何とかなり
ませんかね～」ともらしたのに対し、院
長が「従前の君の給料（月額１６０万円）
を（６０万円）削って、その分を、奥さ
んを代表者とする会社を設立して、同社
が薬品の管理業務を請負ったことにしそ
の請負代金として支払うスキームを作れ
ば、削った源泉所得税見合い分が節税で
きるよ」と助言し、それが実行され設立
されたのがＹ会社で、その社長となった
奥さんは被告とは別居中で当該請負義務
を全くしておらず、出勤すらしていなかっ
たこと

　②　月額６０万円分の源泉所得税見合い分
をどうするかについては、そのスキーム
が開始された平成２１年５月の時点でも、
被告が退職して独立開業した平成２５年
１０月の時点でも、その後の時点でも、
その源泉所得税見合い分を被告が負担す
る旨の合意はなく、原告の税務調査が始
まって原告が平成２６年５月に本件追徴
課税を受けその納付を済ませてた後に
なって、初めて、納付額総合計分を原告
が被告に対して請求したこと

　③　そして、原告の関与税理士から強く言
われて、被告が１００万円を２回（２か月）
払ったところで、被告の開業後の税理士
さんから私に依頼があってその支払いを
しなくなったこと

Ⓜ　エッ！何か危険だらけの臭いがしますね
～。課税庁による本件追徴課税処分自体
には全く問題はなさそうですね？

Ⓨ　正に「官と民との関係」では、そのとお
りです。その「官と民との関係」が、当然に、
「民と民との関係」すなわち「源泉徴収義
務者と受領者との関係」にも当てはまる
のかという点が気になりました。

　　というのは、この「官と民との関係」と「民
と民との関係」は、直接の関係は切断され、
それぞれの関係が別箇に存在するという
見解で最高裁判例・通説が統一されてい
ることがヒラメイたからです。

Ⓜ　[ 図１] の「(２ ) 課税庁に勇み足があった」
事案ではないが、「原告及びその税理士に
（当然当てはまると誤解した）勇み足が

あった」事案ではないか、という着眼で
すね。

　そこで、山本先生は、どんな作戦を立てま
したか？

Ⓨ　私は、作戦の立て方には三つのポイント
があると思っています。[ 図２ ] を見て下
さい。

 [ 図２] 作戦の立て方の三つのポイント
(１ ) 基本原理編（「法律上の主張」の三つのポ
イント、「事実上の主張と立証」の四つの
ポイント、を各参照）のどこに主戦場を
置く事案かを選択する

(２)その主戦場に関する学説・判例を読み返す
(３) 本件へのあてはめ、を考える
　本件で［図２］の（１）の主戦場を、上記
の最高裁判例・通説の法解釈に置くこと
を選択しました。

Ⓜ　最高裁判例というのは、最判昭和４５年
１２月２４日民集２４巻１３号２２４３
頁のことですね？

Ⓨ　はい。
Ⓜ　[ 図２] の「（２）その主戦場に関する学説・
判例を読み返し」た結果何か分りました
か？

Ⓨ　まず第一に、上記ヒラメキの最高裁判例。
通説の統一見解があることです。

　　第二に、給与等受給者は、（直接、国に対
しては、源泉徴収義務の存否及び範囲に
ついて争うことができず）給与等支払者
から納付した源泉所得税等について求償
権の行使を受けたときに、源泉徴収義務
の存否及び範囲について（民々同士で）
争うことができると解釈されていること
（通説でもあります。）

Ⓜ　この第一及び第二の法解釈から、具体的
にどのように「（３）本件へのあてはめ」
へと展開して行ったのですか？

Ⓨ　先ず、第一に、いきなり、学術論文のよ
本「、とものし出見のと」点争の件本「にう

件の争点は、源泉所得税の求償関係にお
いて、給与支払義務者が国に源泉所得税
分を追加納付したときに、当然に（自動
的に）給与受給者に対する求償権が発生
することとなるかどうかにある」と述べ、
次に、第二に「判例学説」を長々と説明し、
さらに第三「本件への当てはめ」として、
「原告には、追徴納税をしたことから直ち
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　１０月２５日、北海道税理士会主催「税理士業務のデジタル化フォーラム」が札幌コンベンシ

ョンセンター（札幌市白石区）で開催された。

　このフォーラムは、税理士業務のＩＣＴ化推進に向けた最新情報の収集等を目的に、下記セミ

ナーのほか、最先端のデジタル化の現状に直接触れられる展示会も行われた。

展示会には、当社団も「ＴＡＩＮＳの紹介・体験コーナー」のブースを設け、札幌国税局をはじ

め会計ソフト会社や出版社など２０社以上の企業が参加した。

天候にも恵まれ、多くの来場者の皆様に直接ＴＡＩＮＳに触れていただくことができ、大変有意

義な一日となった。

　北海道税理士会では今回が初めての大規模開催となったが、今後は各税理士会においてもこの

ようなフォーラムの開催が予定されており、当社団も積極的に参加してＴＡＩＮＳの普及に努め

ていきたいと考えている。

　第１部　デジタルインボイスと電子帳簿保存法へのシステム対応について

　　　　　講師：日税連デジタルシステム委員会　委員長　岡崎拓郎　氏

　第２部　税理士業務のＤＸ化・業務効率化

　　　　　講師：㈱ノーサイド・ウイング　代表取締役　平野龍一　氏

　第３部　税務行政のデジタル化について

　　　　　講師：札幌国税局　総務部長　小森敦　氏

性質が変わったので、今後同様なことがあっても、
遺留分減殺請求により１０分の１の共有になること
はなくなるので、今後は分割協議で土地を取得した
時に、１０分の１０の課税になることにも留意して
おこう。

（３）親子間の土地の使用貸借と駐車場収入の帰属
　・・・（大阪地裁令和３年４月２２日判決　　　
　TAINS Ｚ８８８－２３６３）
　子供が親の土地を使用貸借し、アパートなどを建
てて賃料収入が発生した場合、その収入は子供に帰
属する。課税上もそれを承認している。だが、土地
を単に使用貸借した後に、その土地を駐車場として
賃貸し、その収入が発生した場合、その賃料を子供
に帰属させるのは、土地の所有権が父親にある以上、
少なくとも課税上は難しい取り扱いだった。そこで、
土地の一部の所有権を子供に帰属させた上で、駐車
場賃料を得た場合にはどうなるかが争われた事件が
あった。
　具体的には、父親である亡甲が、平成２６年１月
２５日、被控訴人である長男乙との間で、Ｐ等土地
上に敷設されたアスファルト舗装・車止め・フェン
スを、被控訴人乙に贈与する旨の契約を締結し、同
日、被控訴人長女丙との間で、Ｒ土地上に敷設され
たアスファルト舗装を被控訴人丙に贈与する旨の契
約をしたのである。土地の表面上の一部を贈与する
奇策を使い、その後の家賃収入をこども達に帰属さ
せたわけである。
　課税庁はこれを否認し、父親に帰属するとして課
税。大阪地裁令和３年４月２２日判決は次のように
判示し、これを認めたのである。
判示事項
　１　本件は、原告が、平成２６年分の所得税等につ

いて、収入の計上誤り等を理由とする更正の請求
をしたところ、処分行政庁から、更正すべき理由
がない旨の通知処分を受けたほか、原告の子ら（長
男乙及び長女丙）の名義で賃貸された土地の賃料
（駐車場収入）は原告に帰属するとして、増額更
正処分等を受けた事案である。

　２　本件においては、原告と長男乙及び長女丙との
間で、各土地の使用貸借契約及び各土地上に敷設
されたアスファルト舗装等の贈与契約、乙及び丙
と各賃借人間の賃貸借契約、委任者を乙及び丙と

　まず、贈与契約の部分であるが、舗装部分は不能
である、とされた。
　アスファルト舗装は、路盤にアスファルト混合物
を敷き均して、転圧機械により所定の密度が得られ
るまで締固め、所定の形状に平坦に仕上げるもので
あり、アスファルト舗装された地面のうち、アスファ
ルト混合物が含まれる表層及び基層部は、土地の構
成部分となり、独立の所有権が成立する余地はない
というべきである。
 したがって、亡甲において、本件各贈与契約のう
ち本件各舗装部分の所有権を被控訴人乙及び同丙に
移転させることは原始的に不能であることは明らか
であるから、本件各贈与契約のうち前記舗装部分等
を対象とする部分はいずれも無効といわなければな
らない。そうすると、本件各使用貸借契約書の作成
により、当事者が当初意図したところの被控訴人乙
及び同丙が本件各舗装部分を所有することを目的
とした本件各使用貸借契約が成立したと解釈する
余地はないというべきである。

　しかし、付合している本件各舗装部分をも含む
本件各土地を使用貸借したものと解したとしても
おかしくないとして、次のようにもいうのである。
　付合した本件各舖装部分を含む本件各土地を目
的とする本件各使用貸借契約の成否
ア　しかし、先に述べたところの、被控訴人乙及

び同丙が本件各舗装部分等を所有するという
本件各使用貸借契約の目的は、本件各贈与契
約が同時に締結されたことや同契約書の記載
から合理的に解釈されることに止まり、本件
各使用貸借契約書上は、付合している本件各
舗装部分をも含む本件各土地を使用貸借した
ものと解したとしても、特段整合しない記載
は認められない。むしろ、同契約書には、使
用貸借の目的は、被控訴人乙や同丙が本件各
土地を駐車場として使用することにある旨記
載されていることからして、本件各使用貸借
契約の対象を、付合した本件各舗装部分をも
含む本件各土地と解した方が自然で合理的と
も評価できるのである。そして、本件各贈与
契約書にも、被控訴人乙及び同丙が本件各舗
装部分上で駐車場賃貸事業を営むことが記載
されていて、本件各舗装部分の所有権の帰属

について当事者に法律の錯誤があったものの、
本件各取引の結果、本件各使用貸借により、付
合した同部分も含めた本件各土地上で被控訴人
乙及び同丙が駐車場賃貸事業を営むことは当事
者双方が明確に認識していたのであるから、本
件各使用貸借契約書の作成により本件各使用貸
借契約が成立したと認定できるのであれば、そ
の内容は本件各舗装部分を含む本件各土地を使
用貸借させるものであると解するのが合理的と
いうべきである。････

　
　以上によれば、被控訴人乙及び同丙は、本件各土
地について、本件各使用貸借契約に基づく収益権と
しての使用借権を有するから、本件駐車場から「生
ずる収益の法律上帰属するとみられる者」に当たる
こととなる。

　つまりこの使用貸借契約は有効であり、収益の法
律上の帰属者は相続人達である、という。法律上収
益が帰属しているなら、課税上も相続人達と判断し
ても良さそうであるが、この後が一審とはガラッと
変わってしまうのである。
　被控訴人乙及び同丙が「単なる名義人であって、
その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を
享受する場合」に当たるか
（１）所得税法１２条は、租税負担の公平を図るため、

資産から生ずる収益の帰属について、名義又は
形式とその実質が異なる場合には、当該資産の
名義又は形式にかかわらず、当該資産の真実の
所有者に帰属させようとした趣旨と解される。
そして、所得税基本通達１２－１が「法第１２
条の適用上、資産から生ずる収益を亭受する者
がだれであるかは、その収益の基因となる資産
の真実の権利者がだれであるかにより判定すべ
きである。」と規定しているのもこれと同じ趣
旨と解され、合理的なものと解すべきである。

（２）不動産所得である本件各土地の駐車場収入は、
本件各土地の使用の対価として受けるべき金銭
という法定果実であり（民法８８条２項）、駐
車場賃貸事業を営む者の役務提供の対価ではな
いから、所有権者がその果実収取権を第三者に
付与しない限り、元来所有権者に帰属すべきも
のである。

 　　そして、本件で被控訴人乙及び同丙が本件各
土地の法定果実を収取できる根拠は使用借権
（民法５９３条）であるが、使用借主は、その
無償性から、本来使用貸主の承諾を得ない限り、
法定果実収取権を有しないところ（同法５９４
条２項）、本件においては、既に本件各土地の
所有権に基づき駐車場賃貸事業を営んで賃料収
入を取得していた亡甲が、子である被控訴人乙
及び同丙に本件各土地を使用貸借し、法定果実
の収取を承諾して、その事業を前記被控訴人ら
に承継させたというのであるから、本件各取引
は、亡甲が本件各土地の所有権の帰属を変えな
いまま、何らの対価も得ることなく、そこから
生じる法定果実の帰属を子である前記被控訴人
らに移転させたものと評価できる。しかも、使
用貸借における転貸の承諾、すなわち法定果実
収取権の付与は、その無償性から、その承諾を
撤回し、将来に向かって付与しないことがで
きると考えられることからすると、そもそも
亡甲から使用貸借に基づく法定果実収取権を
付与されたことで、当然に実質的にも本件各
土地からの収益を享受する者と断ずることは
できないというべきである。

 　　さらに本件各取引がなされた経緯について
みると、前記認定事実によれば、被控訴人乙は、
本件税理士法人に亡甲の相続にかかる相続税
対策について相談し、被控訴人乙及び同丙が
亡甲の財産を相続する際、相続税の納付のた
めに遺産（不動産）の売却を余儀なくされる
ような事態を避けるため、亡甲及び被控訴人
丙らに対してもその趣旨を説明の上、本件各
使用貸借契約を含む本件各取引を締結して、
亡甲が従前から営んでいた賃料収入の蓄積に
よる同人名義の将来の遺産の増加を抑制する
ことを企図するとともに、当面の所得税の節
税をも企図したものであることが認められる。

 　　そして、本件各取引の結果、亡甲から本件
各使用貸借に基づく法定果実収取権を付与さ
れ、本件各土地上で駐車場賃貸事業を営むこ
とになった被控訴人乙及び同丙は、本件各取
引等に関し、特段の出捐をしたとは認めるに
足りないし、亡甲が管理業務を有償で委任し
ていた管理会社に引き続き同業務を有償で委

任したことにより、その管理に必要な役務を提
供したとも認めるに足りない。しかも、亡甲は、
本件各土地以外にも、同人らに対し、自己所有
の土地建物に無償で居住させた上、その固定資
産税も亡甲が負担するなどして、それらの不動
産の使用収益の利益を付与していたことも、本
件各取引に基づく本件各土地に関する法定果実
収取権の付与と同質のものであって、それらに
よって同人らが亡甲から親族間の情誼により相
当の援助を受けていた関係にあったというべき
である。

 　　そうすると、本件各取引は、亡甲の相続にか
かる相続税対策を主たる目的として、亡甲の存
命中は、本件各土地の所有権はあくまでも亡甲
が保有することを前提に、本件各土地による亡
甲の所得を子である被控訴人乙及び同丙に形式
上分散する目的で、同人らに対して本件各使用
貸借契約に基づく法定果実収取権を付与したも
のにすぎないものと認められる。

　　　したがって、たとえ、本件各取引後、本件
各土地の駐車場の収益が被控訴人乙及び同丙
の口座に振り込まれていたとしても、そのよ
うに亡甲が子である被控訴人乙及び同丙に対
する本件各土地の法定果実収取権の付与を継
続していたこと自体が、亡甲が所有権者とし
て享受すべき収益を子に自ら無償で処分して
いる結果であると評価できるのであって、や
はりその収益を支配していたのは亡甲という
べきであるから、平成２６年２月以降の本件
各駐車場の収益については、被控訴人乙及び
同丙は単なる名義人であって、その収益を享
受せず、亡甲がその収益を享受する場合に当
たるというべきである。

　
　法律上の帰属者と実質上の帰属者とが異なり、本
件の場合は、亡き父親が実質上の帰属者だとの判断
をして、納税者の主張を退けたことになる。
　法形式的には相続人達に帰属するように見える
が、真の法律関係からすると父親が所有している
のだ、という判断であろうが、法律上は契約自体
を否定するような特段の事情もなかったが、他方
でこれを認めると租税回避が容易に計画できるこ
とを懸念してこのような判断をしたものと思われ

る。他に何の合理的理由がなく、租税回避だけが目
的だと思われると、このような判断になる可能性が
強いと言えよう。

（４）２年連続期限遅れのみでも青色承認取消 ?

　年末に税理士事務所が申告書を二期連続期限後に
出したことだけを理由に青色承認の取り消しがなさ
れ、それを争った事案の判決が飛び込んできた（福
岡地方裁判所令和 4 年 12 月 14 日判決、TAINS 収
録作業中）。確かに、期限後提出は法律にも取消の
理由にされており、事務運用指針にも次のように規
定されている。
4　無申告又は期限後申告の場合における青色申告

の承認の取消し　
　　　法第 127 条第 1 項第 4 号の規定による取消し

は、2 事業年度連続してその提出期限内に法第
74 条第 1 項の規定による申告書の提出がない
場合に行うものとする。この場合、当該 2 事業
年度目の事業年度以後の事業年度について、そ
の承認を取り消す。

　しかし、通常はこれだけを理由に取り消すことは
ないと思われていた。この種の事件の場合は、その
不当性を審判所で争い、実務がよくわかる審判官で
あれば通常はしない処分であり、不当として救済す
る余地がある。しかし、裁判所になると、不当では
争えず、違法を主張しなければならなくなるので、
裁量権の逸脱、または濫用を争うことになる。地裁
は次のように判示している。

１　争点
（1）（本件処分が裁量権の範囲の逸脱又はその濫用

により違法であるか）について　････
（2）これを本件についてみると、前提事実及び掲記

の証拠並びに弁論の全趣旨によれば、次の事情
を指摘することができる。

　ア　原告は、平成３０年６月期及び令和元年６月
期の２事業年度連続で確定申告書を提出期限
までに提出しなかったものである（前提事実
（3）イ）。そして、この事実は、法人税法１２
４条１項４号の承認取消事由に該当する上、
青色申告承認取消しの取扱基準について定め

る本件事務運営指針の４にも該当する。
　　　確定申告書を提出期限までに提出すること

は、青色申告法人の基本的義務というべきであ
り、２事業年度連続で確定申告書を期限内に提
出しないことは、法人税法第２７条１項４号の
違反の程度としては軽視することのできないも
のというべきである。

　イ　原告が２事業年度連続で確定申告書を提出期
限までに提出しなかった原因は、本件税理士法
人の担当職員が期限内に提出することを失念し
たことによるものである。しかし、税理士法２
条１項１号に規定する税務代理は、民法９９条
が規定する代理人が本人に代わって意思表示を
行う行為に該当し、その法律効果は直接本人に
帰属するのであるから、納税者が自己の判断と
責任において、申告手続を税理士に委任し、当
該税理士が代理人として申告した以上、その申
告は申告名義人である納税者の行為として取り
扱われるものと解される。そうすると、２事業
年度連続で確定申告書が期限内不提出となった
原因が、本件税理士法人の担当職員の過誤によ
るものであるとしても、このような事情は、原
告と本件税理士法人の間の内部事情によるもの
といわざるを得ない。

(3)以上の事情からすれば、処分行政庁が本件処分(青
色申告の承認の取消し ) をしたことについて、
裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるとは
認めらない。

　原告会社は設立以来、重加算税処分を受けたこと
がないどころか、ここ十年指摘事項が一度もない優
良な法人だったようだが、それでも自動的に２年で
取り消す方向に変化してきたようだ。

おわりに
　TAINS に収録されている令和４年の裁判例から
いくつか取り出して紹介してきたが、最後の４番目
の問題は税理士として重く受け止めておかねばなら
ない。税理士と大学教員の大きな資質の違いは、
期限まで書くのが税理士で、期限が来てから書く
のが大学教員と揶揄してきたが、この差は加算税
や青色承認取り消しなどが税理士業務にはつきも
のだということから来ているのであろう。

【セミナー（研修会）の内容】

（事業部長　上田健一）
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これらについては、被相続人の遺言に従って、
上告人らのうちの１名が取得した。なお、同
人は、平成２５年３月７日付けで、本件乙不
動産を代金５億１５００万円で第三者に売却
した。

（４）本件各不動産が被相続人の相続財産に含まれ
るに至った経緯等は、次のとおりである。

ア　被相続人は、平成２１年１月３０日付けで信
託銀行から６億３０００万円を借り入れた上、
同日付けで本件甲不動産を代金８億３７００
万円で購入した。

イ　被相続人は、平成２１年１２月２１日付けで
共同相続人らのうちの１名から４７００万円
を借り入れ、同月２５日付けで信託銀行から
３億７８００万円を借り入れた上、同日付け
で本件乙不動産を代金５億５０００万円で購
入した。

ウ　被相続人及び上告人らは，上記ア及びイの本
件各不動産の購入及びその購入資金の借入れ
（以下、併せて「本件購入・借入れ」という。）を、
被相続人及びその経営していた会社の事業承
継の過程の一つと位置付けつつも、本件購入・
借入れが近い将来発生することが予想される
被相続人からの相続において上告人らの相続
税の負担を減じ又は免れさせるものであるこ
とを知り、かつ、これを期待して、あえて企
画して実行したものである。

　要するに、二つの建物を借入金付きで購入し、評
価通達を利用して、課税価格を減らして、通常なら
約 2 億円になる相続税額を 0 円にする申告を行った
のである。そこで、税務署が伝家の宝刀総則 6 項を
適用して、時価で課税し、納税者がこれを争ったわ
けである。しかし、地裁も高裁も、このような方法
を認めると「実質的な租税負担の公平を著しく害し
不当な結果を招来する」から、「他の合理的な方法
によって評価することが許される」として本件各更
正処分は適法と判断していたのである。
　これを受けて最高裁は、どのような判断をした
か、次の部分が重要である。

４
（１）相続税法２２条は、相続等により取得した財

産の価額を当該財産の取得の時における時価に
よるとするが、ここにいう時価とは当該財産の
客観的な交換価値をいうものと解される。そし
て、評価通達は、上記の意味における時価の評
価方法を定めたものであるが、上級行政機関が
下級行政機関の職務権限の行使を指揮するため
に発した通達にすぎず、これが国民に対し直接
の法的効力を有するというべき根拠は見当たら
ない。そうすると、相続税の課税価格に算入さ
れる財産の価額は、当該財産の取得の時におけ
る客観的な交換価値としての時価を上回らない
限り、同条に違反するものではなく、このこと
は、当該価額が評価通達の定める方法により評
価した価額を上回るか否かによって左右されな
いというべきである。

　　　そうであるところ、本件各更正処分に係る課
税価格に算入された本件各鑑定評価額は、本件
各不動産の客観的な交換価値としての時価であ
ると認められるというのであるから、これが本
件各通達評価額を上回るからといって、相続税
法２２条に違反するものということはできな
い。

　つまり、最高裁は、相続税法という法律は「時価」
で課税するぞ、と書いてあるではないか。だから時
価で課税すること自体は基本的には違法ではないの
だ、といっているのである。読者の中にはそれでは
通達に従う意味がないではないか、と思われる方も
いると思うので、少し私なりの説明も付け加えてみ
よう。
　相続税法は、最高裁が言うとおり「時価」、通常の
取引価額で課税して良いといっているのである。だ
から、この法律の規定は、ある意味で非常に恐ろし
いのである。他方で、相続による財産の承継は取引
ではない。日本の相続法は大陸法の相続法を受け入
れ、相続開始と同時に相続人の共有状態になってし
まうので、第三者間の取引のような行為は行われな
い。つまり、相続の時に課税庁が時価で課税したく
ともその時価が見えないのである。そこで、課税し
やすいように運用上の基準として評価通達を定める
が、その額が時価を超えることはあってはならない
ことになる。だから評価額は慎重になり、謙抑的に
なり、時価よりはかなり低い安全な価額で課税する

ことにならざるを得ないことになる。だが、それで
も当該不動産の特殊事情のために通達での評価額で
も時価を上回ってしまう場合がある。そういう場合
には、総則 6 項で調整するのである。つまり、総則
6 項は本来、通達評価でも高くなってしまう特殊事
情がある場合に通達評価額を下げるために設けられ
たものであったのである。
　読者の方は、通達評価額が時価評価だと理解され
てきた方がいるかもしれないが、私は、通達評価は
「時価以下」評価額だと理解してきた。法律が時価
課税を要求しているが、時価が見えないために安全
に時価以下評価してきたのである。だから、納税者
はこの通達を大事にし、乱用しないようにしておか
ないと、時価で課税されるリスクがあるよ、と述べ
てきたのである。この事件は、まさしく、この安い
時価以下評価を意図的に利用しようとしたことにな
る。この評価通達を時価と同視し、通達で規定して
いる以上、課税庁は通達評価を尊重しなければなら
ない、という論理で納税者が勝つならば、不公平を
将来させないために、課税庁としては時価以下評価
をやめ、リスク覚悟で時価ぎりぎりの評価をせざる
を得なくなるのではないだろうか。私はこのように
考えていたから、一人の富裕者の租税回避のために、
多数の納税者の評価額が上がるような議論にはあま
りくみしたくなかった。現行の時価以下評価でも、
皆が同じように時価以下評価であればいいのではな
いかということである。
　最高裁は、この納税者には時価以下評価を適用
しないことの不平等問題を次のように述べている。
（２）
ア　　他方、租税法上の一般原則としての平等原

則は、租税法の適用に関し、同様の状況にあ
るものは同様に取り扱われることを要求する
ものと解される。そして、評価通達は相続財
産の価額の評価の一般的な方法を定めたもの
であり、課税庁がこれに従って画一的に評価
を行っていることは公知の事実であるから、
課税庁が、特定の者の相続財産の価額につい
てのみ評価通達の定める方法により評価した
価額を上回る価額によるものとすることは、
たとえ当該価額が客観的な交換価値としての
時価を上回らないとしても、合理的な理由が
ない限り、上記の平等原則に違反するものと

して違法というべきである。もっとも、上記に
述べたところに照らせば、相続税の課税価格に
算入される財産の価額について、評価通達の定
める方法による画一的な評価を行うことが実質
的な租税負担の公平に反するというべき事情が
ある場合には、合理的な理由があると認められ
るから、当該財産の価額を評価通達の定める方
法により評価した価額を上回る価額によるもの
とすることが上記の平等原則に違反するもので
はないと解するのが相当である。

イ　　これを本件各不動産についてみると、本件各
通達評価額と本件各鑑定評価額との間には大き
なかい離があるということができるものの、こ
のことをもって上記事情があるということはで
きない。

　　　もっとも、本件購入・借入れが行われなけれ
ば本件相続に係る課税価格の合計額は６億円を
超えるものであったにもかかわらず、これが行
われたことにより、本件各不動産の価額を評価
通達の定める方法により評価すると、課税価格
の合計額は２８２６万１０００円にとどまり、
基礎控除の結果、相続税の総額が０円になると
いうのであるから、上告人らの相続税の負担は
著しく軽減されることになるというべきであ
る。そして、被相続人及び上告人らは、本件購入・
借入れが近い将来発生することが予想される被
相続人からの相続において上告人らの相続税の
負担を減じ又は免れさせるものであることを知
り、かつ、これを期待して、あえて本件購入・
借入れを企画して実行したというのであるか
ら、租税負担の軽減をも意図してこれを行った
ものといえる。そうすると、本件各不動産の価
額について評価通達の定める方法による画一的
な評価を行うことは、本件購入・借入れのよう
な行為をせず、又はすることのできない他の納
税者と上告人らとの間に看過し難い不均衡を生
じさせ、実質的な租税負担の公平に反するとい
うべきであるから、上記事情があるものという
ことができる。

ウ　　したがって、本件各不動産の価額を評価通達
の定める方法により評価した価額を上回る価額
によるものとすることが上記の平等原則に違反
するということはできない。

　これはその通りだといわざるをえない。もちろん、
この通達に振り回された納税者はお気の毒に思う
し、通達を適用すべき場合と、総則 6 項が適用され
る場合の基準をもう少し明確にする必要性はあろ
う。また、通達を利用した申告も申告としては誤り
ではないので、過少申告加算税などは本来あり得な
いものだと考えるが、総則 6 項については以上のよ
うに考えている。
留意点
　１）相続税法は「時価」課税だ。しかし、相続に

よる財産の移動は取引ではない。
　２）だから通常は「時価」は見えない。そこで、

評価通達は「時価以下」にし、安全に課税する。
　３）だから、相続に際して合理的理由もなく「時価」

を見せるような行為をすると危ない。

（２）共有物の分割と不動産取得税（最高裁令和　
　４年３月２２日判決TAINS Ｚ９９９－８４４４）
　地方税法７３条の７第２号の３は，共有物の分
割による不動産の取得に対しては，同号括弧書き
に規定する「当該不動産の取得者の分割前の当該
共有物に係る持分の割合を超える部分」（以下「持
分超過部分」という。）の取得を除き，同税を課す
ることができないと規定している。
　この場合、共有分割で土地を取得したが、それ
までは１０の１しか持ち分がなかった土地を、相
続財産全体の１０分の１として、土地だけを取得
したような場合は、どうなるのだろう。
　五人の相続人がいるが、被相続人が、そのうち
の一人娘だけに全部を相続させる遺言を残した。
男の四人の相続人は遺留分減殺請求をおこす。す
ると、すべての相続財産は１０分の１ずつの共有
になり、土地についても１０分の１となる。そこで、
東京地方裁判所は，平成２７年８月，本件各不動
産に係る共有物分割の訴えについて，これらを一
括して分割の対象とした上で，そのうちいくつか
の各土地を上告人の単独所有とし，その余を他の
共有者らの各単独所有とすることなどを内容とす
る判決を言い渡し，同判決は確定した。
　その後、東京都足立都税事務所長は、上記の共
有物の分割により上告人が本件各土地の各持分１
０分の９を取得したこと（以下「本件各取得」と
いう。）に対する不動産取得税の賦課決定処分（以

下「本件各処分」という。）をしたので、この相続
人が争ったのである。
　最高裁の判断は次の通りであった。
３
（１）地方税法７３条の７第２号の３は，共有物の

分割による不動産の取得について，同法７３条
の２第１項にいう「不動産の取得」に該当し，
本来は不動産取得税の課税の対象となることを
前提に，その例外として，持分超過部分の取得
を除いては非課税とする旨を定めたものと解さ
れる。

　　　前記１（２）のとおり，上告人は，複数の不
動産を一括して分割の対象とする共有物の分割
により，本件各土地の各持分１０分の９を取得
したものであることから，このような場合にお
ける持分超過部分の有無及び額の判断の方法が
問題となる。

（２）地方税法７３条の１３第１項は，不動産取得
税の課税標準を，不動産を取得した時におけ
る不動産の価格とする旨規定し，同法７３条
の２１第１項本文は，固定資産課税台帳に固
定資産の価格が登録されている不動産につい
ては，当該価格により当該不動産に係る同税
の課税標準となるべき価格を決定するものと
する旨規定する。そして，固定資産課税台帳は，
原則として，登記簿に登記されている土地又
は家屋（住家その他の建物をいう。）について，
その価格等所定の事項を登録するものである
（同法３４１条１０号，１２号）ところ，土地
は１筆の土地ごとに，建物は１個の建物ごと
に登記されている（不動産登記法２条５号参
照）。

　　　また，地方税法７３条の１５の２第１項は，
不動産取得税の課税標準となるべき額が所定
の額に満たない場合においては，同税を課す
ることができない旨を規定するところ，同条
２項は，複数の土地の取得又は複数の家屋の
取得をもって一の土地の取得又は１戸の家屋
の取得とみなして同条１項の規定を適用する
場合について，特に規定している。

　　　以上のような不動産取得税に関する地方税
法の規定の内容等に照らせば，同税は，個々
の不動産の取得ごとに課されるものであると

いうことができる。
　　　そうすると，共有物の分割による不動産の取

得に係る持分超過部分の有無及び額について
は，複数の不動産を一括して分割の対象とする
場合であっても，その対象とされた個々の不動
産ごとに判断すべきものと解するのが，不動産
取得税の課税の仕組みと整合的であるというべ
きであり，また，地方税法７３条の７第２号の
３括弧書きの「分割前の当該共有物に係る持分
の割合」という文言にも沿う解釈ということが
できる。

　　　したがって，複数の不動産を一括して分割の
対象とする共有物の分割により不動産を取得し
た場合における持分超過部分の有無及び額につ
いては，分割の対象とされた個々の不動産ごと
に，分割前の持分の割合に相当する価格と分割
後に所有することとなった不動産の価格とを
比較して判断すべきものと解するのが相当で
ある。

（３）前記事実関係等によれば，上告人は，共有物
の分割により，従前は持分１０分の１を有し
ていた本件各土地について，それぞれ，他の
共有者から，その余の持分１０分の９を取得
したというのであるから，本件各取得の全部
が持分超過部分の取得に当たることが明らか
である。したがって，本件各取得に対しては
地方税法７３条の７第２号の３の規定により
不動産取得税を課することができないとはい
えない。

　要するに、相続財産税体で分割割合を見るので
はなく、個々の土地毎に超過部分を判断すると言
うことになる。共有物の分割に係わるときは注意
が必要となる。なお、遺産全部を特定の相続人に
相続させる旨の遺言による遺産の当該相続人への
承継に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使し
た場合に遺留分権利者に帰属する権利は，遺産分
割の対象となる遺産としての性質を有しないもの
と解されているので、（最高裁平成３年（オ）第１
７７２号同８年１月２６日第二小法廷判決・民集
５０巻１号１３２頁参照）、相続による取得とも言
えないので、非課税とはならないのである。
　なお、民法改正により、遺留分減殺請求の法的

する駐車場管理契約の各契約による一連の取引（本
件各取引）がされている。

　３　原告は、平成２６年１月まで各土地の賃貸人と
して駐車場収入を得ていたところ、同年２月以降
の駐車場収入については、使用貸借契約等により、
賃貸人が長男乙又は長女丙になり、各駐車場収入
は乙又は丙に帰属するものとして確定申告をして
いるから、平成２６年２月以降の駐車場収入が原
告に帰属するか否かを検討するに当たり、使用貸
借契約が成立したか否かが問題となる。

　４　本件各使用貸借契約書の原告の署名・押印は真
正なものであるから、民事訴訟法２２８条４項に
よれば、使用貸借契約書の原告作成部分は真正に
成立したものと推定されることになる。

　５　これに対し、被告は、原告が使用貸借契約書の
内容を全く認識していなかったと認められるから
上記推定は働かない旨主張する。しかしながら、
使用貸借契約書の署名・押印に至る経緯、使用貸
借契約書の記載内容その他本件各取引の内容、原
告の知識・経験・行動傾向等、各取引後の取引実態、 
確定申告における原告の行動等を総合すれば、原
告が使用貸借契約書の基本的な内容を認識した上
で使用貸借契約書に署名・押印した事実を優に認
定することができる。

　６　経験則に照らせば、使用貸借契約書のような処
分証書が真正に成立していれば、「特段の事情」
がない限り、作成者によって記載どおりの行為が
されたことを認めるべきである（処分証書の法
理）。

　７　被告は、本件各取引は異常であり、特段の事情
がある旨主張する。しかし、本件各取引によって、
駐車場収入が乙又は丙に帰属することになるが、
原告と乙・丙は親子の関係にあり、原告が十分な
収入を得ており、高齢でもあったことにも照らす
と、駐車場収入が各土地の所有者ではない乙又は
丙に帰属するからといって本件各取引が社会通念
に照らして異常なものであるということはできな
い。

　８　被告は、本件各取引は、乙及び税理士法人が、
総体としての租税負担を免れることを目的に企図
したこと等の特段の事情がある旨主張する。しか
し、節税効果を発生させることを動機として使用
貸借契約を締結することはあり得るのであって、

節税の動機と目的物を無償で使用収益させる意思
とは併存し得るものであるから、上記の目的があ
る場合であっても、直ちに使用貸借契約書に記載
どおりの行為がされたとの経験則を妨げる「特段
の事情」があるとすることはできないというべき
である。

　９　本件各使用貸借契約は成立したと認められると
ころ、使用貸借契約は対価を払わないで他人の物
を借りて使用収益する契約であるから（民法５９
３条）、乙又は丙は、平成２６年２月以降、原告
から、各土地の使用収益権を与えられたことにな
る。そして、乙又は丙は、各土地の使用収益権に
基づき、第三者との間で賃貸借契約を締結し、各
土地の賃借人から駐車場収入を得ることになる。
他方、原告は、各土地の所有者ではあるが、平成
２６年２月以降は、使用貸借契約の締結により、
各土地の使用収益権を乙又は丙に与えたため、乙
又は丙が賃貸人ということになるから、各土地の
賃貸借契約の賃貸人ではなくなり、駐車場収入を
得ることはできないことになる（実際にも駐車場
収入を得ていない）。

　１０　本件各土地の賃貸借に関する民法上の法律関
係を、所得税法１２条（実質所得者課税の原則）
の規定に照らしてみると、乙又は丙は、「資産又
は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられ
る者」に該当するというべきであり、実際にも駐
車場収入を収益として享受しているから、「単な
る名義人であって、その収益を享受」しないとい
うことはできない。さらに、原告は、駐車場収入
を収益として享受していないから、「その者以外
の者がその収益を享受する場合」における「その
者以外の者」に当たるということもできない。し
たがって、本件において、所得税法１２条の適用
により、平成２６年２月以降の駐車場収入の帰属
が原告にあるということはできないというべきで
ある。

　この判示は多くの税理士に衝撃を与えたと思われ
る。これで所得の分割が可能なら、同じような契約
を考える人も多かったと思われる。その意味で高裁
判決が注目されていたのである。令和４年７月２０
日（TAINS Ｚ８８８－２４２６ ) はまず、前述の贈
与契約について次のような判断を示した。

２０２２年の裁判例を振り返る　　
TAINS編集長　
 

はじめに　
　コロナの関係で調査数が減少しているせいか、
訴訟の数もだんだん減ってきている。納税者が裁
判所ではもはや救済されないとあきらめはじめて
いるのではないか、と少し心配になってくる。裁
判所が、課税庁も納税者もともに法の下に平等だ
という視点をもって、事案をきちんと審査するこ
とを願っているのだが、そのためには課税庁以上
に税法についての判断能力が必要だ。しかし、裁
判例を見ると、法人税の損金と所得税の必要経費
の本質的な意味の違いを理解しないまま、損金を
必要経費と同じように考えて損金性を否定してい
る例が増えてきている。そうした判決に対する批
判もしたいが、ここでは、2022 年度の裁判例の中
から、TAINS の会員に留意しておいて欲しい事例
を取り上げ、簡単に私なりの留意点を示しておき
たい。

（１）通達の法的性格（最高裁令和 4 年 4 月 19 日
　　判決 TAINS Ｚ８８８－２４０６）
　今年なによりも注目されたのは、相続税の財産
評価通達の評価額を利用して、課税価額の引き下
げを行った納税者に対して、課税庁が評価通達総
則 6 項（「この通達の定めによって評価することが
著しく不当と認められる財産の価額は、国税庁長
官の指示を受けて評価する」）を適用し、時価で課
税した事件であろう。しかも、地裁・高裁で納税
者が敗訴していたのに、最高裁が弁論を開いたの
で、納税者が勝ちそうだと言うことで、不動産関
係者にも大きな関心を集めた。私自身も高裁判決が
覆るものと思い込み、どこが変えられるのか、真剣
に悩んでいた。というのは、私は原告を応援してい
た税理士や研究者とは異なり高裁判決でやむを得な
いと考えていたからである。しかし、最高裁の弁論

は高裁判決を覆すためのものではなく、総則 6 項
についての最高裁としての姿勢を従来示してこな
かったので、その点を明確にするという意味での
弁論だったようであり、結論は高裁と同じだった。
そこで、この最高裁判決の内容を少し考えてみよ
う。
　　
　事実関係は次のように整理されている。
（１）相続税法２２条は、同法第３章で特別の定め

のあるものを除くほか、相続等により取得した
財産の価額は当該財産の取得の時における時価
により、当該財産の価額から控除すべき債務の
金額はその時の現況による旨を規定する。

（２）評価通達１（２）は、時価とは課税時期（相
続等により財産を取得した日等）においてそれ
ぞれの財産の現況に応じ不特定多数の当事者間
で自由な取引が行われる場合に通常成立すると
認められる価額をいい、その価額は評価通達の
定めによって評価した価額による旨を定める。
他方、評価通達６は、評価通達の定めによって
評価することが著しく不適当と認められる財産
の価額は国税庁長官の指示を受けて評価する旨
を定める。

（３）Ａ（以下「被相続人」という。）は、平成２４年
６月１７日に９４歳で死亡し、上告人らほか２
名（以下「共同相続人ら」という。）がその財
産を相続により取得した（以下、この相続を「本
件相続」という。）。

　　　被相続人の相続財産には、第１審判決別表１
記載の土地及び同別表２記載の建物（以下、併
せて「本件甲不動産」という。）並びに同別表
３記載の土地及び建物（以下、併せて「本件乙
不動産」といい、本件甲不動産と併せて「本件
各不動産」という。）が含まれていたところ、

にその分を給与受給者に請求できる権利
が発生するわけではないこと、すなわち
その分を給与受給者が負担する旨の民民
同士の合意が成立していなければ請求す
る権利は発生しないこと」を展開しまし
た。

Ⓜ　学者の論文ばりの論旨展開ですねー
Ⓨ　はい、「こちらの訴訟代理人は、ただ者じゃ
ないようだなー、学者みたいに判例学説
に詳しいんだなぁー」と相手訴訟代理人
にしょっぱなでかましてビビらせ、ひい
ては担当裁判官にもかませるんです。出
会い頭（がしら）の犬のケンカのように！

Ⓜ　戦いの現場は「出会い頭の犬のケンカの
ようにあれ！」というのが山本流なんで
すね～

　　他に、事実認定の点ではどんな作戦を立
てましたか？

Ⓨ　給与支払者と給与受給者との間にどちら
か負担する旨の合意があったかの事実認
定について、「間接事実の主張及び立証、
立証責任の分配等」の展開をしました。

Ⓜ　ここで、「間接事実の主張及びその立証、
立証責任の分配等」とは何かの一般論を
読者に紹介して下さい。

Ⓨ　事実認定については、民事訴訟法との関
係で、次の [ 図３ ] のとおり四つのポイン
トがあります。

　[ 図３] 事実上の主張と立証の四つのポイン
ト

（１）主要事実と間接事実
　（直接証拠）と（間接証拠）
（２）人証と書証
（３）立証責任の分配
（４）本証と反証
　　　この四つのうちの（１）がとくに大事
なところです。

Ⓜ　まず「主要事実」とは、課税要件・非課
税要件に直接該当する事実ですね、これ
に対し「間接事実」とは、複数の間接事
実を積み重ねると主要事実を推認できる
事実ですね。

Ⓨ　はい。次にその主要事実にズバリ該当す
る証拠を「直接証拠」と呼びますね（例
えば、贈与税課税に関して「贈与契約書
の存在」などです。）。

　　　これに対し、その間接事実に該当する

証拠を「間接証拠」と呼びますね（例えば、
贈与課税の主要事実のうちの金銭交付に
ついて、ある日に父の口座から５００万
円出金され同日に長男の口座へ同額入金
されているとか、主要事実のうちの返済
約定の有無について、毎月１０万円ずつ
返済する旨の借用書があるが毎月１０万
円の移動が口座にないとか。なお、これ
らの間接証拠を、刑事訴訟では「情況証拠」
と呼んでいます。）。直接証拠がない場合
のポイントは、次のとおりです。

　

Ⓜ　この「間接証拠により複数の間接事実を認
定し、そこから主要事実を推認して行く」
作業は、実戦ではとっても大事なことです
よねー。

Ⓨ　はい。税務調査の現場で税務職員は、よく
「領収書がないから認められません」と言
いますが、私は、立会現場で、「それは『直
接証拠がない』と言ってるだけで、これこ
れの間接証拠があってそこからこれこれの
間接事実が認定でき、これら各間接事実を
総合すれば、主要事実の推認ができていま
すよ、直接証拠による認定と間接証拠によ
る認定とがあることを知らないのです
か？」と反論することにしています。

Ⓜ　大学のゼミみたいなことを、闘いの現場で
ふっかけているのですねー。いやな税理士
立会ですねー。

　　さて、本件に戻って、合意があったかの事
実認定について、どのような主張をしまし
たか？

Ⓨ　本書３頁の「次の事情が聞き出せました」
のところで記載した、①の事実、②の事実を
各主張し、これらの事実について間接証
拠（被告の陳述書や証言等）で各立証し、

性質が変わったので、今後同様なことがあっても、
遺留分減殺請求により１０分の１の共有になること
はなくなるので、今後は分割協議で土地を取得した
時に、１０分の１０の課税になることにも留意して
おこう。

（３）親子間の土地の使用貸借と駐車場収入の帰属
　・・・（大阪地裁令和３年４月２２日判決　　　
　TAINS Ｚ８８８－２３６３）
　子供が親の土地を使用貸借し、アパートなどを建
てて賃料収入が発生した場合、その収入は子供に帰
属する。課税上もそれを承認している。だが、土地
を単に使用貸借した後に、その土地を駐車場として
賃貸し、その収入が発生した場合、その賃料を子供
に帰属させるのは、土地の所有権が父親にある以上、
少なくとも課税上は難しい取り扱いだった。そこで、
土地の一部の所有権を子供に帰属させた上で、駐車
場賃料を得た場合にはどうなるかが争われた事件が
あった。
　具体的には、父親である亡甲が、平成２６年１月
２５日、被控訴人である長男乙との間で、Ｐ等土地
上に敷設されたアスファルト舗装・車止め・フェン
スを、被控訴人乙に贈与する旨の契約を締結し、同
日、被控訴人長女丙との間で、Ｒ土地上に敷設され
たアスファルト舗装を被控訴人丙に贈与する旨の契
約をしたのである。土地の表面上の一部を贈与する
奇策を使い、その後の家賃収入をこども達に帰属さ
せたわけである。
　課税庁はこれを否認し、父親に帰属するとして課
税。大阪地裁令和３年４月２２日判決は次のように
判示し、これを認めたのである。
判示事項
　１　本件は、原告が、平成２６年分の所得税等につ

いて、収入の計上誤り等を理由とする更正の請求
をしたところ、処分行政庁から、更正すべき理由
がない旨の通知処分を受けたほか、原告の子ら（長
男乙及び長女丙）の名義で賃貸された土地の賃料
（駐車場収入）は原告に帰属するとして、増額更
正処分等を受けた事案である。

　２　本件においては、原告と長男乙及び長女丙との
間で、各土地の使用貸借契約及び各土地上に敷設
されたアスファルト舗装等の贈与契約、乙及び丙
と各賃借人間の賃貸借契約、委任者を乙及び丙と

　まず、贈与契約の部分であるが、舗装部分は不能
である、とされた。
　アスファルト舗装は、路盤にアスファルト混合物
を敷き均して、転圧機械により所定の密度が得られ
るまで締固め、所定の形状に平坦に仕上げるもので
あり、アスファルト舗装された地面のうち、アスファ
ルト混合物が含まれる表層及び基層部は、土地の構
成部分となり、独立の所有権が成立する余地はない
というべきである。
 したがって、亡甲において、本件各贈与契約のう
ち本件各舗装部分の所有権を被控訴人乙及び同丙に
移転させることは原始的に不能であることは明らか
であるから、本件各贈与契約のうち前記舗装部分等
を対象とする部分はいずれも無効といわなければな
らない。そうすると、本件各使用貸借契約書の作成
により、当事者が当初意図したところの被控訴人乙
及び同丙が本件各舗装部分を所有することを目的
とした本件各使用貸借契約が成立したと解釈する
余地はないというべきである。

　しかし、付合している本件各舗装部分をも含む
本件各土地を使用貸借したものと解したとしても
おかしくないとして、次のようにもいうのである。
　付合した本件各舖装部分を含む本件各土地を目
的とする本件各使用貸借契約の成否
ア　しかし、先に述べたところの、被控訴人乙及

び同丙が本件各舗装部分等を所有するという
本件各使用貸借契約の目的は、本件各贈与契
約が同時に締結されたことや同契約書の記載
から合理的に解釈されることに止まり、本件
各使用貸借契約書上は、付合している本件各
舗装部分をも含む本件各土地を使用貸借した
ものと解したとしても、特段整合しない記載
は認められない。むしろ、同契約書には、使
用貸借の目的は、被控訴人乙や同丙が本件各
土地を駐車場として使用することにある旨記
載されていることからして、本件各使用貸借
契約の対象を、付合した本件各舗装部分をも
含む本件各土地と解した方が自然で合理的と
も評価できるのである。そして、本件各贈与
契約書にも、被控訴人乙及び同丙が本件各舗
装部分上で駐車場賃貸事業を営むことが記載
されていて、本件各舗装部分の所有権の帰属

について当事者に法律の錯誤があったものの、
本件各取引の結果、本件各使用貸借により、付
合した同部分も含めた本件各土地上で被控訴人
乙及び同丙が駐車場賃貸事業を営むことは当事
者双方が明確に認識していたのであるから、本
件各使用貸借契約書の作成により本件各使用貸
借契約が成立したと認定できるのであれば、そ
の内容は本件各舗装部分を含む本件各土地を使
用貸借させるものであると解するのが合理的と
いうべきである。････

　
　以上によれば、被控訴人乙及び同丙は、本件各土
地について、本件各使用貸借契約に基づく収益権と
しての使用借権を有するから、本件駐車場から「生
ずる収益の法律上帰属するとみられる者」に当たる
こととなる。

　つまりこの使用貸借契約は有効であり、収益の法
律上の帰属者は相続人達である、という。法律上収
益が帰属しているなら、課税上も相続人達と判断し
ても良さそうであるが、この後が一審とはガラッと
変わってしまうのである。
　被控訴人乙及び同丙が「単なる名義人であって、
その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を
享受する場合」に当たるか
（１）所得税法１２条は、租税負担の公平を図るため、

資産から生ずる収益の帰属について、名義又は
形式とその実質が異なる場合には、当該資産の
名義又は形式にかかわらず、当該資産の真実の
所有者に帰属させようとした趣旨と解される。
そして、所得税基本通達１２－１が「法第１２
条の適用上、資産から生ずる収益を亭受する者
がだれであるかは、その収益の基因となる資産
の真実の権利者がだれであるかにより判定すべ
きである。」と規定しているのもこれと同じ趣
旨と解され、合理的なものと解すべきである。

（２）不動産所得である本件各土地の駐車場収入は、
本件各土地の使用の対価として受けるべき金銭
という法定果実であり（民法８８条２項）、駐
車場賃貸事業を営む者の役務提供の対価ではな
いから、所有権者がその果実収取権を第三者に
付与しない限り、元来所有権者に帰属すべきも
のである。

 　　そして、本件で被控訴人乙及び同丙が本件各
土地の法定果実を収取できる根拠は使用借権
（民法５９３条）であるが、使用借主は、その
無償性から、本来使用貸主の承諾を得ない限り、
法定果実収取権を有しないところ（同法５９４
条２項）、本件においては、既に本件各土地の
所有権に基づき駐車場賃貸事業を営んで賃料収
入を取得していた亡甲が、子である被控訴人乙
及び同丙に本件各土地を使用貸借し、法定果実
の収取を承諾して、その事業を前記被控訴人ら
に承継させたというのであるから、本件各取引
は、亡甲が本件各土地の所有権の帰属を変えな
いまま、何らの対価も得ることなく、そこから
生じる法定果実の帰属を子である前記被控訴人
らに移転させたものと評価できる。しかも、使
用貸借における転貸の承諾、すなわち法定果実
収取権の付与は、その無償性から、その承諾を
撤回し、将来に向かって付与しないことがで
きると考えられることからすると、そもそも
亡甲から使用貸借に基づく法定果実収取権を
付与されたことで、当然に実質的にも本件各
土地からの収益を享受する者と断ずることは
できないというべきである。

 　　さらに本件各取引がなされた経緯について
みると、前記認定事実によれば、被控訴人乙は、
本件税理士法人に亡甲の相続にかかる相続税
対策について相談し、被控訴人乙及び同丙が
亡甲の財産を相続する際、相続税の納付のた
めに遺産（不動産）の売却を余儀なくされる
ような事態を避けるため、亡甲及び被控訴人
丙らに対してもその趣旨を説明の上、本件各
使用貸借契約を含む本件各取引を締結して、
亡甲が従前から営んでいた賃料収入の蓄積に
よる同人名義の将来の遺産の増加を抑制する
ことを企図するとともに、当面の所得税の節
税をも企図したものであることが認められる。

 　　そして、本件各取引の結果、亡甲から本件
各使用貸借に基づく法定果実収取権を付与さ
れ、本件各土地上で駐車場賃貸事業を営むこ
とになった被控訴人乙及び同丙は、本件各取
引等に関し、特段の出捐をしたとは認めるに
足りないし、亡甲が管理業務を有償で委任し
ていた管理会社に引き続き同業務を有償で委

任したことにより、その管理に必要な役務を提
供したとも認めるに足りない。しかも、亡甲は、
本件各土地以外にも、同人らに対し、自己所有
の土地建物に無償で居住させた上、その固定資
産税も亡甲が負担するなどして、それらの不動
産の使用収益の利益を付与していたことも、本
件各取引に基づく本件各土地に関する法定果実
収取権の付与と同質のものであって、それらに
よって同人らが亡甲から親族間の情誼により相
当の援助を受けていた関係にあったというべき
である。

 　　そうすると、本件各取引は、亡甲の相続にか
かる相続税対策を主たる目的として、亡甲の存
命中は、本件各土地の所有権はあくまでも亡甲
が保有することを前提に、本件各土地による亡
甲の所得を子である被控訴人乙及び同丙に形式
上分散する目的で、同人らに対して本件各使用
貸借契約に基づく法定果実収取権を付与したも
のにすぎないものと認められる。

　　　したがって、たとえ、本件各取引後、本件
各土地の駐車場の収益が被控訴人乙及び同丙
の口座に振り込まれていたとしても、そのよ
うに亡甲が子である被控訴人乙及び同丙に対
する本件各土地の法定果実収取権の付与を継
続していたこと自体が、亡甲が所有権者とし
て享受すべき収益を子に自ら無償で処分して
いる結果であると評価できるのであって、や
はりその収益を支配していたのは亡甲という
べきであるから、平成２６年２月以降の本件
各駐車場の収益については、被控訴人乙及び
同丙は単なる名義人であって、その収益を享
受せず、亡甲がその収益を享受する場合に当
たるというべきである。

　
　法律上の帰属者と実質上の帰属者とが異なり、本
件の場合は、亡き父親が実質上の帰属者だとの判断
をして、納税者の主張を退けたことになる。
　法形式的には相続人達に帰属するように見える
が、真の法律関係からすると父親が所有している
のだ、という判断であろうが、法律上は契約自体
を否定するような特段の事情もなかったが、他方
でこれを認めると租税回避が容易に計画できるこ
とを懸念してこのような判断をしたものと思われ

る。他に何の合理的理由がなく、租税回避だけが目
的だと思われると、このような判断になる可能性が
強いと言えよう。

（４）２年連続期限遅れのみでも青色承認取消 ?

　年末に税理士事務所が申告書を二期連続期限後に
出したことだけを理由に青色承認の取り消しがなさ
れ、それを争った事案の判決が飛び込んできた（福
岡地方裁判所令和 4 年 12 月 14 日判決、TAINS 収
録作業中）。確かに、期限後提出は法律にも取消の
理由にされており、事務運用指針にも次のように規
定されている。
4　無申告又は期限後申告の場合における青色申告

の承認の取消し　
　　　法第 127 条第 1 項第 4 号の規定による取消し

は、2 事業年度連続してその提出期限内に法第
74 条第 1 項の規定による申告書の提出がない
場合に行うものとする。この場合、当該 2 事業
年度目の事業年度以後の事業年度について、そ
の承認を取り消す。

　しかし、通常はこれだけを理由に取り消すことは
ないと思われていた。この種の事件の場合は、その
不当性を審判所で争い、実務がよくわかる審判官で
あれば通常はしない処分であり、不当として救済す
る余地がある。しかし、裁判所になると、不当では
争えず、違法を主張しなければならなくなるので、
裁量権の逸脱、または濫用を争うことになる。地裁
は次のように判示している。

１　争点
（1）（本件処分が裁量権の範囲の逸脱又はその濫用

により違法であるか）について　････
（2）これを本件についてみると、前提事実及び掲記

の証拠並びに弁論の全趣旨によれば、次の事情
を指摘することができる。

　ア　原告は、平成３０年６月期及び令和元年６月
期の２事業年度連続で確定申告書を提出期限
までに提出しなかったものである（前提事実
（3）イ）。そして、この事実は、法人税法１２
４条１項４号の承認取消事由に該当する上、
青色申告承認取消しの取扱基準について定め

る本件事務運営指針の４にも該当する。
　　　確定申告書を提出期限までに提出すること

は、青色申告法人の基本的義務というべきであ
り、２事業年度連続で確定申告書を期限内に提
出しないことは、法人税法第２７条１項４号の
違反の程度としては軽視することのできないも
のというべきである。

　イ　原告が２事業年度連続で確定申告書を提出期
限までに提出しなかった原因は、本件税理士法
人の担当職員が期限内に提出することを失念し
たことによるものである。しかし、税理士法２
条１項１号に規定する税務代理は、民法９９条
が規定する代理人が本人に代わって意思表示を
行う行為に該当し、その法律効果は直接本人に
帰属するのであるから、納税者が自己の判断と
責任において、申告手続を税理士に委任し、当
該税理士が代理人として申告した以上、その申
告は申告名義人である納税者の行為として取り
扱われるものと解される。そうすると、２事業
年度連続で確定申告書が期限内不提出となった
原因が、本件税理士法人の担当職員の過誤によ
るものであるとしても、このような事情は、原
告と本件税理士法人の間の内部事情によるもの
といわざるを得ない。

(3)以上の事情からすれば、処分行政庁が本件処分(青
色申告の承認の取消し ) をしたことについて、
裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるとは
認めらない。

　原告会社は設立以来、重加算税処分を受けたこと
がないどころか、ここ十年指摘事項が一度もない優
良な法人だったようだが、それでも自動的に２年で
取り消す方向に変化してきたようだ。

おわりに
　TAINS に収録されている令和４年の裁判例から
いくつか取り出して紹介してきたが、最後の４番目
の問題は税理士として重く受け止めておかねばなら
ない。税理士と大学教員の大きな資質の違いは、
期限まで書くのが税理士で、期限が来てから書く
のが大学教員と揶揄してきたが、この差は加算税
や青色承認取り消しなどが税理士業務にはつきも
のだということから来ているのであろう。

(青山学院大学名誉教授) 三木　義一



2023.新 No.233 5だより

これらについては、被相続人の遺言に従って、
上告人らのうちの１名が取得した。なお、同
人は、平成２５年３月７日付けで、本件乙不
動産を代金５億１５００万円で第三者に売却
した。

（４）本件各不動産が被相続人の相続財産に含まれ
るに至った経緯等は、次のとおりである。

ア　被相続人は、平成２１年１月３０日付けで信
託銀行から６億３０００万円を借り入れた上、
同日付けで本件甲不動産を代金８億３７００
万円で購入した。

イ　被相続人は、平成２１年１２月２１日付けで
共同相続人らのうちの１名から４７００万円
を借り入れ、同月２５日付けで信託銀行から
３億７８００万円を借り入れた上、同日付け
で本件乙不動産を代金５億５０００万円で購
入した。

ウ　被相続人及び上告人らは，上記ア及びイの本
件各不動産の購入及びその購入資金の借入れ
（以下、併せて「本件購入・借入れ」という。）を、
被相続人及びその経営していた会社の事業承
継の過程の一つと位置付けつつも、本件購入・
借入れが近い将来発生することが予想される
被相続人からの相続において上告人らの相続
税の負担を減じ又は免れさせるものであるこ
とを知り、かつ、これを期待して、あえて企
画して実行したものである。

　要するに、二つの建物を借入金付きで購入し、評
価通達を利用して、課税価格を減らして、通常なら
約 2 億円になる相続税額を 0 円にする申告を行った
のである。そこで、税務署が伝家の宝刀総則 6 項を
適用して、時価で課税し、納税者がこれを争ったわ
けである。しかし、地裁も高裁も、このような方法
を認めると「実質的な租税負担の公平を著しく害し
不当な結果を招来する」から、「他の合理的な方法
によって評価することが許される」として本件各更
正処分は適法と判断していたのである。
　これを受けて最高裁は、どのような判断をした
か、次の部分が重要である。

４
（１）相続税法２２条は、相続等により取得した財

産の価額を当該財産の取得の時における時価に
よるとするが、ここにいう時価とは当該財産の
客観的な交換価値をいうものと解される。そし
て、評価通達は、上記の意味における時価の評
価方法を定めたものであるが、上級行政機関が
下級行政機関の職務権限の行使を指揮するため
に発した通達にすぎず、これが国民に対し直接
の法的効力を有するというべき根拠は見当たら
ない。そうすると、相続税の課税価格に算入さ
れる財産の価額は、当該財産の取得の時におけ
る客観的な交換価値としての時価を上回らない
限り、同条に違反するものではなく、このこと
は、当該価額が評価通達の定める方法により評
価した価額を上回るか否かによって左右されな
いというべきである。

　　　そうであるところ、本件各更正処分に係る課
税価格に算入された本件各鑑定評価額は、本件
各不動産の客観的な交換価値としての時価であ
ると認められるというのであるから、これが本
件各通達評価額を上回るからといって、相続税
法２２条に違反するものということはできな
い。

　つまり、最高裁は、相続税法という法律は「時価」
で課税するぞ、と書いてあるではないか。だから時
価で課税すること自体は基本的には違法ではないの
だ、といっているのである。読者の中にはそれでは
通達に従う意味がないではないか、と思われる方も
いると思うので、少し私なりの説明も付け加えてみ
よう。
　相続税法は、最高裁が言うとおり「時価」、通常の
取引価額で課税して良いといっているのである。だ
から、この法律の規定は、ある意味で非常に恐ろし
いのである。他方で、相続による財産の承継は取引
ではない。日本の相続法は大陸法の相続法を受け入
れ、相続開始と同時に相続人の共有状態になってし
まうので、第三者間の取引のような行為は行われな
い。つまり、相続の時に課税庁が時価で課税したく
ともその時価が見えないのである。そこで、課税し
やすいように運用上の基準として評価通達を定める
が、その額が時価を超えることはあってはならない
ことになる。だから評価額は慎重になり、謙抑的に
なり、時価よりはかなり低い安全な価額で課税する

ことにならざるを得ないことになる。だが、それで
も当該不動産の特殊事情のために通達での評価額で
も時価を上回ってしまう場合がある。そういう場合
には、総則 6 項で調整するのである。つまり、総則
6 項は本来、通達評価でも高くなってしまう特殊事
情がある場合に通達評価額を下げるために設けられ
たものであったのである。
　読者の方は、通達評価額が時価評価だと理解され
てきた方がいるかもしれないが、私は、通達評価は
「時価以下」評価額だと理解してきた。法律が時価
課税を要求しているが、時価が見えないために安全
に時価以下評価してきたのである。だから、納税者
はこの通達を大事にし、乱用しないようにしておか
ないと、時価で課税されるリスクがあるよ、と述べ
てきたのである。この事件は、まさしく、この安い
時価以下評価を意図的に利用しようとしたことにな
る。この評価通達を時価と同視し、通達で規定して
いる以上、課税庁は通達評価を尊重しなければなら
ない、という論理で納税者が勝つならば、不公平を
将来させないために、課税庁としては時価以下評価
をやめ、リスク覚悟で時価ぎりぎりの評価をせざる
を得なくなるのではないだろうか。私はこのように
考えていたから、一人の富裕者の租税回避のために、
多数の納税者の評価額が上がるような議論にはあま
りくみしたくなかった。現行の時価以下評価でも、
皆が同じように時価以下評価であればいいのではな
いかということである。
　最高裁は、この納税者には時価以下評価を適用
しないことの不平等問題を次のように述べている。
（２）
ア　　他方、租税法上の一般原則としての平等原

則は、租税法の適用に関し、同様の状況にあ
るものは同様に取り扱われることを要求する
ものと解される。そして、評価通達は相続財
産の価額の評価の一般的な方法を定めたもの
であり、課税庁がこれに従って画一的に評価
を行っていることは公知の事実であるから、
課税庁が、特定の者の相続財産の価額につい
てのみ評価通達の定める方法により評価した
価額を上回る価額によるものとすることは、
たとえ当該価額が客観的な交換価値としての
時価を上回らないとしても、合理的な理由が
ない限り、上記の平等原則に違反するものと

して違法というべきである。もっとも、上記に
述べたところに照らせば、相続税の課税価格に
算入される財産の価額について、評価通達の定
める方法による画一的な評価を行うことが実質
的な租税負担の公平に反するというべき事情が
ある場合には、合理的な理由があると認められ
るから、当該財産の価額を評価通達の定める方
法により評価した価額を上回る価額によるもの
とすることが上記の平等原則に違反するもので
はないと解するのが相当である。

イ　　これを本件各不動産についてみると、本件各
通達評価額と本件各鑑定評価額との間には大き
なかい離があるということができるものの、こ
のことをもって上記事情があるということはで
きない。

　　　もっとも、本件購入・借入れが行われなけれ
ば本件相続に係る課税価格の合計額は６億円を
超えるものであったにもかかわらず、これが行
われたことにより、本件各不動産の価額を評価
通達の定める方法により評価すると、課税価格
の合計額は２８２６万１０００円にとどまり、
基礎控除の結果、相続税の総額が０円になると
いうのであるから、上告人らの相続税の負担は
著しく軽減されることになるというべきであ
る。そして、被相続人及び上告人らは、本件購入・
借入れが近い将来発生することが予想される被
相続人からの相続において上告人らの相続税の
負担を減じ又は免れさせるものであることを知
り、かつ、これを期待して、あえて本件購入・
借入れを企画して実行したというのであるか
ら、租税負担の軽減をも意図してこれを行った
ものといえる。そうすると、本件各不動産の価
額について評価通達の定める方法による画一的
な評価を行うことは、本件購入・借入れのよう
な行為をせず、又はすることのできない他の納
税者と上告人らとの間に看過し難い不均衡を生
じさせ、実質的な租税負担の公平に反するとい
うべきであるから、上記事情があるものという
ことができる。

ウ　　したがって、本件各不動産の価額を評価通達
の定める方法により評価した価額を上回る価額
によるものとすることが上記の平等原則に違反
するということはできない。

　これはその通りだといわざるをえない。もちろん、
この通達に振り回された納税者はお気の毒に思う
し、通達を適用すべき場合と、総則 6 項が適用され
る場合の基準をもう少し明確にする必要性はあろ
う。また、通達を利用した申告も申告としては誤り
ではないので、過少申告加算税などは本来あり得な
いものだと考えるが、総則 6 項については以上のよ
うに考えている。
留意点
　１）相続税法は「時価」課税だ。しかし、相続に

よる財産の移動は取引ではない。
　２）だから通常は「時価」は見えない。そこで、

評価通達は「時価以下」にし、安全に課税する。
　３）だから、相続に際して合理的理由もなく「時価」

を見せるような行為をすると危ない。

（２）共有物の分割と不動産取得税（最高裁令和　
　４年３月２２日判決TAINS Ｚ９９９－８４４４）
　地方税法７３条の７第２号の３は，共有物の分
割による不動産の取得に対しては，同号括弧書き
に規定する「当該不動産の取得者の分割前の当該
共有物に係る持分の割合を超える部分」（以下「持
分超過部分」という。）の取得を除き，同税を課す
ることができないと規定している。
　この場合、共有分割で土地を取得したが、それ
までは１０の１しか持ち分がなかった土地を、相
続財産全体の１０分の１として、土地だけを取得
したような場合は、どうなるのだろう。
　五人の相続人がいるが、被相続人が、そのうち
の一人娘だけに全部を相続させる遺言を残した。
男の四人の相続人は遺留分減殺請求をおこす。す
ると、すべての相続財産は１０分の１ずつの共有
になり、土地についても１０分の１となる。そこで、
東京地方裁判所は，平成２７年８月，本件各不動
産に係る共有物分割の訴えについて，これらを一
括して分割の対象とした上で，そのうちいくつか
の各土地を上告人の単独所有とし，その余を他の
共有者らの各単独所有とすることなどを内容とす
る判決を言い渡し，同判決は確定した。
　その後、東京都足立都税事務所長は、上記の共
有物の分割により上告人が本件各土地の各持分１
０分の９を取得したこと（以下「本件各取得」と
いう。）に対する不動産取得税の賦課決定処分（以

下「本件各処分」という。）をしたので、この相続
人が争ったのである。
　最高裁の判断は次の通りであった。
３
（１）地方税法７３条の７第２号の３は，共有物の

分割による不動産の取得について，同法７３条
の２第１項にいう「不動産の取得」に該当し，
本来は不動産取得税の課税の対象となることを
前提に，その例外として，持分超過部分の取得
を除いては非課税とする旨を定めたものと解さ
れる。

　　　前記１（２）のとおり，上告人は，複数の不
動産を一括して分割の対象とする共有物の分割
により，本件各土地の各持分１０分の９を取得
したものであることから，このような場合にお
ける持分超過部分の有無及び額の判断の方法が
問題となる。

（２）地方税法７３条の１３第１項は，不動産取得
税の課税標準を，不動産を取得した時におけ
る不動産の価格とする旨規定し，同法７３条
の２１第１項本文は，固定資産課税台帳に固
定資産の価格が登録されている不動産につい
ては，当該価格により当該不動産に係る同税
の課税標準となるべき価格を決定するものと
する旨規定する。そして，固定資産課税台帳は，
原則として，登記簿に登記されている土地又
は家屋（住家その他の建物をいう。）について，
その価格等所定の事項を登録するものである
（同法３４１条１０号，１２号）ところ，土地
は１筆の土地ごとに，建物は１個の建物ごと
に登記されている（不動産登記法２条５号参
照）。

　　　また，地方税法７３条の１５の２第１項は，
不動産取得税の課税標準となるべき額が所定
の額に満たない場合においては，同税を課す
ることができない旨を規定するところ，同条
２項は，複数の土地の取得又は複数の家屋の
取得をもって一の土地の取得又は１戸の家屋
の取得とみなして同条１項の規定を適用する
場合について，特に規定している。

　　　以上のような不動産取得税に関する地方税
法の規定の内容等に照らせば，同税は，個々
の不動産の取得ごとに課されるものであると

いうことができる。
　　　そうすると，共有物の分割による不動産の取

得に係る持分超過部分の有無及び額について
は，複数の不動産を一括して分割の対象とする
場合であっても，その対象とされた個々の不動
産ごとに判断すべきものと解するのが，不動産
取得税の課税の仕組みと整合的であるというべ
きであり，また，地方税法７３条の７第２号の
３括弧書きの「分割前の当該共有物に係る持分
の割合」という文言にも沿う解釈ということが
できる。

　　　したがって，複数の不動産を一括して分割の
対象とする共有物の分割により不動産を取得し
た場合における持分超過部分の有無及び額につ
いては，分割の対象とされた個々の不動産ごと
に，分割前の持分の割合に相当する価格と分割
後に所有することとなった不動産の価格とを
比較して判断すべきものと解するのが相当で
ある。

（３）前記事実関係等によれば，上告人は，共有物
の分割により，従前は持分１０分の１を有し
ていた本件各土地について，それぞれ，他の
共有者から，その余の持分１０分の９を取得
したというのであるから，本件各取得の全部
が持分超過部分の取得に当たることが明らか
である。したがって，本件各取得に対しては
地方税法７３条の７第２号の３の規定により
不動産取得税を課することができないとはい
えない。

　要するに、相続財産税体で分割割合を見るので
はなく、個々の土地毎に超過部分を判断すると言
うことになる。共有物の分割に係わるときは注意
が必要となる。なお、遺産全部を特定の相続人に
相続させる旨の遺言による遺産の当該相続人への
承継に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使し
た場合に遺留分権利者に帰属する権利は，遺産分
割の対象となる遺産としての性質を有しないもの
と解されているので、（最高裁平成３年（オ）第１
７７２号同８年１月２６日第二小法廷判決・民集
５０巻１号１３２頁参照）、相続による取得とも言
えないので、非課税とはならないのである。
　なお、民法改正により、遺留分減殺請求の法的

する駐車場管理契約の各契約による一連の取引（本
件各取引）がされている。

　３　原告は、平成２６年１月まで各土地の賃貸人と
して駐車場収入を得ていたところ、同年２月以降
の駐車場収入については、使用貸借契約等により、
賃貸人が長男乙又は長女丙になり、各駐車場収入
は乙又は丙に帰属するものとして確定申告をして
いるから、平成２６年２月以降の駐車場収入が原
告に帰属するか否かを検討するに当たり、使用貸
借契約が成立したか否かが問題となる。

　４　本件各使用貸借契約書の原告の署名・押印は真
正なものであるから、民事訴訟法２２８条４項に
よれば、使用貸借契約書の原告作成部分は真正に
成立したものと推定されることになる。

　５　これに対し、被告は、原告が使用貸借契約書の
内容を全く認識していなかったと認められるから
上記推定は働かない旨主張する。しかしながら、
使用貸借契約書の署名・押印に至る経緯、使用貸
借契約書の記載内容その他本件各取引の内容、原
告の知識・経験・行動傾向等、各取引後の取引実態、 
確定申告における原告の行動等を総合すれば、原
告が使用貸借契約書の基本的な内容を認識した上
で使用貸借契約書に署名・押印した事実を優に認
定することができる。

　６　経験則に照らせば、使用貸借契約書のような処
分証書が真正に成立していれば、「特段の事情」
がない限り、作成者によって記載どおりの行為が
されたことを認めるべきである（処分証書の法
理）。

　７　被告は、本件各取引は異常であり、特段の事情
がある旨主張する。しかし、本件各取引によって、
駐車場収入が乙又は丙に帰属することになるが、
原告と乙・丙は親子の関係にあり、原告が十分な
収入を得ており、高齢でもあったことにも照らす
と、駐車場収入が各土地の所有者ではない乙又は
丙に帰属するからといって本件各取引が社会通念
に照らして異常なものであるということはできな
い。

　８　被告は、本件各取引は、乙及び税理士法人が、
総体としての租税負担を免れることを目的に企図
したこと等の特段の事情がある旨主張する。しか
し、節税効果を発生させることを動機として使用
貸借契約を締結することはあり得るのであって、

節税の動機と目的物を無償で使用収益させる意思
とは併存し得るものであるから、上記の目的があ
る場合であっても、直ちに使用貸借契約書に記載
どおりの行為がされたとの経験則を妨げる「特段
の事情」があるとすることはできないというべき
である。

　９　本件各使用貸借契約は成立したと認められると
ころ、使用貸借契約は対価を払わないで他人の物
を借りて使用収益する契約であるから（民法５９
３条）、乙又は丙は、平成２６年２月以降、原告
から、各土地の使用収益権を与えられたことにな
る。そして、乙又は丙は、各土地の使用収益権に
基づき、第三者との間で賃貸借契約を締結し、各
土地の賃借人から駐車場収入を得ることになる。
他方、原告は、各土地の所有者ではあるが、平成
２６年２月以降は、使用貸借契約の締結により、
各土地の使用収益権を乙又は丙に与えたため、乙
又は丙が賃貸人ということになるから、各土地の
賃貸借契約の賃貸人ではなくなり、駐車場収入を
得ることはできないことになる（実際にも駐車場
収入を得ていない）。

　１０　本件各土地の賃貸借に関する民法上の法律関
係を、所得税法１２条（実質所得者課税の原則）
の規定に照らしてみると、乙又は丙は、「資産又
は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられ
る者」に該当するというべきであり、実際にも駐
車場収入を収益として享受しているから、「単な
る名義人であって、その収益を享受」しないとい
うことはできない。さらに、原告は、駐車場収入
を収益として享受していないから、「その者以外
の者がその収益を享受する場合」における「その
者以外の者」に当たるということもできない。し
たがって、本件において、所得税法１２条の適用
により、平成２６年２月以降の駐車場収入の帰属
が原告にあるということはできないというべきで
ある。

　この判示は多くの税理士に衝撃を与えたと思われ
る。これで所得の分割が可能なら、同じような契約
を考える人も多かったと思われる。その意味で高裁
判決が注目されていたのである。令和４年７月２０
日（TAINS Ｚ８８８－２４２６ ) はまず、前述の贈
与契約について次のような判断を示した。

はじめに　
　コロナの関係で調査数が減少しているせいか、
訴訟の数もだんだん減ってきている。納税者が裁
判所ではもはや救済されないとあきらめはじめて
いるのではないか、と少し心配になってくる。裁
判所が、課税庁も納税者もともに法の下に平等だ
という視点をもって、事案をきちんと審査するこ
とを願っているのだが、そのためには課税庁以上
に税法についての判断能力が必要だ。しかし、裁
判例を見ると、法人税の損金と所得税の必要経費
の本質的な意味の違いを理解しないまま、損金を
必要経費と同じように考えて損金性を否定してい
る例が増えてきている。そうした判決に対する批
判もしたいが、ここでは、2022 年度の裁判例の中
から、TAINS の会員に留意しておいて欲しい事例
を取り上げ、簡単に私なりの留意点を示しておき
たい。

（１）通達の法的性格（最高裁令和 4 年 4 月 19 日
　　判決 TAINS Ｚ８８８－２４０６）
　今年なによりも注目されたのは、相続税の財産
評価通達の評価額を利用して、課税価額の引き下
げを行った納税者に対して、課税庁が評価通達総
則 6 項（「この通達の定めによって評価することが
著しく不当と認められる財産の価額は、国税庁長
官の指示を受けて評価する」）を適用し、時価で課
税した事件であろう。しかも、地裁・高裁で納税
者が敗訴していたのに、最高裁が弁論を開いたの
で、納税者が勝ちそうだと言うことで、不動産関
係者にも大きな関心を集めた。私自身も高裁判決が
覆るものと思い込み、どこが変えられるのか、真剣
に悩んでいた。というのは、私は原告を応援してい
た税理士や研究者とは異なり高裁判決でやむを得な
いと考えていたからである。しかし、最高裁の弁論

は高裁判決を覆すためのものではなく、総則 6 項
についての最高裁としての姿勢を従来示してこな
かったので、その点を明確にするという意味での
弁論だったようであり、結論は高裁と同じだった。
そこで、この最高裁判決の内容を少し考えてみよ
う。
　　
　事実関係は次のように整理されている。
（１）相続税法２２条は、同法第３章で特別の定め

のあるものを除くほか、相続等により取得した
財産の価額は当該財産の取得の時における時価
により、当該財産の価額から控除すべき債務の
金額はその時の現況による旨を規定する。

（２）評価通達１（２）は、時価とは課税時期（相
続等により財産を取得した日等）においてそれ
ぞれの財産の現況に応じ不特定多数の当事者間
で自由な取引が行われる場合に通常成立すると
認められる価額をいい、その価額は評価通達の
定めによって評価した価額による旨を定める。
他方、評価通達６は、評価通達の定めによって
評価することが著しく不適当と認められる財産
の価額は国税庁長官の指示を受けて評価する旨
を定める。

（３）Ａ（以下「被相続人」という。）は、平成２４年
６月１７日に９４歳で死亡し、上告人らほか２
名（以下「共同相続人ら」という。）がその財
産を相続により取得した（以下、この相続を「本
件相続」という。）。

　　　被相続人の相続財産には、第１審判決別表１
記載の土地及び同別表２記載の建物（以下、併
せて「本件甲不動産」という。）並びに同別表
３記載の土地及び建物（以下、併せて「本件乙
不動産」といい、本件甲不動産と併せて「本件
各不動産」という。）が含まれていたところ、

「被告が負担する旨の合意は成立していな
かった」と結論付けたのです。

Ⓜ　さて、山本さんの展開は判決ではどうな
りましたか？

Ⓨ　次のとおり、ほぼ全面的に認めてくれまし
た。

当裁判所の判断（判決文より。アンダーライン
は筆者加筆）

１　争点１（原告納付額について、被告に法律
上の原因のない利得があるか）及び争点
２ ( 原告と被告との間に、原告納付額を被
告が原告に支払う旨の合意があったか ) に
ついて

（１）源泉徴収による所得税の納税者は、支払
者であって受給者ではないから、法定の
納期限にこれを国に納付する義務を負い、
それを怠った場合に生ずる附帯税を負担
すべき者は、納税者（徴収義務者）たる
支払者自身であって、その附帯税相当額
を受給者に請求することはできないと解
されており（最高裁昭和４３年（オ）第
２５８号同４５年１２月２４日第一小法
廷裁決・民集２４巻１３号２２４３頁参
照）、これを本件について見ると、原告納
付額のうち、加算税分については、徴収
義務者であり納税者である原告は、受給
者である被告に請求することはできない
と解される。よって、加算税分については、
被告の不当利得となることはない。

（２）そこで、本税分について検討する。
　　　この点、受給者は、源泉徴収による所
得税を徴収されまたは期限後に納付した
支払者から、その税額に相当する金額に
支払を請求されたときは、自己において
源泉納税義務を負わないことまたはその
義務の範囲を争って、支払者の請求の全
部または一部を拒むことができるものと
解されているので（前掲最高裁判決参照）、
支払者である原告が原告納付額を国に納
付していたとしても、原告が直ちに、こ
れを受給者である被告に対して不当利得
として請求できるものではなく、その義
務の範囲は原告と被告の間の私法関係に
よって決せられるものと解される。

（３）事案の概要のほかに、以下の事実が認め
られる。

　 ア　まず、本件追徴課税処分の前に、原告
と被告のどちらが原告が納付することに

なる税額を負担するかについて、明確な
合意があったことを認めるに足りる証拠
はない。

　　　 原告は、このような場合には、不当利
得返還請求権に基づき、当然に原告から
被告に対する求償が認められると解して
いるようにも見える。しかしながら、原
告は、訴外Ｙ社との管理業務請負契約に
ついては、これが被告の給与から源泉徴
収される税額を減らすものであることを、
本件建物の賃貸借契約については、これ
が被告に居住の利益を与えるためのもの
であることを、いずれも了承し、容認し
て各契約を締結していたと考えられ、ま
た、処分の対象者であり、異議の申立て
ができる支払者と違って、受給者も源泉
納税義務の存否・範囲について争う余地
が残されるべきであるとする前掲最高裁
判決の趣旨からしても、明確な合意がな
いにもかかわらず、事前に受給者がいか
なる金額についても支払う旨の合意が成
立したと推認することはできないと考え
られる。そうであるとすると、原告と被
告の間に明確な合意がない場合には、当
然に、原告が被告に対し、原告納付額を
求償できる、あるいは、原告が被告に対
し求償できるとの合意が成立していたと
推認することはできないと解される。そ
して、明確な合意が認められない本件に
おいては、別途合意が成立した場合でな
ければ、原告は、被告に対し、求償する
ことはできないと解するべきである。

（４）以上からすると、その他原告の主張する
ところに鑑みても、原告納付額について、
原告が被告に対し不当利得返還請求をす
ることができると解することはできず、
また、本件支払合意も認められない以上、
原告の被告に対する、原告納付額につい
ての請求は認められない。

性質が変わったので、今後同様なことがあっても、
遺留分減殺請求により１０分の１の共有になること
はなくなるので、今後は分割協議で土地を取得した
時に、１０分の１０の課税になることにも留意して
おこう。

（３）親子間の土地の使用貸借と駐車場収入の帰属
　・・・（大阪地裁令和３年４月２２日判決　　　
　TAINS Ｚ８８８－２３６３）
　子供が親の土地を使用貸借し、アパートなどを建
てて賃料収入が発生した場合、その収入は子供に帰
属する。課税上もそれを承認している。だが、土地
を単に使用貸借した後に、その土地を駐車場として
賃貸し、その収入が発生した場合、その賃料を子供
に帰属させるのは、土地の所有権が父親にある以上、
少なくとも課税上は難しい取り扱いだった。そこで、
土地の一部の所有権を子供に帰属させた上で、駐車
場賃料を得た場合にはどうなるかが争われた事件が
あった。
　具体的には、父親である亡甲が、平成２６年１月
２５日、被控訴人である長男乙との間で、Ｐ等土地
上に敷設されたアスファルト舗装・車止め・フェン
スを、被控訴人乙に贈与する旨の契約を締結し、同
日、被控訴人長女丙との間で、Ｒ土地上に敷設され
たアスファルト舗装を被控訴人丙に贈与する旨の契
約をしたのである。土地の表面上の一部を贈与する
奇策を使い、その後の家賃収入をこども達に帰属さ
せたわけである。
　課税庁はこれを否認し、父親に帰属するとして課
税。大阪地裁令和３年４月２２日判決は次のように
判示し、これを認めたのである。
判示事項
　１　本件は、原告が、平成２６年分の所得税等につ

いて、収入の計上誤り等を理由とする更正の請求
をしたところ、処分行政庁から、更正すべき理由
がない旨の通知処分を受けたほか、原告の子ら（長
男乙及び長女丙）の名義で賃貸された土地の賃料
（駐車場収入）は原告に帰属するとして、増額更
正処分等を受けた事案である。

　２　本件においては、原告と長男乙及び長女丙との
間で、各土地の使用貸借契約及び各土地上に敷設
されたアスファルト舗装等の贈与契約、乙及び丙
と各賃借人間の賃貸借契約、委任者を乙及び丙と

　まず、贈与契約の部分であるが、舗装部分は不能
である、とされた。
　アスファルト舗装は、路盤にアスファルト混合物
を敷き均して、転圧機械により所定の密度が得られ
るまで締固め、所定の形状に平坦に仕上げるもので
あり、アスファルト舗装された地面のうち、アスファ
ルト混合物が含まれる表層及び基層部は、土地の構
成部分となり、独立の所有権が成立する余地はない
というべきである。
 したがって、亡甲において、本件各贈与契約のう
ち本件各舗装部分の所有権を被控訴人乙及び同丙に
移転させることは原始的に不能であることは明らか
であるから、本件各贈与契約のうち前記舗装部分等
を対象とする部分はいずれも無効といわなければな
らない。そうすると、本件各使用貸借契約書の作成
により、当事者が当初意図したところの被控訴人乙
及び同丙が本件各舗装部分を所有することを目的
とした本件各使用貸借契約が成立したと解釈する
余地はないというべきである。

　しかし、付合している本件各舗装部分をも含む
本件各土地を使用貸借したものと解したとしても
おかしくないとして、次のようにもいうのである。
　付合した本件各舖装部分を含む本件各土地を目
的とする本件各使用貸借契約の成否
ア　しかし、先に述べたところの、被控訴人乙及

び同丙が本件各舗装部分等を所有するという
本件各使用貸借契約の目的は、本件各贈与契
約が同時に締結されたことや同契約書の記載
から合理的に解釈されることに止まり、本件
各使用貸借契約書上は、付合している本件各
舗装部分をも含む本件各土地を使用貸借した
ものと解したとしても、特段整合しない記載
は認められない。むしろ、同契約書には、使
用貸借の目的は、被控訴人乙や同丙が本件各
土地を駐車場として使用することにある旨記
載されていることからして、本件各使用貸借
契約の対象を、付合した本件各舗装部分をも
含む本件各土地と解した方が自然で合理的と
も評価できるのである。そして、本件各贈与
契約書にも、被控訴人乙及び同丙が本件各舗
装部分上で駐車場賃貸事業を営むことが記載
されていて、本件各舗装部分の所有権の帰属

について当事者に法律の錯誤があったものの、
本件各取引の結果、本件各使用貸借により、付
合した同部分も含めた本件各土地上で被控訴人
乙及び同丙が駐車場賃貸事業を営むことは当事
者双方が明確に認識していたのであるから、本
件各使用貸借契約書の作成により本件各使用貸
借契約が成立したと認定できるのであれば、そ
の内容は本件各舗装部分を含む本件各土地を使
用貸借させるものであると解するのが合理的と
いうべきである。････

　
　以上によれば、被控訴人乙及び同丙は、本件各土
地について、本件各使用貸借契約に基づく収益権と
しての使用借権を有するから、本件駐車場から「生
ずる収益の法律上帰属するとみられる者」に当たる
こととなる。

　つまりこの使用貸借契約は有効であり、収益の法
律上の帰属者は相続人達である、という。法律上収
益が帰属しているなら、課税上も相続人達と判断し
ても良さそうであるが、この後が一審とはガラッと
変わってしまうのである。
　被控訴人乙及び同丙が「単なる名義人であって、
その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を
享受する場合」に当たるか
（１）所得税法１２条は、租税負担の公平を図るため、

資産から生ずる収益の帰属について、名義又は
形式とその実質が異なる場合には、当該資産の
名義又は形式にかかわらず、当該資産の真実の
所有者に帰属させようとした趣旨と解される。
そして、所得税基本通達１２－１が「法第１２
条の適用上、資産から生ずる収益を亭受する者
がだれであるかは、その収益の基因となる資産
の真実の権利者がだれであるかにより判定すべ
きである。」と規定しているのもこれと同じ趣
旨と解され、合理的なものと解すべきである。

（２）不動産所得である本件各土地の駐車場収入は、
本件各土地の使用の対価として受けるべき金銭
という法定果実であり（民法８８条２項）、駐
車場賃貸事業を営む者の役務提供の対価ではな
いから、所有権者がその果実収取権を第三者に
付与しない限り、元来所有権者に帰属すべきも
のである。

 　　そして、本件で被控訴人乙及び同丙が本件各
土地の法定果実を収取できる根拠は使用借権
（民法５９３条）であるが、使用借主は、その
無償性から、本来使用貸主の承諾を得ない限り、
法定果実収取権を有しないところ（同法５９４
条２項）、本件においては、既に本件各土地の
所有権に基づき駐車場賃貸事業を営んで賃料収
入を取得していた亡甲が、子である被控訴人乙
及び同丙に本件各土地を使用貸借し、法定果実
の収取を承諾して、その事業を前記被控訴人ら
に承継させたというのであるから、本件各取引
は、亡甲が本件各土地の所有権の帰属を変えな
いまま、何らの対価も得ることなく、そこから
生じる法定果実の帰属を子である前記被控訴人
らに移転させたものと評価できる。しかも、使
用貸借における転貸の承諾、すなわち法定果実
収取権の付与は、その無償性から、その承諾を
撤回し、将来に向かって付与しないことがで
きると考えられることからすると、そもそも
亡甲から使用貸借に基づく法定果実収取権を
付与されたことで、当然に実質的にも本件各
土地からの収益を享受する者と断ずることは
できないというべきである。

 　　さらに本件各取引がなされた経緯について
みると、前記認定事実によれば、被控訴人乙は、
本件税理士法人に亡甲の相続にかかる相続税
対策について相談し、被控訴人乙及び同丙が
亡甲の財産を相続する際、相続税の納付のた
めに遺産（不動産）の売却を余儀なくされる
ような事態を避けるため、亡甲及び被控訴人
丙らに対してもその趣旨を説明の上、本件各
使用貸借契約を含む本件各取引を締結して、
亡甲が従前から営んでいた賃料収入の蓄積に
よる同人名義の将来の遺産の増加を抑制する
ことを企図するとともに、当面の所得税の節
税をも企図したものであることが認められる。

 　　そして、本件各取引の結果、亡甲から本件
各使用貸借に基づく法定果実収取権を付与さ
れ、本件各土地上で駐車場賃貸事業を営むこ
とになった被控訴人乙及び同丙は、本件各取
引等に関し、特段の出捐をしたとは認めるに
足りないし、亡甲が管理業務を有償で委任し
ていた管理会社に引き続き同業務を有償で委

任したことにより、その管理に必要な役務を提
供したとも認めるに足りない。しかも、亡甲は、
本件各土地以外にも、同人らに対し、自己所有
の土地建物に無償で居住させた上、その固定資
産税も亡甲が負担するなどして、それらの不動
産の使用収益の利益を付与していたことも、本
件各取引に基づく本件各土地に関する法定果実
収取権の付与と同質のものであって、それらに
よって同人らが亡甲から親族間の情誼により相
当の援助を受けていた関係にあったというべき
である。

 　　そうすると、本件各取引は、亡甲の相続にか
かる相続税対策を主たる目的として、亡甲の存
命中は、本件各土地の所有権はあくまでも亡甲
が保有することを前提に、本件各土地による亡
甲の所得を子である被控訴人乙及び同丙に形式
上分散する目的で、同人らに対して本件各使用
貸借契約に基づく法定果実収取権を付与したも
のにすぎないものと認められる。

　　　したがって、たとえ、本件各取引後、本件
各土地の駐車場の収益が被控訴人乙及び同丙
の口座に振り込まれていたとしても、そのよ
うに亡甲が子である被控訴人乙及び同丙に対
する本件各土地の法定果実収取権の付与を継
続していたこと自体が、亡甲が所有権者とし
て享受すべき収益を子に自ら無償で処分して
いる結果であると評価できるのであって、や
はりその収益を支配していたのは亡甲という
べきであるから、平成２６年２月以降の本件
各駐車場の収益については、被控訴人乙及び
同丙は単なる名義人であって、その収益を享
受せず、亡甲がその収益を享受する場合に当
たるというべきである。

　
　法律上の帰属者と実質上の帰属者とが異なり、本
件の場合は、亡き父親が実質上の帰属者だとの判断
をして、納税者の主張を退けたことになる。
　法形式的には相続人達に帰属するように見える
が、真の法律関係からすると父親が所有している
のだ、という判断であろうが、法律上は契約自体
を否定するような特段の事情もなかったが、他方
でこれを認めると租税回避が容易に計画できるこ
とを懸念してこのような判断をしたものと思われ

る。他に何の合理的理由がなく、租税回避だけが目
的だと思われると、このような判断になる可能性が
強いと言えよう。

（４）２年連続期限遅れのみでも青色承認取消 ?

　年末に税理士事務所が申告書を二期連続期限後に
出したことだけを理由に青色承認の取り消しがなさ
れ、それを争った事案の判決が飛び込んできた（福
岡地方裁判所令和 4 年 12 月 14 日判決、TAINS 収
録作業中）。確かに、期限後提出は法律にも取消の
理由にされており、事務運用指針にも次のように規
定されている。
4　無申告又は期限後申告の場合における青色申告

の承認の取消し　
　　　法第 127 条第 1 項第 4 号の規定による取消し

は、2 事業年度連続してその提出期限内に法第
74 条第 1 項の規定による申告書の提出がない
場合に行うものとする。この場合、当該 2 事業
年度目の事業年度以後の事業年度について、そ
の承認を取り消す。

　しかし、通常はこれだけを理由に取り消すことは
ないと思われていた。この種の事件の場合は、その
不当性を審判所で争い、実務がよくわかる審判官で
あれば通常はしない処分であり、不当として救済す
る余地がある。しかし、裁判所になると、不当では
争えず、違法を主張しなければならなくなるので、
裁量権の逸脱、または濫用を争うことになる。地裁
は次のように判示している。

１　争点
（1）（本件処分が裁量権の範囲の逸脱又はその濫用

により違法であるか）について　････
（2）これを本件についてみると、前提事実及び掲記

の証拠並びに弁論の全趣旨によれば、次の事情
を指摘することができる。

　ア　原告は、平成３０年６月期及び令和元年６月
期の２事業年度連続で確定申告書を提出期限
までに提出しなかったものである（前提事実
（3）イ）。そして、この事実は、法人税法１２
４条１項４号の承認取消事由に該当する上、
青色申告承認取消しの取扱基準について定め

る本件事務運営指針の４にも該当する。
　　　確定申告書を提出期限までに提出すること

は、青色申告法人の基本的義務というべきであ
り、２事業年度連続で確定申告書を期限内に提
出しないことは、法人税法第２７条１項４号の
違反の程度としては軽視することのできないも
のというべきである。

　イ　原告が２事業年度連続で確定申告書を提出期
限までに提出しなかった原因は、本件税理士法
人の担当職員が期限内に提出することを失念し
たことによるものである。しかし、税理士法２
条１項１号に規定する税務代理は、民法９９条
が規定する代理人が本人に代わって意思表示を
行う行為に該当し、その法律効果は直接本人に
帰属するのであるから、納税者が自己の判断と
責任において、申告手続を税理士に委任し、当
該税理士が代理人として申告した以上、その申
告は申告名義人である納税者の行為として取り
扱われるものと解される。そうすると、２事業
年度連続で確定申告書が期限内不提出となった
原因が、本件税理士法人の担当職員の過誤によ
るものであるとしても、このような事情は、原
告と本件税理士法人の間の内部事情によるもの
といわざるを得ない。

(3)以上の事情からすれば、処分行政庁が本件処分(青
色申告の承認の取消し ) をしたことについて、
裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるとは
認めらない。

　原告会社は設立以来、重加算税処分を受けたこと
がないどころか、ここ十年指摘事項が一度もない優
良な法人だったようだが、それでも自動的に２年で
取り消す方向に変化してきたようだ。

おわりに
　TAINS に収録されている令和４年の裁判例から
いくつか取り出して紹介してきたが、最後の４番目
の問題は税理士として重く受け止めておかねばなら
ない。税理士と大学教員の大きな資質の違いは、
期限まで書くのが税理士で、期限が来てから書く
のが大学教員と揶揄してきたが、この差は加算税
や青色承認取り消しなどが税理士業務にはつきも
のだということから来ているのであろう。
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これらについては、被相続人の遺言に従って、
上告人らのうちの１名が取得した。なお、同
人は、平成２５年３月７日付けで、本件乙不
動産を代金５億１５００万円で第三者に売却
した。

（４）本件各不動産が被相続人の相続財産に含まれ
るに至った経緯等は、次のとおりである。

ア　被相続人は、平成２１年１月３０日付けで信
託銀行から６億３０００万円を借り入れた上、
同日付けで本件甲不動産を代金８億３７００
万円で購入した。

イ　被相続人は、平成２１年１２月２１日付けで
共同相続人らのうちの１名から４７００万円
を借り入れ、同月２５日付けで信託銀行から
３億７８００万円を借り入れた上、同日付け
で本件乙不動産を代金５億５０００万円で購
入した。

ウ　被相続人及び上告人らは，上記ア及びイの本
件各不動産の購入及びその購入資金の借入れ
（以下、併せて「本件購入・借入れ」という。）を、
被相続人及びその経営していた会社の事業承
継の過程の一つと位置付けつつも、本件購入・
借入れが近い将来発生することが予想される
被相続人からの相続において上告人らの相続
税の負担を減じ又は免れさせるものであるこ
とを知り、かつ、これを期待して、あえて企
画して実行したものである。

　要するに、二つの建物を借入金付きで購入し、評
価通達を利用して、課税価格を減らして、通常なら
約 2 億円になる相続税額を 0 円にする申告を行った
のである。そこで、税務署が伝家の宝刀総則 6 項を
適用して、時価で課税し、納税者がこれを争ったわ
けである。しかし、地裁も高裁も、このような方法
を認めると「実質的な租税負担の公平を著しく害し
不当な結果を招来する」から、「他の合理的な方法
によって評価することが許される」として本件各更
正処分は適法と判断していたのである。
　これを受けて最高裁は、どのような判断をした
か、次の部分が重要である。

４
（１）相続税法２２条は、相続等により取得した財

産の価額を当該財産の取得の時における時価に
よるとするが、ここにいう時価とは当該財産の
客観的な交換価値をいうものと解される。そし
て、評価通達は、上記の意味における時価の評
価方法を定めたものであるが、上級行政機関が
下級行政機関の職務権限の行使を指揮するため
に発した通達にすぎず、これが国民に対し直接
の法的効力を有するというべき根拠は見当たら
ない。そうすると、相続税の課税価格に算入さ
れる財産の価額は、当該財産の取得の時におけ
る客観的な交換価値としての時価を上回らない
限り、同条に違反するものではなく、このこと
は、当該価額が評価通達の定める方法により評
価した価額を上回るか否かによって左右されな
いというべきである。

　　　そうであるところ、本件各更正処分に係る課
税価格に算入された本件各鑑定評価額は、本件
各不動産の客観的な交換価値としての時価であ
ると認められるというのであるから、これが本
件各通達評価額を上回るからといって、相続税
法２２条に違反するものということはできな
い。

　つまり、最高裁は、相続税法という法律は「時価」
で課税するぞ、と書いてあるではないか。だから時
価で課税すること自体は基本的には違法ではないの
だ、といっているのである。読者の中にはそれでは
通達に従う意味がないではないか、と思われる方も
いると思うので、少し私なりの説明も付け加えてみ
よう。
　相続税法は、最高裁が言うとおり「時価」、通常の
取引価額で課税して良いといっているのである。だ
から、この法律の規定は、ある意味で非常に恐ろし
いのである。他方で、相続による財産の承継は取引
ではない。日本の相続法は大陸法の相続法を受け入
れ、相続開始と同時に相続人の共有状態になってし
まうので、第三者間の取引のような行為は行われな
い。つまり、相続の時に課税庁が時価で課税したく
ともその時価が見えないのである。そこで、課税し
やすいように運用上の基準として評価通達を定める
が、その額が時価を超えることはあってはならない
ことになる。だから評価額は慎重になり、謙抑的に
なり、時価よりはかなり低い安全な価額で課税する

ことにならざるを得ないことになる。だが、それで
も当該不動産の特殊事情のために通達での評価額で
も時価を上回ってしまう場合がある。そういう場合
には、総則 6 項で調整するのである。つまり、総則
6 項は本来、通達評価でも高くなってしまう特殊事
情がある場合に通達評価額を下げるために設けられ
たものであったのである。
　読者の方は、通達評価額が時価評価だと理解され
てきた方がいるかもしれないが、私は、通達評価は
「時価以下」評価額だと理解してきた。法律が時価
課税を要求しているが、時価が見えないために安全
に時価以下評価してきたのである。だから、納税者
はこの通達を大事にし、乱用しないようにしておか
ないと、時価で課税されるリスクがあるよ、と述べ
てきたのである。この事件は、まさしく、この安い
時価以下評価を意図的に利用しようとしたことにな
る。この評価通達を時価と同視し、通達で規定して
いる以上、課税庁は通達評価を尊重しなければなら
ない、という論理で納税者が勝つならば、不公平を
将来させないために、課税庁としては時価以下評価
をやめ、リスク覚悟で時価ぎりぎりの評価をせざる
を得なくなるのではないだろうか。私はこのように
考えていたから、一人の富裕者の租税回避のために、
多数の納税者の評価額が上がるような議論にはあま
りくみしたくなかった。現行の時価以下評価でも、
皆が同じように時価以下評価であればいいのではな
いかということである。
　最高裁は、この納税者には時価以下評価を適用
しないことの不平等問題を次のように述べている。
（２）
ア　　他方、租税法上の一般原則としての平等原

則は、租税法の適用に関し、同様の状況にあ
るものは同様に取り扱われることを要求する
ものと解される。そして、評価通達は相続財
産の価額の評価の一般的な方法を定めたもの
であり、課税庁がこれに従って画一的に評価
を行っていることは公知の事実であるから、
課税庁が、特定の者の相続財産の価額につい
てのみ評価通達の定める方法により評価した
価額を上回る価額によるものとすることは、
たとえ当該価額が客観的な交換価値としての
時価を上回らないとしても、合理的な理由が
ない限り、上記の平等原則に違反するものと

して違法というべきである。もっとも、上記に
述べたところに照らせば、相続税の課税価格に
算入される財産の価額について、評価通達の定
める方法による画一的な評価を行うことが実質
的な租税負担の公平に反するというべき事情が
ある場合には、合理的な理由があると認められ
るから、当該財産の価額を評価通達の定める方
法により評価した価額を上回る価額によるもの
とすることが上記の平等原則に違反するもので
はないと解するのが相当である。

イ　　これを本件各不動産についてみると、本件各
通達評価額と本件各鑑定評価額との間には大き
なかい離があるということができるものの、こ
のことをもって上記事情があるということはで
きない。

　　　もっとも、本件購入・借入れが行われなけれ
ば本件相続に係る課税価格の合計額は６億円を
超えるものであったにもかかわらず、これが行
われたことにより、本件各不動産の価額を評価
通達の定める方法により評価すると、課税価格
の合計額は２８２６万１０００円にとどまり、
基礎控除の結果、相続税の総額が０円になると
いうのであるから、上告人らの相続税の負担は
著しく軽減されることになるというべきであ
る。そして、被相続人及び上告人らは、本件購入・
借入れが近い将来発生することが予想される被
相続人からの相続において上告人らの相続税の
負担を減じ又は免れさせるものであることを知
り、かつ、これを期待して、あえて本件購入・
借入れを企画して実行したというのであるか
ら、租税負担の軽減をも意図してこれを行った
ものといえる。そうすると、本件各不動産の価
額について評価通達の定める方法による画一的
な評価を行うことは、本件購入・借入れのよう
な行為をせず、又はすることのできない他の納
税者と上告人らとの間に看過し難い不均衡を生
じさせ、実質的な租税負担の公平に反するとい
うべきであるから、上記事情があるものという
ことができる。

ウ　　したがって、本件各不動産の価額を評価通達
の定める方法により評価した価額を上回る価額
によるものとすることが上記の平等原則に違反
するということはできない。

　これはその通りだといわざるをえない。もちろん、
この通達に振り回された納税者はお気の毒に思う
し、通達を適用すべき場合と、総則 6 項が適用され
る場合の基準をもう少し明確にする必要性はあろ
う。また、通達を利用した申告も申告としては誤り
ではないので、過少申告加算税などは本来あり得な
いものだと考えるが、総則 6 項については以上のよ
うに考えている。
留意点
　１）相続税法は「時価」課税だ。しかし、相続に

よる財産の移動は取引ではない。
　２）だから通常は「時価」は見えない。そこで、

評価通達は「時価以下」にし、安全に課税する。
　３）だから、相続に際して合理的理由もなく「時価」

を見せるような行為をすると危ない。

（２）共有物の分割と不動産取得税（最高裁令和　
　４年３月２２日判決TAINS Ｚ９９９－８４４４）
　地方税法７３条の７第２号の３は，共有物の分
割による不動産の取得に対しては，同号括弧書き
に規定する「当該不動産の取得者の分割前の当該
共有物に係る持分の割合を超える部分」（以下「持
分超過部分」という。）の取得を除き，同税を課す
ることができないと規定している。
　この場合、共有分割で土地を取得したが、それ
までは１０の１しか持ち分がなかった土地を、相
続財産全体の１０分の１として、土地だけを取得
したような場合は、どうなるのだろう。
　五人の相続人がいるが、被相続人が、そのうち
の一人娘だけに全部を相続させる遺言を残した。
男の四人の相続人は遺留分減殺請求をおこす。す
ると、すべての相続財産は１０分の１ずつの共有
になり、土地についても１０分の１となる。そこで、
東京地方裁判所は，平成２７年８月，本件各不動
産に係る共有物分割の訴えについて，これらを一
括して分割の対象とした上で，そのうちいくつか
の各土地を上告人の単独所有とし，その余を他の
共有者らの各単独所有とすることなどを内容とす
る判決を言い渡し，同判決は確定した。
　その後、東京都足立都税事務所長は、上記の共
有物の分割により上告人が本件各土地の各持分１
０分の９を取得したこと（以下「本件各取得」と
いう。）に対する不動産取得税の賦課決定処分（以

下「本件各処分」という。）をしたので、この相続
人が争ったのである。
　最高裁の判断は次の通りであった。
３
（１）地方税法７３条の７第２号の３は，共有物の

分割による不動産の取得について，同法７３条
の２第１項にいう「不動産の取得」に該当し，
本来は不動産取得税の課税の対象となることを
前提に，その例外として，持分超過部分の取得
を除いては非課税とする旨を定めたものと解さ
れる。

　　　前記１（２）のとおり，上告人は，複数の不
動産を一括して分割の対象とする共有物の分割
により，本件各土地の各持分１０分の９を取得
したものであることから，このような場合にお
ける持分超過部分の有無及び額の判断の方法が
問題となる。

（２）地方税法７３条の１３第１項は，不動産取得
税の課税標準を，不動産を取得した時におけ
る不動産の価格とする旨規定し，同法７３条
の２１第１項本文は，固定資産課税台帳に固
定資産の価格が登録されている不動産につい
ては，当該価格により当該不動産に係る同税
の課税標準となるべき価格を決定するものと
する旨規定する。そして，固定資産課税台帳は，
原則として，登記簿に登記されている土地又
は家屋（住家その他の建物をいう。）について，
その価格等所定の事項を登録するものである
（同法３４１条１０号，１２号）ところ，土地
は１筆の土地ごとに，建物は１個の建物ごと
に登記されている（不動産登記法２条５号参
照）。

　　　また，地方税法７３条の１５の２第１項は，
不動産取得税の課税標準となるべき額が所定
の額に満たない場合においては，同税を課す
ることができない旨を規定するところ，同条
２項は，複数の土地の取得又は複数の家屋の
取得をもって一の土地の取得又は１戸の家屋
の取得とみなして同条１項の規定を適用する
場合について，特に規定している。

　　　以上のような不動産取得税に関する地方税
法の規定の内容等に照らせば，同税は，個々
の不動産の取得ごとに課されるものであると

いうことができる。
　　　そうすると，共有物の分割による不動産の取

得に係る持分超過部分の有無及び額について
は，複数の不動産を一括して分割の対象とする
場合であっても，その対象とされた個々の不動
産ごとに判断すべきものと解するのが，不動産
取得税の課税の仕組みと整合的であるというべ
きであり，また，地方税法７３条の７第２号の
３括弧書きの「分割前の当該共有物に係る持分
の割合」という文言にも沿う解釈ということが
できる。

　　　したがって，複数の不動産を一括して分割の
対象とする共有物の分割により不動産を取得し
た場合における持分超過部分の有無及び額につ
いては，分割の対象とされた個々の不動産ごと
に，分割前の持分の割合に相当する価格と分割
後に所有することとなった不動産の価格とを
比較して判断すべきものと解するのが相当で
ある。

（３）前記事実関係等によれば，上告人は，共有物
の分割により，従前は持分１０分の１を有し
ていた本件各土地について，それぞれ，他の
共有者から，その余の持分１０分の９を取得
したというのであるから，本件各取得の全部
が持分超過部分の取得に当たることが明らか
である。したがって，本件各取得に対しては
地方税法７３条の７第２号の３の規定により
不動産取得税を課することができないとはい
えない。

　要するに、相続財産税体で分割割合を見るので
はなく、個々の土地毎に超過部分を判断すると言
うことになる。共有物の分割に係わるときは注意
が必要となる。なお、遺産全部を特定の相続人に
相続させる旨の遺言による遺産の当該相続人への
承継に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使し
た場合に遺留分権利者に帰属する権利は，遺産分
割の対象となる遺産としての性質を有しないもの
と解されているので、（最高裁平成３年（オ）第１
７７２号同８年１月２６日第二小法廷判決・民集
５０巻１号１３２頁参照）、相続による取得とも言
えないので、非課税とはならないのである。
　なお、民法改正により、遺留分減殺請求の法的

する駐車場管理契約の各契約による一連の取引（本
件各取引）がされている。

　３　原告は、平成２６年１月まで各土地の賃貸人と
して駐車場収入を得ていたところ、同年２月以降
の駐車場収入については、使用貸借契約等により、
賃貸人が長男乙又は長女丙になり、各駐車場収入
は乙又は丙に帰属するものとして確定申告をして
いるから、平成２６年２月以降の駐車場収入が原
告に帰属するか否かを検討するに当たり、使用貸
借契約が成立したか否かが問題となる。

　４　本件各使用貸借契約書の原告の署名・押印は真
正なものであるから、民事訴訟法２２８条４項に
よれば、使用貸借契約書の原告作成部分は真正に
成立したものと推定されることになる。

　５　これに対し、被告は、原告が使用貸借契約書の
内容を全く認識していなかったと認められるから
上記推定は働かない旨主張する。しかしながら、
使用貸借契約書の署名・押印に至る経緯、使用貸
借契約書の記載内容その他本件各取引の内容、原
告の知識・経験・行動傾向等、各取引後の取引実態、 
確定申告における原告の行動等を総合すれば、原
告が使用貸借契約書の基本的な内容を認識した上
で使用貸借契約書に署名・押印した事実を優に認
定することができる。

　６　経験則に照らせば、使用貸借契約書のような処
分証書が真正に成立していれば、「特段の事情」
がない限り、作成者によって記載どおりの行為が
されたことを認めるべきである（処分証書の法
理）。

　７　被告は、本件各取引は異常であり、特段の事情
がある旨主張する。しかし、本件各取引によって、
駐車場収入が乙又は丙に帰属することになるが、
原告と乙・丙は親子の関係にあり、原告が十分な
収入を得ており、高齢でもあったことにも照らす
と、駐車場収入が各土地の所有者ではない乙又は
丙に帰属するからといって本件各取引が社会通念
に照らして異常なものであるということはできな
い。

　８　被告は、本件各取引は、乙及び税理士法人が、
総体としての租税負担を免れることを目的に企図
したこと等の特段の事情がある旨主張する。しか
し、節税効果を発生させることを動機として使用
貸借契約を締結することはあり得るのであって、

節税の動機と目的物を無償で使用収益させる意思
とは併存し得るものであるから、上記の目的があ
る場合であっても、直ちに使用貸借契約書に記載
どおりの行為がされたとの経験則を妨げる「特段
の事情」があるとすることはできないというべき
である。

　９　本件各使用貸借契約は成立したと認められると
ころ、使用貸借契約は対価を払わないで他人の物
を借りて使用収益する契約であるから（民法５９
３条）、乙又は丙は、平成２６年２月以降、原告
から、各土地の使用収益権を与えられたことにな
る。そして、乙又は丙は、各土地の使用収益権に
基づき、第三者との間で賃貸借契約を締結し、各
土地の賃借人から駐車場収入を得ることになる。
他方、原告は、各土地の所有者ではあるが、平成
２６年２月以降は、使用貸借契約の締結により、
各土地の使用収益権を乙又は丙に与えたため、乙
又は丙が賃貸人ということになるから、各土地の
賃貸借契約の賃貸人ではなくなり、駐車場収入を
得ることはできないことになる（実際にも駐車場
収入を得ていない）。

　１０　本件各土地の賃貸借に関する民法上の法律関
係を、所得税法１２条（実質所得者課税の原則）
の規定に照らしてみると、乙又は丙は、「資産又
は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられ
る者」に該当するというべきであり、実際にも駐
車場収入を収益として享受しているから、「単な
る名義人であって、その収益を享受」しないとい
うことはできない。さらに、原告は、駐車場収入
を収益として享受していないから、「その者以外
の者がその収益を享受する場合」における「その
者以外の者」に当たるということもできない。し
たがって、本件において、所得税法１２条の適用
により、平成２６年２月以降の駐車場収入の帰属
が原告にあるということはできないというべきで
ある。

　この判示は多くの税理士に衝撃を与えたと思われ
る。これで所得の分割が可能なら、同じような契約
を考える人も多かったと思われる。その意味で高裁
判決が注目されていたのである。令和４年７月２０
日（TAINS Ｚ８８８－２４２６ ) はまず、前述の贈
与契約について次のような判断を示した。

はじめに　
　コロナの関係で調査数が減少しているせいか、
訴訟の数もだんだん減ってきている。納税者が裁
判所ではもはや救済されないとあきらめはじめて
いるのではないか、と少し心配になってくる。裁
判所が、課税庁も納税者もともに法の下に平等だ
という視点をもって、事案をきちんと審査するこ
とを願っているのだが、そのためには課税庁以上
に税法についての判断能力が必要だ。しかし、裁
判例を見ると、法人税の損金と所得税の必要経費
の本質的な意味の違いを理解しないまま、損金を
必要経費と同じように考えて損金性を否定してい
る例が増えてきている。そうした判決に対する批
判もしたいが、ここでは、2022 年度の裁判例の中
から、TAINS の会員に留意しておいて欲しい事例
を取り上げ、簡単に私なりの留意点を示しておき
たい。

（１）通達の法的性格（最高裁令和 4 年 4 月 19 日
　　判決 TAINS Ｚ８８８－２４０６）
　今年なによりも注目されたのは、相続税の財産
評価通達の評価額を利用して、課税価額の引き下
げを行った納税者に対して、課税庁が評価通達総
則 6 項（「この通達の定めによって評価することが
著しく不当と認められる財産の価額は、国税庁長
官の指示を受けて評価する」）を適用し、時価で課
税した事件であろう。しかも、地裁・高裁で納税
者が敗訴していたのに、最高裁が弁論を開いたの
で、納税者が勝ちそうだと言うことで、不動産関
係者にも大きな関心を集めた。私自身も高裁判決が
覆るものと思い込み、どこが変えられるのか、真剣
に悩んでいた。というのは、私は原告を応援してい
た税理士や研究者とは異なり高裁判決でやむを得な
いと考えていたからである。しかし、最高裁の弁論

は高裁判決を覆すためのものではなく、総則 6 項
についての最高裁としての姿勢を従来示してこな
かったので、その点を明確にするという意味での
弁論だったようであり、結論は高裁と同じだった。
そこで、この最高裁判決の内容を少し考えてみよ
う。
　　
　事実関係は次のように整理されている。
（１）相続税法２２条は、同法第３章で特別の定め

のあるものを除くほか、相続等により取得した
財産の価額は当該財産の取得の時における時価
により、当該財産の価額から控除すべき債務の
金額はその時の現況による旨を規定する。

（２）評価通達１（２）は、時価とは課税時期（相
続等により財産を取得した日等）においてそれ
ぞれの財産の現況に応じ不特定多数の当事者間
で自由な取引が行われる場合に通常成立すると
認められる価額をいい、その価額は評価通達の
定めによって評価した価額による旨を定める。
他方、評価通達６は、評価通達の定めによって
評価することが著しく不適当と認められる財産
の価額は国税庁長官の指示を受けて評価する旨
を定める。

（３）Ａ（以下「被相続人」という。）は、平成２４年
６月１７日に９４歳で死亡し、上告人らほか２
名（以下「共同相続人ら」という。）がその財
産を相続により取得した（以下、この相続を「本
件相続」という。）。

　　　被相続人の相続財産には、第１審判決別表１
記載の土地及び同別表２記載の建物（以下、併
せて「本件甲不動産」という。）並びに同別表
３記載の土地及び建物（以下、併せて「本件乙
不動産」といい、本件甲不動産と併せて「本件
各不動産」という。）が含まれていたところ、

性質が変わったので、今後同様なことがあっても、
遺留分減殺請求により１０分の１の共有になること
はなくなるので、今後は分割協議で土地を取得した
時に、１０分の１０の課税になることにも留意して
おこう。

（３）親子間の土地の使用貸借と駐車場収入の帰属
　・・・（大阪地裁令和３年４月２２日判決　　　
　TAINS Ｚ８８８－２３６３）
　子供が親の土地を使用貸借し、アパートなどを建
てて賃料収入が発生した場合、その収入は子供に帰
属する。課税上もそれを承認している。だが、土地
を単に使用貸借した後に、その土地を駐車場として
賃貸し、その収入が発生した場合、その賃料を子供
に帰属させるのは、土地の所有権が父親にある以上、
少なくとも課税上は難しい取り扱いだった。そこで、
土地の一部の所有権を子供に帰属させた上で、駐車
場賃料を得た場合にはどうなるかが争われた事件が
あった。
　具体的には、父親である亡甲が、平成２６年１月
２５日、被控訴人である長男乙との間で、Ｐ等土地
上に敷設されたアスファルト舗装・車止め・フェン
スを、被控訴人乙に贈与する旨の契約を締結し、同
日、被控訴人長女丙との間で、Ｒ土地上に敷設され
たアスファルト舗装を被控訴人丙に贈与する旨の契
約をしたのである。土地の表面上の一部を贈与する
奇策を使い、その後の家賃収入をこども達に帰属さ
せたわけである。
　課税庁はこれを否認し、父親に帰属するとして課
税。大阪地裁令和３年４月２２日判決は次のように
判示し、これを認めたのである。
判示事項
　１　本件は、原告が、平成２６年分の所得税等につ

いて、収入の計上誤り等を理由とする更正の請求
をしたところ、処分行政庁から、更正すべき理由
がない旨の通知処分を受けたほか、原告の子ら（長
男乙及び長女丙）の名義で賃貸された土地の賃料
（駐車場収入）は原告に帰属するとして、増額更
正処分等を受けた事案である。

　２　本件においては、原告と長男乙及び長女丙との
間で、各土地の使用貸借契約及び各土地上に敷設
されたアスファルト舗装等の贈与契約、乙及び丙
と各賃借人間の賃貸借契約、委任者を乙及び丙と

　まず、贈与契約の部分であるが、舗装部分は不能
である、とされた。
　アスファルト舗装は、路盤にアスファルト混合物
を敷き均して、転圧機械により所定の密度が得られ
るまで締固め、所定の形状に平坦に仕上げるもので
あり、アスファルト舗装された地面のうち、アスファ
ルト混合物が含まれる表層及び基層部は、土地の構
成部分となり、独立の所有権が成立する余地はない
というべきである。
 したがって、亡甲において、本件各贈与契約のう
ち本件各舗装部分の所有権を被控訴人乙及び同丙に
移転させることは原始的に不能であることは明らか
であるから、本件各贈与契約のうち前記舗装部分等
を対象とする部分はいずれも無効といわなければな
らない。そうすると、本件各使用貸借契約書の作成
により、当事者が当初意図したところの被控訴人乙
及び同丙が本件各舗装部分を所有することを目的
とした本件各使用貸借契約が成立したと解釈する
余地はないというべきである。

　しかし、付合している本件各舗装部分をも含む
本件各土地を使用貸借したものと解したとしても
おかしくないとして、次のようにもいうのである。
　付合した本件各舖装部分を含む本件各土地を目
的とする本件各使用貸借契約の成否
ア　しかし、先に述べたところの、被控訴人乙及

び同丙が本件各舗装部分等を所有するという
本件各使用貸借契約の目的は、本件各贈与契
約が同時に締結されたことや同契約書の記載
から合理的に解釈されることに止まり、本件
各使用貸借契約書上は、付合している本件各
舗装部分をも含む本件各土地を使用貸借した
ものと解したとしても、特段整合しない記載
は認められない。むしろ、同契約書には、使
用貸借の目的は、被控訴人乙や同丙が本件各
土地を駐車場として使用することにある旨記
載されていることからして、本件各使用貸借
契約の対象を、付合した本件各舗装部分をも
含む本件各土地と解した方が自然で合理的と
も評価できるのである。そして、本件各贈与
契約書にも、被控訴人乙及び同丙が本件各舗
装部分上で駐車場賃貸事業を営むことが記載
されていて、本件各舗装部分の所有権の帰属

について当事者に法律の錯誤があったものの、
本件各取引の結果、本件各使用貸借により、付
合した同部分も含めた本件各土地上で被控訴人
乙及び同丙が駐車場賃貸事業を営むことは当事
者双方が明確に認識していたのであるから、本
件各使用貸借契約書の作成により本件各使用貸
借契約が成立したと認定できるのであれば、そ
の内容は本件各舗装部分を含む本件各土地を使
用貸借させるものであると解するのが合理的と
いうべきである。････

　
　以上によれば、被控訴人乙及び同丙は、本件各土
地について、本件各使用貸借契約に基づく収益権と
しての使用借権を有するから、本件駐車場から「生
ずる収益の法律上帰属するとみられる者」に当たる
こととなる。

　つまりこの使用貸借契約は有効であり、収益の法
律上の帰属者は相続人達である、という。法律上収
益が帰属しているなら、課税上も相続人達と判断し
ても良さそうであるが、この後が一審とはガラッと
変わってしまうのである。
　被控訴人乙及び同丙が「単なる名義人であって、
その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を
享受する場合」に当たるか
（１）所得税法１２条は、租税負担の公平を図るため、

資産から生ずる収益の帰属について、名義又は
形式とその実質が異なる場合には、当該資産の
名義又は形式にかかわらず、当該資産の真実の
所有者に帰属させようとした趣旨と解される。
そして、所得税基本通達１２－１が「法第１２
条の適用上、資産から生ずる収益を亭受する者
がだれであるかは、その収益の基因となる資産
の真実の権利者がだれであるかにより判定すべ
きである。」と規定しているのもこれと同じ趣
旨と解され、合理的なものと解すべきである。

（２）不動産所得である本件各土地の駐車場収入は、
本件各土地の使用の対価として受けるべき金銭
という法定果実であり（民法８８条２項）、駐
車場賃貸事業を営む者の役務提供の対価ではな
いから、所有権者がその果実収取権を第三者に
付与しない限り、元来所有権者に帰属すべきも
のである。

 　　そして、本件で被控訴人乙及び同丙が本件各
土地の法定果実を収取できる根拠は使用借権
（民法５９３条）であるが、使用借主は、その
無償性から、本来使用貸主の承諾を得ない限り、
法定果実収取権を有しないところ（同法５９４
条２項）、本件においては、既に本件各土地の
所有権に基づき駐車場賃貸事業を営んで賃料収
入を取得していた亡甲が、子である被控訴人乙
及び同丙に本件各土地を使用貸借し、法定果実
の収取を承諾して、その事業を前記被控訴人ら
に承継させたというのであるから、本件各取引
は、亡甲が本件各土地の所有権の帰属を変えな
いまま、何らの対価も得ることなく、そこから
生じる法定果実の帰属を子である前記被控訴人
らに移転させたものと評価できる。しかも、使
用貸借における転貸の承諾、すなわち法定果実
収取権の付与は、その無償性から、その承諾を
撤回し、将来に向かって付与しないことがで
きると考えられることからすると、そもそも
亡甲から使用貸借に基づく法定果実収取権を
付与されたことで、当然に実質的にも本件各
土地からの収益を享受する者と断ずることは
できないというべきである。

 　　さらに本件各取引がなされた経緯について
みると、前記認定事実によれば、被控訴人乙は、
本件税理士法人に亡甲の相続にかかる相続税
対策について相談し、被控訴人乙及び同丙が
亡甲の財産を相続する際、相続税の納付のた
めに遺産（不動産）の売却を余儀なくされる
ような事態を避けるため、亡甲及び被控訴人
丙らに対してもその趣旨を説明の上、本件各
使用貸借契約を含む本件各取引を締結して、
亡甲が従前から営んでいた賃料収入の蓄積に
よる同人名義の将来の遺産の増加を抑制する
ことを企図するとともに、当面の所得税の節
税をも企図したものであることが認められる。

 　　そして、本件各取引の結果、亡甲から本件
各使用貸借に基づく法定果実収取権を付与さ
れ、本件各土地上で駐車場賃貸事業を営むこ
とになった被控訴人乙及び同丙は、本件各取
引等に関し、特段の出捐をしたとは認めるに
足りないし、亡甲が管理業務を有償で委任し
ていた管理会社に引き続き同業務を有償で委

任したことにより、その管理に必要な役務を提
供したとも認めるに足りない。しかも、亡甲は、
本件各土地以外にも、同人らに対し、自己所有
の土地建物に無償で居住させた上、その固定資
産税も亡甲が負担するなどして、それらの不動
産の使用収益の利益を付与していたことも、本
件各取引に基づく本件各土地に関する法定果実
収取権の付与と同質のものであって、それらに
よって同人らが亡甲から親族間の情誼により相
当の援助を受けていた関係にあったというべき
である。

 　　そうすると、本件各取引は、亡甲の相続にか
かる相続税対策を主たる目的として、亡甲の存
命中は、本件各土地の所有権はあくまでも亡甲
が保有することを前提に、本件各土地による亡
甲の所得を子である被控訴人乙及び同丙に形式
上分散する目的で、同人らに対して本件各使用
貸借契約に基づく法定果実収取権を付与したも
のにすぎないものと認められる。

　　　したがって、たとえ、本件各取引後、本件
各土地の駐車場の収益が被控訴人乙及び同丙
の口座に振り込まれていたとしても、そのよ
うに亡甲が子である被控訴人乙及び同丙に対
する本件各土地の法定果実収取権の付与を継
続していたこと自体が、亡甲が所有権者とし
て享受すべき収益を子に自ら無償で処分して
いる結果であると評価できるのであって、や
はりその収益を支配していたのは亡甲という
べきであるから、平成２６年２月以降の本件
各駐車場の収益については、被控訴人乙及び
同丙は単なる名義人であって、その収益を享
受せず、亡甲がその収益を享受する場合に当
たるというべきである。

　
　法律上の帰属者と実質上の帰属者とが異なり、本
件の場合は、亡き父親が実質上の帰属者だとの判断
をして、納税者の主張を退けたことになる。
　法形式的には相続人達に帰属するように見える
が、真の法律関係からすると父親が所有している
のだ、という判断であろうが、法律上は契約自体
を否定するような特段の事情もなかったが、他方
でこれを認めると租税回避が容易に計画できるこ
とを懸念してこのような判断をしたものと思われ

る。他に何の合理的理由がなく、租税回避だけが目
的だと思われると、このような判断になる可能性が
強いと言えよう。

（４）２年連続期限遅れのみでも青色承認取消 ?

　年末に税理士事務所が申告書を二期連続期限後に
出したことだけを理由に青色承認の取り消しがなさ
れ、それを争った事案の判決が飛び込んできた（福
岡地方裁判所令和 4 年 12 月 14 日判決、TAINS 収
録作業中）。確かに、期限後提出は法律にも取消の
理由にされており、事務運用指針にも次のように規
定されている。
4　無申告又は期限後申告の場合における青色申告

の承認の取消し　
　　　法第 127 条第 1 項第 4 号の規定による取消し

は、2 事業年度連続してその提出期限内に法第
74 条第 1 項の規定による申告書の提出がない
場合に行うものとする。この場合、当該 2 事業
年度目の事業年度以後の事業年度について、そ
の承認を取り消す。

　しかし、通常はこれだけを理由に取り消すことは
ないと思われていた。この種の事件の場合は、その
不当性を審判所で争い、実務がよくわかる審判官で
あれば通常はしない処分であり、不当として救済す
る余地がある。しかし、裁判所になると、不当では
争えず、違法を主張しなければならなくなるので、
裁量権の逸脱、または濫用を争うことになる。地裁
は次のように判示している。

１　争点
（1）（本件処分が裁量権の範囲の逸脱又はその濫用

により違法であるか）について　････
（2）これを本件についてみると、前提事実及び掲記

の証拠並びに弁論の全趣旨によれば、次の事情
を指摘することができる。

　ア　原告は、平成３０年６月期及び令和元年６月
期の２事業年度連続で確定申告書を提出期限
までに提出しなかったものである（前提事実
（3）イ）。そして、この事実は、法人税法１２
４条１項４号の承認取消事由に該当する上、
青色申告承認取消しの取扱基準について定め

る本件事務運営指針の４にも該当する。
　　　確定申告書を提出期限までに提出すること

は、青色申告法人の基本的義務というべきであ
り、２事業年度連続で確定申告書を期限内に提
出しないことは、法人税法第２７条１項４号の
違反の程度としては軽視することのできないも
のというべきである。

　イ　原告が２事業年度連続で確定申告書を提出期
限までに提出しなかった原因は、本件税理士法
人の担当職員が期限内に提出することを失念し
たことによるものである。しかし、税理士法２
条１項１号に規定する税務代理は、民法９９条
が規定する代理人が本人に代わって意思表示を
行う行為に該当し、その法律効果は直接本人に
帰属するのであるから、納税者が自己の判断と
責任において、申告手続を税理士に委任し、当
該税理士が代理人として申告した以上、その申
告は申告名義人である納税者の行為として取り
扱われるものと解される。そうすると、２事業
年度連続で確定申告書が期限内不提出となった
原因が、本件税理士法人の担当職員の過誤によ
るものであるとしても、このような事情は、原
告と本件税理士法人の間の内部事情によるもの
といわざるを得ない。

(3)以上の事情からすれば、処分行政庁が本件処分(青
色申告の承認の取消し ) をしたことについて、
裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるとは
認めらない。

　原告会社は設立以来、重加算税処分を受けたこと
がないどころか、ここ十年指摘事項が一度もない優
良な法人だったようだが、それでも自動的に２年で
取り消す方向に変化してきたようだ。

おわりに
　TAINS に収録されている令和４年の裁判例から
いくつか取り出して紹介してきたが、最後の４番目
の問題は税理士として重く受け止めておかねばなら
ない。税理士と大学教員の大きな資質の違いは、
期限まで書くのが税理士で、期限が来てから書く
のが大学教員と揶揄してきたが、この差は加算税
や青色承認取り消しなどが税理士業務にはつきも
のだということから来ているのであろう。
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これらについては、被相続人の遺言に従って、
上告人らのうちの１名が取得した。なお、同
人は、平成２５年３月７日付けで、本件乙不
動産を代金５億１５００万円で第三者に売却
した。

（４）本件各不動産が被相続人の相続財産に含まれ
るに至った経緯等は、次のとおりである。

ア　被相続人は、平成２１年１月３０日付けで信
託銀行から６億３０００万円を借り入れた上、
同日付けで本件甲不動産を代金８億３７００
万円で購入した。

イ　被相続人は、平成２１年１２月２１日付けで
共同相続人らのうちの１名から４７００万円
を借り入れ、同月２５日付けで信託銀行から
３億７８００万円を借り入れた上、同日付け
で本件乙不動産を代金５億５０００万円で購
入した。

ウ　被相続人及び上告人らは，上記ア及びイの本
件各不動産の購入及びその購入資金の借入れ
（以下、併せて「本件購入・借入れ」という。）を、
被相続人及びその経営していた会社の事業承
継の過程の一つと位置付けつつも、本件購入・
借入れが近い将来発生することが予想される
被相続人からの相続において上告人らの相続
税の負担を減じ又は免れさせるものであるこ
とを知り、かつ、これを期待して、あえて企
画して実行したものである。

　要するに、二つの建物を借入金付きで購入し、評
価通達を利用して、課税価格を減らして、通常なら
約 2 億円になる相続税額を 0 円にする申告を行った
のである。そこで、税務署が伝家の宝刀総則 6 項を
適用して、時価で課税し、納税者がこれを争ったわ
けである。しかし、地裁も高裁も、このような方法
を認めると「実質的な租税負担の公平を著しく害し
不当な結果を招来する」から、「他の合理的な方法
によって評価することが許される」として本件各更
正処分は適法と判断していたのである。
　これを受けて最高裁は、どのような判断をした
か、次の部分が重要である。

４
（１）相続税法２２条は、相続等により取得した財

産の価額を当該財産の取得の時における時価に
よるとするが、ここにいう時価とは当該財産の
客観的な交換価値をいうものと解される。そし
て、評価通達は、上記の意味における時価の評
価方法を定めたものであるが、上級行政機関が
下級行政機関の職務権限の行使を指揮するため
に発した通達にすぎず、これが国民に対し直接
の法的効力を有するというべき根拠は見当たら
ない。そうすると、相続税の課税価格に算入さ
れる財産の価額は、当該財産の取得の時におけ
る客観的な交換価値としての時価を上回らない
限り、同条に違反するものではなく、このこと
は、当該価額が評価通達の定める方法により評
価した価額を上回るか否かによって左右されな
いというべきである。

　　　そうであるところ、本件各更正処分に係る課
税価格に算入された本件各鑑定評価額は、本件
各不動産の客観的な交換価値としての時価であ
ると認められるというのであるから、これが本
件各通達評価額を上回るからといって、相続税
法２２条に違反するものということはできな
い。

　つまり、最高裁は、相続税法という法律は「時価」
で課税するぞ、と書いてあるではないか。だから時
価で課税すること自体は基本的には違法ではないの
だ、といっているのである。読者の中にはそれでは
通達に従う意味がないではないか、と思われる方も
いると思うので、少し私なりの説明も付け加えてみ
よう。
　相続税法は、最高裁が言うとおり「時価」、通常の
取引価額で課税して良いといっているのである。だ
から、この法律の規定は、ある意味で非常に恐ろし
いのである。他方で、相続による財産の承継は取引
ではない。日本の相続法は大陸法の相続法を受け入
れ、相続開始と同時に相続人の共有状態になってし
まうので、第三者間の取引のような行為は行われな
い。つまり、相続の時に課税庁が時価で課税したく
ともその時価が見えないのである。そこで、課税し
やすいように運用上の基準として評価通達を定める
が、その額が時価を超えることはあってはならない
ことになる。だから評価額は慎重になり、謙抑的に
なり、時価よりはかなり低い安全な価額で課税する

ことにならざるを得ないことになる。だが、それで
も当該不動産の特殊事情のために通達での評価額で
も時価を上回ってしまう場合がある。そういう場合
には、総則 6 項で調整するのである。つまり、総則
6 項は本来、通達評価でも高くなってしまう特殊事
情がある場合に通達評価額を下げるために設けられ
たものであったのである。
　読者の方は、通達評価額が時価評価だと理解され
てきた方がいるかもしれないが、私は、通達評価は
「時価以下」評価額だと理解してきた。法律が時価
課税を要求しているが、時価が見えないために安全
に時価以下評価してきたのである。だから、納税者
はこの通達を大事にし、乱用しないようにしておか
ないと、時価で課税されるリスクがあるよ、と述べ
てきたのである。この事件は、まさしく、この安い
時価以下評価を意図的に利用しようとしたことにな
る。この評価通達を時価と同視し、通達で規定して
いる以上、課税庁は通達評価を尊重しなければなら
ない、という論理で納税者が勝つならば、不公平を
将来させないために、課税庁としては時価以下評価
をやめ、リスク覚悟で時価ぎりぎりの評価をせざる
を得なくなるのではないだろうか。私はこのように
考えていたから、一人の富裕者の租税回避のために、
多数の納税者の評価額が上がるような議論にはあま
りくみしたくなかった。現行の時価以下評価でも、
皆が同じように時価以下評価であればいいのではな
いかということである。
　最高裁は、この納税者には時価以下評価を適用
しないことの不平等問題を次のように述べている。
（２）
ア　　他方、租税法上の一般原則としての平等原

則は、租税法の適用に関し、同様の状況にあ
るものは同様に取り扱われることを要求する
ものと解される。そして、評価通達は相続財
産の価額の評価の一般的な方法を定めたもの
であり、課税庁がこれに従って画一的に評価
を行っていることは公知の事実であるから、
課税庁が、特定の者の相続財産の価額につい
てのみ評価通達の定める方法により評価した
価額を上回る価額によるものとすることは、
たとえ当該価額が客観的な交換価値としての
時価を上回らないとしても、合理的な理由が
ない限り、上記の平等原則に違反するものと

して違法というべきである。もっとも、上記に
述べたところに照らせば、相続税の課税価格に
算入される財産の価額について、評価通達の定
める方法による画一的な評価を行うことが実質
的な租税負担の公平に反するというべき事情が
ある場合には、合理的な理由があると認められ
るから、当該財産の価額を評価通達の定める方
法により評価した価額を上回る価額によるもの
とすることが上記の平等原則に違反するもので
はないと解するのが相当である。

イ　　これを本件各不動産についてみると、本件各
通達評価額と本件各鑑定評価額との間には大き
なかい離があるということができるものの、こ
のことをもって上記事情があるということはで
きない。

　　　もっとも、本件購入・借入れが行われなけれ
ば本件相続に係る課税価格の合計額は６億円を
超えるものであったにもかかわらず、これが行
われたことにより、本件各不動産の価額を評価
通達の定める方法により評価すると、課税価格
の合計額は２８２６万１０００円にとどまり、
基礎控除の結果、相続税の総額が０円になると
いうのであるから、上告人らの相続税の負担は
著しく軽減されることになるというべきであ
る。そして、被相続人及び上告人らは、本件購入・
借入れが近い将来発生することが予想される被
相続人からの相続において上告人らの相続税の
負担を減じ又は免れさせるものであることを知
り、かつ、これを期待して、あえて本件購入・
借入れを企画して実行したというのであるか
ら、租税負担の軽減をも意図してこれを行った
ものといえる。そうすると、本件各不動産の価
額について評価通達の定める方法による画一的
な評価を行うことは、本件購入・借入れのよう
な行為をせず、又はすることのできない他の納
税者と上告人らとの間に看過し難い不均衡を生
じさせ、実質的な租税負担の公平に反するとい
うべきであるから、上記事情があるものという
ことができる。

ウ　　したがって、本件各不動産の価額を評価通達
の定める方法により評価した価額を上回る価額
によるものとすることが上記の平等原則に違反
するということはできない。

　これはその通りだといわざるをえない。もちろん、
この通達に振り回された納税者はお気の毒に思う
し、通達を適用すべき場合と、総則 6 項が適用され
る場合の基準をもう少し明確にする必要性はあろ
う。また、通達を利用した申告も申告としては誤り
ではないので、過少申告加算税などは本来あり得な
いものだと考えるが、総則 6 項については以上のよ
うに考えている。
留意点
　１）相続税法は「時価」課税だ。しかし、相続に

よる財産の移動は取引ではない。
　２）だから通常は「時価」は見えない。そこで、

評価通達は「時価以下」にし、安全に課税する。
　３）だから、相続に際して合理的理由もなく「時価」

を見せるような行為をすると危ない。

（２）共有物の分割と不動産取得税（最高裁令和　
　４年３月２２日判決TAINS Ｚ９９９－８４４４）
　地方税法７３条の７第２号の３は，共有物の分
割による不動産の取得に対しては，同号括弧書き
に規定する「当該不動産の取得者の分割前の当該
共有物に係る持分の割合を超える部分」（以下「持
分超過部分」という。）の取得を除き，同税を課す
ることができないと規定している。
　この場合、共有分割で土地を取得したが、それ
までは１０の１しか持ち分がなかった土地を、相
続財産全体の１０分の１として、土地だけを取得
したような場合は、どうなるのだろう。
　五人の相続人がいるが、被相続人が、そのうち
の一人娘だけに全部を相続させる遺言を残した。
男の四人の相続人は遺留分減殺請求をおこす。す
ると、すべての相続財産は１０分の１ずつの共有
になり、土地についても１０分の１となる。そこで、
東京地方裁判所は，平成２７年８月，本件各不動
産に係る共有物分割の訴えについて，これらを一
括して分割の対象とした上で，そのうちいくつか
の各土地を上告人の単独所有とし，その余を他の
共有者らの各単独所有とすることなどを内容とす
る判決を言い渡し，同判決は確定した。
　その後、東京都足立都税事務所長は、上記の共
有物の分割により上告人が本件各土地の各持分１
０分の９を取得したこと（以下「本件各取得」と
いう。）に対する不動産取得税の賦課決定処分（以

下「本件各処分」という。）をしたので、この相続
人が争ったのである。
　最高裁の判断は次の通りであった。
３
（１）地方税法７３条の７第２号の３は，共有物の

分割による不動産の取得について，同法７３条
の２第１項にいう「不動産の取得」に該当し，
本来は不動産取得税の課税の対象となることを
前提に，その例外として，持分超過部分の取得
を除いては非課税とする旨を定めたものと解さ
れる。

　　　前記１（２）のとおり，上告人は，複数の不
動産を一括して分割の対象とする共有物の分割
により，本件各土地の各持分１０分の９を取得
したものであることから，このような場合にお
ける持分超過部分の有無及び額の判断の方法が
問題となる。

（２）地方税法７３条の１３第１項は，不動産取得
税の課税標準を，不動産を取得した時におけ
る不動産の価格とする旨規定し，同法７３条
の２１第１項本文は，固定資産課税台帳に固
定資産の価格が登録されている不動産につい
ては，当該価格により当該不動産に係る同税
の課税標準となるべき価格を決定するものと
する旨規定する。そして，固定資産課税台帳は，
原則として，登記簿に登記されている土地又
は家屋（住家その他の建物をいう。）について，
その価格等所定の事項を登録するものである
（同法３４１条１０号，１２号）ところ，土地
は１筆の土地ごとに，建物は１個の建物ごと
に登記されている（不動産登記法２条５号参
照）。

　　　また，地方税法７３条の１５の２第１項は，
不動産取得税の課税標準となるべき額が所定
の額に満たない場合においては，同税を課す
ることができない旨を規定するところ，同条
２項は，複数の土地の取得又は複数の家屋の
取得をもって一の土地の取得又は１戸の家屋
の取得とみなして同条１項の規定を適用する
場合について，特に規定している。

　　　以上のような不動産取得税に関する地方税
法の規定の内容等に照らせば，同税は，個々
の不動産の取得ごとに課されるものであると

いうことができる。
　　　そうすると，共有物の分割による不動産の取

得に係る持分超過部分の有無及び額について
は，複数の不動産を一括して分割の対象とする
場合であっても，その対象とされた個々の不動
産ごとに判断すべきものと解するのが，不動産
取得税の課税の仕組みと整合的であるというべ
きであり，また，地方税法７３条の７第２号の
３括弧書きの「分割前の当該共有物に係る持分
の割合」という文言にも沿う解釈ということが
できる。

　　　したがって，複数の不動産を一括して分割の
対象とする共有物の分割により不動産を取得し
た場合における持分超過部分の有無及び額につ
いては，分割の対象とされた個々の不動産ごと
に，分割前の持分の割合に相当する価格と分割
後に所有することとなった不動産の価格とを
比較して判断すべきものと解するのが相当で
ある。

（３）前記事実関係等によれば，上告人は，共有物
の分割により，従前は持分１０分の１を有し
ていた本件各土地について，それぞれ，他の
共有者から，その余の持分１０分の９を取得
したというのであるから，本件各取得の全部
が持分超過部分の取得に当たることが明らか
である。したがって，本件各取得に対しては
地方税法７３条の７第２号の３の規定により
不動産取得税を課することができないとはい
えない。

　要するに、相続財産税体で分割割合を見るので
はなく、個々の土地毎に超過部分を判断すると言
うことになる。共有物の分割に係わるときは注意
が必要となる。なお、遺産全部を特定の相続人に
相続させる旨の遺言による遺産の当該相続人への
承継に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使し
た場合に遺留分権利者に帰属する権利は，遺産分
割の対象となる遺産としての性質を有しないもの
と解されているので、（最高裁平成３年（オ）第１
７７２号同８年１月２６日第二小法廷判決・民集
５０巻１号１３２頁参照）、相続による取得とも言
えないので、非課税とはならないのである。
　なお、民法改正により、遺留分減殺請求の法的

する駐車場管理契約の各契約による一連の取引（本
件各取引）がされている。

　３　原告は、平成２６年１月まで各土地の賃貸人と
して駐車場収入を得ていたところ、同年２月以降
の駐車場収入については、使用貸借契約等により、
賃貸人が長男乙又は長女丙になり、各駐車場収入
は乙又は丙に帰属するものとして確定申告をして
いるから、平成２６年２月以降の駐車場収入が原
告に帰属するか否かを検討するに当たり、使用貸
借契約が成立したか否かが問題となる。

　４　本件各使用貸借契約書の原告の署名・押印は真
正なものであるから、民事訴訟法２２８条４項に
よれば、使用貸借契約書の原告作成部分は真正に
成立したものと推定されることになる。

　５　これに対し、被告は、原告が使用貸借契約書の
内容を全く認識していなかったと認められるから
上記推定は働かない旨主張する。しかしながら、
使用貸借契約書の署名・押印に至る経緯、使用貸
借契約書の記載内容その他本件各取引の内容、原
告の知識・経験・行動傾向等、各取引後の取引実態、 
確定申告における原告の行動等を総合すれば、原
告が使用貸借契約書の基本的な内容を認識した上
で使用貸借契約書に署名・押印した事実を優に認
定することができる。

　６　経験則に照らせば、使用貸借契約書のような処
分証書が真正に成立していれば、「特段の事情」
がない限り、作成者によって記載どおりの行為が
されたことを認めるべきである（処分証書の法
理）。

　７　被告は、本件各取引は異常であり、特段の事情
がある旨主張する。しかし、本件各取引によって、
駐車場収入が乙又は丙に帰属することになるが、
原告と乙・丙は親子の関係にあり、原告が十分な
収入を得ており、高齢でもあったことにも照らす
と、駐車場収入が各土地の所有者ではない乙又は
丙に帰属するからといって本件各取引が社会通念
に照らして異常なものであるということはできな
い。

　８　被告は、本件各取引は、乙及び税理士法人が、
総体としての租税負担を免れることを目的に企図
したこと等の特段の事情がある旨主張する。しか
し、節税効果を発生させることを動機として使用
貸借契約を締結することはあり得るのであって、

節税の動機と目的物を無償で使用収益させる意思
とは併存し得るものであるから、上記の目的があ
る場合であっても、直ちに使用貸借契約書に記載
どおりの行為がされたとの経験則を妨げる「特段
の事情」があるとすることはできないというべき
である。

　９　本件各使用貸借契約は成立したと認められると
ころ、使用貸借契約は対価を払わないで他人の物
を借りて使用収益する契約であるから（民法５９
３条）、乙又は丙は、平成２６年２月以降、原告
から、各土地の使用収益権を与えられたことにな
る。そして、乙又は丙は、各土地の使用収益権に
基づき、第三者との間で賃貸借契約を締結し、各
土地の賃借人から駐車場収入を得ることになる。
他方、原告は、各土地の所有者ではあるが、平成
２６年２月以降は、使用貸借契約の締結により、
各土地の使用収益権を乙又は丙に与えたため、乙
又は丙が賃貸人ということになるから、各土地の
賃貸借契約の賃貸人ではなくなり、駐車場収入を
得ることはできないことになる（実際にも駐車場
収入を得ていない）。

　１０　本件各土地の賃貸借に関する民法上の法律関
係を、所得税法１２条（実質所得者課税の原則）
の規定に照らしてみると、乙又は丙は、「資産又
は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられ
る者」に該当するというべきであり、実際にも駐
車場収入を収益として享受しているから、「単な
る名義人であって、その収益を享受」しないとい
うことはできない。さらに、原告は、駐車場収入
を収益として享受していないから、「その者以外
の者がその収益を享受する場合」における「その
者以外の者」に当たるということもできない。し
たがって、本件において、所得税法１２条の適用
により、平成２６年２月以降の駐車場収入の帰属
が原告にあるということはできないというべきで
ある。

　この判示は多くの税理士に衝撃を与えたと思われ
る。これで所得の分割が可能なら、同じような契約
を考える人も多かったと思われる。その意味で高裁
判決が注目されていたのである。令和４年７月２０
日（TAINS Ｚ８８８－２４２６ ) はまず、前述の贈
与契約について次のような判断を示した。

はじめに　
　コロナの関係で調査数が減少しているせいか、
訴訟の数もだんだん減ってきている。納税者が裁
判所ではもはや救済されないとあきらめはじめて
いるのではないか、と少し心配になってくる。裁
判所が、課税庁も納税者もともに法の下に平等だ
という視点をもって、事案をきちんと審査するこ
とを願っているのだが、そのためには課税庁以上
に税法についての判断能力が必要だ。しかし、裁
判例を見ると、法人税の損金と所得税の必要経費
の本質的な意味の違いを理解しないまま、損金を
必要経費と同じように考えて損金性を否定してい
る例が増えてきている。そうした判決に対する批
判もしたいが、ここでは、2022 年度の裁判例の中
から、TAINS の会員に留意しておいて欲しい事例
を取り上げ、簡単に私なりの留意点を示しておき
たい。

（１）通達の法的性格（最高裁令和 4 年 4 月 19 日
　　判決 TAINS Ｚ８８８－２４０６）
　今年なによりも注目されたのは、相続税の財産
評価通達の評価額を利用して、課税価額の引き下
げを行った納税者に対して、課税庁が評価通達総
則 6 項（「この通達の定めによって評価することが
著しく不当と認められる財産の価額は、国税庁長
官の指示を受けて評価する」）を適用し、時価で課
税した事件であろう。しかも、地裁・高裁で納税
者が敗訴していたのに、最高裁が弁論を開いたの
で、納税者が勝ちそうだと言うことで、不動産関
係者にも大きな関心を集めた。私自身も高裁判決が
覆るものと思い込み、どこが変えられるのか、真剣
に悩んでいた。というのは、私は原告を応援してい
た税理士や研究者とは異なり高裁判決でやむを得な
いと考えていたからである。しかし、最高裁の弁論

は高裁判決を覆すためのものではなく、総則 6 項
についての最高裁としての姿勢を従来示してこな
かったので、その点を明確にするという意味での
弁論だったようであり、結論は高裁と同じだった。
そこで、この最高裁判決の内容を少し考えてみよ
う。
　　
　事実関係は次のように整理されている。
（１）相続税法２２条は、同法第３章で特別の定め

のあるものを除くほか、相続等により取得した
財産の価額は当該財産の取得の時における時価
により、当該財産の価額から控除すべき債務の
金額はその時の現況による旨を規定する。

（２）評価通達１（２）は、時価とは課税時期（相
続等により財産を取得した日等）においてそれ
ぞれの財産の現況に応じ不特定多数の当事者間
で自由な取引が行われる場合に通常成立すると
認められる価額をいい、その価額は評価通達の
定めによって評価した価額による旨を定める。
他方、評価通達６は、評価通達の定めによって
評価することが著しく不適当と認められる財産
の価額は国税庁長官の指示を受けて評価する旨
を定める。

（３）Ａ（以下「被相続人」という。）は、平成２４年
６月１７日に９４歳で死亡し、上告人らほか２
名（以下「共同相続人ら」という。）がその財
産を相続により取得した（以下、この相続を「本
件相続」という。）。

　　　被相続人の相続財産には、第１審判決別表１
記載の土地及び同別表２記載の建物（以下、併
せて「本件甲不動産」という。）並びに同別表
３記載の土地及び建物（以下、併せて「本件乙
不動産」といい、本件甲不動産と併せて「本件
各不動産」という。）が含まれていたところ、

性質が変わったので、今後同様なことがあっても、
遺留分減殺請求により１０分の１の共有になること
はなくなるので、今後は分割協議で土地を取得した
時に、１０分の１０の課税になることにも留意して
おこう。

（３）親子間の土地の使用貸借と駐車場収入の帰属
　・・・（大阪地裁令和３年４月２２日判決　　　
　TAINS Ｚ８８８－２３６３）
　子供が親の土地を使用貸借し、アパートなどを建
てて賃料収入が発生した場合、その収入は子供に帰
属する。課税上もそれを承認している。だが、土地
を単に使用貸借した後に、その土地を駐車場として
賃貸し、その収入が発生した場合、その賃料を子供
に帰属させるのは、土地の所有権が父親にある以上、
少なくとも課税上は難しい取り扱いだった。そこで、
土地の一部の所有権を子供に帰属させた上で、駐車
場賃料を得た場合にはどうなるかが争われた事件が
あった。
　具体的には、父親である亡甲が、平成２６年１月
２５日、被控訴人である長男乙との間で、Ｐ等土地
上に敷設されたアスファルト舗装・車止め・フェン
スを、被控訴人乙に贈与する旨の契約を締結し、同
日、被控訴人長女丙との間で、Ｒ土地上に敷設され
たアスファルト舗装を被控訴人丙に贈与する旨の契
約をしたのである。土地の表面上の一部を贈与する
奇策を使い、その後の家賃収入をこども達に帰属さ
せたわけである。
　課税庁はこれを否認し、父親に帰属するとして課
税。大阪地裁令和３年４月２２日判決は次のように
判示し、これを認めたのである。
判示事項
　１　本件は、原告が、平成２６年分の所得税等につ

いて、収入の計上誤り等を理由とする更正の請求
をしたところ、処分行政庁から、更正すべき理由
がない旨の通知処分を受けたほか、原告の子ら（長
男乙及び長女丙）の名義で賃貸された土地の賃料
（駐車場収入）は原告に帰属するとして、増額更
正処分等を受けた事案である。

　２　本件においては、原告と長男乙及び長女丙との
間で、各土地の使用貸借契約及び各土地上に敷設
されたアスファルト舗装等の贈与契約、乙及び丙
と各賃借人間の賃貸借契約、委任者を乙及び丙と

　まず、贈与契約の部分であるが、舗装部分は不能
である、とされた。
　アスファルト舗装は、路盤にアスファルト混合物
を敷き均して、転圧機械により所定の密度が得られ
るまで締固め、所定の形状に平坦に仕上げるもので
あり、アスファルト舗装された地面のうち、アスファ
ルト混合物が含まれる表層及び基層部は、土地の構
成部分となり、独立の所有権が成立する余地はない
というべきである。
 したがって、亡甲において、本件各贈与契約のう
ち本件各舗装部分の所有権を被控訴人乙及び同丙に
移転させることは原始的に不能であることは明らか
であるから、本件各贈与契約のうち前記舗装部分等
を対象とする部分はいずれも無効といわなければな
らない。そうすると、本件各使用貸借契約書の作成
により、当事者が当初意図したところの被控訴人乙
及び同丙が本件各舗装部分を所有することを目的
とした本件各使用貸借契約が成立したと解釈する
余地はないというべきである。

　しかし、付合している本件各舗装部分をも含む
本件各土地を使用貸借したものと解したとしても
おかしくないとして、次のようにもいうのである。
　付合した本件各舖装部分を含む本件各土地を目
的とする本件各使用貸借契約の成否
ア　しかし、先に述べたところの、被控訴人乙及

び同丙が本件各舗装部分等を所有するという
本件各使用貸借契約の目的は、本件各贈与契
約が同時に締結されたことや同契約書の記載
から合理的に解釈されることに止まり、本件
各使用貸借契約書上は、付合している本件各
舗装部分をも含む本件各土地を使用貸借した
ものと解したとしても、特段整合しない記載
は認められない。むしろ、同契約書には、使
用貸借の目的は、被控訴人乙や同丙が本件各
土地を駐車場として使用することにある旨記
載されていることからして、本件各使用貸借
契約の対象を、付合した本件各舗装部分をも
含む本件各土地と解した方が自然で合理的と
も評価できるのである。そして、本件各贈与
契約書にも、被控訴人乙及び同丙が本件各舗
装部分上で駐車場賃貸事業を営むことが記載
されていて、本件各舗装部分の所有権の帰属

について当事者に法律の錯誤があったものの、
本件各取引の結果、本件各使用貸借により、付
合した同部分も含めた本件各土地上で被控訴人
乙及び同丙が駐車場賃貸事業を営むことは当事
者双方が明確に認識していたのであるから、本
件各使用貸借契約書の作成により本件各使用貸
借契約が成立したと認定できるのであれば、そ
の内容は本件各舗装部分を含む本件各土地を使
用貸借させるものであると解するのが合理的と
いうべきである。････

　
　以上によれば、被控訴人乙及び同丙は、本件各土
地について、本件各使用貸借契約に基づく収益権と
しての使用借権を有するから、本件駐車場から「生
ずる収益の法律上帰属するとみられる者」に当たる
こととなる。

　つまりこの使用貸借契約は有効であり、収益の法
律上の帰属者は相続人達である、という。法律上収
益が帰属しているなら、課税上も相続人達と判断し
ても良さそうであるが、この後が一審とはガラッと
変わってしまうのである。
　被控訴人乙及び同丙が「単なる名義人であって、
その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を
享受する場合」に当たるか
（１）所得税法１２条は、租税負担の公平を図るため、

資産から生ずる収益の帰属について、名義又は
形式とその実質が異なる場合には、当該資産の
名義又は形式にかかわらず、当該資産の真実の
所有者に帰属させようとした趣旨と解される。
そして、所得税基本通達１２－１が「法第１２
条の適用上、資産から生ずる収益を亭受する者
がだれであるかは、その収益の基因となる資産
の真実の権利者がだれであるかにより判定すべ
きである。」と規定しているのもこれと同じ趣
旨と解され、合理的なものと解すべきである。

（２）不動産所得である本件各土地の駐車場収入は、
本件各土地の使用の対価として受けるべき金銭
という法定果実であり（民法８８条２項）、駐
車場賃貸事業を営む者の役務提供の対価ではな
いから、所有権者がその果実収取権を第三者に
付与しない限り、元来所有権者に帰属すべきも
のである。

 　　そして、本件で被控訴人乙及び同丙が本件各
土地の法定果実を収取できる根拠は使用借権
（民法５９３条）であるが、使用借主は、その
無償性から、本来使用貸主の承諾を得ない限り、
法定果実収取権を有しないところ（同法５９４
条２項）、本件においては、既に本件各土地の
所有権に基づき駐車場賃貸事業を営んで賃料収
入を取得していた亡甲が、子である被控訴人乙
及び同丙に本件各土地を使用貸借し、法定果実
の収取を承諾して、その事業を前記被控訴人ら
に承継させたというのであるから、本件各取引
は、亡甲が本件各土地の所有権の帰属を変えな
いまま、何らの対価も得ることなく、そこから
生じる法定果実の帰属を子である前記被控訴人
らに移転させたものと評価できる。しかも、使
用貸借における転貸の承諾、すなわち法定果実
収取権の付与は、その無償性から、その承諾を
撤回し、将来に向かって付与しないことがで
きると考えられることからすると、そもそも
亡甲から使用貸借に基づく法定果実収取権を
付与されたことで、当然に実質的にも本件各
土地からの収益を享受する者と断ずることは
できないというべきである。

 　　さらに本件各取引がなされた経緯について
みると、前記認定事実によれば、被控訴人乙は、
本件税理士法人に亡甲の相続にかかる相続税
対策について相談し、被控訴人乙及び同丙が
亡甲の財産を相続する際、相続税の納付のた
めに遺産（不動産）の売却を余儀なくされる
ような事態を避けるため、亡甲及び被控訴人
丙らに対してもその趣旨を説明の上、本件各
使用貸借契約を含む本件各取引を締結して、
亡甲が従前から営んでいた賃料収入の蓄積に
よる同人名義の将来の遺産の増加を抑制する
ことを企図するとともに、当面の所得税の節
税をも企図したものであることが認められる。

 　　そして、本件各取引の結果、亡甲から本件
各使用貸借に基づく法定果実収取権を付与さ
れ、本件各土地上で駐車場賃貸事業を営むこ
とになった被控訴人乙及び同丙は、本件各取
引等に関し、特段の出捐をしたとは認めるに
足りないし、亡甲が管理業務を有償で委任し
ていた管理会社に引き続き同業務を有償で委

任したことにより、その管理に必要な役務を提
供したとも認めるに足りない。しかも、亡甲は、
本件各土地以外にも、同人らに対し、自己所有
の土地建物に無償で居住させた上、その固定資
産税も亡甲が負担するなどして、それらの不動
産の使用収益の利益を付与していたことも、本
件各取引に基づく本件各土地に関する法定果実
収取権の付与と同質のものであって、それらに
よって同人らが亡甲から親族間の情誼により相
当の援助を受けていた関係にあったというべき
である。

 　　そうすると、本件各取引は、亡甲の相続にか
かる相続税対策を主たる目的として、亡甲の存
命中は、本件各土地の所有権はあくまでも亡甲
が保有することを前提に、本件各土地による亡
甲の所得を子である被控訴人乙及び同丙に形式
上分散する目的で、同人らに対して本件各使用
貸借契約に基づく法定果実収取権を付与したも
のにすぎないものと認められる。

　　　したがって、たとえ、本件各取引後、本件
各土地の駐車場の収益が被控訴人乙及び同丙
の口座に振り込まれていたとしても、そのよ
うに亡甲が子である被控訴人乙及び同丙に対
する本件各土地の法定果実収取権の付与を継
続していたこと自体が、亡甲が所有権者とし
て享受すべき収益を子に自ら無償で処分して
いる結果であると評価できるのであって、や
はりその収益を支配していたのは亡甲という
べきであるから、平成２６年２月以降の本件
各駐車場の収益については、被控訴人乙及び
同丙は単なる名義人であって、その収益を享
受せず、亡甲がその収益を享受する場合に当
たるというべきである。

　
　法律上の帰属者と実質上の帰属者とが異なり、本
件の場合は、亡き父親が実質上の帰属者だとの判断
をして、納税者の主張を退けたことになる。
　法形式的には相続人達に帰属するように見える
が、真の法律関係からすると父親が所有している
のだ、という判断であろうが、法律上は契約自体
を否定するような特段の事情もなかったが、他方
でこれを認めると租税回避が容易に計画できるこ
とを懸念してこのような判断をしたものと思われ

る。他に何の合理的理由がなく、租税回避だけが目
的だと思われると、このような判断になる可能性が
強いと言えよう。

（４）２年連続期限遅れのみでも青色承認取消 ?

　年末に税理士事務所が申告書を二期連続期限後に
出したことだけを理由に青色承認の取り消しがなさ
れ、それを争った事案の判決が飛び込んできた（福
岡地方裁判所令和 4 年 12 月 14 日判決、TAINS 収
録作業中）。確かに、期限後提出は法律にも取消の
理由にされており、事務運用指針にも次のように規
定されている。
4　無申告又は期限後申告の場合における青色申告

の承認の取消し　
　　　法第 127 条第 1 項第 4 号の規定による取消し

は、2 事業年度連続してその提出期限内に法第
74 条第 1 項の規定による申告書の提出がない
場合に行うものとする。この場合、当該 2 事業
年度目の事業年度以後の事業年度について、そ
の承認を取り消す。

　しかし、通常はこれだけを理由に取り消すことは
ないと思われていた。この種の事件の場合は、その
不当性を審判所で争い、実務がよくわかる審判官で
あれば通常はしない処分であり、不当として救済す
る余地がある。しかし、裁判所になると、不当では
争えず、違法を主張しなければならなくなるので、
裁量権の逸脱、または濫用を争うことになる。地裁
は次のように判示している。

１　争点
（1）（本件処分が裁量権の範囲の逸脱又はその濫用

により違法であるか）について　････
（2）これを本件についてみると、前提事実及び掲記

の証拠並びに弁論の全趣旨によれば、次の事情
を指摘することができる。

　ア　原告は、平成３０年６月期及び令和元年６月
期の２事業年度連続で確定申告書を提出期限
までに提出しなかったものである（前提事実
（3）イ）。そして、この事実は、法人税法１２
４条１項４号の承認取消事由に該当する上、
青色申告承認取消しの取扱基準について定め

る本件事務運営指針の４にも該当する。
　　　確定申告書を提出期限までに提出すること

は、青色申告法人の基本的義務というべきであ
り、２事業年度連続で確定申告書を期限内に提
出しないことは、法人税法第２７条１項４号の
違反の程度としては軽視することのできないも
のというべきである。

　イ　原告が２事業年度連続で確定申告書を提出期
限までに提出しなかった原因は、本件税理士法
人の担当職員が期限内に提出することを失念し
たことによるものである。しかし、税理士法２
条１項１号に規定する税務代理は、民法９９条
が規定する代理人が本人に代わって意思表示を
行う行為に該当し、その法律効果は直接本人に
帰属するのであるから、納税者が自己の判断と
責任において、申告手続を税理士に委任し、当
該税理士が代理人として申告した以上、その申
告は申告名義人である納税者の行為として取り
扱われるものと解される。そうすると、２事業
年度連続で確定申告書が期限内不提出となった
原因が、本件税理士法人の担当職員の過誤によ
るものであるとしても、このような事情は、原
告と本件税理士法人の間の内部事情によるもの
といわざるを得ない。

(3)以上の事情からすれば、処分行政庁が本件処分(青
色申告の承認の取消し ) をしたことについて、
裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるとは
認めらない。

　原告会社は設立以来、重加算税処分を受けたこと
がないどころか、ここ十年指摘事項が一度もない優
良な法人だったようだが、それでも自動的に２年で
取り消す方向に変化してきたようだ。

おわりに
　TAINS に収録されている令和４年の裁判例から
いくつか取り出して紹介してきたが、最後の４番目
の問題は税理士として重く受け止めておかねばなら
ない。税理士と大学教員の大きな資質の違いは、
期限まで書くのが税理士で、期限が来てから書く
のが大学教員と揶揄してきたが、この差は加算税
や青色承認取り消しなどが税理士業務にはつきも
のだということから来ているのであろう。
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これらについては、被相続人の遺言に従って、
上告人らのうちの１名が取得した。なお、同
人は、平成２５年３月７日付けで、本件乙不
動産を代金５億１５００万円で第三者に売却
した。

（４）本件各不動産が被相続人の相続財産に含まれ
るに至った経緯等は、次のとおりである。

ア　被相続人は、平成２１年１月３０日付けで信
託銀行から６億３０００万円を借り入れた上、
同日付けで本件甲不動産を代金８億３７００
万円で購入した。

イ　被相続人は、平成２１年１２月２１日付けで
共同相続人らのうちの１名から４７００万円
を借り入れ、同月２５日付けで信託銀行から
３億７８００万円を借り入れた上、同日付け
で本件乙不動産を代金５億５０００万円で購
入した。

ウ　被相続人及び上告人らは，上記ア及びイの本
件各不動産の購入及びその購入資金の借入れ
（以下、併せて「本件購入・借入れ」という。）を、
被相続人及びその経営していた会社の事業承
継の過程の一つと位置付けつつも、本件購入・
借入れが近い将来発生することが予想される
被相続人からの相続において上告人らの相続
税の負担を減じ又は免れさせるものであるこ
とを知り、かつ、これを期待して、あえて企
画して実行したものである。

　要するに、二つの建物を借入金付きで購入し、評
価通達を利用して、課税価格を減らして、通常なら
約 2 億円になる相続税額を 0 円にする申告を行った
のである。そこで、税務署が伝家の宝刀総則 6 項を
適用して、時価で課税し、納税者がこれを争ったわ
けである。しかし、地裁も高裁も、このような方法
を認めると「実質的な租税負担の公平を著しく害し
不当な結果を招来する」から、「他の合理的な方法
によって評価することが許される」として本件各更
正処分は適法と判断していたのである。
　これを受けて最高裁は、どのような判断をした
か、次の部分が重要である。

４
（１）相続税法２２条は、相続等により取得した財

産の価額を当該財産の取得の時における時価に
よるとするが、ここにいう時価とは当該財産の
客観的な交換価値をいうものと解される。そし
て、評価通達は、上記の意味における時価の評
価方法を定めたものであるが、上級行政機関が
下級行政機関の職務権限の行使を指揮するため
に発した通達にすぎず、これが国民に対し直接
の法的効力を有するというべき根拠は見当たら
ない。そうすると、相続税の課税価格に算入さ
れる財産の価額は、当該財産の取得の時におけ
る客観的な交換価値としての時価を上回らない
限り、同条に違反するものではなく、このこと
は、当該価額が評価通達の定める方法により評
価した価額を上回るか否かによって左右されな
いというべきである。

　　　そうであるところ、本件各更正処分に係る課
税価格に算入された本件各鑑定評価額は、本件
各不動産の客観的な交換価値としての時価であ
ると認められるというのであるから、これが本
件各通達評価額を上回るからといって、相続税
法２２条に違反するものということはできな
い。

　つまり、最高裁は、相続税法という法律は「時価」
で課税するぞ、と書いてあるではないか。だから時
価で課税すること自体は基本的には違法ではないの
だ、といっているのである。読者の中にはそれでは
通達に従う意味がないではないか、と思われる方も
いると思うので、少し私なりの説明も付け加えてみ
よう。
　相続税法は、最高裁が言うとおり「時価」、通常の
取引価額で課税して良いといっているのである。だ
から、この法律の規定は、ある意味で非常に恐ろし
いのである。他方で、相続による財産の承継は取引
ではない。日本の相続法は大陸法の相続法を受け入
れ、相続開始と同時に相続人の共有状態になってし
まうので、第三者間の取引のような行為は行われな
い。つまり、相続の時に課税庁が時価で課税したく
ともその時価が見えないのである。そこで、課税し
やすいように運用上の基準として評価通達を定める
が、その額が時価を超えることはあってはならない
ことになる。だから評価額は慎重になり、謙抑的に
なり、時価よりはかなり低い安全な価額で課税する

ことにならざるを得ないことになる。だが、それで
も当該不動産の特殊事情のために通達での評価額で
も時価を上回ってしまう場合がある。そういう場合
には、総則 6 項で調整するのである。つまり、総則
6 項は本来、通達評価でも高くなってしまう特殊事
情がある場合に通達評価額を下げるために設けられ
たものであったのである。
　読者の方は、通達評価額が時価評価だと理解され
てきた方がいるかもしれないが、私は、通達評価は
「時価以下」評価額だと理解してきた。法律が時価
課税を要求しているが、時価が見えないために安全
に時価以下評価してきたのである。だから、納税者
はこの通達を大事にし、乱用しないようにしておか
ないと、時価で課税されるリスクがあるよ、と述べ
てきたのである。この事件は、まさしく、この安い
時価以下評価を意図的に利用しようとしたことにな
る。この評価通達を時価と同視し、通達で規定して
いる以上、課税庁は通達評価を尊重しなければなら
ない、という論理で納税者が勝つならば、不公平を
将来させないために、課税庁としては時価以下評価
をやめ、リスク覚悟で時価ぎりぎりの評価をせざる
を得なくなるのではないだろうか。私はこのように
考えていたから、一人の富裕者の租税回避のために、
多数の納税者の評価額が上がるような議論にはあま
りくみしたくなかった。現行の時価以下評価でも、
皆が同じように時価以下評価であればいいのではな
いかということである。
　最高裁は、この納税者には時価以下評価を適用
しないことの不平等問題を次のように述べている。
（２）
ア　　他方、租税法上の一般原則としての平等原

則は、租税法の適用に関し、同様の状況にあ
るものは同様に取り扱われることを要求する
ものと解される。そして、評価通達は相続財
産の価額の評価の一般的な方法を定めたもの
であり、課税庁がこれに従って画一的に評価
を行っていることは公知の事実であるから、
課税庁が、特定の者の相続財産の価額につい
てのみ評価通達の定める方法により評価した
価額を上回る価額によるものとすることは、
たとえ当該価額が客観的な交換価値としての
時価を上回らないとしても、合理的な理由が
ない限り、上記の平等原則に違反するものと

して違法というべきである。もっとも、上記に
述べたところに照らせば、相続税の課税価格に
算入される財産の価額について、評価通達の定
める方法による画一的な評価を行うことが実質
的な租税負担の公平に反するというべき事情が
ある場合には、合理的な理由があると認められ
るから、当該財産の価額を評価通達の定める方
法により評価した価額を上回る価額によるもの
とすることが上記の平等原則に違反するもので
はないと解するのが相当である。

イ　　これを本件各不動産についてみると、本件各
通達評価額と本件各鑑定評価額との間には大き
なかい離があるということができるものの、こ
のことをもって上記事情があるということはで
きない。

　　　もっとも、本件購入・借入れが行われなけれ
ば本件相続に係る課税価格の合計額は６億円を
超えるものであったにもかかわらず、これが行
われたことにより、本件各不動産の価額を評価
通達の定める方法により評価すると、課税価格
の合計額は２８２６万１０００円にとどまり、
基礎控除の結果、相続税の総額が０円になると
いうのであるから、上告人らの相続税の負担は
著しく軽減されることになるというべきであ
る。そして、被相続人及び上告人らは、本件購入・
借入れが近い将来発生することが予想される被
相続人からの相続において上告人らの相続税の
負担を減じ又は免れさせるものであることを知
り、かつ、これを期待して、あえて本件購入・
借入れを企画して実行したというのであるか
ら、租税負担の軽減をも意図してこれを行った
ものといえる。そうすると、本件各不動産の価
額について評価通達の定める方法による画一的
な評価を行うことは、本件購入・借入れのよう
な行為をせず、又はすることのできない他の納
税者と上告人らとの間に看過し難い不均衡を生
じさせ、実質的な租税負担の公平に反するとい
うべきであるから、上記事情があるものという
ことができる。

ウ　　したがって、本件各不動産の価額を評価通達
の定める方法により評価した価額を上回る価額
によるものとすることが上記の平等原則に違反
するということはできない。

　これはその通りだといわざるをえない。もちろん、
この通達に振り回された納税者はお気の毒に思う
し、通達を適用すべき場合と、総則 6 項が適用され
る場合の基準をもう少し明確にする必要性はあろ
う。また、通達を利用した申告も申告としては誤り
ではないので、過少申告加算税などは本来あり得な
いものだと考えるが、総則 6 項については以上のよ
うに考えている。
留意点
　１）相続税法は「時価」課税だ。しかし、相続に

よる財産の移動は取引ではない。
　２）だから通常は「時価」は見えない。そこで、

評価通達は「時価以下」にし、安全に課税する。
　３）だから、相続に際して合理的理由もなく「時価」

を見せるような行為をすると危ない。

（２）共有物の分割と不動産取得税（最高裁令和　
　４年３月２２日判決TAINS Ｚ９９９－８４４４）
　地方税法７３条の７第２号の３は，共有物の分
割による不動産の取得に対しては，同号括弧書き
に規定する「当該不動産の取得者の分割前の当該
共有物に係る持分の割合を超える部分」（以下「持
分超過部分」という。）の取得を除き，同税を課す
ることができないと規定している。
　この場合、共有分割で土地を取得したが、それ
までは１０の１しか持ち分がなかった土地を、相
続財産全体の１０分の１として、土地だけを取得
したような場合は、どうなるのだろう。
　五人の相続人がいるが、被相続人が、そのうち
の一人娘だけに全部を相続させる遺言を残した。
男の四人の相続人は遺留分減殺請求をおこす。す
ると、すべての相続財産は１０分の１ずつの共有
になり、土地についても１０分の１となる。そこで、
東京地方裁判所は，平成２７年８月，本件各不動
産に係る共有物分割の訴えについて，これらを一
括して分割の対象とした上で，そのうちいくつか
の各土地を上告人の単独所有とし，その余を他の
共有者らの各単独所有とすることなどを内容とす
る判決を言い渡し，同判決は確定した。
　その後、東京都足立都税事務所長は、上記の共
有物の分割により上告人が本件各土地の各持分１
０分の９を取得したこと（以下「本件各取得」と
いう。）に対する不動産取得税の賦課決定処分（以

下「本件各処分」という。）をしたので、この相続
人が争ったのである。
　最高裁の判断は次の通りであった。
３
（１）地方税法７３条の７第２号の３は，共有物の

分割による不動産の取得について，同法７３条
の２第１項にいう「不動産の取得」に該当し，
本来は不動産取得税の課税の対象となることを
前提に，その例外として，持分超過部分の取得
を除いては非課税とする旨を定めたものと解さ
れる。

　　　前記１（２）のとおり，上告人は，複数の不
動産を一括して分割の対象とする共有物の分割
により，本件各土地の各持分１０分の９を取得
したものであることから，このような場合にお
ける持分超過部分の有無及び額の判断の方法が
問題となる。

（２）地方税法７３条の１３第１項は，不動産取得
税の課税標準を，不動産を取得した時におけ
る不動産の価格とする旨規定し，同法７３条
の２１第１項本文は，固定資産課税台帳に固
定資産の価格が登録されている不動産につい
ては，当該価格により当該不動産に係る同税
の課税標準となるべき価格を決定するものと
する旨規定する。そして，固定資産課税台帳は，
原則として，登記簿に登記されている土地又
は家屋（住家その他の建物をいう。）について，
その価格等所定の事項を登録するものである
（同法３４１条１０号，１２号）ところ，土地
は１筆の土地ごとに，建物は１個の建物ごと
に登記されている（不動産登記法２条５号参
照）。

　　　また，地方税法７３条の１５の２第１項は，
不動産取得税の課税標準となるべき額が所定
の額に満たない場合においては，同税を課す
ることができない旨を規定するところ，同条
２項は，複数の土地の取得又は複数の家屋の
取得をもって一の土地の取得又は１戸の家屋
の取得とみなして同条１項の規定を適用する
場合について，特に規定している。

　　　以上のような不動産取得税に関する地方税
法の規定の内容等に照らせば，同税は，個々
の不動産の取得ごとに課されるものであると

いうことができる。
　　　そうすると，共有物の分割による不動産の取

得に係る持分超過部分の有無及び額について
は，複数の不動産を一括して分割の対象とする
場合であっても，その対象とされた個々の不動
産ごとに判断すべきものと解するのが，不動産
取得税の課税の仕組みと整合的であるというべ
きであり，また，地方税法７３条の７第２号の
３括弧書きの「分割前の当該共有物に係る持分
の割合」という文言にも沿う解釈ということが
できる。

　　　したがって，複数の不動産を一括して分割の
対象とする共有物の分割により不動産を取得し
た場合における持分超過部分の有無及び額につ
いては，分割の対象とされた個々の不動産ごと
に，分割前の持分の割合に相当する価格と分割
後に所有することとなった不動産の価格とを
比較して判断すべきものと解するのが相当で
ある。

（３）前記事実関係等によれば，上告人は，共有物
の分割により，従前は持分１０分の１を有し
ていた本件各土地について，それぞれ，他の
共有者から，その余の持分１０分の９を取得
したというのであるから，本件各取得の全部
が持分超過部分の取得に当たることが明らか
である。したがって，本件各取得に対しては
地方税法７３条の７第２号の３の規定により
不動産取得税を課することができないとはい
えない。

　要するに、相続財産税体で分割割合を見るので
はなく、個々の土地毎に超過部分を判断すると言
うことになる。共有物の分割に係わるときは注意
が必要となる。なお、遺産全部を特定の相続人に
相続させる旨の遺言による遺産の当該相続人への
承継に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使し
た場合に遺留分権利者に帰属する権利は，遺産分
割の対象となる遺産としての性質を有しないもの
と解されているので、（最高裁平成３年（オ）第１
７７２号同８年１月２６日第二小法廷判決・民集
５０巻１号１３２頁参照）、相続による取得とも言
えないので、非課税とはならないのである。
　なお、民法改正により、遺留分減殺請求の法的

する駐車場管理契約の各契約による一連の取引（本
件各取引）がされている。

　３　原告は、平成２６年１月まで各土地の賃貸人と
して駐車場収入を得ていたところ、同年２月以降
の駐車場収入については、使用貸借契約等により、
賃貸人が長男乙又は長女丙になり、各駐車場収入
は乙又は丙に帰属するものとして確定申告をして
いるから、平成２６年２月以降の駐車場収入が原
告に帰属するか否かを検討するに当たり、使用貸
借契約が成立したか否かが問題となる。

　４　本件各使用貸借契約書の原告の署名・押印は真
正なものであるから、民事訴訟法２２８条４項に
よれば、使用貸借契約書の原告作成部分は真正に
成立したものと推定されることになる。

　５　これに対し、被告は、原告が使用貸借契約書の
内容を全く認識していなかったと認められるから
上記推定は働かない旨主張する。しかしながら、
使用貸借契約書の署名・押印に至る経緯、使用貸
借契約書の記載内容その他本件各取引の内容、原
告の知識・経験・行動傾向等、各取引後の取引実態、 
確定申告における原告の行動等を総合すれば、原
告が使用貸借契約書の基本的な内容を認識した上
で使用貸借契約書に署名・押印した事実を優に認
定することができる。

　６　経験則に照らせば、使用貸借契約書のような処
分証書が真正に成立していれば、「特段の事情」
がない限り、作成者によって記載どおりの行為が
されたことを認めるべきである（処分証書の法
理）。

　７　被告は、本件各取引は異常であり、特段の事情
がある旨主張する。しかし、本件各取引によって、
駐車場収入が乙又は丙に帰属することになるが、
原告と乙・丙は親子の関係にあり、原告が十分な
収入を得ており、高齢でもあったことにも照らす
と、駐車場収入が各土地の所有者ではない乙又は
丙に帰属するからといって本件各取引が社会通念
に照らして異常なものであるということはできな
い。

　８　被告は、本件各取引は、乙及び税理士法人が、
総体としての租税負担を免れることを目的に企図
したこと等の特段の事情がある旨主張する。しか
し、節税効果を発生させることを動機として使用
貸借契約を締結することはあり得るのであって、

節税の動機と目的物を無償で使用収益させる意思
とは併存し得るものであるから、上記の目的があ
る場合であっても、直ちに使用貸借契約書に記載
どおりの行為がされたとの経験則を妨げる「特段
の事情」があるとすることはできないというべき
である。

　９　本件各使用貸借契約は成立したと認められると
ころ、使用貸借契約は対価を払わないで他人の物
を借りて使用収益する契約であるから（民法５９
３条）、乙又は丙は、平成２６年２月以降、原告
から、各土地の使用収益権を与えられたことにな
る。そして、乙又は丙は、各土地の使用収益権に
基づき、第三者との間で賃貸借契約を締結し、各
土地の賃借人から駐車場収入を得ることになる。
他方、原告は、各土地の所有者ではあるが、平成
２６年２月以降は、使用貸借契約の締結により、
各土地の使用収益権を乙又は丙に与えたため、乙
又は丙が賃貸人ということになるから、各土地の
賃貸借契約の賃貸人ではなくなり、駐車場収入を
得ることはできないことになる（実際にも駐車場
収入を得ていない）。

　１０　本件各土地の賃貸借に関する民法上の法律関
係を、所得税法１２条（実質所得者課税の原則）
の規定に照らしてみると、乙又は丙は、「資産又
は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられ
る者」に該当するというべきであり、実際にも駐
車場収入を収益として享受しているから、「単な
る名義人であって、その収益を享受」しないとい
うことはできない。さらに、原告は、駐車場収入
を収益として享受していないから、「その者以外
の者がその収益を享受する場合」における「その
者以外の者」に当たるということもできない。し
たがって、本件において、所得税法１２条の適用
により、平成２６年２月以降の駐車場収入の帰属
が原告にあるということはできないというべきで
ある。

　この判示は多くの税理士に衝撃を与えたと思われ
る。これで所得の分割が可能なら、同じような契約
を考える人も多かったと思われる。その意味で高裁
判決が注目されていたのである。令和４年７月２０
日（TAINS Ｚ８８８－２４２６ ) はまず、前述の贈
与契約について次のような判断を示した。

はじめに　
　コロナの関係で調査数が減少しているせいか、
訴訟の数もだんだん減ってきている。納税者が裁
判所ではもはや救済されないとあきらめはじめて
いるのではないか、と少し心配になってくる。裁
判所が、課税庁も納税者もともに法の下に平等だ
という視点をもって、事案をきちんと審査するこ
とを願っているのだが、そのためには課税庁以上
に税法についての判断能力が必要だ。しかし、裁
判例を見ると、法人税の損金と所得税の必要経費
の本質的な意味の違いを理解しないまま、損金を
必要経費と同じように考えて損金性を否定してい
る例が増えてきている。そうした判決に対する批
判もしたいが、ここでは、2022 年度の裁判例の中
から、TAINS の会員に留意しておいて欲しい事例
を取り上げ、簡単に私なりの留意点を示しておき
たい。

（１）通達の法的性格（最高裁令和 4 年 4 月 19 日
　　判決 TAINS Ｚ８８８－２４０６）
　今年なによりも注目されたのは、相続税の財産
評価通達の評価額を利用して、課税価額の引き下
げを行った納税者に対して、課税庁が評価通達総
則 6 項（「この通達の定めによって評価することが
著しく不当と認められる財産の価額は、国税庁長
官の指示を受けて評価する」）を適用し、時価で課
税した事件であろう。しかも、地裁・高裁で納税
者が敗訴していたのに、最高裁が弁論を開いたの
で、納税者が勝ちそうだと言うことで、不動産関
係者にも大きな関心を集めた。私自身も高裁判決が
覆るものと思い込み、どこが変えられるのか、真剣
に悩んでいた。というのは、私は原告を応援してい
た税理士や研究者とは異なり高裁判決でやむを得な
いと考えていたからである。しかし、最高裁の弁論

は高裁判決を覆すためのものではなく、総則 6 項
についての最高裁としての姿勢を従来示してこな
かったので、その点を明確にするという意味での
弁論だったようであり、結論は高裁と同じだった。
そこで、この最高裁判決の内容を少し考えてみよ
う。
　　
　事実関係は次のように整理されている。
（１）相続税法２２条は、同法第３章で特別の定め

のあるものを除くほか、相続等により取得した
財産の価額は当該財産の取得の時における時価
により、当該財産の価額から控除すべき債務の
金額はその時の現況による旨を規定する。

（２）評価通達１（２）は、時価とは課税時期（相
続等により財産を取得した日等）においてそれ
ぞれの財産の現況に応じ不特定多数の当事者間
で自由な取引が行われる場合に通常成立すると
認められる価額をいい、その価額は評価通達の
定めによって評価した価額による旨を定める。
他方、評価通達６は、評価通達の定めによって
評価することが著しく不適当と認められる財産
の価額は国税庁長官の指示を受けて評価する旨
を定める。

（３）Ａ（以下「被相続人」という。）は、平成２４年
６月１７日に９４歳で死亡し、上告人らほか２
名（以下「共同相続人ら」という。）がその財
産を相続により取得した（以下、この相続を「本
件相続」という。）。

　　　被相続人の相続財産には、第１審判決別表１
記載の土地及び同別表２記載の建物（以下、併
せて「本件甲不動産」という。）並びに同別表
３記載の土地及び建物（以下、併せて「本件乙
不動産」といい、本件甲不動産と併せて「本件
各不動産」という。）が含まれていたところ、

性質が変わったので、今後同様なことがあっても、
遺留分減殺請求により１０分の１の共有になること
はなくなるので、今後は分割協議で土地を取得した
時に、１０分の１０の課税になることにも留意して
おこう。

（３）親子間の土地の使用貸借と駐車場収入の帰属
　・・・（大阪地裁令和３年４月２２日判決　　　
　TAINS Ｚ８８８－２３６３）
　子供が親の土地を使用貸借し、アパートなどを建
てて賃料収入が発生した場合、その収入は子供に帰
属する。課税上もそれを承認している。だが、土地
を単に使用貸借した後に、その土地を駐車場として
賃貸し、その収入が発生した場合、その賃料を子供
に帰属させるのは、土地の所有権が父親にある以上、
少なくとも課税上は難しい取り扱いだった。そこで、
土地の一部の所有権を子供に帰属させた上で、駐車
場賃料を得た場合にはどうなるかが争われた事件が
あった。
　具体的には、父親である亡甲が、平成２６年１月
２５日、被控訴人である長男乙との間で、Ｐ等土地
上に敷設されたアスファルト舗装・車止め・フェン
スを、被控訴人乙に贈与する旨の契約を締結し、同
日、被控訴人長女丙との間で、Ｒ土地上に敷設され
たアスファルト舗装を被控訴人丙に贈与する旨の契
約をしたのである。土地の表面上の一部を贈与する
奇策を使い、その後の家賃収入をこども達に帰属さ
せたわけである。
　課税庁はこれを否認し、父親に帰属するとして課
税。大阪地裁令和３年４月２２日判決は次のように
判示し、これを認めたのである。
判示事項
　１　本件は、原告が、平成２６年分の所得税等につ

いて、収入の計上誤り等を理由とする更正の請求
をしたところ、処分行政庁から、更正すべき理由
がない旨の通知処分を受けたほか、原告の子ら（長
男乙及び長女丙）の名義で賃貸された土地の賃料
（駐車場収入）は原告に帰属するとして、増額更
正処分等を受けた事案である。

　２　本件においては、原告と長男乙及び長女丙との
間で、各土地の使用貸借契約及び各土地上に敷設
されたアスファルト舗装等の贈与契約、乙及び丙
と各賃借人間の賃貸借契約、委任者を乙及び丙と

　まず、贈与契約の部分であるが、舗装部分は不能
である、とされた。
　アスファルト舗装は、路盤にアスファルト混合物
を敷き均して、転圧機械により所定の密度が得られ
るまで締固め、所定の形状に平坦に仕上げるもので
あり、アスファルト舗装された地面のうち、アスファ
ルト混合物が含まれる表層及び基層部は、土地の構
成部分となり、独立の所有権が成立する余地はない
というべきである。
 したがって、亡甲において、本件各贈与契約のう
ち本件各舗装部分の所有権を被控訴人乙及び同丙に
移転させることは原始的に不能であることは明らか
であるから、本件各贈与契約のうち前記舗装部分等
を対象とする部分はいずれも無効といわなければな
らない。そうすると、本件各使用貸借契約書の作成
により、当事者が当初意図したところの被控訴人乙
及び同丙が本件各舗装部分を所有することを目的
とした本件各使用貸借契約が成立したと解釈する
余地はないというべきである。

　しかし、付合している本件各舗装部分をも含む
本件各土地を使用貸借したものと解したとしても
おかしくないとして、次のようにもいうのである。
　付合した本件各舖装部分を含む本件各土地を目
的とする本件各使用貸借契約の成否
ア　しかし、先に述べたところの、被控訴人乙及

び同丙が本件各舗装部分等を所有するという
本件各使用貸借契約の目的は、本件各贈与契
約が同時に締結されたことや同契約書の記載
から合理的に解釈されることに止まり、本件
各使用貸借契約書上は、付合している本件各
舗装部分をも含む本件各土地を使用貸借した
ものと解したとしても、特段整合しない記載
は認められない。むしろ、同契約書には、使
用貸借の目的は、被控訴人乙や同丙が本件各
土地を駐車場として使用することにある旨記
載されていることからして、本件各使用貸借
契約の対象を、付合した本件各舗装部分をも
含む本件各土地と解した方が自然で合理的と
も評価できるのである。そして、本件各贈与
契約書にも、被控訴人乙及び同丙が本件各舗
装部分上で駐車場賃貸事業を営むことが記載
されていて、本件各舗装部分の所有権の帰属

について当事者に法律の錯誤があったものの、
本件各取引の結果、本件各使用貸借により、付
合した同部分も含めた本件各土地上で被控訴人
乙及び同丙が駐車場賃貸事業を営むことは当事
者双方が明確に認識していたのであるから、本
件各使用貸借契約書の作成により本件各使用貸
借契約が成立したと認定できるのであれば、そ
の内容は本件各舗装部分を含む本件各土地を使
用貸借させるものであると解するのが合理的と
いうべきである。････

　
　以上によれば、被控訴人乙及び同丙は、本件各土
地について、本件各使用貸借契約に基づく収益権と
しての使用借権を有するから、本件駐車場から「生
ずる収益の法律上帰属するとみられる者」に当たる
こととなる。

　つまりこの使用貸借契約は有効であり、収益の法
律上の帰属者は相続人達である、という。法律上収
益が帰属しているなら、課税上も相続人達と判断し
ても良さそうであるが、この後が一審とはガラッと
変わってしまうのである。
　被控訴人乙及び同丙が「単なる名義人であって、
その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を
享受する場合」に当たるか
（１）所得税法１２条は、租税負担の公平を図るため、

資産から生ずる収益の帰属について、名義又は
形式とその実質が異なる場合には、当該資産の
名義又は形式にかかわらず、当該資産の真実の
所有者に帰属させようとした趣旨と解される。
そして、所得税基本通達１２－１が「法第１２
条の適用上、資産から生ずる収益を亭受する者
がだれであるかは、その収益の基因となる資産
の真実の権利者がだれであるかにより判定すべ
きである。」と規定しているのもこれと同じ趣
旨と解され、合理的なものと解すべきである。

（２）不動産所得である本件各土地の駐車場収入は、
本件各土地の使用の対価として受けるべき金銭
という法定果実であり（民法８８条２項）、駐
車場賃貸事業を営む者の役務提供の対価ではな
いから、所有権者がその果実収取権を第三者に
付与しない限り、元来所有権者に帰属すべきも
のである。

 　　そして、本件で被控訴人乙及び同丙が本件各
土地の法定果実を収取できる根拠は使用借権
（民法５９３条）であるが、使用借主は、その
無償性から、本来使用貸主の承諾を得ない限り、
法定果実収取権を有しないところ（同法５９４
条２項）、本件においては、既に本件各土地の
所有権に基づき駐車場賃貸事業を営んで賃料収
入を取得していた亡甲が、子である被控訴人乙
及び同丙に本件各土地を使用貸借し、法定果実
の収取を承諾して、その事業を前記被控訴人ら
に承継させたというのであるから、本件各取引
は、亡甲が本件各土地の所有権の帰属を変えな
いまま、何らの対価も得ることなく、そこから
生じる法定果実の帰属を子である前記被控訴人
らに移転させたものと評価できる。しかも、使
用貸借における転貸の承諾、すなわち法定果実
収取権の付与は、その無償性から、その承諾を
撤回し、将来に向かって付与しないことがで
きると考えられることからすると、そもそも
亡甲から使用貸借に基づく法定果実収取権を
付与されたことで、当然に実質的にも本件各
土地からの収益を享受する者と断ずることは
できないというべきである。

 　　さらに本件各取引がなされた経緯について
みると、前記認定事実によれば、被控訴人乙は、
本件税理士法人に亡甲の相続にかかる相続税
対策について相談し、被控訴人乙及び同丙が
亡甲の財産を相続する際、相続税の納付のた
めに遺産（不動産）の売却を余儀なくされる
ような事態を避けるため、亡甲及び被控訴人
丙らに対してもその趣旨を説明の上、本件各
使用貸借契約を含む本件各取引を締結して、
亡甲が従前から営んでいた賃料収入の蓄積に
よる同人名義の将来の遺産の増加を抑制する
ことを企図するとともに、当面の所得税の節
税をも企図したものであることが認められる。

 　　そして、本件各取引の結果、亡甲から本件
各使用貸借に基づく法定果実収取権を付与さ
れ、本件各土地上で駐車場賃貸事業を営むこ
とになった被控訴人乙及び同丙は、本件各取
引等に関し、特段の出捐をしたとは認めるに
足りないし、亡甲が管理業務を有償で委任し
ていた管理会社に引き続き同業務を有償で委

任したことにより、その管理に必要な役務を提
供したとも認めるに足りない。しかも、亡甲は、
本件各土地以外にも、同人らに対し、自己所有
の土地建物に無償で居住させた上、その固定資
産税も亡甲が負担するなどして、それらの不動
産の使用収益の利益を付与していたことも、本
件各取引に基づく本件各土地に関する法定果実
収取権の付与と同質のものであって、それらに
よって同人らが亡甲から親族間の情誼により相
当の援助を受けていた関係にあったというべき
である。

 　　そうすると、本件各取引は、亡甲の相続にか
かる相続税対策を主たる目的として、亡甲の存
命中は、本件各土地の所有権はあくまでも亡甲
が保有することを前提に、本件各土地による亡
甲の所得を子である被控訴人乙及び同丙に形式
上分散する目的で、同人らに対して本件各使用
貸借契約に基づく法定果実収取権を付与したも
のにすぎないものと認められる。

　　　したがって、たとえ、本件各取引後、本件
各土地の駐車場の収益が被控訴人乙及び同丙
の口座に振り込まれていたとしても、そのよ
うに亡甲が子である被控訴人乙及び同丙に対
する本件各土地の法定果実収取権の付与を継
続していたこと自体が、亡甲が所有権者とし
て享受すべき収益を子に自ら無償で処分して
いる結果であると評価できるのであって、や
はりその収益を支配していたのは亡甲という
べきであるから、平成２６年２月以降の本件
各駐車場の収益については、被控訴人乙及び
同丙は単なる名義人であって、その収益を享
受せず、亡甲がその収益を享受する場合に当
たるというべきである。

　
　法律上の帰属者と実質上の帰属者とが異なり、本
件の場合は、亡き父親が実質上の帰属者だとの判断
をして、納税者の主張を退けたことになる。
　法形式的には相続人達に帰属するように見える
が、真の法律関係からすると父親が所有している
のだ、という判断であろうが、法律上は契約自体
を否定するような特段の事情もなかったが、他方
でこれを認めると租税回避が容易に計画できるこ
とを懸念してこのような判断をしたものと思われ

る。他に何の合理的理由がなく、租税回避だけが目
的だと思われると、このような判断になる可能性が
強いと言えよう。

（４）２年連続期限遅れのみでも青色承認取消 ?

　年末に税理士事務所が申告書を二期連続期限後に
出したことだけを理由に青色承認の取り消しがなさ
れ、それを争った事案の判決が飛び込んできた（福
岡地方裁判所令和 4 年 12 月 14 日判決、TAINS 収
録作業中）。確かに、期限後提出は法律にも取消の
理由にされており、事務運用指針にも次のように規
定されている。
4　無申告又は期限後申告の場合における青色申告

の承認の取消し　
　　　法第 127 条第 1 項第 4 号の規定による取消し

は、2 事業年度連続してその提出期限内に法第
74 条第 1 項の規定による申告書の提出がない
場合に行うものとする。この場合、当該 2 事業
年度目の事業年度以後の事業年度について、そ
の承認を取り消す。

　しかし、通常はこれだけを理由に取り消すことは
ないと思われていた。この種の事件の場合は、その
不当性を審判所で争い、実務がよくわかる審判官で
あれば通常はしない処分であり、不当として救済す
る余地がある。しかし、裁判所になると、不当では
争えず、違法を主張しなければならなくなるので、
裁量権の逸脱、または濫用を争うことになる。地裁
は次のように判示している。

１　争点
（1）（本件処分が裁量権の範囲の逸脱又はその濫用

により違法であるか）について　････
（2）これを本件についてみると、前提事実及び掲記

の証拠並びに弁論の全趣旨によれば、次の事情
を指摘することができる。

　ア　原告は、平成３０年６月期及び令和元年６月
期の２事業年度連続で確定申告書を提出期限
までに提出しなかったものである（前提事実
（3）イ）。そして、この事実は、法人税法１２
４条１項４号の承認取消事由に該当する上、
青色申告承認取消しの取扱基準について定め

る本件事務運営指針の４にも該当する。
　　　確定申告書を提出期限までに提出すること

は、青色申告法人の基本的義務というべきであ
り、２事業年度連続で確定申告書を期限内に提
出しないことは、法人税法第２７条１項４号の
違反の程度としては軽視することのできないも
のというべきである。

　イ　原告が２事業年度連続で確定申告書を提出期
限までに提出しなかった原因は、本件税理士法
人の担当職員が期限内に提出することを失念し
たことによるものである。しかし、税理士法２
条１項１号に規定する税務代理は、民法９９条
が規定する代理人が本人に代わって意思表示を
行う行為に該当し、その法律効果は直接本人に
帰属するのであるから、納税者が自己の判断と
責任において、申告手続を税理士に委任し、当
該税理士が代理人として申告した以上、その申
告は申告名義人である納税者の行為として取り
扱われるものと解される。そうすると、２事業
年度連続で確定申告書が期限内不提出となった
原因が、本件税理士法人の担当職員の過誤によ
るものであるとしても、このような事情は、原
告と本件税理士法人の間の内部事情によるもの
といわざるを得ない。

(3)以上の事情からすれば、処分行政庁が本件処分(青
色申告の承認の取消し ) をしたことについて、
裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるとは
認めらない。

　原告会社は設立以来、重加算税処分を受けたこと
がないどころか、ここ十年指摘事項が一度もない優
良な法人だったようだが、それでも自動的に２年で
取り消す方向に変化してきたようだ。

おわりに
　TAINS に収録されている令和４年の裁判例から
いくつか取り出して紹介してきたが、最後の４番目
の問題は税理士として重く受け止めておかねばなら
ない。税理士と大学教員の大きな資質の違いは、
期限まで書くのが税理士で、期限が来てから書く
のが大学教員と揶揄してきたが、この差は加算税
や青色承認取り消しなどが税理士業務にはつきも
のだということから来ているのであろう。
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これらについては、被相続人の遺言に従って、
上告人らのうちの１名が取得した。なお、同
人は、平成２５年３月７日付けで、本件乙不
動産を代金５億１５００万円で第三者に売却
した。

（４）本件各不動産が被相続人の相続財産に含まれ
るに至った経緯等は、次のとおりである。

ア　被相続人は、平成２１年１月３０日付けで信
託銀行から６億３０００万円を借り入れた上、
同日付けで本件甲不動産を代金８億３７００
万円で購入した。

イ　被相続人は、平成２１年１２月２１日付けで
共同相続人らのうちの１名から４７００万円
を借り入れ、同月２５日付けで信託銀行から
３億７８００万円を借り入れた上、同日付け
で本件乙不動産を代金５億５０００万円で購
入した。

ウ　被相続人及び上告人らは，上記ア及びイの本
件各不動産の購入及びその購入資金の借入れ
（以下、併せて「本件購入・借入れ」という。）を、
被相続人及びその経営していた会社の事業承
継の過程の一つと位置付けつつも、本件購入・
借入れが近い将来発生することが予想される
被相続人からの相続において上告人らの相続
税の負担を減じ又は免れさせるものであるこ
とを知り、かつ、これを期待して、あえて企
画して実行したものである。

　要するに、二つの建物を借入金付きで購入し、評
価通達を利用して、課税価格を減らして、通常なら
約 2 億円になる相続税額を 0 円にする申告を行った
のである。そこで、税務署が伝家の宝刀総則 6 項を
適用して、時価で課税し、納税者がこれを争ったわ
けである。しかし、地裁も高裁も、このような方法
を認めると「実質的な租税負担の公平を著しく害し
不当な結果を招来する」から、「他の合理的な方法
によって評価することが許される」として本件各更
正処分は適法と判断していたのである。
　これを受けて最高裁は、どのような判断をした
か、次の部分が重要である。

４
（１）相続税法２２条は、相続等により取得した財

産の価額を当該財産の取得の時における時価に
よるとするが、ここにいう時価とは当該財産の
客観的な交換価値をいうものと解される。そし
て、評価通達は、上記の意味における時価の評
価方法を定めたものであるが、上級行政機関が
下級行政機関の職務権限の行使を指揮するため
に発した通達にすぎず、これが国民に対し直接
の法的効力を有するというべき根拠は見当たら
ない。そうすると、相続税の課税価格に算入さ
れる財産の価額は、当該財産の取得の時におけ
る客観的な交換価値としての時価を上回らない
限り、同条に違反するものではなく、このこと
は、当該価額が評価通達の定める方法により評
価した価額を上回るか否かによって左右されな
いというべきである。

　　　そうであるところ、本件各更正処分に係る課
税価格に算入された本件各鑑定評価額は、本件
各不動産の客観的な交換価値としての時価であ
ると認められるというのであるから、これが本
件各通達評価額を上回るからといって、相続税
法２２条に違反するものということはできな
い。

　つまり、最高裁は、相続税法という法律は「時価」
で課税するぞ、と書いてあるではないか。だから時
価で課税すること自体は基本的には違法ではないの
だ、といっているのである。読者の中にはそれでは
通達に従う意味がないではないか、と思われる方も
いると思うので、少し私なりの説明も付け加えてみ
よう。
　相続税法は、最高裁が言うとおり「時価」、通常の
取引価額で課税して良いといっているのである。だ
から、この法律の規定は、ある意味で非常に恐ろし
いのである。他方で、相続による財産の承継は取引
ではない。日本の相続法は大陸法の相続法を受け入
れ、相続開始と同時に相続人の共有状態になってし
まうので、第三者間の取引のような行為は行われな
い。つまり、相続の時に課税庁が時価で課税したく
ともその時価が見えないのである。そこで、課税し
やすいように運用上の基準として評価通達を定める
が、その額が時価を超えることはあってはならない
ことになる。だから評価額は慎重になり、謙抑的に
なり、時価よりはかなり低い安全な価額で課税する

ことにならざるを得ないことになる。だが、それで
も当該不動産の特殊事情のために通達での評価額で
も時価を上回ってしまう場合がある。そういう場合
には、総則 6 項で調整するのである。つまり、総則
6 項は本来、通達評価でも高くなってしまう特殊事
情がある場合に通達評価額を下げるために設けられ
たものであったのである。
　読者の方は、通達評価額が時価評価だと理解され
てきた方がいるかもしれないが、私は、通達評価は
「時価以下」評価額だと理解してきた。法律が時価
課税を要求しているが、時価が見えないために安全
に時価以下評価してきたのである。だから、納税者
はこの通達を大事にし、乱用しないようにしておか
ないと、時価で課税されるリスクがあるよ、と述べ
てきたのである。この事件は、まさしく、この安い
時価以下評価を意図的に利用しようとしたことにな
る。この評価通達を時価と同視し、通達で規定して
いる以上、課税庁は通達評価を尊重しなければなら
ない、という論理で納税者が勝つならば、不公平を
将来させないために、課税庁としては時価以下評価
をやめ、リスク覚悟で時価ぎりぎりの評価をせざる
を得なくなるのではないだろうか。私はこのように
考えていたから、一人の富裕者の租税回避のために、
多数の納税者の評価額が上がるような議論にはあま
りくみしたくなかった。現行の時価以下評価でも、
皆が同じように時価以下評価であればいいのではな
いかということである。
　最高裁は、この納税者には時価以下評価を適用
しないことの不平等問題を次のように述べている。
（２）
ア　　他方、租税法上の一般原則としての平等原

則は、租税法の適用に関し、同様の状況にあ
るものは同様に取り扱われることを要求する
ものと解される。そして、評価通達は相続財
産の価額の評価の一般的な方法を定めたもの
であり、課税庁がこれに従って画一的に評価
を行っていることは公知の事実であるから、
課税庁が、特定の者の相続財産の価額につい
てのみ評価通達の定める方法により評価した
価額を上回る価額によるものとすることは、
たとえ当該価額が客観的な交換価値としての
時価を上回らないとしても、合理的な理由が
ない限り、上記の平等原則に違反するものと

して違法というべきである。もっとも、上記に
述べたところに照らせば、相続税の課税価格に
算入される財産の価額について、評価通達の定
める方法による画一的な評価を行うことが実質
的な租税負担の公平に反するというべき事情が
ある場合には、合理的な理由があると認められ
るから、当該財産の価額を評価通達の定める方
法により評価した価額を上回る価額によるもの
とすることが上記の平等原則に違反するもので
はないと解するのが相当である。

イ　　これを本件各不動産についてみると、本件各
通達評価額と本件各鑑定評価額との間には大き
なかい離があるということができるものの、こ
のことをもって上記事情があるということはで
きない。

　　　もっとも、本件購入・借入れが行われなけれ
ば本件相続に係る課税価格の合計額は６億円を
超えるものであったにもかかわらず、これが行
われたことにより、本件各不動産の価額を評価
通達の定める方法により評価すると、課税価格
の合計額は２８２６万１０００円にとどまり、
基礎控除の結果、相続税の総額が０円になると
いうのであるから、上告人らの相続税の負担は
著しく軽減されることになるというべきであ
る。そして、被相続人及び上告人らは、本件購入・
借入れが近い将来発生することが予想される被
相続人からの相続において上告人らの相続税の
負担を減じ又は免れさせるものであることを知
り、かつ、これを期待して、あえて本件購入・
借入れを企画して実行したというのであるか
ら、租税負担の軽減をも意図してこれを行った
ものといえる。そうすると、本件各不動産の価
額について評価通達の定める方法による画一的
な評価を行うことは、本件購入・借入れのよう
な行為をせず、又はすることのできない他の納
税者と上告人らとの間に看過し難い不均衡を生
じさせ、実質的な租税負担の公平に反するとい
うべきであるから、上記事情があるものという
ことができる。

ウ　　したがって、本件各不動産の価額を評価通達
の定める方法により評価した価額を上回る価額
によるものとすることが上記の平等原則に違反
するということはできない。

　これはその通りだといわざるをえない。もちろん、
この通達に振り回された納税者はお気の毒に思う
し、通達を適用すべき場合と、総則 6 項が適用され
る場合の基準をもう少し明確にする必要性はあろ
う。また、通達を利用した申告も申告としては誤り
ではないので、過少申告加算税などは本来あり得な
いものだと考えるが、総則 6 項については以上のよ
うに考えている。
留意点
　１）相続税法は「時価」課税だ。しかし、相続に

よる財産の移動は取引ではない。
　２）だから通常は「時価」は見えない。そこで、

評価通達は「時価以下」にし、安全に課税する。
　３）だから、相続に際して合理的理由もなく「時価」

を見せるような行為をすると危ない。

（２）共有物の分割と不動産取得税（最高裁令和　
　４年３月２２日判決TAINS Ｚ９９９－８４４４）
　地方税法７３条の７第２号の３は，共有物の分
割による不動産の取得に対しては，同号括弧書き
に規定する「当該不動産の取得者の分割前の当該
共有物に係る持分の割合を超える部分」（以下「持
分超過部分」という。）の取得を除き，同税を課す
ることができないと規定している。
　この場合、共有分割で土地を取得したが、それ
までは１０の１しか持ち分がなかった土地を、相
続財産全体の１０分の１として、土地だけを取得
したような場合は、どうなるのだろう。
　五人の相続人がいるが、被相続人が、そのうち
の一人娘だけに全部を相続させる遺言を残した。
男の四人の相続人は遺留分減殺請求をおこす。す
ると、すべての相続財産は１０分の１ずつの共有
になり、土地についても１０分の１となる。そこで、
東京地方裁判所は，平成２７年８月，本件各不動
産に係る共有物分割の訴えについて，これらを一
括して分割の対象とした上で，そのうちいくつか
の各土地を上告人の単独所有とし，その余を他の
共有者らの各単独所有とすることなどを内容とす
る判決を言い渡し，同判決は確定した。
　その後、東京都足立都税事務所長は、上記の共
有物の分割により上告人が本件各土地の各持分１
０分の９を取得したこと（以下「本件各取得」と
いう。）に対する不動産取得税の賦課決定処分（以

下「本件各処分」という。）をしたので、この相続
人が争ったのである。
　最高裁の判断は次の通りであった。
３
（１）地方税法７３条の７第２号の３は，共有物の

分割による不動産の取得について，同法７３条
の２第１項にいう「不動産の取得」に該当し，
本来は不動産取得税の課税の対象となることを
前提に，その例外として，持分超過部分の取得
を除いては非課税とする旨を定めたものと解さ
れる。

　　　前記１（２）のとおり，上告人は，複数の不
動産を一括して分割の対象とする共有物の分割
により，本件各土地の各持分１０分の９を取得
したものであることから，このような場合にお
ける持分超過部分の有無及び額の判断の方法が
問題となる。

（２）地方税法７３条の１３第１項は，不動産取得
税の課税標準を，不動産を取得した時におけ
る不動産の価格とする旨規定し，同法７３条
の２１第１項本文は，固定資産課税台帳に固
定資産の価格が登録されている不動産につい
ては，当該価格により当該不動産に係る同税
の課税標準となるべき価格を決定するものと
する旨規定する。そして，固定資産課税台帳は，
原則として，登記簿に登記されている土地又
は家屋（住家その他の建物をいう。）について，
その価格等所定の事項を登録するものである
（同法３４１条１０号，１２号）ところ，土地
は１筆の土地ごとに，建物は１個の建物ごと
に登記されている（不動産登記法２条５号参
照）。

　　　また，地方税法７３条の１５の２第１項は，
不動産取得税の課税標準となるべき額が所定
の額に満たない場合においては，同税を課す
ることができない旨を規定するところ，同条
２項は，複数の土地の取得又は複数の家屋の
取得をもって一の土地の取得又は１戸の家屋
の取得とみなして同条１項の規定を適用する
場合について，特に規定している。

　　　以上のような不動産取得税に関する地方税
法の規定の内容等に照らせば，同税は，個々
の不動産の取得ごとに課されるものであると

いうことができる。
　　　そうすると，共有物の分割による不動産の取

得に係る持分超過部分の有無及び額について
は，複数の不動産を一括して分割の対象とする
場合であっても，その対象とされた個々の不動
産ごとに判断すべきものと解するのが，不動産
取得税の課税の仕組みと整合的であるというべ
きであり，また，地方税法７３条の７第２号の
３括弧書きの「分割前の当該共有物に係る持分
の割合」という文言にも沿う解釈ということが
できる。

　　　したがって，複数の不動産を一括して分割の
対象とする共有物の分割により不動産を取得し
た場合における持分超過部分の有無及び額につ
いては，分割の対象とされた個々の不動産ごと
に，分割前の持分の割合に相当する価格と分割
後に所有することとなった不動産の価格とを
比較して判断すべきものと解するのが相当で
ある。

（３）前記事実関係等によれば，上告人は，共有物
の分割により，従前は持分１０分の１を有し
ていた本件各土地について，それぞれ，他の
共有者から，その余の持分１０分の９を取得
したというのであるから，本件各取得の全部
が持分超過部分の取得に当たることが明らか
である。したがって，本件各取得に対しては
地方税法７３条の７第２号の３の規定により
不動産取得税を課することができないとはい
えない。

　要するに、相続財産税体で分割割合を見るので
はなく、個々の土地毎に超過部分を判断すると言
うことになる。共有物の分割に係わるときは注意
が必要となる。なお、遺産全部を特定の相続人に
相続させる旨の遺言による遺産の当該相続人への
承継に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使し
た場合に遺留分権利者に帰属する権利は，遺産分
割の対象となる遺産としての性質を有しないもの
と解されているので、（最高裁平成３年（オ）第１
７７２号同８年１月２６日第二小法廷判決・民集
５０巻１号１３２頁参照）、相続による取得とも言
えないので、非課税とはならないのである。
　なお、民法改正により、遺留分減殺請求の法的

する駐車場管理契約の各契約による一連の取引（本
件各取引）がされている。

　３　原告は、平成２６年１月まで各土地の賃貸人と
して駐車場収入を得ていたところ、同年２月以降
の駐車場収入については、使用貸借契約等により、
賃貸人が長男乙又は長女丙になり、各駐車場収入
は乙又は丙に帰属するものとして確定申告をして
いるから、平成２６年２月以降の駐車場収入が原
告に帰属するか否かを検討するに当たり、使用貸
借契約が成立したか否かが問題となる。

　４　本件各使用貸借契約書の原告の署名・押印は真
正なものであるから、民事訴訟法２２８条４項に
よれば、使用貸借契約書の原告作成部分は真正に
成立したものと推定されることになる。

　５　これに対し、被告は、原告が使用貸借契約書の
内容を全く認識していなかったと認められるから
上記推定は働かない旨主張する。しかしながら、
使用貸借契約書の署名・押印に至る経緯、使用貸
借契約書の記載内容その他本件各取引の内容、原
告の知識・経験・行動傾向等、各取引後の取引実態、 
確定申告における原告の行動等を総合すれば、原
告が使用貸借契約書の基本的な内容を認識した上
で使用貸借契約書に署名・押印した事実を優に認
定することができる。

　６　経験則に照らせば、使用貸借契約書のような処
分証書が真正に成立していれば、「特段の事情」
がない限り、作成者によって記載どおりの行為が
されたことを認めるべきである（処分証書の法
理）。

　７　被告は、本件各取引は異常であり、特段の事情
がある旨主張する。しかし、本件各取引によって、
駐車場収入が乙又は丙に帰属することになるが、
原告と乙・丙は親子の関係にあり、原告が十分な
収入を得ており、高齢でもあったことにも照らす
と、駐車場収入が各土地の所有者ではない乙又は
丙に帰属するからといって本件各取引が社会通念
に照らして異常なものであるということはできな
い。

　８　被告は、本件各取引は、乙及び税理士法人が、
総体としての租税負担を免れることを目的に企図
したこと等の特段の事情がある旨主張する。しか
し、節税効果を発生させることを動機として使用
貸借契約を締結することはあり得るのであって、

節税の動機と目的物を無償で使用収益させる意思
とは併存し得るものであるから、上記の目的があ
る場合であっても、直ちに使用貸借契約書に記載
どおりの行為がされたとの経験則を妨げる「特段
の事情」があるとすることはできないというべき
である。

　９　本件各使用貸借契約は成立したと認められると
ころ、使用貸借契約は対価を払わないで他人の物
を借りて使用収益する契約であるから（民法５９
３条）、乙又は丙は、平成２６年２月以降、原告
から、各土地の使用収益権を与えられたことにな
る。そして、乙又は丙は、各土地の使用収益権に
基づき、第三者との間で賃貸借契約を締結し、各
土地の賃借人から駐車場収入を得ることになる。
他方、原告は、各土地の所有者ではあるが、平成
２６年２月以降は、使用貸借契約の締結により、
各土地の使用収益権を乙又は丙に与えたため、乙
又は丙が賃貸人ということになるから、各土地の
賃貸借契約の賃貸人ではなくなり、駐車場収入を
得ることはできないことになる（実際にも駐車場
収入を得ていない）。

　１０　本件各土地の賃貸借に関する民法上の法律関
係を、所得税法１２条（実質所得者課税の原則）
の規定に照らしてみると、乙又は丙は、「資産又
は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられ
る者」に該当するというべきであり、実際にも駐
車場収入を収益として享受しているから、「単な
る名義人であって、その収益を享受」しないとい
うことはできない。さらに、原告は、駐車場収入
を収益として享受していないから、「その者以外
の者がその収益を享受する場合」における「その
者以外の者」に当たるということもできない。し
たがって、本件において、所得税法１２条の適用
により、平成２６年２月以降の駐車場収入の帰属
が原告にあるということはできないというべきで
ある。

　この判示は多くの税理士に衝撃を与えたと思われ
る。これで所得の分割が可能なら、同じような契約
を考える人も多かったと思われる。その意味で高裁
判決が注目されていたのである。令和４年７月２０
日（TAINS Ｚ８８８－２４２６ ) はまず、前述の贈
与契約について次のような判断を示した。

はじめに　
　コロナの関係で調査数が減少しているせいか、
訴訟の数もだんだん減ってきている。納税者が裁
判所ではもはや救済されないとあきらめはじめて
いるのではないか、と少し心配になってくる。裁
判所が、課税庁も納税者もともに法の下に平等だ
という視点をもって、事案をきちんと審査するこ
とを願っているのだが、そのためには課税庁以上
に税法についての判断能力が必要だ。しかし、裁
判例を見ると、法人税の損金と所得税の必要経費
の本質的な意味の違いを理解しないまま、損金を
必要経費と同じように考えて損金性を否定してい
る例が増えてきている。そうした判決に対する批
判もしたいが、ここでは、2022 年度の裁判例の中
から、TAINS の会員に留意しておいて欲しい事例
を取り上げ、簡単に私なりの留意点を示しておき
たい。

（１）通達の法的性格（最高裁令和 4 年 4 月 19 日
　　判決 TAINS Ｚ８８８－２４０６）
　今年なによりも注目されたのは、相続税の財産
評価通達の評価額を利用して、課税価額の引き下
げを行った納税者に対して、課税庁が評価通達総
則 6 項（「この通達の定めによって評価することが
著しく不当と認められる財産の価額は、国税庁長
官の指示を受けて評価する」）を適用し、時価で課
税した事件であろう。しかも、地裁・高裁で納税
者が敗訴していたのに、最高裁が弁論を開いたの
で、納税者が勝ちそうだと言うことで、不動産関
係者にも大きな関心を集めた。私自身も高裁判決が
覆るものと思い込み、どこが変えられるのか、真剣
に悩んでいた。というのは、私は原告を応援してい
た税理士や研究者とは異なり高裁判決でやむを得な
いと考えていたからである。しかし、最高裁の弁論

は高裁判決を覆すためのものではなく、総則 6 項
についての最高裁としての姿勢を従来示してこな
かったので、その点を明確にするという意味での
弁論だったようであり、結論は高裁と同じだった。
そこで、この最高裁判決の内容を少し考えてみよ
う。
　　
　事実関係は次のように整理されている。
（１）相続税法２２条は、同法第３章で特別の定め

のあるものを除くほか、相続等により取得した
財産の価額は当該財産の取得の時における時価
により、当該財産の価額から控除すべき債務の
金額はその時の現況による旨を規定する。

（２）評価通達１（２）は、時価とは課税時期（相
続等により財産を取得した日等）においてそれ
ぞれの財産の現況に応じ不特定多数の当事者間
で自由な取引が行われる場合に通常成立すると
認められる価額をいい、その価額は評価通達の
定めによって評価した価額による旨を定める。
他方、評価通達６は、評価通達の定めによって
評価することが著しく不適当と認められる財産
の価額は国税庁長官の指示を受けて評価する旨
を定める。

（３）Ａ（以下「被相続人」という。）は、平成２４年
６月１７日に９４歳で死亡し、上告人らほか２
名（以下「共同相続人ら」という。）がその財
産を相続により取得した（以下、この相続を「本
件相続」という。）。

　　　被相続人の相続財産には、第１審判決別表１
記載の土地及び同別表２記載の建物（以下、併
せて「本件甲不動産」という。）並びに同別表
３記載の土地及び建物（以下、併せて「本件乙
不動産」といい、本件甲不動産と併せて「本件
各不動産」という。）が含まれていたところ、

性質が変わったので、今後同様なことがあっても、
遺留分減殺請求により１０分の１の共有になること
はなくなるので、今後は分割協議で土地を取得した
時に、１０分の１０の課税になることにも留意して
おこう。

（３）親子間の土地の使用貸借と駐車場収入の帰属
　・・・（大阪地裁令和３年４月２２日判決　　　
　TAINS Ｚ８８８－２３６３）
　子供が親の土地を使用貸借し、アパートなどを建
てて賃料収入が発生した場合、その収入は子供に帰
属する。課税上もそれを承認している。だが、土地
を単に使用貸借した後に、その土地を駐車場として
賃貸し、その収入が発生した場合、その賃料を子供
に帰属させるのは、土地の所有権が父親にある以上、
少なくとも課税上は難しい取り扱いだった。そこで、
土地の一部の所有権を子供に帰属させた上で、駐車
場賃料を得た場合にはどうなるかが争われた事件が
あった。
　具体的には、父親である亡甲が、平成２６年１月
２５日、被控訴人である長男乙との間で、Ｐ等土地
上に敷設されたアスファルト舗装・車止め・フェン
スを、被控訴人乙に贈与する旨の契約を締結し、同
日、被控訴人長女丙との間で、Ｒ土地上に敷設され
たアスファルト舗装を被控訴人丙に贈与する旨の契
約をしたのである。土地の表面上の一部を贈与する
奇策を使い、その後の家賃収入をこども達に帰属さ
せたわけである。
　課税庁はこれを否認し、父親に帰属するとして課
税。大阪地裁令和３年４月２２日判決は次のように
判示し、これを認めたのである。
判示事項
　１　本件は、原告が、平成２６年分の所得税等につ

いて、収入の計上誤り等を理由とする更正の請求
をしたところ、処分行政庁から、更正すべき理由
がない旨の通知処分を受けたほか、原告の子ら（長
男乙及び長女丙）の名義で賃貸された土地の賃料
（駐車場収入）は原告に帰属するとして、増額更
正処分等を受けた事案である。

　２　本件においては、原告と長男乙及び長女丙との
間で、各土地の使用貸借契約及び各土地上に敷設
されたアスファルト舗装等の贈与契約、乙及び丙
と各賃借人間の賃貸借契約、委任者を乙及び丙と

　まず、贈与契約の部分であるが、舗装部分は不能
である、とされた。
　アスファルト舗装は、路盤にアスファルト混合物
を敷き均して、転圧機械により所定の密度が得られ
るまで締固め、所定の形状に平坦に仕上げるもので
あり、アスファルト舗装された地面のうち、アスファ
ルト混合物が含まれる表層及び基層部は、土地の構
成部分となり、独立の所有権が成立する余地はない
というべきである。
 したがって、亡甲において、本件各贈与契約のう
ち本件各舗装部分の所有権を被控訴人乙及び同丙に
移転させることは原始的に不能であることは明らか
であるから、本件各贈与契約のうち前記舗装部分等
を対象とする部分はいずれも無効といわなければな
らない。そうすると、本件各使用貸借契約書の作成
により、当事者が当初意図したところの被控訴人乙
及び同丙が本件各舗装部分を所有することを目的
とした本件各使用貸借契約が成立したと解釈する
余地はないというべきである。

　しかし、付合している本件各舗装部分をも含む
本件各土地を使用貸借したものと解したとしても
おかしくないとして、次のようにもいうのである。
　付合した本件各舖装部分を含む本件各土地を目
的とする本件各使用貸借契約の成否
ア　しかし、先に述べたところの、被控訴人乙及

び同丙が本件各舗装部分等を所有するという
本件各使用貸借契約の目的は、本件各贈与契
約が同時に締結されたことや同契約書の記載
から合理的に解釈されることに止まり、本件
各使用貸借契約書上は、付合している本件各
舗装部分をも含む本件各土地を使用貸借した
ものと解したとしても、特段整合しない記載
は認められない。むしろ、同契約書には、使
用貸借の目的は、被控訴人乙や同丙が本件各
土地を駐車場として使用することにある旨記
載されていることからして、本件各使用貸借
契約の対象を、付合した本件各舗装部分をも
含む本件各土地と解した方が自然で合理的と
も評価できるのである。そして、本件各贈与
契約書にも、被控訴人乙及び同丙が本件各舗
装部分上で駐車場賃貸事業を営むことが記載
されていて、本件各舗装部分の所有権の帰属

について当事者に法律の錯誤があったものの、
本件各取引の結果、本件各使用貸借により、付
合した同部分も含めた本件各土地上で被控訴人
乙及び同丙が駐車場賃貸事業を営むことは当事
者双方が明確に認識していたのであるから、本
件各使用貸借契約書の作成により本件各使用貸
借契約が成立したと認定できるのであれば、そ
の内容は本件各舗装部分を含む本件各土地を使
用貸借させるものであると解するのが合理的と
いうべきである。････

　
　以上によれば、被控訴人乙及び同丙は、本件各土
地について、本件各使用貸借契約に基づく収益権と
しての使用借権を有するから、本件駐車場から「生
ずる収益の法律上帰属するとみられる者」に当たる
こととなる。

　つまりこの使用貸借契約は有効であり、収益の法
律上の帰属者は相続人達である、という。法律上収
益が帰属しているなら、課税上も相続人達と判断し
ても良さそうであるが、この後が一審とはガラッと
変わってしまうのである。
　被控訴人乙及び同丙が「単なる名義人であって、
その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を
享受する場合」に当たるか
（１）所得税法１２条は、租税負担の公平を図るため、

資産から生ずる収益の帰属について、名義又は
形式とその実質が異なる場合には、当該資産の
名義又は形式にかかわらず、当該資産の真実の
所有者に帰属させようとした趣旨と解される。
そして、所得税基本通達１２－１が「法第１２
条の適用上、資産から生ずる収益を亭受する者
がだれであるかは、その収益の基因となる資産
の真実の権利者がだれであるかにより判定すべ
きである。」と規定しているのもこれと同じ趣
旨と解され、合理的なものと解すべきである。

（２）不動産所得である本件各土地の駐車場収入は、
本件各土地の使用の対価として受けるべき金銭
という法定果実であり（民法８８条２項）、駐
車場賃貸事業を営む者の役務提供の対価ではな
いから、所有権者がその果実収取権を第三者に
付与しない限り、元来所有権者に帰属すべきも
のである。

 　　そして、本件で被控訴人乙及び同丙が本件各
土地の法定果実を収取できる根拠は使用借権
（民法５９３条）であるが、使用借主は、その
無償性から、本来使用貸主の承諾を得ない限り、
法定果実収取権を有しないところ（同法５９４
条２項）、本件においては、既に本件各土地の
所有権に基づき駐車場賃貸事業を営んで賃料収
入を取得していた亡甲が、子である被控訴人乙
及び同丙に本件各土地を使用貸借し、法定果実
の収取を承諾して、その事業を前記被控訴人ら
に承継させたというのであるから、本件各取引
は、亡甲が本件各土地の所有権の帰属を変えな
いまま、何らの対価も得ることなく、そこから
生じる法定果実の帰属を子である前記被控訴人
らに移転させたものと評価できる。しかも、使
用貸借における転貸の承諾、すなわち法定果実
収取権の付与は、その無償性から、その承諾を
撤回し、将来に向かって付与しないことがで
きると考えられることからすると、そもそも
亡甲から使用貸借に基づく法定果実収取権を
付与されたことで、当然に実質的にも本件各
土地からの収益を享受する者と断ずることは
できないというべきである。

 　　さらに本件各取引がなされた経緯について
みると、前記認定事実によれば、被控訴人乙は、
本件税理士法人に亡甲の相続にかかる相続税
対策について相談し、被控訴人乙及び同丙が
亡甲の財産を相続する際、相続税の納付のた
めに遺産（不動産）の売却を余儀なくされる
ような事態を避けるため、亡甲及び被控訴人
丙らに対してもその趣旨を説明の上、本件各
使用貸借契約を含む本件各取引を締結して、
亡甲が従前から営んでいた賃料収入の蓄積に
よる同人名義の将来の遺産の増加を抑制する
ことを企図するとともに、当面の所得税の節
税をも企図したものであることが認められる。

 　　そして、本件各取引の結果、亡甲から本件
各使用貸借に基づく法定果実収取権を付与さ
れ、本件各土地上で駐車場賃貸事業を営むこ
とになった被控訴人乙及び同丙は、本件各取
引等に関し、特段の出捐をしたとは認めるに
足りないし、亡甲が管理業務を有償で委任し
ていた管理会社に引き続き同業務を有償で委

任したことにより、その管理に必要な役務を提
供したとも認めるに足りない。しかも、亡甲は、
本件各土地以外にも、同人らに対し、自己所有
の土地建物に無償で居住させた上、その固定資
産税も亡甲が負担するなどして、それらの不動
産の使用収益の利益を付与していたことも、本
件各取引に基づく本件各土地に関する法定果実
収取権の付与と同質のものであって、それらに
よって同人らが亡甲から親族間の情誼により相
当の援助を受けていた関係にあったというべき
である。

 　　そうすると、本件各取引は、亡甲の相続にか
かる相続税対策を主たる目的として、亡甲の存
命中は、本件各土地の所有権はあくまでも亡甲
が保有することを前提に、本件各土地による亡
甲の所得を子である被控訴人乙及び同丙に形式
上分散する目的で、同人らに対して本件各使用
貸借契約に基づく法定果実収取権を付与したも
のにすぎないものと認められる。

　　　したがって、たとえ、本件各取引後、本件
各土地の駐車場の収益が被控訴人乙及び同丙
の口座に振り込まれていたとしても、そのよ
うに亡甲が子である被控訴人乙及び同丙に対
する本件各土地の法定果実収取権の付与を継
続していたこと自体が、亡甲が所有権者とし
て享受すべき収益を子に自ら無償で処分して
いる結果であると評価できるのであって、や
はりその収益を支配していたのは亡甲という
べきであるから、平成２６年２月以降の本件
各駐車場の収益については、被控訴人乙及び
同丙は単なる名義人であって、その収益を享
受せず、亡甲がその収益を享受する場合に当
たるというべきである。

　
　法律上の帰属者と実質上の帰属者とが異なり、本
件の場合は、亡き父親が実質上の帰属者だとの判断
をして、納税者の主張を退けたことになる。
　法形式的には相続人達に帰属するように見える
が、真の法律関係からすると父親が所有している
のだ、という判断であろうが、法律上は契約自体
を否定するような特段の事情もなかったが、他方
でこれを認めると租税回避が容易に計画できるこ
とを懸念してこのような判断をしたものと思われ

る。他に何の合理的理由がなく、租税回避だけが目
的だと思われると、このような判断になる可能性が
強いと言えよう。

（４）２年連続期限遅れのみでも青色承認取消 ?

　年末に税理士事務所が申告書を二期連続期限後に
出したことだけを理由に青色承認の取り消しがなさ
れ、それを争った事案の判決が飛び込んできた（福
岡地方裁判所令和 4 年 12 月 14 日判決、TAINS 収
録作業中）。確かに、期限後提出は法律にも取消の
理由にされており、事務運用指針にも次のように規
定されている。
4　無申告又は期限後申告の場合における青色申告

の承認の取消し　
　　　法第 127 条第 1 項第 4 号の規定による取消し

は、2 事業年度連続してその提出期限内に法第
74 条第 1 項の規定による申告書の提出がない
場合に行うものとする。この場合、当該 2 事業
年度目の事業年度以後の事業年度について、そ
の承認を取り消す。

　しかし、通常はこれだけを理由に取り消すことは
ないと思われていた。この種の事件の場合は、その
不当性を審判所で争い、実務がよくわかる審判官で
あれば通常はしない処分であり、不当として救済す
る余地がある。しかし、裁判所になると、不当では
争えず、違法を主張しなければならなくなるので、
裁量権の逸脱、または濫用を争うことになる。地裁
は次のように判示している。

１　争点
（1）（本件処分が裁量権の範囲の逸脱又はその濫用

により違法であるか）について　････
（2）これを本件についてみると、前提事実及び掲記

の証拠並びに弁論の全趣旨によれば、次の事情
を指摘することができる。

　ア　原告は、平成３０年６月期及び令和元年６月
期の２事業年度連続で確定申告書を提出期限
までに提出しなかったものである（前提事実
（3）イ）。そして、この事実は、法人税法１２
４条１項４号の承認取消事由に該当する上、
青色申告承認取消しの取扱基準について定め

る本件事務運営指針の４にも該当する。
　　　確定申告書を提出期限までに提出すること

は、青色申告法人の基本的義務というべきであ
り、２事業年度連続で確定申告書を期限内に提
出しないことは、法人税法第２７条１項４号の
違反の程度としては軽視することのできないも
のというべきである。

　イ　原告が２事業年度連続で確定申告書を提出期
限までに提出しなかった原因は、本件税理士法
人の担当職員が期限内に提出することを失念し
たことによるものである。しかし、税理士法２
条１項１号に規定する税務代理は、民法９９条
が規定する代理人が本人に代わって意思表示を
行う行為に該当し、その法律効果は直接本人に
帰属するのであるから、納税者が自己の判断と
責任において、申告手続を税理士に委任し、当
該税理士が代理人として申告した以上、その申
告は申告名義人である納税者の行為として取り
扱われるものと解される。そうすると、２事業
年度連続で確定申告書が期限内不提出となった
原因が、本件税理士法人の担当職員の過誤によ
るものであるとしても、このような事情は、原
告と本件税理士法人の間の内部事情によるもの
といわざるを得ない。

(3)以上の事情からすれば、処分行政庁が本件処分(青
色申告の承認の取消し ) をしたことについて、
裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるとは
認めらない。

　原告会社は設立以来、重加算税処分を受けたこと
がないどころか、ここ十年指摘事項が一度もない優
良な法人だったようだが、それでも自動的に２年で
取り消す方向に変化してきたようだ。

おわりに
　TAINS に収録されている令和４年の裁判例から
いくつか取り出して紹介してきたが、最後の４番目
の問題は税理士として重く受け止めておかねばなら
ない。税理士と大学教員の大きな資質の違いは、
期限まで書くのが税理士で、期限が来てから書く
のが大学教員と揶揄してきたが、この差は加算税
や青色承認取り消しなどが税理士業務にはつきも
のだということから来ているのであろう。
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これらについては、被相続人の遺言に従って、
上告人らのうちの１名が取得した。なお、同
人は、平成２５年３月７日付けで、本件乙不
動産を代金５億１５００万円で第三者に売却
した。

（４）本件各不動産が被相続人の相続財産に含まれ
るに至った経緯等は、次のとおりである。

ア　被相続人は、平成２１年１月３０日付けで信
託銀行から６億３０００万円を借り入れた上、
同日付けで本件甲不動産を代金８億３７００
万円で購入した。

イ　被相続人は、平成２１年１２月２１日付けで
共同相続人らのうちの１名から４７００万円
を借り入れ、同月２５日付けで信託銀行から
３億７８００万円を借り入れた上、同日付け
で本件乙不動産を代金５億５０００万円で購
入した。

ウ　被相続人及び上告人らは，上記ア及びイの本
件各不動産の購入及びその購入資金の借入れ
（以下、併せて「本件購入・借入れ」という。）を、
被相続人及びその経営していた会社の事業承
継の過程の一つと位置付けつつも、本件購入・
借入れが近い将来発生することが予想される
被相続人からの相続において上告人らの相続
税の負担を減じ又は免れさせるものであるこ
とを知り、かつ、これを期待して、あえて企
画して実行したものである。

　要するに、二つの建物を借入金付きで購入し、評
価通達を利用して、課税価格を減らして、通常なら
約 2 億円になる相続税額を 0 円にする申告を行った
のである。そこで、税務署が伝家の宝刀総則 6 項を
適用して、時価で課税し、納税者がこれを争ったわ
けである。しかし、地裁も高裁も、このような方法
を認めると「実質的な租税負担の公平を著しく害し
不当な結果を招来する」から、「他の合理的な方法
によって評価することが許される」として本件各更
正処分は適法と判断していたのである。
　これを受けて最高裁は、どのような判断をした
か、次の部分が重要である。

４
（１）相続税法２２条は、相続等により取得した財

産の価額を当該財産の取得の時における時価に
よるとするが、ここにいう時価とは当該財産の
客観的な交換価値をいうものと解される。そし
て、評価通達は、上記の意味における時価の評
価方法を定めたものであるが、上級行政機関が
下級行政機関の職務権限の行使を指揮するため
に発した通達にすぎず、これが国民に対し直接
の法的効力を有するというべき根拠は見当たら
ない。そうすると、相続税の課税価格に算入さ
れる財産の価額は、当該財産の取得の時におけ
る客観的な交換価値としての時価を上回らない
限り、同条に違反するものではなく、このこと
は、当該価額が評価通達の定める方法により評
価した価額を上回るか否かによって左右されな
いというべきである。

　　　そうであるところ、本件各更正処分に係る課
税価格に算入された本件各鑑定評価額は、本件
各不動産の客観的な交換価値としての時価であ
ると認められるというのであるから、これが本
件各通達評価額を上回るからといって、相続税
法２２条に違反するものということはできな
い。

　つまり、最高裁は、相続税法という法律は「時価」
で課税するぞ、と書いてあるではないか。だから時
価で課税すること自体は基本的には違法ではないの
だ、といっているのである。読者の中にはそれでは
通達に従う意味がないではないか、と思われる方も
いると思うので、少し私なりの説明も付け加えてみ
よう。
　相続税法は、最高裁が言うとおり「時価」、通常の
取引価額で課税して良いといっているのである。だ
から、この法律の規定は、ある意味で非常に恐ろし
いのである。他方で、相続による財産の承継は取引
ではない。日本の相続法は大陸法の相続法を受け入
れ、相続開始と同時に相続人の共有状態になってし
まうので、第三者間の取引のような行為は行われな
い。つまり、相続の時に課税庁が時価で課税したく
ともその時価が見えないのである。そこで、課税し
やすいように運用上の基準として評価通達を定める
が、その額が時価を超えることはあってはならない
ことになる。だから評価額は慎重になり、謙抑的に
なり、時価よりはかなり低い安全な価額で課税する

ことにならざるを得ないことになる。だが、それで
も当該不動産の特殊事情のために通達での評価額で
も時価を上回ってしまう場合がある。そういう場合
には、総則 6 項で調整するのである。つまり、総則
6 項は本来、通達評価でも高くなってしまう特殊事
情がある場合に通達評価額を下げるために設けられ
たものであったのである。
　読者の方は、通達評価額が時価評価だと理解され
てきた方がいるかもしれないが、私は、通達評価は
「時価以下」評価額だと理解してきた。法律が時価
課税を要求しているが、時価が見えないために安全
に時価以下評価してきたのである。だから、納税者
はこの通達を大事にし、乱用しないようにしておか
ないと、時価で課税されるリスクがあるよ、と述べ
てきたのである。この事件は、まさしく、この安い
時価以下評価を意図的に利用しようとしたことにな
る。この評価通達を時価と同視し、通達で規定して
いる以上、課税庁は通達評価を尊重しなければなら
ない、という論理で納税者が勝つならば、不公平を
将来させないために、課税庁としては時価以下評価
をやめ、リスク覚悟で時価ぎりぎりの評価をせざる
を得なくなるのではないだろうか。私はこのように
考えていたから、一人の富裕者の租税回避のために、
多数の納税者の評価額が上がるような議論にはあま
りくみしたくなかった。現行の時価以下評価でも、
皆が同じように時価以下評価であればいいのではな
いかということである。
　最高裁は、この納税者には時価以下評価を適用
しないことの不平等問題を次のように述べている。
（２）
ア　　他方、租税法上の一般原則としての平等原

則は、租税法の適用に関し、同様の状況にあ
るものは同様に取り扱われることを要求する
ものと解される。そして、評価通達は相続財
産の価額の評価の一般的な方法を定めたもの
であり、課税庁がこれに従って画一的に評価
を行っていることは公知の事実であるから、
課税庁が、特定の者の相続財産の価額につい
てのみ評価通達の定める方法により評価した
価額を上回る価額によるものとすることは、
たとえ当該価額が客観的な交換価値としての
時価を上回らないとしても、合理的な理由が
ない限り、上記の平等原則に違反するものと

して違法というべきである。もっとも、上記に
述べたところに照らせば、相続税の課税価格に
算入される財産の価額について、評価通達の定
める方法による画一的な評価を行うことが実質
的な租税負担の公平に反するというべき事情が
ある場合には、合理的な理由があると認められ
るから、当該財産の価額を評価通達の定める方
法により評価した価額を上回る価額によるもの
とすることが上記の平等原則に違反するもので
はないと解するのが相当である。

イ　　これを本件各不動産についてみると、本件各
通達評価額と本件各鑑定評価額との間には大き
なかい離があるということができるものの、こ
のことをもって上記事情があるということはで
きない。

　　　もっとも、本件購入・借入れが行われなけれ
ば本件相続に係る課税価格の合計額は６億円を
超えるものであったにもかかわらず、これが行
われたことにより、本件各不動産の価額を評価
通達の定める方法により評価すると、課税価格
の合計額は２８２６万１０００円にとどまり、
基礎控除の結果、相続税の総額が０円になると
いうのであるから、上告人らの相続税の負担は
著しく軽減されることになるというべきであ
る。そして、被相続人及び上告人らは、本件購入・
借入れが近い将来発生することが予想される被
相続人からの相続において上告人らの相続税の
負担を減じ又は免れさせるものであることを知
り、かつ、これを期待して、あえて本件購入・
借入れを企画して実行したというのであるか
ら、租税負担の軽減をも意図してこれを行った
ものといえる。そうすると、本件各不動産の価
額について評価通達の定める方法による画一的
な評価を行うことは、本件購入・借入れのよう
な行為をせず、又はすることのできない他の納
税者と上告人らとの間に看過し難い不均衡を生
じさせ、実質的な租税負担の公平に反するとい
うべきであるから、上記事情があるものという
ことができる。

ウ　　したがって、本件各不動産の価額を評価通達
の定める方法により評価した価額を上回る価額
によるものとすることが上記の平等原則に違反
するということはできない。

　これはその通りだといわざるをえない。もちろん、
この通達に振り回された納税者はお気の毒に思う
し、通達を適用すべき場合と、総則 6 項が適用され
る場合の基準をもう少し明確にする必要性はあろ
う。また、通達を利用した申告も申告としては誤り
ではないので、過少申告加算税などは本来あり得な
いものだと考えるが、総則 6 項については以上のよ
うに考えている。
留意点
　１）相続税法は「時価」課税だ。しかし、相続に

よる財産の移動は取引ではない。
　２）だから通常は「時価」は見えない。そこで、

評価通達は「時価以下」にし、安全に課税する。
　３）だから、相続に際して合理的理由もなく「時価」

を見せるような行為をすると危ない。

（２）共有物の分割と不動産取得税（最高裁令和　
　４年３月２２日判決TAINS Ｚ９９９－８４４４）
　地方税法７３条の７第２号の３は，共有物の分
割による不動産の取得に対しては，同号括弧書き
に規定する「当該不動産の取得者の分割前の当該
共有物に係る持分の割合を超える部分」（以下「持
分超過部分」という。）の取得を除き，同税を課す
ることができないと規定している。
　この場合、共有分割で土地を取得したが、それ
までは１０の１しか持ち分がなかった土地を、相
続財産全体の１０分の１として、土地だけを取得
したような場合は、どうなるのだろう。
　五人の相続人がいるが、被相続人が、そのうち
の一人娘だけに全部を相続させる遺言を残した。
男の四人の相続人は遺留分減殺請求をおこす。す
ると、すべての相続財産は１０分の１ずつの共有
になり、土地についても１０分の１となる。そこで、
東京地方裁判所は，平成２７年８月，本件各不動
産に係る共有物分割の訴えについて，これらを一
括して分割の対象とした上で，そのうちいくつか
の各土地を上告人の単独所有とし，その余を他の
共有者らの各単独所有とすることなどを内容とす
る判決を言い渡し，同判決は確定した。
　その後、東京都足立都税事務所長は、上記の共
有物の分割により上告人が本件各土地の各持分１
０分の９を取得したこと（以下「本件各取得」と
いう。）に対する不動産取得税の賦課決定処分（以

下「本件各処分」という。）をしたので、この相続
人が争ったのである。
　最高裁の判断は次の通りであった。
３
（１）地方税法７３条の７第２号の３は，共有物の

分割による不動産の取得について，同法７３条
の２第１項にいう「不動産の取得」に該当し，
本来は不動産取得税の課税の対象となることを
前提に，その例外として，持分超過部分の取得
を除いては非課税とする旨を定めたものと解さ
れる。

　　　前記１（２）のとおり，上告人は，複数の不
動産を一括して分割の対象とする共有物の分割
により，本件各土地の各持分１０分の９を取得
したものであることから，このような場合にお
ける持分超過部分の有無及び額の判断の方法が
問題となる。

（２）地方税法７３条の１３第１項は，不動産取得
税の課税標準を，不動産を取得した時におけ
る不動産の価格とする旨規定し，同法７３条
の２１第１項本文は，固定資産課税台帳に固
定資産の価格が登録されている不動産につい
ては，当該価格により当該不動産に係る同税
の課税標準となるべき価格を決定するものと
する旨規定する。そして，固定資産課税台帳は，
原則として，登記簿に登記されている土地又
は家屋（住家その他の建物をいう。）について，
その価格等所定の事項を登録するものである
（同法３４１条１０号，１２号）ところ，土地
は１筆の土地ごとに，建物は１個の建物ごと
に登記されている（不動産登記法２条５号参
照）。

　　　また，地方税法７３条の１５の２第１項は，
不動産取得税の課税標準となるべき額が所定
の額に満たない場合においては，同税を課す
ることができない旨を規定するところ，同条
２項は，複数の土地の取得又は複数の家屋の
取得をもって一の土地の取得又は１戸の家屋
の取得とみなして同条１項の規定を適用する
場合について，特に規定している。

　　　以上のような不動産取得税に関する地方税
法の規定の内容等に照らせば，同税は，個々
の不動産の取得ごとに課されるものであると

いうことができる。
　　　そうすると，共有物の分割による不動産の取

得に係る持分超過部分の有無及び額について
は，複数の不動産を一括して分割の対象とする
場合であっても，その対象とされた個々の不動
産ごとに判断すべきものと解するのが，不動産
取得税の課税の仕組みと整合的であるというべ
きであり，また，地方税法７３条の７第２号の
３括弧書きの「分割前の当該共有物に係る持分
の割合」という文言にも沿う解釈ということが
できる。

　　　したがって，複数の不動産を一括して分割の
対象とする共有物の分割により不動産を取得し
た場合における持分超過部分の有無及び額につ
いては，分割の対象とされた個々の不動産ごと
に，分割前の持分の割合に相当する価格と分割
後に所有することとなった不動産の価格とを
比較して判断すべきものと解するのが相当で
ある。

（３）前記事実関係等によれば，上告人は，共有物
の分割により，従前は持分１０分の１を有し
ていた本件各土地について，それぞれ，他の
共有者から，その余の持分１０分の９を取得
したというのであるから，本件各取得の全部
が持分超過部分の取得に当たることが明らか
である。したがって，本件各取得に対しては
地方税法７３条の７第２号の３の規定により
不動産取得税を課することができないとはい
えない。

　要するに、相続財産税体で分割割合を見るので
はなく、個々の土地毎に超過部分を判断すると言
うことになる。共有物の分割に係わるときは注意
が必要となる。なお、遺産全部を特定の相続人に
相続させる旨の遺言による遺産の当該相続人への
承継に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使し
た場合に遺留分権利者に帰属する権利は，遺産分
割の対象となる遺産としての性質を有しないもの
と解されているので、（最高裁平成３年（オ）第１
７７２号同８年１月２６日第二小法廷判決・民集
５０巻１号１３２頁参照）、相続による取得とも言
えないので、非課税とはならないのである。
　なお、民法改正により、遺留分減殺請求の法的

する駐車場管理契約の各契約による一連の取引（本
件各取引）がされている。

　３　原告は、平成２６年１月まで各土地の賃貸人と
して駐車場収入を得ていたところ、同年２月以降
の駐車場収入については、使用貸借契約等により、
賃貸人が長男乙又は長女丙になり、各駐車場収入
は乙又は丙に帰属するものとして確定申告をして
いるから、平成２６年２月以降の駐車場収入が原
告に帰属するか否かを検討するに当たり、使用貸
借契約が成立したか否かが問題となる。

　４　本件各使用貸借契約書の原告の署名・押印は真
正なものであるから、民事訴訟法２２８条４項に
よれば、使用貸借契約書の原告作成部分は真正に
成立したものと推定されることになる。

　５　これに対し、被告は、原告が使用貸借契約書の
内容を全く認識していなかったと認められるから
上記推定は働かない旨主張する。しかしながら、
使用貸借契約書の署名・押印に至る経緯、使用貸
借契約書の記載内容その他本件各取引の内容、原
告の知識・経験・行動傾向等、各取引後の取引実態、 
確定申告における原告の行動等を総合すれば、原
告が使用貸借契約書の基本的な内容を認識した上
で使用貸借契約書に署名・押印した事実を優に認
定することができる。

　６　経験則に照らせば、使用貸借契約書のような処
分証書が真正に成立していれば、「特段の事情」
がない限り、作成者によって記載どおりの行為が
されたことを認めるべきである（処分証書の法
理）。

　７　被告は、本件各取引は異常であり、特段の事情
がある旨主張する。しかし、本件各取引によって、
駐車場収入が乙又は丙に帰属することになるが、
原告と乙・丙は親子の関係にあり、原告が十分な
収入を得ており、高齢でもあったことにも照らす
と、駐車場収入が各土地の所有者ではない乙又は
丙に帰属するからといって本件各取引が社会通念
に照らして異常なものであるということはできな
い。

　８　被告は、本件各取引は、乙及び税理士法人が、
総体としての租税負担を免れることを目的に企図
したこと等の特段の事情がある旨主張する。しか
し、節税効果を発生させることを動機として使用
貸借契約を締結することはあり得るのであって、

節税の動機と目的物を無償で使用収益させる意思
とは併存し得るものであるから、上記の目的があ
る場合であっても、直ちに使用貸借契約書に記載
どおりの行為がされたとの経験則を妨げる「特段
の事情」があるとすることはできないというべき
である。

　９　本件各使用貸借契約は成立したと認められると
ころ、使用貸借契約は対価を払わないで他人の物
を借りて使用収益する契約であるから（民法５９
３条）、乙又は丙は、平成２６年２月以降、原告
から、各土地の使用収益権を与えられたことにな
る。そして、乙又は丙は、各土地の使用収益権に
基づき、第三者との間で賃貸借契約を締結し、各
土地の賃借人から駐車場収入を得ることになる。
他方、原告は、各土地の所有者ではあるが、平成
２６年２月以降は、使用貸借契約の締結により、
各土地の使用収益権を乙又は丙に与えたため、乙
又は丙が賃貸人ということになるから、各土地の
賃貸借契約の賃貸人ではなくなり、駐車場収入を
得ることはできないことになる（実際にも駐車場
収入を得ていない）。

　１０　本件各土地の賃貸借に関する民法上の法律関
係を、所得税法１２条（実質所得者課税の原則）
の規定に照らしてみると、乙又は丙は、「資産又
は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられ
る者」に該当するというべきであり、実際にも駐
車場収入を収益として享受しているから、「単な
る名義人であって、その収益を享受」しないとい
うことはできない。さらに、原告は、駐車場収入
を収益として享受していないから、「その者以外
の者がその収益を享受する場合」における「その
者以外の者」に当たるということもできない。し
たがって、本件において、所得税法１２条の適用
により、平成２６年２月以降の駐車場収入の帰属
が原告にあるということはできないというべきで
ある。

　この判示は多くの税理士に衝撃を与えたと思われ
る。これで所得の分割が可能なら、同じような契約
を考える人も多かったと思われる。その意味で高裁
判決が注目されていたのである。令和４年７月２０
日（TAINS Ｚ８８８－２４２６ ) はまず、前述の贈
与契約について次のような判断を示した。

はじめに　
　コロナの関係で調査数が減少しているせいか、
訴訟の数もだんだん減ってきている。納税者が裁
判所ではもはや救済されないとあきらめはじめて
いるのではないか、と少し心配になってくる。裁
判所が、課税庁も納税者もともに法の下に平等だ
という視点をもって、事案をきちんと審査するこ
とを願っているのだが、そのためには課税庁以上
に税法についての判断能力が必要だ。しかし、裁
判例を見ると、法人税の損金と所得税の必要経費
の本質的な意味の違いを理解しないまま、損金を
必要経費と同じように考えて損金性を否定してい
る例が増えてきている。そうした判決に対する批
判もしたいが、ここでは、2022 年度の裁判例の中
から、TAINS の会員に留意しておいて欲しい事例
を取り上げ、簡単に私なりの留意点を示しておき
たい。

（１）通達の法的性格（最高裁令和 4 年 4 月 19 日
　　判決 TAINS Ｚ８８８－２４０６）
　今年なによりも注目されたのは、相続税の財産
評価通達の評価額を利用して、課税価額の引き下
げを行った納税者に対して、課税庁が評価通達総
則 6 項（「この通達の定めによって評価することが
著しく不当と認められる財産の価額は、国税庁長
官の指示を受けて評価する」）を適用し、時価で課
税した事件であろう。しかも、地裁・高裁で納税
者が敗訴していたのに、最高裁が弁論を開いたの
で、納税者が勝ちそうだと言うことで、不動産関
係者にも大きな関心を集めた。私自身も高裁判決が
覆るものと思い込み、どこが変えられるのか、真剣
に悩んでいた。というのは、私は原告を応援してい
た税理士や研究者とは異なり高裁判決でやむを得な
いと考えていたからである。しかし、最高裁の弁論

は高裁判決を覆すためのものではなく、総則 6 項
についての最高裁としての姿勢を従来示してこな
かったので、その点を明確にするという意味での
弁論だったようであり、結論は高裁と同じだった。
そこで、この最高裁判決の内容を少し考えてみよ
う。
　　
　事実関係は次のように整理されている。
（１）相続税法２２条は、同法第３章で特別の定め

のあるものを除くほか、相続等により取得した
財産の価額は当該財産の取得の時における時価
により、当該財産の価額から控除すべき債務の
金額はその時の現況による旨を規定する。

（２）評価通達１（２）は、時価とは課税時期（相
続等により財産を取得した日等）においてそれ
ぞれの財産の現況に応じ不特定多数の当事者間
で自由な取引が行われる場合に通常成立すると
認められる価額をいい、その価額は評価通達の
定めによって評価した価額による旨を定める。
他方、評価通達６は、評価通達の定めによって
評価することが著しく不適当と認められる財産
の価額は国税庁長官の指示を受けて評価する旨
を定める。

（３）Ａ（以下「被相続人」という。）は、平成２４年
６月１７日に９４歳で死亡し、上告人らほか２
名（以下「共同相続人ら」という。）がその財
産を相続により取得した（以下、この相続を「本
件相続」という。）。

　　　被相続人の相続財産には、第１審判決別表１
記載の土地及び同別表２記載の建物（以下、併
せて「本件甲不動産」という。）並びに同別表
３記載の土地及び建物（以下、併せて「本件乙
不動産」といい、本件甲不動産と併せて「本件
各不動産」という。）が含まれていたところ、

性質が変わったので、今後同様なことがあっても、
遺留分減殺請求により１０分の１の共有になること
はなくなるので、今後は分割協議で土地を取得した
時に、１０分の１０の課税になることにも留意して
おこう。

（３）親子間の土地の使用貸借と駐車場収入の帰属
　・・・（大阪地裁令和３年４月２２日判決　　　
　TAINS Ｚ８８８－２３６３）
　子供が親の土地を使用貸借し、アパートなどを建
てて賃料収入が発生した場合、その収入は子供に帰
属する。課税上もそれを承認している。だが、土地
を単に使用貸借した後に、その土地を駐車場として
賃貸し、その収入が発生した場合、その賃料を子供
に帰属させるのは、土地の所有権が父親にある以上、
少なくとも課税上は難しい取り扱いだった。そこで、
土地の一部の所有権を子供に帰属させた上で、駐車
場賃料を得た場合にはどうなるかが争われた事件が
あった。
　具体的には、父親である亡甲が、平成２６年１月
２５日、被控訴人である長男乙との間で、Ｐ等土地
上に敷設されたアスファルト舗装・車止め・フェン
スを、被控訴人乙に贈与する旨の契約を締結し、同
日、被控訴人長女丙との間で、Ｒ土地上に敷設され
たアスファルト舗装を被控訴人丙に贈与する旨の契
約をしたのである。土地の表面上の一部を贈与する
奇策を使い、その後の家賃収入をこども達に帰属さ
せたわけである。
　課税庁はこれを否認し、父親に帰属するとして課
税。大阪地裁令和３年４月２２日判決は次のように
判示し、これを認めたのである。
判示事項
　１　本件は、原告が、平成２６年分の所得税等につ

いて、収入の計上誤り等を理由とする更正の請求
をしたところ、処分行政庁から、更正すべき理由
がない旨の通知処分を受けたほか、原告の子ら（長
男乙及び長女丙）の名義で賃貸された土地の賃料
（駐車場収入）は原告に帰属するとして、増額更
正処分等を受けた事案である。

　２　本件においては、原告と長男乙及び長女丙との
間で、各土地の使用貸借契約及び各土地上に敷設
されたアスファルト舗装等の贈与契約、乙及び丙
と各賃借人間の賃貸借契約、委任者を乙及び丙と

　まず、贈与契約の部分であるが、舗装部分は不能
である、とされた。
　アスファルト舗装は、路盤にアスファルト混合物
を敷き均して、転圧機械により所定の密度が得られ
るまで締固め、所定の形状に平坦に仕上げるもので
あり、アスファルト舗装された地面のうち、アスファ
ルト混合物が含まれる表層及び基層部は、土地の構
成部分となり、独立の所有権が成立する余地はない
というべきである。
 したがって、亡甲において、本件各贈与契約のう
ち本件各舗装部分の所有権を被控訴人乙及び同丙に
移転させることは原始的に不能であることは明らか
であるから、本件各贈与契約のうち前記舗装部分等
を対象とする部分はいずれも無効といわなければな
らない。そうすると、本件各使用貸借契約書の作成
により、当事者が当初意図したところの被控訴人乙
及び同丙が本件各舗装部分を所有することを目的
とした本件各使用貸借契約が成立したと解釈する
余地はないというべきである。

　しかし、付合している本件各舗装部分をも含む
本件各土地を使用貸借したものと解したとしても
おかしくないとして、次のようにもいうのである。
　付合した本件各舖装部分を含む本件各土地を目
的とする本件各使用貸借契約の成否
ア　しかし、先に述べたところの、被控訴人乙及

び同丙が本件各舗装部分等を所有するという
本件各使用貸借契約の目的は、本件各贈与契
約が同時に締結されたことや同契約書の記載
から合理的に解釈されることに止まり、本件
各使用貸借契約書上は、付合している本件各
舗装部分をも含む本件各土地を使用貸借した
ものと解したとしても、特段整合しない記載
は認められない。むしろ、同契約書には、使
用貸借の目的は、被控訴人乙や同丙が本件各
土地を駐車場として使用することにある旨記
載されていることからして、本件各使用貸借
契約の対象を、付合した本件各舗装部分をも
含む本件各土地と解した方が自然で合理的と
も評価できるのである。そして、本件各贈与
契約書にも、被控訴人乙及び同丙が本件各舗
装部分上で駐車場賃貸事業を営むことが記載
されていて、本件各舗装部分の所有権の帰属

について当事者に法律の錯誤があったものの、
本件各取引の結果、本件各使用貸借により、付
合した同部分も含めた本件各土地上で被控訴人
乙及び同丙が駐車場賃貸事業を営むことは当事
者双方が明確に認識していたのであるから、本
件各使用貸借契約書の作成により本件各使用貸
借契約が成立したと認定できるのであれば、そ
の内容は本件各舗装部分を含む本件各土地を使
用貸借させるものであると解するのが合理的と
いうべきである。････

　
　以上によれば、被控訴人乙及び同丙は、本件各土
地について、本件各使用貸借契約に基づく収益権と
しての使用借権を有するから、本件駐車場から「生
ずる収益の法律上帰属するとみられる者」に当たる
こととなる。

　つまりこの使用貸借契約は有効であり、収益の法
律上の帰属者は相続人達である、という。法律上収
益が帰属しているなら、課税上も相続人達と判断し
ても良さそうであるが、この後が一審とはガラッと
変わってしまうのである。
　被控訴人乙及び同丙が「単なる名義人であって、
その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を
享受する場合」に当たるか
（１）所得税法１２条は、租税負担の公平を図るため、

資産から生ずる収益の帰属について、名義又は
形式とその実質が異なる場合には、当該資産の
名義又は形式にかかわらず、当該資産の真実の
所有者に帰属させようとした趣旨と解される。
そして、所得税基本通達１２－１が「法第１２
条の適用上、資産から生ずる収益を亭受する者
がだれであるかは、その収益の基因となる資産
の真実の権利者がだれであるかにより判定すべ
きである。」と規定しているのもこれと同じ趣
旨と解され、合理的なものと解すべきである。

（２）不動産所得である本件各土地の駐車場収入は、
本件各土地の使用の対価として受けるべき金銭
という法定果実であり（民法８８条２項）、駐
車場賃貸事業を営む者の役務提供の対価ではな
いから、所有権者がその果実収取権を第三者に
付与しない限り、元来所有権者に帰属すべきも
のである。

 　　そして、本件で被控訴人乙及び同丙が本件各
土地の法定果実を収取できる根拠は使用借権
（民法５９３条）であるが、使用借主は、その
無償性から、本来使用貸主の承諾を得ない限り、
法定果実収取権を有しないところ（同法５９４
条２項）、本件においては、既に本件各土地の
所有権に基づき駐車場賃貸事業を営んで賃料収
入を取得していた亡甲が、子である被控訴人乙
及び同丙に本件各土地を使用貸借し、法定果実
の収取を承諾して、その事業を前記被控訴人ら
に承継させたというのであるから、本件各取引
は、亡甲が本件各土地の所有権の帰属を変えな
いまま、何らの対価も得ることなく、そこから
生じる法定果実の帰属を子である前記被控訴人
らに移転させたものと評価できる。しかも、使
用貸借における転貸の承諾、すなわち法定果実
収取権の付与は、その無償性から、その承諾を
撤回し、将来に向かって付与しないことがで
きると考えられることからすると、そもそも
亡甲から使用貸借に基づく法定果実収取権を
付与されたことで、当然に実質的にも本件各
土地からの収益を享受する者と断ずることは
できないというべきである。

 　　さらに本件各取引がなされた経緯について
みると、前記認定事実によれば、被控訴人乙は、
本件税理士法人に亡甲の相続にかかる相続税
対策について相談し、被控訴人乙及び同丙が
亡甲の財産を相続する際、相続税の納付のた
めに遺産（不動産）の売却を余儀なくされる
ような事態を避けるため、亡甲及び被控訴人
丙らに対してもその趣旨を説明の上、本件各
使用貸借契約を含む本件各取引を締結して、
亡甲が従前から営んでいた賃料収入の蓄積に
よる同人名義の将来の遺産の増加を抑制する
ことを企図するとともに、当面の所得税の節
税をも企図したものであることが認められる。

 　　そして、本件各取引の結果、亡甲から本件
各使用貸借に基づく法定果実収取権を付与さ
れ、本件各土地上で駐車場賃貸事業を営むこ
とになった被控訴人乙及び同丙は、本件各取
引等に関し、特段の出捐をしたとは認めるに
足りないし、亡甲が管理業務を有償で委任し
ていた管理会社に引き続き同業務を有償で委

任したことにより、その管理に必要な役務を提
供したとも認めるに足りない。しかも、亡甲は、
本件各土地以外にも、同人らに対し、自己所有
の土地建物に無償で居住させた上、その固定資
産税も亡甲が負担するなどして、それらの不動
産の使用収益の利益を付与していたことも、本
件各取引に基づく本件各土地に関する法定果実
収取権の付与と同質のものであって、それらに
よって同人らが亡甲から親族間の情誼により相
当の援助を受けていた関係にあったというべき
である。

 　　そうすると、本件各取引は、亡甲の相続にか
かる相続税対策を主たる目的として、亡甲の存
命中は、本件各土地の所有権はあくまでも亡甲
が保有することを前提に、本件各土地による亡
甲の所得を子である被控訴人乙及び同丙に形式
上分散する目的で、同人らに対して本件各使用
貸借契約に基づく法定果実収取権を付与したも
のにすぎないものと認められる。

　　　したがって、たとえ、本件各取引後、本件
各土地の駐車場の収益が被控訴人乙及び同丙
の口座に振り込まれていたとしても、そのよ
うに亡甲が子である被控訴人乙及び同丙に対
する本件各土地の法定果実収取権の付与を継
続していたこと自体が、亡甲が所有権者とし
て享受すべき収益を子に自ら無償で処分して
いる結果であると評価できるのであって、や
はりその収益を支配していたのは亡甲という
べきであるから、平成２６年２月以降の本件
各駐車場の収益については、被控訴人乙及び
同丙は単なる名義人であって、その収益を享
受せず、亡甲がその収益を享受する場合に当
たるというべきである。

　
　法律上の帰属者と実質上の帰属者とが異なり、本
件の場合は、亡き父親が実質上の帰属者だとの判断
をして、納税者の主張を退けたことになる。
　法形式的には相続人達に帰属するように見える
が、真の法律関係からすると父親が所有している
のだ、という判断であろうが、法律上は契約自体
を否定するような特段の事情もなかったが、他方
でこれを認めると租税回避が容易に計画できるこ
とを懸念してこのような判断をしたものと思われ

る。他に何の合理的理由がなく、租税回避だけが目
的だと思われると、このような判断になる可能性が
強いと言えよう。

（４）２年連続期限遅れのみでも青色承認取消 ?

　年末に税理士事務所が申告書を二期連続期限後に
出したことだけを理由に青色承認の取り消しがなさ
れ、それを争った事案の判決が飛び込んできた（福
岡地方裁判所令和 4 年 12 月 14 日判決、TAINS 収
録作業中）。確かに、期限後提出は法律にも取消の
理由にされており、事務運用指針にも次のように規
定されている。
4　無申告又は期限後申告の場合における青色申告

の承認の取消し　
　　　法第 127 条第 1 項第 4 号の規定による取消し

は、2 事業年度連続してその提出期限内に法第
74 条第 1 項の規定による申告書の提出がない
場合に行うものとする。この場合、当該 2 事業
年度目の事業年度以後の事業年度について、そ
の承認を取り消す。

　しかし、通常はこれだけを理由に取り消すことは
ないと思われていた。この種の事件の場合は、その
不当性を審判所で争い、実務がよくわかる審判官で
あれば通常はしない処分であり、不当として救済す
る余地がある。しかし、裁判所になると、不当では
争えず、違法を主張しなければならなくなるので、
裁量権の逸脱、または濫用を争うことになる。地裁
は次のように判示している。

１　争点
（1）（本件処分が裁量権の範囲の逸脱又はその濫用

により違法であるか）について　････
（2）これを本件についてみると、前提事実及び掲記

の証拠並びに弁論の全趣旨によれば、次の事情
を指摘することができる。

　ア　原告は、平成３０年６月期及び令和元年６月
期の２事業年度連続で確定申告書を提出期限
までに提出しなかったものである（前提事実
（3）イ）。そして、この事実は、法人税法１２
４条１項４号の承認取消事由に該当する上、
青色申告承認取消しの取扱基準について定め

る本件事務運営指針の４にも該当する。
　　　確定申告書を提出期限までに提出すること

は、青色申告法人の基本的義務というべきであ
り、２事業年度連続で確定申告書を期限内に提
出しないことは、法人税法第２７条１項４号の
違反の程度としては軽視することのできないも
のというべきである。

　イ　原告が２事業年度連続で確定申告書を提出期
限までに提出しなかった原因は、本件税理士法
人の担当職員が期限内に提出することを失念し
たことによるものである。しかし、税理士法２
条１項１号に規定する税務代理は、民法９９条
が規定する代理人が本人に代わって意思表示を
行う行為に該当し、その法律効果は直接本人に
帰属するのであるから、納税者が自己の判断と
責任において、申告手続を税理士に委任し、当
該税理士が代理人として申告した以上、その申
告は申告名義人である納税者の行為として取り
扱われるものと解される。そうすると、２事業
年度連続で確定申告書が期限内不提出となった
原因が、本件税理士法人の担当職員の過誤によ
るものであるとしても、このような事情は、原
告と本件税理士法人の間の内部事情によるもの
といわざるを得ない。

(3)以上の事情からすれば、処分行政庁が本件処分(青
色申告の承認の取消し ) をしたことについて、
裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるとは
認めらない。

　原告会社は設立以来、重加算税処分を受けたこと
がないどころか、ここ十年指摘事項が一度もない優
良な法人だったようだが、それでも自動的に２年で
取り消す方向に変化してきたようだ。

おわりに
　TAINS に収録されている令和４年の裁判例から
いくつか取り出して紹介してきたが、最後の４番目
の問題は税理士として重く受け止めておかねばなら
ない。税理士と大学教員の大きな資質の違いは、
期限まで書くのが税理士で、期限が来てから書く
のが大学教員と揶揄してきたが、この差は加算税
や青色承認取り消しなどが税理士業務にはつきも
のだということから来ているのであろう。
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これらについては、被相続人の遺言に従って、
上告人らのうちの１名が取得した。なお、同
人は、平成２５年３月７日付けで、本件乙不
動産を代金５億１５００万円で第三者に売却
した。

（４）本件各不動産が被相続人の相続財産に含まれ
るに至った経緯等は、次のとおりである。

ア　被相続人は、平成２１年１月３０日付けで信
託銀行から６億３０００万円を借り入れた上、
同日付けで本件甲不動産を代金８億３７００
万円で購入した。

イ　被相続人は、平成２１年１２月２１日付けで
共同相続人らのうちの１名から４７００万円
を借り入れ、同月２５日付けで信託銀行から
３億７８００万円を借り入れた上、同日付け
で本件乙不動産を代金５億５０００万円で購
入した。

ウ　被相続人及び上告人らは，上記ア及びイの本
件各不動産の購入及びその購入資金の借入れ
（以下、併せて「本件購入・借入れ」という。）を、
被相続人及びその経営していた会社の事業承
継の過程の一つと位置付けつつも、本件購入・
借入れが近い将来発生することが予想される
被相続人からの相続において上告人らの相続
税の負担を減じ又は免れさせるものであるこ
とを知り、かつ、これを期待して、あえて企
画して実行したものである。

　要するに、二つの建物を借入金付きで購入し、評
価通達を利用して、課税価格を減らして、通常なら
約 2 億円になる相続税額を 0 円にする申告を行った
のである。そこで、税務署が伝家の宝刀総則 6 項を
適用して、時価で課税し、納税者がこれを争ったわ
けである。しかし、地裁も高裁も、このような方法
を認めると「実質的な租税負担の公平を著しく害し
不当な結果を招来する」から、「他の合理的な方法
によって評価することが許される」として本件各更
正処分は適法と判断していたのである。
　これを受けて最高裁は、どのような判断をした
か、次の部分が重要である。

４
（１）相続税法２２条は、相続等により取得した財

産の価額を当該財産の取得の時における時価に
よるとするが、ここにいう時価とは当該財産の
客観的な交換価値をいうものと解される。そし
て、評価通達は、上記の意味における時価の評
価方法を定めたものであるが、上級行政機関が
下級行政機関の職務権限の行使を指揮するため
に発した通達にすぎず、これが国民に対し直接
の法的効力を有するというべき根拠は見当たら
ない。そうすると、相続税の課税価格に算入さ
れる財産の価額は、当該財産の取得の時におけ
る客観的な交換価値としての時価を上回らない
限り、同条に違反するものではなく、このこと
は、当該価額が評価通達の定める方法により評
価した価額を上回るか否かによって左右されな
いというべきである。

　　　そうであるところ、本件各更正処分に係る課
税価格に算入された本件各鑑定評価額は、本件
各不動産の客観的な交換価値としての時価であ
ると認められるというのであるから、これが本
件各通達評価額を上回るからといって、相続税
法２２条に違反するものということはできな
い。

　つまり、最高裁は、相続税法という法律は「時価」
で課税するぞ、と書いてあるではないか。だから時
価で課税すること自体は基本的には違法ではないの
だ、といっているのである。読者の中にはそれでは
通達に従う意味がないではないか、と思われる方も
いると思うので、少し私なりの説明も付け加えてみ
よう。
　相続税法は、最高裁が言うとおり「時価」、通常の
取引価額で課税して良いといっているのである。だ
から、この法律の規定は、ある意味で非常に恐ろし
いのである。他方で、相続による財産の承継は取引
ではない。日本の相続法は大陸法の相続法を受け入
れ、相続開始と同時に相続人の共有状態になってし
まうので、第三者間の取引のような行為は行われな
い。つまり、相続の時に課税庁が時価で課税したく
ともその時価が見えないのである。そこで、課税し
やすいように運用上の基準として評価通達を定める
が、その額が時価を超えることはあってはならない
ことになる。だから評価額は慎重になり、謙抑的に
なり、時価よりはかなり低い安全な価額で課税する

ことにならざるを得ないことになる。だが、それで
も当該不動産の特殊事情のために通達での評価額で
も時価を上回ってしまう場合がある。そういう場合
には、総則 6 項で調整するのである。つまり、総則
6 項は本来、通達評価でも高くなってしまう特殊事
情がある場合に通達評価額を下げるために設けられ
たものであったのである。
　読者の方は、通達評価額が時価評価だと理解され
てきた方がいるかもしれないが、私は、通達評価は
「時価以下」評価額だと理解してきた。法律が時価
課税を要求しているが、時価が見えないために安全
に時価以下評価してきたのである。だから、納税者
はこの通達を大事にし、乱用しないようにしておか
ないと、時価で課税されるリスクがあるよ、と述べ
てきたのである。この事件は、まさしく、この安い
時価以下評価を意図的に利用しようとしたことにな
る。この評価通達を時価と同視し、通達で規定して
いる以上、課税庁は通達評価を尊重しなければなら
ない、という論理で納税者が勝つならば、不公平を
将来させないために、課税庁としては時価以下評価
をやめ、リスク覚悟で時価ぎりぎりの評価をせざる
を得なくなるのではないだろうか。私はこのように
考えていたから、一人の富裕者の租税回避のために、
多数の納税者の評価額が上がるような議論にはあま
りくみしたくなかった。現行の時価以下評価でも、
皆が同じように時価以下評価であればいいのではな
いかということである。
　最高裁は、この納税者には時価以下評価を適用
しないことの不平等問題を次のように述べている。
（２）
ア　　他方、租税法上の一般原則としての平等原

則は、租税法の適用に関し、同様の状況にあ
るものは同様に取り扱われることを要求する
ものと解される。そして、評価通達は相続財
産の価額の評価の一般的な方法を定めたもの
であり、課税庁がこれに従って画一的に評価
を行っていることは公知の事実であるから、
課税庁が、特定の者の相続財産の価額につい
てのみ評価通達の定める方法により評価した
価額を上回る価額によるものとすることは、
たとえ当該価額が客観的な交換価値としての
時価を上回らないとしても、合理的な理由が
ない限り、上記の平等原則に違反するものと

して違法というべきである。もっとも、上記に
述べたところに照らせば、相続税の課税価格に
算入される財産の価額について、評価通達の定
める方法による画一的な評価を行うことが実質
的な租税負担の公平に反するというべき事情が
ある場合には、合理的な理由があると認められ
るから、当該財産の価額を評価通達の定める方
法により評価した価額を上回る価額によるもの
とすることが上記の平等原則に違反するもので
はないと解するのが相当である。

イ　　これを本件各不動産についてみると、本件各
通達評価額と本件各鑑定評価額との間には大き
なかい離があるということができるものの、こ
のことをもって上記事情があるということはで
きない。

　　　もっとも、本件購入・借入れが行われなけれ
ば本件相続に係る課税価格の合計額は６億円を
超えるものであったにもかかわらず、これが行
われたことにより、本件各不動産の価額を評価
通達の定める方法により評価すると、課税価格
の合計額は２８２６万１０００円にとどまり、
基礎控除の結果、相続税の総額が０円になると
いうのであるから、上告人らの相続税の負担は
著しく軽減されることになるというべきであ
る。そして、被相続人及び上告人らは、本件購入・
借入れが近い将来発生することが予想される被
相続人からの相続において上告人らの相続税の
負担を減じ又は免れさせるものであることを知
り、かつ、これを期待して、あえて本件購入・
借入れを企画して実行したというのであるか
ら、租税負担の軽減をも意図してこれを行った
ものといえる。そうすると、本件各不動産の価
額について評価通達の定める方法による画一的
な評価を行うことは、本件購入・借入れのよう
な行為をせず、又はすることのできない他の納
税者と上告人らとの間に看過し難い不均衡を生
じさせ、実質的な租税負担の公平に反するとい
うべきであるから、上記事情があるものという
ことができる。

ウ　　したがって、本件各不動産の価額を評価通達
の定める方法により評価した価額を上回る価額
によるものとすることが上記の平等原則に違反
するということはできない。

　これはその通りだといわざるをえない。もちろん、
この通達に振り回された納税者はお気の毒に思う
し、通達を適用すべき場合と、総則 6 項が適用され
る場合の基準をもう少し明確にする必要性はあろ
う。また、通達を利用した申告も申告としては誤り
ではないので、過少申告加算税などは本来あり得な
いものだと考えるが、総則 6 項については以上のよ
うに考えている。
留意点
　１）相続税法は「時価」課税だ。しかし、相続に

よる財産の移動は取引ではない。
　２）だから通常は「時価」は見えない。そこで、

評価通達は「時価以下」にし、安全に課税する。
　３）だから、相続に際して合理的理由もなく「時価」

を見せるような行為をすると危ない。

（２）共有物の分割と不動産取得税（最高裁令和　
　４年３月２２日判決TAINS Ｚ９９９－８４４４）
　地方税法７３条の７第２号の３は，共有物の分
割による不動産の取得に対しては，同号括弧書き
に規定する「当該不動産の取得者の分割前の当該
共有物に係る持分の割合を超える部分」（以下「持
分超過部分」という。）の取得を除き，同税を課す
ることができないと規定している。
　この場合、共有分割で土地を取得したが、それ
までは１０の１しか持ち分がなかった土地を、相
続財産全体の１０分の１として、土地だけを取得
したような場合は、どうなるのだろう。
　五人の相続人がいるが、被相続人が、そのうち
の一人娘だけに全部を相続させる遺言を残した。
男の四人の相続人は遺留分減殺請求をおこす。す
ると、すべての相続財産は１０分の１ずつの共有
になり、土地についても１０分の１となる。そこで、
東京地方裁判所は，平成２７年８月，本件各不動
産に係る共有物分割の訴えについて，これらを一
括して分割の対象とした上で，そのうちいくつか
の各土地を上告人の単独所有とし，その余を他の
共有者らの各単独所有とすることなどを内容とす
る判決を言い渡し，同判決は確定した。
　その後、東京都足立都税事務所長は、上記の共
有物の分割により上告人が本件各土地の各持分１
０分の９を取得したこと（以下「本件各取得」と
いう。）に対する不動産取得税の賦課決定処分（以

下「本件各処分」という。）をしたので、この相続
人が争ったのである。
　最高裁の判断は次の通りであった。
３
（１）地方税法７３条の７第２号の３は，共有物の

分割による不動産の取得について，同法７３条
の２第１項にいう「不動産の取得」に該当し，
本来は不動産取得税の課税の対象となることを
前提に，その例外として，持分超過部分の取得
を除いては非課税とする旨を定めたものと解さ
れる。

　　　前記１（２）のとおり，上告人は，複数の不
動産を一括して分割の対象とする共有物の分割
により，本件各土地の各持分１０分の９を取得
したものであることから，このような場合にお
ける持分超過部分の有無及び額の判断の方法が
問題となる。

（２）地方税法７３条の１３第１項は，不動産取得
税の課税標準を，不動産を取得した時におけ
る不動産の価格とする旨規定し，同法７３条
の２１第１項本文は，固定資産課税台帳に固
定資産の価格が登録されている不動産につい
ては，当該価格により当該不動産に係る同税
の課税標準となるべき価格を決定するものと
する旨規定する。そして，固定資産課税台帳は，
原則として，登記簿に登記されている土地又
は家屋（住家その他の建物をいう。）について，
その価格等所定の事項を登録するものである
（同法３４１条１０号，１２号）ところ，土地
は１筆の土地ごとに，建物は１個の建物ごと
に登記されている（不動産登記法２条５号参
照）。

　　　また，地方税法７３条の１５の２第１項は，
不動産取得税の課税標準となるべき額が所定
の額に満たない場合においては，同税を課す
ることができない旨を規定するところ，同条
２項は，複数の土地の取得又は複数の家屋の
取得をもって一の土地の取得又は１戸の家屋
の取得とみなして同条１項の規定を適用する
場合について，特に規定している。

　　　以上のような不動産取得税に関する地方税
法の規定の内容等に照らせば，同税は，個々
の不動産の取得ごとに課されるものであると

いうことができる。
　　　そうすると，共有物の分割による不動産の取

得に係る持分超過部分の有無及び額について
は，複数の不動産を一括して分割の対象とする
場合であっても，その対象とされた個々の不動
産ごとに判断すべきものと解するのが，不動産
取得税の課税の仕組みと整合的であるというべ
きであり，また，地方税法７３条の７第２号の
３括弧書きの「分割前の当該共有物に係る持分
の割合」という文言にも沿う解釈ということが
できる。

　　　したがって，複数の不動産を一括して分割の
対象とする共有物の分割により不動産を取得し
た場合における持分超過部分の有無及び額につ
いては，分割の対象とされた個々の不動産ごと
に，分割前の持分の割合に相当する価格と分割
後に所有することとなった不動産の価格とを
比較して判断すべきものと解するのが相当で
ある。

（３）前記事実関係等によれば，上告人は，共有物
の分割により，従前は持分１０分の１を有し
ていた本件各土地について，それぞれ，他の
共有者から，その余の持分１０分の９を取得
したというのであるから，本件各取得の全部
が持分超過部分の取得に当たることが明らか
である。したがって，本件各取得に対しては
地方税法７３条の７第２号の３の規定により
不動産取得税を課することができないとはい
えない。

　要するに、相続財産税体で分割割合を見るので
はなく、個々の土地毎に超過部分を判断すると言
うことになる。共有物の分割に係わるときは注意
が必要となる。なお、遺産全部を特定の相続人に
相続させる旨の遺言による遺産の当該相続人への
承継に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使し
た場合に遺留分権利者に帰属する権利は，遺産分
割の対象となる遺産としての性質を有しないもの
と解されているので、（最高裁平成３年（オ）第１
７７２号同８年１月２６日第二小法廷判決・民集
５０巻１号１３２頁参照）、相続による取得とも言
えないので、非課税とはならないのである。
　なお、民法改正により、遺留分減殺請求の法的

する駐車場管理契約の各契約による一連の取引（本
件各取引）がされている。

　３　原告は、平成２６年１月まで各土地の賃貸人と
して駐車場収入を得ていたところ、同年２月以降
の駐車場収入については、使用貸借契約等により、
賃貸人が長男乙又は長女丙になり、各駐車場収入
は乙又は丙に帰属するものとして確定申告をして
いるから、平成２６年２月以降の駐車場収入が原
告に帰属するか否かを検討するに当たり、使用貸
借契約が成立したか否かが問題となる。

　４　本件各使用貸借契約書の原告の署名・押印は真
正なものであるから、民事訴訟法２２８条４項に
よれば、使用貸借契約書の原告作成部分は真正に
成立したものと推定されることになる。

　５　これに対し、被告は、原告が使用貸借契約書の
内容を全く認識していなかったと認められるから
上記推定は働かない旨主張する。しかしながら、
使用貸借契約書の署名・押印に至る経緯、使用貸
借契約書の記載内容その他本件各取引の内容、原
告の知識・経験・行動傾向等、各取引後の取引実態、 
確定申告における原告の行動等を総合すれば、原
告が使用貸借契約書の基本的な内容を認識した上
で使用貸借契約書に署名・押印した事実を優に認
定することができる。

　６　経験則に照らせば、使用貸借契約書のような処
分証書が真正に成立していれば、「特段の事情」
がない限り、作成者によって記載どおりの行為が
されたことを認めるべきである（処分証書の法
理）。

　７　被告は、本件各取引は異常であり、特段の事情
がある旨主張する。しかし、本件各取引によって、
駐車場収入が乙又は丙に帰属することになるが、
原告と乙・丙は親子の関係にあり、原告が十分な
収入を得ており、高齢でもあったことにも照らす
と、駐車場収入が各土地の所有者ではない乙又は
丙に帰属するからといって本件各取引が社会通念
に照らして異常なものであるということはできな
い。

　８　被告は、本件各取引は、乙及び税理士法人が、
総体としての租税負担を免れることを目的に企図
したこと等の特段の事情がある旨主張する。しか
し、節税効果を発生させることを動機として使用
貸借契約を締結することはあり得るのであって、

節税の動機と目的物を無償で使用収益させる意思
とは併存し得るものであるから、上記の目的があ
る場合であっても、直ちに使用貸借契約書に記載
どおりの行為がされたとの経験則を妨げる「特段
の事情」があるとすることはできないというべき
である。

　９　本件各使用貸借契約は成立したと認められると
ころ、使用貸借契約は対価を払わないで他人の物
を借りて使用収益する契約であるから（民法５９
３条）、乙又は丙は、平成２６年２月以降、原告
から、各土地の使用収益権を与えられたことにな
る。そして、乙又は丙は、各土地の使用収益権に
基づき、第三者との間で賃貸借契約を締結し、各
土地の賃借人から駐車場収入を得ることになる。
他方、原告は、各土地の所有者ではあるが、平成
２６年２月以降は、使用貸借契約の締結により、
各土地の使用収益権を乙又は丙に与えたため、乙
又は丙が賃貸人ということになるから、各土地の
賃貸借契約の賃貸人ではなくなり、駐車場収入を
得ることはできないことになる（実際にも駐車場
収入を得ていない）。

　１０　本件各土地の賃貸借に関する民法上の法律関
係を、所得税法１２条（実質所得者課税の原則）
の規定に照らしてみると、乙又は丙は、「資産又
は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられ
る者」に該当するというべきであり、実際にも駐
車場収入を収益として享受しているから、「単な
る名義人であって、その収益を享受」しないとい
うことはできない。さらに、原告は、駐車場収入
を収益として享受していないから、「その者以外
の者がその収益を享受する場合」における「その
者以外の者」に当たるということもできない。し
たがって、本件において、所得税法１２条の適用
により、平成２６年２月以降の駐車場収入の帰属
が原告にあるということはできないというべきで
ある。

　この判示は多くの税理士に衝撃を与えたと思われ
る。これで所得の分割が可能なら、同じような契約
を考える人も多かったと思われる。その意味で高裁
判決が注目されていたのである。令和４年７月２０
日（TAINS Ｚ８８８－２４２６ ) はまず、前述の贈
与契約について次のような判断を示した。

はじめに　
　コロナの関係で調査数が減少しているせいか、
訴訟の数もだんだん減ってきている。納税者が裁
判所ではもはや救済されないとあきらめはじめて
いるのではないか、と少し心配になってくる。裁
判所が、課税庁も納税者もともに法の下に平等だ
という視点をもって、事案をきちんと審査するこ
とを願っているのだが、そのためには課税庁以上
に税法についての判断能力が必要だ。しかし、裁
判例を見ると、法人税の損金と所得税の必要経費
の本質的な意味の違いを理解しないまま、損金を
必要経費と同じように考えて損金性を否定してい
る例が増えてきている。そうした判決に対する批
判もしたいが、ここでは、2022 年度の裁判例の中
から、TAINS の会員に留意しておいて欲しい事例
を取り上げ、簡単に私なりの留意点を示しておき
たい。

（１）通達の法的性格（最高裁令和 4 年 4 月 19 日
　　判決 TAINS Ｚ８８８－２４０６）
　今年なによりも注目されたのは、相続税の財産
評価通達の評価額を利用して、課税価額の引き下
げを行った納税者に対して、課税庁が評価通達総
則 6 項（「この通達の定めによって評価することが
著しく不当と認められる財産の価額は、国税庁長
官の指示を受けて評価する」）を適用し、時価で課
税した事件であろう。しかも、地裁・高裁で納税
者が敗訴していたのに、最高裁が弁論を開いたの
で、納税者が勝ちそうだと言うことで、不動産関
係者にも大きな関心を集めた。私自身も高裁判決が
覆るものと思い込み、どこが変えられるのか、真剣
に悩んでいた。というのは、私は原告を応援してい
た税理士や研究者とは異なり高裁判決でやむを得な
いと考えていたからである。しかし、最高裁の弁論

は高裁判決を覆すためのものではなく、総則 6 項
についての最高裁としての姿勢を従来示してこな
かったので、その点を明確にするという意味での
弁論だったようであり、結論は高裁と同じだった。
そこで、この最高裁判決の内容を少し考えてみよ
う。
　　
　事実関係は次のように整理されている。
（１）相続税法２２条は、同法第３章で特別の定め

のあるものを除くほか、相続等により取得した
財産の価額は当該財産の取得の時における時価
により、当該財産の価額から控除すべき債務の
金額はその時の現況による旨を規定する。

（２）評価通達１（２）は、時価とは課税時期（相
続等により財産を取得した日等）においてそれ
ぞれの財産の現況に応じ不特定多数の当事者間
で自由な取引が行われる場合に通常成立すると
認められる価額をいい、その価額は評価通達の
定めによって評価した価額による旨を定める。
他方、評価通達６は、評価通達の定めによって
評価することが著しく不適当と認められる財産
の価額は国税庁長官の指示を受けて評価する旨
を定める。

（３）Ａ（以下「被相続人」という。）は、平成２４年
６月１７日に９４歳で死亡し、上告人らほか２
名（以下「共同相続人ら」という。）がその財
産を相続により取得した（以下、この相続を「本
件相続」という。）。

　　　被相続人の相続財産には、第１審判決別表１
記載の土地及び同別表２記載の建物（以下、併
せて「本件甲不動産」という。）並びに同別表
３記載の土地及び建物（以下、併せて「本件乙
不動産」といい、本件甲不動産と併せて「本件
各不動産」という。）が含まれていたところ、

性質が変わったので、今後同様なことがあっても、
遺留分減殺請求により１０分の１の共有になること
はなくなるので、今後は分割協議で土地を取得した
時に、１０分の１０の課税になることにも留意して
おこう。

（３）親子間の土地の使用貸借と駐車場収入の帰属
　・・・（大阪地裁令和３年４月２２日判決　　　
　TAINS Ｚ８８８－２３６３）
　子供が親の土地を使用貸借し、アパートなどを建
てて賃料収入が発生した場合、その収入は子供に帰
属する。課税上もそれを承認している。だが、土地
を単に使用貸借した後に、その土地を駐車場として
賃貸し、その収入が発生した場合、その賃料を子供
に帰属させるのは、土地の所有権が父親にある以上、
少なくとも課税上は難しい取り扱いだった。そこで、
土地の一部の所有権を子供に帰属させた上で、駐車
場賃料を得た場合にはどうなるかが争われた事件が
あった。
　具体的には、父親である亡甲が、平成２６年１月
２５日、被控訴人である長男乙との間で、Ｐ等土地
上に敷設されたアスファルト舗装・車止め・フェン
スを、被控訴人乙に贈与する旨の契約を締結し、同
日、被控訴人長女丙との間で、Ｒ土地上に敷設され
たアスファルト舗装を被控訴人丙に贈与する旨の契
約をしたのである。土地の表面上の一部を贈与する
奇策を使い、その後の家賃収入をこども達に帰属さ
せたわけである。
　課税庁はこれを否認し、父親に帰属するとして課
税。大阪地裁令和３年４月２２日判決は次のように
判示し、これを認めたのである。
判示事項
　１　本件は、原告が、平成２６年分の所得税等につ

いて、収入の計上誤り等を理由とする更正の請求
をしたところ、処分行政庁から、更正すべき理由
がない旨の通知処分を受けたほか、原告の子ら（長
男乙及び長女丙）の名義で賃貸された土地の賃料
（駐車場収入）は原告に帰属するとして、増額更
正処分等を受けた事案である。

　２　本件においては、原告と長男乙及び長女丙との
間で、各土地の使用貸借契約及び各土地上に敷設
されたアスファルト舗装等の贈与契約、乙及び丙
と各賃借人間の賃貸借契約、委任者を乙及び丙と

　まず、贈与契約の部分であるが、舗装部分は不能
である、とされた。
　アスファルト舗装は、路盤にアスファルト混合物
を敷き均して、転圧機械により所定の密度が得られ
るまで締固め、所定の形状に平坦に仕上げるもので
あり、アスファルト舗装された地面のうち、アスファ
ルト混合物が含まれる表層及び基層部は、土地の構
成部分となり、独立の所有権が成立する余地はない
というべきである。
 したがって、亡甲において、本件各贈与契約のう
ち本件各舗装部分の所有権を被控訴人乙及び同丙に
移転させることは原始的に不能であることは明らか
であるから、本件各贈与契約のうち前記舗装部分等
を対象とする部分はいずれも無効といわなければな
らない。そうすると、本件各使用貸借契約書の作成
により、当事者が当初意図したところの被控訴人乙
及び同丙が本件各舗装部分を所有することを目的
とした本件各使用貸借契約が成立したと解釈する
余地はないというべきである。

　しかし、付合している本件各舗装部分をも含む
本件各土地を使用貸借したものと解したとしても
おかしくないとして、次のようにもいうのである。
　付合した本件各舖装部分を含む本件各土地を目
的とする本件各使用貸借契約の成否
ア　しかし、先に述べたところの、被控訴人乙及

び同丙が本件各舗装部分等を所有するという
本件各使用貸借契約の目的は、本件各贈与契
約が同時に締結されたことや同契約書の記載
から合理的に解釈されることに止まり、本件
各使用貸借契約書上は、付合している本件各
舗装部分をも含む本件各土地を使用貸借した
ものと解したとしても、特段整合しない記載
は認められない。むしろ、同契約書には、使
用貸借の目的は、被控訴人乙や同丙が本件各
土地を駐車場として使用することにある旨記
載されていることからして、本件各使用貸借
契約の対象を、付合した本件各舗装部分をも
含む本件各土地と解した方が自然で合理的と
も評価できるのである。そして、本件各贈与
契約書にも、被控訴人乙及び同丙が本件各舗
装部分上で駐車場賃貸事業を営むことが記載
されていて、本件各舗装部分の所有権の帰属

について当事者に法律の錯誤があったものの、
本件各取引の結果、本件各使用貸借により、付
合した同部分も含めた本件各土地上で被控訴人
乙及び同丙が駐車場賃貸事業を営むことは当事
者双方が明確に認識していたのであるから、本
件各使用貸借契約書の作成により本件各使用貸
借契約が成立したと認定できるのであれば、そ
の内容は本件各舗装部分を含む本件各土地を使
用貸借させるものであると解するのが合理的と
いうべきである。････

　
　以上によれば、被控訴人乙及び同丙は、本件各土
地について、本件各使用貸借契約に基づく収益権と
しての使用借権を有するから、本件駐車場から「生
ずる収益の法律上帰属するとみられる者」に当たる
こととなる。

　つまりこの使用貸借契約は有効であり、収益の法
律上の帰属者は相続人達である、という。法律上収
益が帰属しているなら、課税上も相続人達と判断し
ても良さそうであるが、この後が一審とはガラッと
変わってしまうのである。
　被控訴人乙及び同丙が「単なる名義人であって、
その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を
享受する場合」に当たるか
（１）所得税法１２条は、租税負担の公平を図るため、

資産から生ずる収益の帰属について、名義又は
形式とその実質が異なる場合には、当該資産の
名義又は形式にかかわらず、当該資産の真実の
所有者に帰属させようとした趣旨と解される。
そして、所得税基本通達１２－１が「法第１２
条の適用上、資産から生ずる収益を亭受する者
がだれであるかは、その収益の基因となる資産
の真実の権利者がだれであるかにより判定すべ
きである。」と規定しているのもこれと同じ趣
旨と解され、合理的なものと解すべきである。

（２）不動産所得である本件各土地の駐車場収入は、
本件各土地の使用の対価として受けるべき金銭
という法定果実であり（民法８８条２項）、駐
車場賃貸事業を営む者の役務提供の対価ではな
いから、所有権者がその果実収取権を第三者に
付与しない限り、元来所有権者に帰属すべきも
のである。

 　　そして、本件で被控訴人乙及び同丙が本件各
土地の法定果実を収取できる根拠は使用借権
（民法５９３条）であるが、使用借主は、その
無償性から、本来使用貸主の承諾を得ない限り、
法定果実収取権を有しないところ（同法５９４
条２項）、本件においては、既に本件各土地の
所有権に基づき駐車場賃貸事業を営んで賃料収
入を取得していた亡甲が、子である被控訴人乙
及び同丙に本件各土地を使用貸借し、法定果実
の収取を承諾して、その事業を前記被控訴人ら
に承継させたというのであるから、本件各取引
は、亡甲が本件各土地の所有権の帰属を変えな
いまま、何らの対価も得ることなく、そこから
生じる法定果実の帰属を子である前記被控訴人
らに移転させたものと評価できる。しかも、使
用貸借における転貸の承諾、すなわち法定果実
収取権の付与は、その無償性から、その承諾を
撤回し、将来に向かって付与しないことがで
きると考えられることからすると、そもそも
亡甲から使用貸借に基づく法定果実収取権を
付与されたことで、当然に実質的にも本件各
土地からの収益を享受する者と断ずることは
できないというべきである。

 　　さらに本件各取引がなされた経緯について
みると、前記認定事実によれば、被控訴人乙は、
本件税理士法人に亡甲の相続にかかる相続税
対策について相談し、被控訴人乙及び同丙が
亡甲の財産を相続する際、相続税の納付のた
めに遺産（不動産）の売却を余儀なくされる
ような事態を避けるため、亡甲及び被控訴人
丙らに対してもその趣旨を説明の上、本件各
使用貸借契約を含む本件各取引を締結して、
亡甲が従前から営んでいた賃料収入の蓄積に
よる同人名義の将来の遺産の増加を抑制する
ことを企図するとともに、当面の所得税の節
税をも企図したものであることが認められる。

 　　そして、本件各取引の結果、亡甲から本件
各使用貸借に基づく法定果実収取権を付与さ
れ、本件各土地上で駐車場賃貸事業を営むこ
とになった被控訴人乙及び同丙は、本件各取
引等に関し、特段の出捐をしたとは認めるに
足りないし、亡甲が管理業務を有償で委任し
ていた管理会社に引き続き同業務を有償で委

任したことにより、その管理に必要な役務を提
供したとも認めるに足りない。しかも、亡甲は、
本件各土地以外にも、同人らに対し、自己所有
の土地建物に無償で居住させた上、その固定資
産税も亡甲が負担するなどして、それらの不動
産の使用収益の利益を付与していたことも、本
件各取引に基づく本件各土地に関する法定果実
収取権の付与と同質のものであって、それらに
よって同人らが亡甲から親族間の情誼により相
当の援助を受けていた関係にあったというべき
である。

 　　そうすると、本件各取引は、亡甲の相続にか
かる相続税対策を主たる目的として、亡甲の存
命中は、本件各土地の所有権はあくまでも亡甲
が保有することを前提に、本件各土地による亡
甲の所得を子である被控訴人乙及び同丙に形式
上分散する目的で、同人らに対して本件各使用
貸借契約に基づく法定果実収取権を付与したも
のにすぎないものと認められる。

　　　したがって、たとえ、本件各取引後、本件
各土地の駐車場の収益が被控訴人乙及び同丙
の口座に振り込まれていたとしても、そのよ
うに亡甲が子である被控訴人乙及び同丙に対
する本件各土地の法定果実収取権の付与を継
続していたこと自体が、亡甲が所有権者とし
て享受すべき収益を子に自ら無償で処分して
いる結果であると評価できるのであって、や
はりその収益を支配していたのは亡甲という
べきであるから、平成２６年２月以降の本件
各駐車場の収益については、被控訴人乙及び
同丙は単なる名義人であって、その収益を享
受せず、亡甲がその収益を享受する場合に当
たるというべきである。

　
　法律上の帰属者と実質上の帰属者とが異なり、本
件の場合は、亡き父親が実質上の帰属者だとの判断
をして、納税者の主張を退けたことになる。
　法形式的には相続人達に帰属するように見える
が、真の法律関係からすると父親が所有している
のだ、という判断であろうが、法律上は契約自体
を否定するような特段の事情もなかったが、他方
でこれを認めると租税回避が容易に計画できるこ
とを懸念してこのような判断をしたものと思われ

る。他に何の合理的理由がなく、租税回避だけが目
的だと思われると、このような判断になる可能性が
強いと言えよう。

（４）２年連続期限遅れのみでも青色承認取消 ?

　年末に税理士事務所が申告書を二期連続期限後に
出したことだけを理由に青色承認の取り消しがなさ
れ、それを争った事案の判決が飛び込んできた（福
岡地方裁判所令和 4 年 12 月 14 日判決、TAINS 収
録作業中）。確かに、期限後提出は法律にも取消の
理由にされており、事務運用指針にも次のように規
定されている。
4　無申告又は期限後申告の場合における青色申告

の承認の取消し　
　　　法第 127 条第 1 項第 4 号の規定による取消し

は、2 事業年度連続してその提出期限内に法第
74 条第 1 項の規定による申告書の提出がない
場合に行うものとする。この場合、当該 2 事業
年度目の事業年度以後の事業年度について、そ
の承認を取り消す。

　しかし、通常はこれだけを理由に取り消すことは
ないと思われていた。この種の事件の場合は、その
不当性を審判所で争い、実務がよくわかる審判官で
あれば通常はしない処分であり、不当として救済す
る余地がある。しかし、裁判所になると、不当では
争えず、違法を主張しなければならなくなるので、
裁量権の逸脱、または濫用を争うことになる。地裁
は次のように判示している。

１　争点
（1）（本件処分が裁量権の範囲の逸脱又はその濫用

により違法であるか）について　････
（2）これを本件についてみると、前提事実及び掲記

の証拠並びに弁論の全趣旨によれば、次の事情
を指摘することができる。

　ア　原告は、平成３０年６月期及び令和元年６月
期の２事業年度連続で確定申告書を提出期限
までに提出しなかったものである（前提事実
（3）イ）。そして、この事実は、法人税法１２
４条１項４号の承認取消事由に該当する上、
青色申告承認取消しの取扱基準について定め

る本件事務運営指針の４にも該当する。
　　　確定申告書を提出期限までに提出すること

は、青色申告法人の基本的義務というべきであ
り、２事業年度連続で確定申告書を期限内に提
出しないことは、法人税法第２７条１項４号の
違反の程度としては軽視することのできないも
のというべきである。

　イ　原告が２事業年度連続で確定申告書を提出期
限までに提出しなかった原因は、本件税理士法
人の担当職員が期限内に提出することを失念し
たことによるものである。しかし、税理士法２
条１項１号に規定する税務代理は、民法９９条
が規定する代理人が本人に代わって意思表示を
行う行為に該当し、その法律効果は直接本人に
帰属するのであるから、納税者が自己の判断と
責任において、申告手続を税理士に委任し、当
該税理士が代理人として申告した以上、その申
告は申告名義人である納税者の行為として取り
扱われるものと解される。そうすると、２事業
年度連続で確定申告書が期限内不提出となった
原因が、本件税理士法人の担当職員の過誤によ
るものであるとしても、このような事情は、原
告と本件税理士法人の間の内部事情によるもの
といわざるを得ない。

(3)以上の事情からすれば、処分行政庁が本件処分(青
色申告の承認の取消し ) をしたことについて、
裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるとは
認めらない。

　原告会社は設立以来、重加算税処分を受けたこと
がないどころか、ここ十年指摘事項が一度もない優
良な法人だったようだが、それでも自動的に２年で
取り消す方向に変化してきたようだ。

おわりに
　TAINS に収録されている令和４年の裁判例から
いくつか取り出して紹介してきたが、最後の４番目
の問題は税理士として重く受け止めておかねばなら
ない。税理士と大学教員の大きな資質の違いは、
期限まで書くのが税理士で、期限が来てから書く
のが大学教員と揶揄してきたが、この差は加算税
や青色承認取り消しなどが税理士業務にはつきも
のだということから来ているのであろう。
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これらについては、被相続人の遺言に従って、
上告人らのうちの１名が取得した。なお、同
人は、平成２５年３月７日付けで、本件乙不
動産を代金５億１５００万円で第三者に売却
した。

（４）本件各不動産が被相続人の相続財産に含まれ
るに至った経緯等は、次のとおりである。

ア　被相続人は、平成２１年１月３０日付けで信
託銀行から６億３０００万円を借り入れた上、
同日付けで本件甲不動産を代金８億３７００
万円で購入した。

イ　被相続人は、平成２１年１２月２１日付けで
共同相続人らのうちの１名から４７００万円
を借り入れ、同月２５日付けで信託銀行から
３億７８００万円を借り入れた上、同日付け
で本件乙不動産を代金５億５０００万円で購
入した。

ウ　被相続人及び上告人らは，上記ア及びイの本
件各不動産の購入及びその購入資金の借入れ
（以下、併せて「本件購入・借入れ」という。）を、
被相続人及びその経営していた会社の事業承
継の過程の一つと位置付けつつも、本件購入・
借入れが近い将来発生することが予想される
被相続人からの相続において上告人らの相続
税の負担を減じ又は免れさせるものであるこ
とを知り、かつ、これを期待して、あえて企
画して実行したものである。

　要するに、二つの建物を借入金付きで購入し、評
価通達を利用して、課税価格を減らして、通常なら
約 2 億円になる相続税額を 0 円にする申告を行った
のである。そこで、税務署が伝家の宝刀総則 6 項を
適用して、時価で課税し、納税者がこれを争ったわ
けである。しかし、地裁も高裁も、このような方法
を認めると「実質的な租税負担の公平を著しく害し
不当な結果を招来する」から、「他の合理的な方法
によって評価することが許される」として本件各更
正処分は適法と判断していたのである。
　これを受けて最高裁は、どのような判断をした
か、次の部分が重要である。

４
（１）相続税法２２条は、相続等により取得した財

産の価額を当該財産の取得の時における時価に
よるとするが、ここにいう時価とは当該財産の
客観的な交換価値をいうものと解される。そし
て、評価通達は、上記の意味における時価の評
価方法を定めたものであるが、上級行政機関が
下級行政機関の職務権限の行使を指揮するため
に発した通達にすぎず、これが国民に対し直接
の法的効力を有するというべき根拠は見当たら
ない。そうすると、相続税の課税価格に算入さ
れる財産の価額は、当該財産の取得の時におけ
る客観的な交換価値としての時価を上回らない
限り、同条に違反するものではなく、このこと
は、当該価額が評価通達の定める方法により評
価した価額を上回るか否かによって左右されな
いというべきである。

　　　そうであるところ、本件各更正処分に係る課
税価格に算入された本件各鑑定評価額は、本件
各不動産の客観的な交換価値としての時価であ
ると認められるというのであるから、これが本
件各通達評価額を上回るからといって、相続税
法２２条に違反するものということはできな
い。

　つまり、最高裁は、相続税法という法律は「時価」
で課税するぞ、と書いてあるではないか。だから時
価で課税すること自体は基本的には違法ではないの
だ、といっているのである。読者の中にはそれでは
通達に従う意味がないではないか、と思われる方も
いると思うので、少し私なりの説明も付け加えてみ
よう。
　相続税法は、最高裁が言うとおり「時価」、通常の
取引価額で課税して良いといっているのである。だ
から、この法律の規定は、ある意味で非常に恐ろし
いのである。他方で、相続による財産の承継は取引
ではない。日本の相続法は大陸法の相続法を受け入
れ、相続開始と同時に相続人の共有状態になってし
まうので、第三者間の取引のような行為は行われな
い。つまり、相続の時に課税庁が時価で課税したく
ともその時価が見えないのである。そこで、課税し
やすいように運用上の基準として評価通達を定める
が、その額が時価を超えることはあってはならない
ことになる。だから評価額は慎重になり、謙抑的に
なり、時価よりはかなり低い安全な価額で課税する

ことにならざるを得ないことになる。だが、それで
も当該不動産の特殊事情のために通達での評価額で
も時価を上回ってしまう場合がある。そういう場合
には、総則 6 項で調整するのである。つまり、総則
6 項は本来、通達評価でも高くなってしまう特殊事
情がある場合に通達評価額を下げるために設けられ
たものであったのである。
　読者の方は、通達評価額が時価評価だと理解され
てきた方がいるかもしれないが、私は、通達評価は
「時価以下」評価額だと理解してきた。法律が時価
課税を要求しているが、時価が見えないために安全
に時価以下評価してきたのである。だから、納税者
はこの通達を大事にし、乱用しないようにしておか
ないと、時価で課税されるリスクがあるよ、と述べ
てきたのである。この事件は、まさしく、この安い
時価以下評価を意図的に利用しようとしたことにな
る。この評価通達を時価と同視し、通達で規定して
いる以上、課税庁は通達評価を尊重しなければなら
ない、という論理で納税者が勝つならば、不公平を
将来させないために、課税庁としては時価以下評価
をやめ、リスク覚悟で時価ぎりぎりの評価をせざる
を得なくなるのではないだろうか。私はこのように
考えていたから、一人の富裕者の租税回避のために、
多数の納税者の評価額が上がるような議論にはあま
りくみしたくなかった。現行の時価以下評価でも、
皆が同じように時価以下評価であればいいのではな
いかということである。
　最高裁は、この納税者には時価以下評価を適用
しないことの不平等問題を次のように述べている。
（２）
ア　　他方、租税法上の一般原則としての平等原

則は、租税法の適用に関し、同様の状況にあ
るものは同様に取り扱われることを要求する
ものと解される。そして、評価通達は相続財
産の価額の評価の一般的な方法を定めたもの
であり、課税庁がこれに従って画一的に評価
を行っていることは公知の事実であるから、
課税庁が、特定の者の相続財産の価額につい
てのみ評価通達の定める方法により評価した
価額を上回る価額によるものとすることは、
たとえ当該価額が客観的な交換価値としての
時価を上回らないとしても、合理的な理由が
ない限り、上記の平等原則に違反するものと

して違法というべきである。もっとも、上記に
述べたところに照らせば、相続税の課税価格に
算入される財産の価額について、評価通達の定
める方法による画一的な評価を行うことが実質
的な租税負担の公平に反するというべき事情が
ある場合には、合理的な理由があると認められ
るから、当該財産の価額を評価通達の定める方
法により評価した価額を上回る価額によるもの
とすることが上記の平等原則に違反するもので
はないと解するのが相当である。

イ　　これを本件各不動産についてみると、本件各
通達評価額と本件各鑑定評価額との間には大き
なかい離があるということができるものの、こ
のことをもって上記事情があるということはで
きない。

　　　もっとも、本件購入・借入れが行われなけれ
ば本件相続に係る課税価格の合計額は６億円を
超えるものであったにもかかわらず、これが行
われたことにより、本件各不動産の価額を評価
通達の定める方法により評価すると、課税価格
の合計額は２８２６万１０００円にとどまり、
基礎控除の結果、相続税の総額が０円になると
いうのであるから、上告人らの相続税の負担は
著しく軽減されることになるというべきであ
る。そして、被相続人及び上告人らは、本件購入・
借入れが近い将来発生することが予想される被
相続人からの相続において上告人らの相続税の
負担を減じ又は免れさせるものであることを知
り、かつ、これを期待して、あえて本件購入・
借入れを企画して実行したというのであるか
ら、租税負担の軽減をも意図してこれを行った
ものといえる。そうすると、本件各不動産の価
額について評価通達の定める方法による画一的
な評価を行うことは、本件購入・借入れのよう
な行為をせず、又はすることのできない他の納
税者と上告人らとの間に看過し難い不均衡を生
じさせ、実質的な租税負担の公平に反するとい
うべきであるから、上記事情があるものという
ことができる。

ウ　　したがって、本件各不動産の価額を評価通達
の定める方法により評価した価額を上回る価額
によるものとすることが上記の平等原則に違反
するということはできない。

　これはその通りだといわざるをえない。もちろん、
この通達に振り回された納税者はお気の毒に思う
し、通達を適用すべき場合と、総則 6 項が適用され
る場合の基準をもう少し明確にする必要性はあろ
う。また、通達を利用した申告も申告としては誤り
ではないので、過少申告加算税などは本来あり得な
いものだと考えるが、総則 6 項については以上のよ
うに考えている。
留意点
　１）相続税法は「時価」課税だ。しかし、相続に

よる財産の移動は取引ではない。
　２）だから通常は「時価」は見えない。そこで、

評価通達は「時価以下」にし、安全に課税する。
　３）だから、相続に際して合理的理由もなく「時価」

を見せるような行為をすると危ない。

（２）共有物の分割と不動産取得税（最高裁令和　
　４年３月２２日判決TAINS Ｚ９９９－８４４４）
　地方税法７３条の７第２号の３は，共有物の分
割による不動産の取得に対しては，同号括弧書き
に規定する「当該不動産の取得者の分割前の当該
共有物に係る持分の割合を超える部分」（以下「持
分超過部分」という。）の取得を除き，同税を課す
ることができないと規定している。
　この場合、共有分割で土地を取得したが、それ
までは１０の１しか持ち分がなかった土地を、相
続財産全体の１０分の１として、土地だけを取得
したような場合は、どうなるのだろう。
　五人の相続人がいるが、被相続人が、そのうち
の一人娘だけに全部を相続させる遺言を残した。
男の四人の相続人は遺留分減殺請求をおこす。す
ると、すべての相続財産は１０分の１ずつの共有
になり、土地についても１０分の１となる。そこで、
東京地方裁判所は，平成２７年８月，本件各不動
産に係る共有物分割の訴えについて，これらを一
括して分割の対象とした上で，そのうちいくつか
の各土地を上告人の単独所有とし，その余を他の
共有者らの各単独所有とすることなどを内容とす
る判決を言い渡し，同判決は確定した。
　その後、東京都足立都税事務所長は、上記の共
有物の分割により上告人が本件各土地の各持分１
０分の９を取得したこと（以下「本件各取得」と
いう。）に対する不動産取得税の賦課決定処分（以

下「本件各処分」という。）をしたので、この相続
人が争ったのである。
　最高裁の判断は次の通りであった。
３
（１）地方税法７３条の７第２号の３は，共有物の

分割による不動産の取得について，同法７３条
の２第１項にいう「不動産の取得」に該当し，
本来は不動産取得税の課税の対象となることを
前提に，その例外として，持分超過部分の取得
を除いては非課税とする旨を定めたものと解さ
れる。

　　　前記１（２）のとおり，上告人は，複数の不
動産を一括して分割の対象とする共有物の分割
により，本件各土地の各持分１０分の９を取得
したものであることから，このような場合にお
ける持分超過部分の有無及び額の判断の方法が
問題となる。

（２）地方税法７３条の１３第１項は，不動産取得
税の課税標準を，不動産を取得した時におけ
る不動産の価格とする旨規定し，同法７３条
の２１第１項本文は，固定資産課税台帳に固
定資産の価格が登録されている不動産につい
ては，当該価格により当該不動産に係る同税
の課税標準となるべき価格を決定するものと
する旨規定する。そして，固定資産課税台帳は，
原則として，登記簿に登記されている土地又
は家屋（住家その他の建物をいう。）について，
その価格等所定の事項を登録するものである
（同法３４１条１０号，１２号）ところ，土地
は１筆の土地ごとに，建物は１個の建物ごと
に登記されている（不動産登記法２条５号参
照）。

　　　また，地方税法７３条の１５の２第１項は，
不動産取得税の課税標準となるべき額が所定
の額に満たない場合においては，同税を課す
ることができない旨を規定するところ，同条
２項は，複数の土地の取得又は複数の家屋の
取得をもって一の土地の取得又は１戸の家屋
の取得とみなして同条１項の規定を適用する
場合について，特に規定している。

　　　以上のような不動産取得税に関する地方税
法の規定の内容等に照らせば，同税は，個々
の不動産の取得ごとに課されるものであると

いうことができる。
　　　そうすると，共有物の分割による不動産の取

得に係る持分超過部分の有無及び額について
は，複数の不動産を一括して分割の対象とする
場合であっても，その対象とされた個々の不動
産ごとに判断すべきものと解するのが，不動産
取得税の課税の仕組みと整合的であるというべ
きであり，また，地方税法７３条の７第２号の
３括弧書きの「分割前の当該共有物に係る持分
の割合」という文言にも沿う解釈ということが
できる。

　　　したがって，複数の不動産を一括して分割の
対象とする共有物の分割により不動産を取得し
た場合における持分超過部分の有無及び額につ
いては，分割の対象とされた個々の不動産ごと
に，分割前の持分の割合に相当する価格と分割
後に所有することとなった不動産の価格とを
比較して判断すべきものと解するのが相当で
ある。

（３）前記事実関係等によれば，上告人は，共有物
の分割により，従前は持分１０分の１を有し
ていた本件各土地について，それぞれ，他の
共有者から，その余の持分１０分の９を取得
したというのであるから，本件各取得の全部
が持分超過部分の取得に当たることが明らか
である。したがって，本件各取得に対しては
地方税法７３条の７第２号の３の規定により
不動産取得税を課することができないとはい
えない。

　要するに、相続財産税体で分割割合を見るので
はなく、個々の土地毎に超過部分を判断すると言
うことになる。共有物の分割に係わるときは注意
が必要となる。なお、遺産全部を特定の相続人に
相続させる旨の遺言による遺産の当該相続人への
承継に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使し
た場合に遺留分権利者に帰属する権利は，遺産分
割の対象となる遺産としての性質を有しないもの
と解されているので、（最高裁平成３年（オ）第１
７７２号同８年１月２６日第二小法廷判決・民集
５０巻１号１３２頁参照）、相続による取得とも言
えないので、非課税とはならないのである。
　なお、民法改正により、遺留分減殺請求の法的

する駐車場管理契約の各契約による一連の取引（本
件各取引）がされている。

　３　原告は、平成２６年１月まで各土地の賃貸人と
して駐車場収入を得ていたところ、同年２月以降
の駐車場収入については、使用貸借契約等により、
賃貸人が長男乙又は長女丙になり、各駐車場収入
は乙又は丙に帰属するものとして確定申告をして
いるから、平成２６年２月以降の駐車場収入が原
告に帰属するか否かを検討するに当たり、使用貸
借契約が成立したか否かが問題となる。

　４　本件各使用貸借契約書の原告の署名・押印は真
正なものであるから、民事訴訟法２２８条４項に
よれば、使用貸借契約書の原告作成部分は真正に
成立したものと推定されることになる。

　５　これに対し、被告は、原告が使用貸借契約書の
内容を全く認識していなかったと認められるから
上記推定は働かない旨主張する。しかしながら、
使用貸借契約書の署名・押印に至る経緯、使用貸
借契約書の記載内容その他本件各取引の内容、原
告の知識・経験・行動傾向等、各取引後の取引実態、 
確定申告における原告の行動等を総合すれば、原
告が使用貸借契約書の基本的な内容を認識した上
で使用貸借契約書に署名・押印した事実を優に認
定することができる。

　６　経験則に照らせば、使用貸借契約書のような処
分証書が真正に成立していれば、「特段の事情」
がない限り、作成者によって記載どおりの行為が
されたことを認めるべきである（処分証書の法
理）。

　７　被告は、本件各取引は異常であり、特段の事情
がある旨主張する。しかし、本件各取引によって、
駐車場収入が乙又は丙に帰属することになるが、
原告と乙・丙は親子の関係にあり、原告が十分な
収入を得ており、高齢でもあったことにも照らす
と、駐車場収入が各土地の所有者ではない乙又は
丙に帰属するからといって本件各取引が社会通念
に照らして異常なものであるということはできな
い。

　８　被告は、本件各取引は、乙及び税理士法人が、
総体としての租税負担を免れることを目的に企図
したこと等の特段の事情がある旨主張する。しか
し、節税効果を発生させることを動機として使用
貸借契約を締結することはあり得るのであって、

節税の動機と目的物を無償で使用収益させる意思
とは併存し得るものであるから、上記の目的があ
る場合であっても、直ちに使用貸借契約書に記載
どおりの行為がされたとの経験則を妨げる「特段
の事情」があるとすることはできないというべき
である。

　９　本件各使用貸借契約は成立したと認められると
ころ、使用貸借契約は対価を払わないで他人の物
を借りて使用収益する契約であるから（民法５９
３条）、乙又は丙は、平成２６年２月以降、原告
から、各土地の使用収益権を与えられたことにな
る。そして、乙又は丙は、各土地の使用収益権に
基づき、第三者との間で賃貸借契約を締結し、各
土地の賃借人から駐車場収入を得ることになる。
他方、原告は、各土地の所有者ではあるが、平成
２６年２月以降は、使用貸借契約の締結により、
各土地の使用収益権を乙又は丙に与えたため、乙
又は丙が賃貸人ということになるから、各土地の
賃貸借契約の賃貸人ではなくなり、駐車場収入を
得ることはできないことになる（実際にも駐車場
収入を得ていない）。

　１０　本件各土地の賃貸借に関する民法上の法律関
係を、所得税法１２条（実質所得者課税の原則）
の規定に照らしてみると、乙又は丙は、「資産又
は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられ
る者」に該当するというべきであり、実際にも駐
車場収入を収益として享受しているから、「単な
る名義人であって、その収益を享受」しないとい
うことはできない。さらに、原告は、駐車場収入
を収益として享受していないから、「その者以外
の者がその収益を享受する場合」における「その
者以外の者」に当たるということもできない。し
たがって、本件において、所得税法１２条の適用
により、平成２６年２月以降の駐車場収入の帰属
が原告にあるということはできないというべきで
ある。

　この判示は多くの税理士に衝撃を与えたと思われ
る。これで所得の分割が可能なら、同じような契約
を考える人も多かったと思われる。その意味で高裁
判決が注目されていたのである。令和４年７月２０
日（TAINS Ｚ８８８－２４２６ ) はまず、前述の贈
与契約について次のような判断を示した。

はじめに　
　コロナの関係で調査数が減少しているせいか、
訴訟の数もだんだん減ってきている。納税者が裁
判所ではもはや救済されないとあきらめはじめて
いるのではないか、と少し心配になってくる。裁
判所が、課税庁も納税者もともに法の下に平等だ
という視点をもって、事案をきちんと審査するこ
とを願っているのだが、そのためには課税庁以上
に税法についての判断能力が必要だ。しかし、裁
判例を見ると、法人税の損金と所得税の必要経費
の本質的な意味の違いを理解しないまま、損金を
必要経費と同じように考えて損金性を否定してい
る例が増えてきている。そうした判決に対する批
判もしたいが、ここでは、2022 年度の裁判例の中
から、TAINS の会員に留意しておいて欲しい事例
を取り上げ、簡単に私なりの留意点を示しておき
たい。

（１）通達の法的性格（最高裁令和 4 年 4 月 19 日
　　判決 TAINS Ｚ８８８－２４０６）
　今年なによりも注目されたのは、相続税の財産
評価通達の評価額を利用して、課税価額の引き下
げを行った納税者に対して、課税庁が評価通達総
則 6 項（「この通達の定めによって評価することが
著しく不当と認められる財産の価額は、国税庁長
官の指示を受けて評価する」）を適用し、時価で課
税した事件であろう。しかも、地裁・高裁で納税
者が敗訴していたのに、最高裁が弁論を開いたの
で、納税者が勝ちそうだと言うことで、不動産関
係者にも大きな関心を集めた。私自身も高裁判決が
覆るものと思い込み、どこが変えられるのか、真剣
に悩んでいた。というのは、私は原告を応援してい
た税理士や研究者とは異なり高裁判決でやむを得な
いと考えていたからである。しかし、最高裁の弁論

は高裁判決を覆すためのものではなく、総則 6 項
についての最高裁としての姿勢を従来示してこな
かったので、その点を明確にするという意味での
弁論だったようであり、結論は高裁と同じだった。
そこで、この最高裁判決の内容を少し考えてみよ
う。
　　
　事実関係は次のように整理されている。
（１）相続税法２２条は、同法第３章で特別の定め

のあるものを除くほか、相続等により取得した
財産の価額は当該財産の取得の時における時価
により、当該財産の価額から控除すべき債務の
金額はその時の現況による旨を規定する。

（２）評価通達１（２）は、時価とは課税時期（相
続等により財産を取得した日等）においてそれ
ぞれの財産の現況に応じ不特定多数の当事者間
で自由な取引が行われる場合に通常成立すると
認められる価額をいい、その価額は評価通達の
定めによって評価した価額による旨を定める。
他方、評価通達６は、評価通達の定めによって
評価することが著しく不適当と認められる財産
の価額は国税庁長官の指示を受けて評価する旨
を定める。

（３）Ａ（以下「被相続人」という。）は、平成２４年
６月１７日に９４歳で死亡し、上告人らほか２
名（以下「共同相続人ら」という。）がその財
産を相続により取得した（以下、この相続を「本
件相続」という。）。

　　　被相続人の相続財産には、第１審判決別表１
記載の土地及び同別表２記載の建物（以下、併
せて「本件甲不動産」という。）並びに同別表
３記載の土地及び建物（以下、併せて「本件乙
不動産」といい、本件甲不動産と併せて「本件
各不動産」という。）が含まれていたところ、

性質が変わったので、今後同様なことがあっても、
遺留分減殺請求により１０分の１の共有になること
はなくなるので、今後は分割協議で土地を取得した
時に、１０分の１０の課税になることにも留意して
おこう。

（３）親子間の土地の使用貸借と駐車場収入の帰属
　・・・（大阪地裁令和３年４月２２日判決　　　
　TAINS Ｚ８８８－２３６３）
　子供が親の土地を使用貸借し、アパートなどを建
てて賃料収入が発生した場合、その収入は子供に帰
属する。課税上もそれを承認している。だが、土地
を単に使用貸借した後に、その土地を駐車場として
賃貸し、その収入が発生した場合、その賃料を子供
に帰属させるのは、土地の所有権が父親にある以上、
少なくとも課税上は難しい取り扱いだった。そこで、
土地の一部の所有権を子供に帰属させた上で、駐車
場賃料を得た場合にはどうなるかが争われた事件が
あった。
　具体的には、父親である亡甲が、平成２６年１月
２５日、被控訴人である長男乙との間で、Ｐ等土地
上に敷設されたアスファルト舗装・車止め・フェン
スを、被控訴人乙に贈与する旨の契約を締結し、同
日、被控訴人長女丙との間で、Ｒ土地上に敷設され
たアスファルト舗装を被控訴人丙に贈与する旨の契
約をしたのである。土地の表面上の一部を贈与する
奇策を使い、その後の家賃収入をこども達に帰属さ
せたわけである。
　課税庁はこれを否認し、父親に帰属するとして課
税。大阪地裁令和３年４月２２日判決は次のように
判示し、これを認めたのである。
判示事項
　１　本件は、原告が、平成２６年分の所得税等につ

いて、収入の計上誤り等を理由とする更正の請求
をしたところ、処分行政庁から、更正すべき理由
がない旨の通知処分を受けたほか、原告の子ら（長
男乙及び長女丙）の名義で賃貸された土地の賃料
（駐車場収入）は原告に帰属するとして、増額更
正処分等を受けた事案である。

　２　本件においては、原告と長男乙及び長女丙との
間で、各土地の使用貸借契約及び各土地上に敷設
されたアスファルト舗装等の贈与契約、乙及び丙
と各賃借人間の賃貸借契約、委任者を乙及び丙と

　まず、贈与契約の部分であるが、舗装部分は不能
である、とされた。
　アスファルト舗装は、路盤にアスファルト混合物
を敷き均して、転圧機械により所定の密度が得られ
るまで締固め、所定の形状に平坦に仕上げるもので
あり、アスファルト舗装された地面のうち、アスファ
ルト混合物が含まれる表層及び基層部は、土地の構
成部分となり、独立の所有権が成立する余地はない
というべきである。
 したがって、亡甲において、本件各贈与契約のう
ち本件各舗装部分の所有権を被控訴人乙及び同丙に
移転させることは原始的に不能であることは明らか
であるから、本件各贈与契約のうち前記舗装部分等
を対象とする部分はいずれも無効といわなければな
らない。そうすると、本件各使用貸借契約書の作成
により、当事者が当初意図したところの被控訴人乙
及び同丙が本件各舗装部分を所有することを目的
とした本件各使用貸借契約が成立したと解釈する
余地はないというべきである。

　しかし、付合している本件各舗装部分をも含む
本件各土地を使用貸借したものと解したとしても
おかしくないとして、次のようにもいうのである。
　付合した本件各舖装部分を含む本件各土地を目
的とする本件各使用貸借契約の成否
ア　しかし、先に述べたところの、被控訴人乙及

び同丙が本件各舗装部分等を所有するという
本件各使用貸借契約の目的は、本件各贈与契
約が同時に締結されたことや同契約書の記載
から合理的に解釈されることに止まり、本件
各使用貸借契約書上は、付合している本件各
舗装部分をも含む本件各土地を使用貸借した
ものと解したとしても、特段整合しない記載
は認められない。むしろ、同契約書には、使
用貸借の目的は、被控訴人乙や同丙が本件各
土地を駐車場として使用することにある旨記
載されていることからして、本件各使用貸借
契約の対象を、付合した本件各舗装部分をも
含む本件各土地と解した方が自然で合理的と
も評価できるのである。そして、本件各贈与
契約書にも、被控訴人乙及び同丙が本件各舗
装部分上で駐車場賃貸事業を営むことが記載
されていて、本件各舗装部分の所有権の帰属

について当事者に法律の錯誤があったものの、
本件各取引の結果、本件各使用貸借により、付
合した同部分も含めた本件各土地上で被控訴人
乙及び同丙が駐車場賃貸事業を営むことは当事
者双方が明確に認識していたのであるから、本
件各使用貸借契約書の作成により本件各使用貸
借契約が成立したと認定できるのであれば、そ
の内容は本件各舗装部分を含む本件各土地を使
用貸借させるものであると解するのが合理的と
いうべきである。････

　
　以上によれば、被控訴人乙及び同丙は、本件各土
地について、本件各使用貸借契約に基づく収益権と
しての使用借権を有するから、本件駐車場から「生
ずる収益の法律上帰属するとみられる者」に当たる
こととなる。

　つまりこの使用貸借契約は有効であり、収益の法
律上の帰属者は相続人達である、という。法律上収
益が帰属しているなら、課税上も相続人達と判断し
ても良さそうであるが、この後が一審とはガラッと
変わってしまうのである。
　被控訴人乙及び同丙が「単なる名義人であって、
その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を
享受する場合」に当たるか
（１）所得税法１２条は、租税負担の公平を図るため、

資産から生ずる収益の帰属について、名義又は
形式とその実質が異なる場合には、当該資産の
名義又は形式にかかわらず、当該資産の真実の
所有者に帰属させようとした趣旨と解される。
そして、所得税基本通達１２－１が「法第１２
条の適用上、資産から生ずる収益を亭受する者
がだれであるかは、その収益の基因となる資産
の真実の権利者がだれであるかにより判定すべ
きである。」と規定しているのもこれと同じ趣
旨と解され、合理的なものと解すべきである。

（２）不動産所得である本件各土地の駐車場収入は、
本件各土地の使用の対価として受けるべき金銭
という法定果実であり（民法８８条２項）、駐
車場賃貸事業を営む者の役務提供の対価ではな
いから、所有権者がその果実収取権を第三者に
付与しない限り、元来所有権者に帰属すべきも
のである。

 　　そして、本件で被控訴人乙及び同丙が本件各
土地の法定果実を収取できる根拠は使用借権
（民法５９３条）であるが、使用借主は、その
無償性から、本来使用貸主の承諾を得ない限り、
法定果実収取権を有しないところ（同法５９４
条２項）、本件においては、既に本件各土地の
所有権に基づき駐車場賃貸事業を営んで賃料収
入を取得していた亡甲が、子である被控訴人乙
及び同丙に本件各土地を使用貸借し、法定果実
の収取を承諾して、その事業を前記被控訴人ら
に承継させたというのであるから、本件各取引
は、亡甲が本件各土地の所有権の帰属を変えな
いまま、何らの対価も得ることなく、そこから
生じる法定果実の帰属を子である前記被控訴人
らに移転させたものと評価できる。しかも、使
用貸借における転貸の承諾、すなわち法定果実
収取権の付与は、その無償性から、その承諾を
撤回し、将来に向かって付与しないことがで
きると考えられることからすると、そもそも
亡甲から使用貸借に基づく法定果実収取権を
付与されたことで、当然に実質的にも本件各
土地からの収益を享受する者と断ずることは
できないというべきである。

 　　さらに本件各取引がなされた経緯について
みると、前記認定事実によれば、被控訴人乙は、
本件税理士法人に亡甲の相続にかかる相続税
対策について相談し、被控訴人乙及び同丙が
亡甲の財産を相続する際、相続税の納付のた
めに遺産（不動産）の売却を余儀なくされる
ような事態を避けるため、亡甲及び被控訴人
丙らに対してもその趣旨を説明の上、本件各
使用貸借契約を含む本件各取引を締結して、
亡甲が従前から営んでいた賃料収入の蓄積に
よる同人名義の将来の遺産の増加を抑制する
ことを企図するとともに、当面の所得税の節
税をも企図したものであることが認められる。

 　　そして、本件各取引の結果、亡甲から本件
各使用貸借に基づく法定果実収取権を付与さ
れ、本件各土地上で駐車場賃貸事業を営むこ
とになった被控訴人乙及び同丙は、本件各取
引等に関し、特段の出捐をしたとは認めるに
足りないし、亡甲が管理業務を有償で委任し
ていた管理会社に引き続き同業務を有償で委

任したことにより、その管理に必要な役務を提
供したとも認めるに足りない。しかも、亡甲は、
本件各土地以外にも、同人らに対し、自己所有
の土地建物に無償で居住させた上、その固定資
産税も亡甲が負担するなどして、それらの不動
産の使用収益の利益を付与していたことも、本
件各取引に基づく本件各土地に関する法定果実
収取権の付与と同質のものであって、それらに
よって同人らが亡甲から親族間の情誼により相
当の援助を受けていた関係にあったというべき
である。

 　　そうすると、本件各取引は、亡甲の相続にか
かる相続税対策を主たる目的として、亡甲の存
命中は、本件各土地の所有権はあくまでも亡甲
が保有することを前提に、本件各土地による亡
甲の所得を子である被控訴人乙及び同丙に形式
上分散する目的で、同人らに対して本件各使用
貸借契約に基づく法定果実収取権を付与したも
のにすぎないものと認められる。

　　　したがって、たとえ、本件各取引後、本件
各土地の駐車場の収益が被控訴人乙及び同丙
の口座に振り込まれていたとしても、そのよ
うに亡甲が子である被控訴人乙及び同丙に対
する本件各土地の法定果実収取権の付与を継
続していたこと自体が、亡甲が所有権者とし
て享受すべき収益を子に自ら無償で処分して
いる結果であると評価できるのであって、や
はりその収益を支配していたのは亡甲という
べきであるから、平成２６年２月以降の本件
各駐車場の収益については、被控訴人乙及び
同丙は単なる名義人であって、その収益を享
受せず、亡甲がその収益を享受する場合に当
たるというべきである。

　
　法律上の帰属者と実質上の帰属者とが異なり、本
件の場合は、亡き父親が実質上の帰属者だとの判断
をして、納税者の主張を退けたことになる。
　法形式的には相続人達に帰属するように見える
が、真の法律関係からすると父親が所有している
のだ、という判断であろうが、法律上は契約自体
を否定するような特段の事情もなかったが、他方
でこれを認めると租税回避が容易に計画できるこ
とを懸念してこのような判断をしたものと思われ

る。他に何の合理的理由がなく、租税回避だけが目
的だと思われると、このような判断になる可能性が
強いと言えよう。

（４）２年連続期限遅れのみでも青色承認取消 ?

　年末に税理士事務所が申告書を二期連続期限後に
出したことだけを理由に青色承認の取り消しがなさ
れ、それを争った事案の判決が飛び込んできた（福
岡地方裁判所令和 4 年 12 月 14 日判決、TAINS 収
録作業中）。確かに、期限後提出は法律にも取消の
理由にされており、事務運用指針にも次のように規
定されている。
4　無申告又は期限後申告の場合における青色申告

の承認の取消し　
　　　法第 127 条第 1 項第 4 号の規定による取消し

は、2 事業年度連続してその提出期限内に法第
74 条第 1 項の規定による申告書の提出がない
場合に行うものとする。この場合、当該 2 事業
年度目の事業年度以後の事業年度について、そ
の承認を取り消す。

　しかし、通常はこれだけを理由に取り消すことは
ないと思われていた。この種の事件の場合は、その
不当性を審判所で争い、実務がよくわかる審判官で
あれば通常はしない処分であり、不当として救済す
る余地がある。しかし、裁判所になると、不当では
争えず、違法を主張しなければならなくなるので、
裁量権の逸脱、または濫用を争うことになる。地裁
は次のように判示している。

１　争点
（1）（本件処分が裁量権の範囲の逸脱又はその濫用

により違法であるか）について　････
（2）これを本件についてみると、前提事実及び掲記

の証拠並びに弁論の全趣旨によれば、次の事情
を指摘することができる。

　ア　原告は、平成３０年６月期及び令和元年６月
期の２事業年度連続で確定申告書を提出期限
までに提出しなかったものである（前提事実
（3）イ）。そして、この事実は、法人税法１２
４条１項４号の承認取消事由に該当する上、
青色申告承認取消しの取扱基準について定め

る本件事務運営指針の４にも該当する。
　　　確定申告書を提出期限までに提出すること

は、青色申告法人の基本的義務というべきであ
り、２事業年度連続で確定申告書を期限内に提
出しないことは、法人税法第２７条１項４号の
違反の程度としては軽視することのできないも
のというべきである。

　イ　原告が２事業年度連続で確定申告書を提出期
限までに提出しなかった原因は、本件税理士法
人の担当職員が期限内に提出することを失念し
たことによるものである。しかし、税理士法２
条１項１号に規定する税務代理は、民法９９条
が規定する代理人が本人に代わって意思表示を
行う行為に該当し、その法律効果は直接本人に
帰属するのであるから、納税者が自己の判断と
責任において、申告手続を税理士に委任し、当
該税理士が代理人として申告した以上、その申
告は申告名義人である納税者の行為として取り
扱われるものと解される。そうすると、２事業
年度連続で確定申告書が期限内不提出となった
原因が、本件税理士法人の担当職員の過誤によ
るものであるとしても、このような事情は、原
告と本件税理士法人の間の内部事情によるもの
といわざるを得ない。

(3)以上の事情からすれば、処分行政庁が本件処分(青
色申告の承認の取消し ) をしたことについて、
裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるとは
認めらない。

　原告会社は設立以来、重加算税処分を受けたこと
がないどころか、ここ十年指摘事項が一度もない優
良な法人だったようだが、それでも自動的に２年で
取り消す方向に変化してきたようだ。

おわりに
　TAINS に収録されている令和４年の裁判例から
いくつか取り出して紹介してきたが、最後の４番目
の問題は税理士として重く受け止めておかねばなら
ない。税理士と大学教員の大きな資質の違いは、
期限まで書くのが税理士で、期限が来てから書く
のが大学教員と揶揄してきたが、この差は加算税
や青色承認取り消しなどが税理士業務にはつきも
のだということから来ているのであろう。
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今週の判決等(2022年10月～2022年12月収録）

■ＴＡＩＮＳメールニュース     No.592 2022.10.13

　駐車場収入の帰属／親子間の土地使用貸借契約
／高裁で逆転判決
（令０４－０７－２０　大阪高裁　原判決取消し　確定　Ｚ８８８－２４２６）
　亡甲（一審原告）は、子ら（長男及び長女）との
間で、各土地の使用貸借契約を締結し、駐車場収入
は子らに帰属するものとして申告したところ、処分
行政庁から、駐車場収入は亡甲に帰属するとして更
正処分を受けました。大阪地裁は、亡甲の請求を認
容しましたが、大阪高裁は、次のように判示して、
駐車場の収益は、土地の所有者である亡甲に帰属す
ると判断しました。
　親子間での土地の使用貸借契約は有効に成立して
いると認められる。しかし、本件各取引は、亡甲の
相続税対策を主たる目的として、土地の所有権はあ
くまでも亡甲が保有することを前提に、土地による

所得を子らに形式上分散する目的で、同人らに対して
使用貸借契約に基づく法定果実収取権を付与したもの
にすぎないものと認められる。したがって、たとえ、
本件各取引後、駐車場の収益が子らの口座に振り込ま
れていたとしても、そのように亡甲が子らに対する土
地の法定果実収取権の付与を継続していたこと自体
が、亡甲が所有権者として享受すべき収益を子に自ら
無償で処分している結果であると評価できるのであっ
て、やはりその収益を支配していたのは亡甲というべ
きであるから、駐車場の収益については、子らは単な
る名義人であって、その収益を享受せず、亡甲がその
収益を享受する場合に当たるというべきである。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ８８８－２４２６

（税法データベース編集室：市野瀬　啻子）

■ＴＡＩＮＳメールニュース     No.591 2022.10.06　　
　更正の予知～関係法人に対する調査が請求人に
対する調査と認定された事例～
（令０２－０４－２３　非公開裁決　棄却　Ｆ０－２－１００４）
　不動産賃貸業等を目的とする請求人が、法人税等の
修正申告書を提出したところ、原処分庁が、架空の管
理費及び修繕費の計上による仮装の行為があったとし
て、青色申告の承認の取消処分及び重加算税の各賦課
決定処分を行いました。
　審判所は、関係法人と請求人が、人的・物的関係に
おいて共通性を有した相当密接な関係にあることなど
から、次のとおり認定し、請求人の行為は、所得に関
し、故意に事実をわい曲したものであり、事実の仮装
の行為に当たり、各処分等は適法であるとして請求を
棄却しました。
　関係法人の調査の内容は、まさに、請求人の不正の

行為に関連する証拠の収集であり、進捗状況としても、
その後の通常想定される調査が行われれば、請求人の不
正の行為が解明されることが相当程度確実といえる段階
に達していたということができ、現に、請求人は、その
不正の行為がいずれ発覚するとの認識の下、当該不正の
行為に係る修正申告書を提出したものと認められるか
ら、本件修正申告書の提出は、調査を受けたことを原因
として更正される可能性があるとの認識によってされた
ものと認められる。
　したがって、本件修正申告書の提出は、「調査があっ
たことにより当該国税について更正があるべきことを予
知してされたものでない」とはいえない。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｆ０－２－１００４

（税法データベース編集室：藤原　眞由美）

ちーちゃん
（地方税担当）

これらについては、被相続人の遺言に従って、
上告人らのうちの１名が取得した。なお、同
人は、平成２５年３月７日付けで、本件乙不
動産を代金５億１５００万円で第三者に売却
した。

（４）本件各不動産が被相続人の相続財産に含まれ
るに至った経緯等は、次のとおりである。

ア　被相続人は、平成２１年１月３０日付けで信
託銀行から６億３０００万円を借り入れた上、
同日付けで本件甲不動産を代金８億３７００
万円で購入した。

イ　被相続人は、平成２１年１２月２１日付けで
共同相続人らのうちの１名から４７００万円
を借り入れ、同月２５日付けで信託銀行から
３億７８００万円を借り入れた上、同日付け
で本件乙不動産を代金５億５０００万円で購
入した。

ウ　被相続人及び上告人らは，上記ア及びイの本
件各不動産の購入及びその購入資金の借入れ
（以下、併せて「本件購入・借入れ」という。）を、
被相続人及びその経営していた会社の事業承
継の過程の一つと位置付けつつも、本件購入・
借入れが近い将来発生することが予想される
被相続人からの相続において上告人らの相続
税の負担を減じ又は免れさせるものであるこ
とを知り、かつ、これを期待して、あえて企
画して実行したものである。

　要するに、二つの建物を借入金付きで購入し、評
価通達を利用して、課税価格を減らして、通常なら
約 2 億円になる相続税額を 0 円にする申告を行った
のである。そこで、税務署が伝家の宝刀総則 6 項を
適用して、時価で課税し、納税者がこれを争ったわ
けである。しかし、地裁も高裁も、このような方法
を認めると「実質的な租税負担の公平を著しく害し
不当な結果を招来する」から、「他の合理的な方法
によって評価することが許される」として本件各更
正処分は適法と判断していたのである。
　これを受けて最高裁は、どのような判断をした
か、次の部分が重要である。

４
（１）相続税法２２条は、相続等により取得した財

産の価額を当該財産の取得の時における時価に
よるとするが、ここにいう時価とは当該財産の
客観的な交換価値をいうものと解される。そし
て、評価通達は、上記の意味における時価の評
価方法を定めたものであるが、上級行政機関が
下級行政機関の職務権限の行使を指揮するため
に発した通達にすぎず、これが国民に対し直接
の法的効力を有するというべき根拠は見当たら
ない。そうすると、相続税の課税価格に算入さ
れる財産の価額は、当該財産の取得の時におけ
る客観的な交換価値としての時価を上回らない
限り、同条に違反するものではなく、このこと
は、当該価額が評価通達の定める方法により評
価した価額を上回るか否かによって左右されな
いというべきである。

　　　そうであるところ、本件各更正処分に係る課
税価格に算入された本件各鑑定評価額は、本件
各不動産の客観的な交換価値としての時価であ
ると認められるというのであるから、これが本
件各通達評価額を上回るからといって、相続税
法２２条に違反するものということはできな
い。

　つまり、最高裁は、相続税法という法律は「時価」
で課税するぞ、と書いてあるではないか。だから時
価で課税すること自体は基本的には違法ではないの
だ、といっているのである。読者の中にはそれでは
通達に従う意味がないではないか、と思われる方も
いると思うので、少し私なりの説明も付け加えてみ
よう。
　相続税法は、最高裁が言うとおり「時価」、通常の
取引価額で課税して良いといっているのである。だ
から、この法律の規定は、ある意味で非常に恐ろし
いのである。他方で、相続による財産の承継は取引
ではない。日本の相続法は大陸法の相続法を受け入
れ、相続開始と同時に相続人の共有状態になってし
まうので、第三者間の取引のような行為は行われな
い。つまり、相続の時に課税庁が時価で課税したく
ともその時価が見えないのである。そこで、課税し
やすいように運用上の基準として評価通達を定める
が、その額が時価を超えることはあってはならない
ことになる。だから評価額は慎重になり、謙抑的に
なり、時価よりはかなり低い安全な価額で課税する

ことにならざるを得ないことになる。だが、それで
も当該不動産の特殊事情のために通達での評価額で
も時価を上回ってしまう場合がある。そういう場合
には、総則 6 項で調整するのである。つまり、総則
6 項は本来、通達評価でも高くなってしまう特殊事
情がある場合に通達評価額を下げるために設けられ
たものであったのである。
　読者の方は、通達評価額が時価評価だと理解され
てきた方がいるかもしれないが、私は、通達評価は
「時価以下」評価額だと理解してきた。法律が時価
課税を要求しているが、時価が見えないために安全
に時価以下評価してきたのである。だから、納税者
はこの通達を大事にし、乱用しないようにしておか
ないと、時価で課税されるリスクがあるよ、と述べ
てきたのである。この事件は、まさしく、この安い
時価以下評価を意図的に利用しようとしたことにな
る。この評価通達を時価と同視し、通達で規定して
いる以上、課税庁は通達評価を尊重しなければなら
ない、という論理で納税者が勝つならば、不公平を
将来させないために、課税庁としては時価以下評価
をやめ、リスク覚悟で時価ぎりぎりの評価をせざる
を得なくなるのではないだろうか。私はこのように
考えていたから、一人の富裕者の租税回避のために、
多数の納税者の評価額が上がるような議論にはあま
りくみしたくなかった。現行の時価以下評価でも、
皆が同じように時価以下評価であればいいのではな
いかということである。
　最高裁は、この納税者には時価以下評価を適用
しないことの不平等問題を次のように述べている。
（２）
ア　　他方、租税法上の一般原則としての平等原

則は、租税法の適用に関し、同様の状況にあ
るものは同様に取り扱われることを要求する
ものと解される。そして、評価通達は相続財
産の価額の評価の一般的な方法を定めたもの
であり、課税庁がこれに従って画一的に評価
を行っていることは公知の事実であるから、
課税庁が、特定の者の相続財産の価額につい
てのみ評価通達の定める方法により評価した
価額を上回る価額によるものとすることは、
たとえ当該価額が客観的な交換価値としての
時価を上回らないとしても、合理的な理由が
ない限り、上記の平等原則に違反するものと

して違法というべきである。もっとも、上記に
述べたところに照らせば、相続税の課税価格に
算入される財産の価額について、評価通達の定
める方法による画一的な評価を行うことが実質
的な租税負担の公平に反するというべき事情が
ある場合には、合理的な理由があると認められ
るから、当該財産の価額を評価通達の定める方
法により評価した価額を上回る価額によるもの
とすることが上記の平等原則に違反するもので
はないと解するのが相当である。

イ　　これを本件各不動産についてみると、本件各
通達評価額と本件各鑑定評価額との間には大き
なかい離があるということができるものの、こ
のことをもって上記事情があるということはで
きない。

　　　もっとも、本件購入・借入れが行われなけれ
ば本件相続に係る課税価格の合計額は６億円を
超えるものであったにもかかわらず、これが行
われたことにより、本件各不動産の価額を評価
通達の定める方法により評価すると、課税価格
の合計額は２８２６万１０００円にとどまり、
基礎控除の結果、相続税の総額が０円になると
いうのであるから、上告人らの相続税の負担は
著しく軽減されることになるというべきであ
る。そして、被相続人及び上告人らは、本件購入・
借入れが近い将来発生することが予想される被
相続人からの相続において上告人らの相続税の
負担を減じ又は免れさせるものであることを知
り、かつ、これを期待して、あえて本件購入・
借入れを企画して実行したというのであるか
ら、租税負担の軽減をも意図してこれを行った
ものといえる。そうすると、本件各不動産の価
額について評価通達の定める方法による画一的
な評価を行うことは、本件購入・借入れのよう
な行為をせず、又はすることのできない他の納
税者と上告人らとの間に看過し難い不均衡を生
じさせ、実質的な租税負担の公平に反するとい
うべきであるから、上記事情があるものという
ことができる。

ウ　　したがって、本件各不動産の価額を評価通達
の定める方法により評価した価額を上回る価額
によるものとすることが上記の平等原則に違反
するということはできない。

　これはその通りだといわざるをえない。もちろん、
この通達に振り回された納税者はお気の毒に思う
し、通達を適用すべき場合と、総則 6 項が適用され
る場合の基準をもう少し明確にする必要性はあろ
う。また、通達を利用した申告も申告としては誤り
ではないので、過少申告加算税などは本来あり得な
いものだと考えるが、総則 6 項については以上のよ
うに考えている。
留意点
　１）相続税法は「時価」課税だ。しかし、相続に

よる財産の移動は取引ではない。
　２）だから通常は「時価」は見えない。そこで、

評価通達は「時価以下」にし、安全に課税する。
　３）だから、相続に際して合理的理由もなく「時価」

を見せるような行為をすると危ない。

（２）共有物の分割と不動産取得税（最高裁令和　
　４年３月２２日判決TAINS Ｚ９９９－８４４４）
　地方税法７３条の７第２号の３は，共有物の分
割による不動産の取得に対しては，同号括弧書き
に規定する「当該不動産の取得者の分割前の当該
共有物に係る持分の割合を超える部分」（以下「持
分超過部分」という。）の取得を除き，同税を課す
ることができないと規定している。
　この場合、共有分割で土地を取得したが、それ
までは１０の１しか持ち分がなかった土地を、相
続財産全体の１０分の１として、土地だけを取得
したような場合は、どうなるのだろう。
　五人の相続人がいるが、被相続人が、そのうち
の一人娘だけに全部を相続させる遺言を残した。
男の四人の相続人は遺留分減殺請求をおこす。す
ると、すべての相続財産は１０分の１ずつの共有
になり、土地についても１０分の１となる。そこで、
東京地方裁判所は，平成２７年８月，本件各不動
産に係る共有物分割の訴えについて，これらを一
括して分割の対象とした上で，そのうちいくつか
の各土地を上告人の単独所有とし，その余を他の
共有者らの各単独所有とすることなどを内容とす
る判決を言い渡し，同判決は確定した。
　その後、東京都足立都税事務所長は、上記の共
有物の分割により上告人が本件各土地の各持分１
０分の９を取得したこと（以下「本件各取得」と
いう。）に対する不動産取得税の賦課決定処分（以

下「本件各処分」という。）をしたので、この相続
人が争ったのである。
　最高裁の判断は次の通りであった。
３
（１）地方税法７３条の７第２号の３は，共有物の

分割による不動産の取得について，同法７３条
の２第１項にいう「不動産の取得」に該当し，
本来は不動産取得税の課税の対象となることを
前提に，その例外として，持分超過部分の取得
を除いては非課税とする旨を定めたものと解さ
れる。

　　　前記１（２）のとおり，上告人は，複数の不
動産を一括して分割の対象とする共有物の分割
により，本件各土地の各持分１０分の９を取得
したものであることから，このような場合にお
ける持分超過部分の有無及び額の判断の方法が
問題となる。

（２）地方税法７３条の１３第１項は，不動産取得
税の課税標準を，不動産を取得した時におけ
る不動産の価格とする旨規定し，同法７３条
の２１第１項本文は，固定資産課税台帳に固
定資産の価格が登録されている不動産につい
ては，当該価格により当該不動産に係る同税
の課税標準となるべき価格を決定するものと
する旨規定する。そして，固定資産課税台帳は，
原則として，登記簿に登記されている土地又
は家屋（住家その他の建物をいう。）について，
その価格等所定の事項を登録するものである
（同法３４１条１０号，１２号）ところ，土地
は１筆の土地ごとに，建物は１個の建物ごと
に登記されている（不動産登記法２条５号参
照）。

　　　また，地方税法７３条の１５の２第１項は，
不動産取得税の課税標準となるべき額が所定
の額に満たない場合においては，同税を課す
ることができない旨を規定するところ，同条
２項は，複数の土地の取得又は複数の家屋の
取得をもって一の土地の取得又は１戸の家屋
の取得とみなして同条１項の規定を適用する
場合について，特に規定している。

　　　以上のような不動産取得税に関する地方税
法の規定の内容等に照らせば，同税は，個々
の不動産の取得ごとに課されるものであると

いうことができる。
　　　そうすると，共有物の分割による不動産の取

得に係る持分超過部分の有無及び額について
は，複数の不動産を一括して分割の対象とする
場合であっても，その対象とされた個々の不動
産ごとに判断すべきものと解するのが，不動産
取得税の課税の仕組みと整合的であるというべ
きであり，また，地方税法７３条の７第２号の
３括弧書きの「分割前の当該共有物に係る持分
の割合」という文言にも沿う解釈ということが
できる。

　　　したがって，複数の不動産を一括して分割の
対象とする共有物の分割により不動産を取得し
た場合における持分超過部分の有無及び額につ
いては，分割の対象とされた個々の不動産ごと
に，分割前の持分の割合に相当する価格と分割
後に所有することとなった不動産の価格とを
比較して判断すべきものと解するのが相当で
ある。

（３）前記事実関係等によれば，上告人は，共有物
の分割により，従前は持分１０分の１を有し
ていた本件各土地について，それぞれ，他の
共有者から，その余の持分１０分の９を取得
したというのであるから，本件各取得の全部
が持分超過部分の取得に当たることが明らか
である。したがって，本件各取得に対しては
地方税法７３条の７第２号の３の規定により
不動産取得税を課することができないとはい
えない。

　要するに、相続財産税体で分割割合を見るので
はなく、個々の土地毎に超過部分を判断すると言
うことになる。共有物の分割に係わるときは注意
が必要となる。なお、遺産全部を特定の相続人に
相続させる旨の遺言による遺産の当該相続人への
承継に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使し
た場合に遺留分権利者に帰属する権利は，遺産分
割の対象となる遺産としての性質を有しないもの
と解されているので、（最高裁平成３年（オ）第１
７７２号同８年１月２６日第二小法廷判決・民集
５０巻１号１３２頁参照）、相続による取得とも言
えないので、非課税とはならないのである。
　なお、民法改正により、遺留分減殺請求の法的

する駐車場管理契約の各契約による一連の取引（本
件各取引）がされている。

　３　原告は、平成２６年１月まで各土地の賃貸人と
して駐車場収入を得ていたところ、同年２月以降
の駐車場収入については、使用貸借契約等により、
賃貸人が長男乙又は長女丙になり、各駐車場収入
は乙又は丙に帰属するものとして確定申告をして
いるから、平成２６年２月以降の駐車場収入が原
告に帰属するか否かを検討するに当たり、使用貸
借契約が成立したか否かが問題となる。

　４　本件各使用貸借契約書の原告の署名・押印は真
正なものであるから、民事訴訟法２２８条４項に
よれば、使用貸借契約書の原告作成部分は真正に
成立したものと推定されることになる。

　５　これに対し、被告は、原告が使用貸借契約書の
内容を全く認識していなかったと認められるから
上記推定は働かない旨主張する。しかしながら、
使用貸借契約書の署名・押印に至る経緯、使用貸
借契約書の記載内容その他本件各取引の内容、原
告の知識・経験・行動傾向等、各取引後の取引実態、 
確定申告における原告の行動等を総合すれば、原
告が使用貸借契約書の基本的な内容を認識した上
で使用貸借契約書に署名・押印した事実を優に認
定することができる。

　６　経験則に照らせば、使用貸借契約書のような処
分証書が真正に成立していれば、「特段の事情」
がない限り、作成者によって記載どおりの行為が
されたことを認めるべきである（処分証書の法
理）。

　７　被告は、本件各取引は異常であり、特段の事情
がある旨主張する。しかし、本件各取引によって、
駐車場収入が乙又は丙に帰属することになるが、
原告と乙・丙は親子の関係にあり、原告が十分な
収入を得ており、高齢でもあったことにも照らす
と、駐車場収入が各土地の所有者ではない乙又は
丙に帰属するからといって本件各取引が社会通念
に照らして異常なものであるということはできな
い。

　８　被告は、本件各取引は、乙及び税理士法人が、
総体としての租税負担を免れることを目的に企図
したこと等の特段の事情がある旨主張する。しか
し、節税効果を発生させることを動機として使用
貸借契約を締結することはあり得るのであって、

節税の動機と目的物を無償で使用収益させる意思
とは併存し得るものであるから、上記の目的があ
る場合であっても、直ちに使用貸借契約書に記載
どおりの行為がされたとの経験則を妨げる「特段
の事情」があるとすることはできないというべき
である。

　９　本件各使用貸借契約は成立したと認められると
ころ、使用貸借契約は対価を払わないで他人の物
を借りて使用収益する契約であるから（民法５９
３条）、乙又は丙は、平成２６年２月以降、原告
から、各土地の使用収益権を与えられたことにな
る。そして、乙又は丙は、各土地の使用収益権に
基づき、第三者との間で賃貸借契約を締結し、各
土地の賃借人から駐車場収入を得ることになる。
他方、原告は、各土地の所有者ではあるが、平成
２６年２月以降は、使用貸借契約の締結により、
各土地の使用収益権を乙又は丙に与えたため、乙
又は丙が賃貸人ということになるから、各土地の
賃貸借契約の賃貸人ではなくなり、駐車場収入を
得ることはできないことになる（実際にも駐車場
収入を得ていない）。

　１０　本件各土地の賃貸借に関する民法上の法律関
係を、所得税法１２条（実質所得者課税の原則）
の規定に照らしてみると、乙又は丙は、「資産又
は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられ
る者」に該当するというべきであり、実際にも駐
車場収入を収益として享受しているから、「単な
る名義人であって、その収益を享受」しないとい
うことはできない。さらに、原告は、駐車場収入
を収益として享受していないから、「その者以外
の者がその収益を享受する場合」における「その
者以外の者」に当たるということもできない。し
たがって、本件において、所得税法１２条の適用
により、平成２６年２月以降の駐車場収入の帰属
が原告にあるということはできないというべきで
ある。

　この判示は多くの税理士に衝撃を与えたと思われ
る。これで所得の分割が可能なら、同じような契約
を考える人も多かったと思われる。その意味で高裁
判決が注目されていたのである。令和４年７月２０
日（TAINS Ｚ８８８－２４２６ ) はまず、前述の贈
与契約について次のような判断を示した。

はじめに　
　コロナの関係で調査数が減少しているせいか、
訴訟の数もだんだん減ってきている。納税者が裁
判所ではもはや救済されないとあきらめはじめて
いるのではないか、と少し心配になってくる。裁
判所が、課税庁も納税者もともに法の下に平等だ
という視点をもって、事案をきちんと審査するこ
とを願っているのだが、そのためには課税庁以上
に税法についての判断能力が必要だ。しかし、裁
判例を見ると、法人税の損金と所得税の必要経費
の本質的な意味の違いを理解しないまま、損金を
必要経費と同じように考えて損金性を否定してい
る例が増えてきている。そうした判決に対する批
判もしたいが、ここでは、2022 年度の裁判例の中
から、TAINS の会員に留意しておいて欲しい事例
を取り上げ、簡単に私なりの留意点を示しておき
たい。

（１）通達の法的性格（最高裁令和 4 年 4 月 19 日
　　判決 TAINS Ｚ８８８－２４０６）
　今年なによりも注目されたのは、相続税の財産
評価通達の評価額を利用して、課税価額の引き下
げを行った納税者に対して、課税庁が評価通達総
則 6 項（「この通達の定めによって評価することが
著しく不当と認められる財産の価額は、国税庁長
官の指示を受けて評価する」）を適用し、時価で課
税した事件であろう。しかも、地裁・高裁で納税
者が敗訴していたのに、最高裁が弁論を開いたの
で、納税者が勝ちそうだと言うことで、不動産関
係者にも大きな関心を集めた。私自身も高裁判決が
覆るものと思い込み、どこが変えられるのか、真剣
に悩んでいた。というのは、私は原告を応援してい
た税理士や研究者とは異なり高裁判決でやむを得な
いと考えていたからである。しかし、最高裁の弁論

は高裁判決を覆すためのものではなく、総則 6 項
についての最高裁としての姿勢を従来示してこな
かったので、その点を明確にするという意味での
弁論だったようであり、結論は高裁と同じだった。
そこで、この最高裁判決の内容を少し考えてみよ
う。
　　
　事実関係は次のように整理されている。
（１）相続税法２２条は、同法第３章で特別の定め

のあるものを除くほか、相続等により取得した
財産の価額は当該財産の取得の時における時価
により、当該財産の価額から控除すべき債務の
金額はその時の現況による旨を規定する。

（２）評価通達１（２）は、時価とは課税時期（相
続等により財産を取得した日等）においてそれ
ぞれの財産の現況に応じ不特定多数の当事者間
で自由な取引が行われる場合に通常成立すると
認められる価額をいい、その価額は評価通達の
定めによって評価した価額による旨を定める。
他方、評価通達６は、評価通達の定めによって
評価することが著しく不適当と認められる財産
の価額は国税庁長官の指示を受けて評価する旨
を定める。

（３）Ａ（以下「被相続人」という。）は、平成２４年
６月１７日に９４歳で死亡し、上告人らほか２
名（以下「共同相続人ら」という。）がその財
産を相続により取得した（以下、この相続を「本
件相続」という。）。

　　　被相続人の相続財産には、第１審判決別表１
記載の土地及び同別表２記載の建物（以下、併
せて「本件甲不動産」という。）並びに同別表
３記載の土地及び建物（以下、併せて「本件乙
不動産」といい、本件甲不動産と併せて「本件
各不動産」という。）が含まれていたところ、

性質が変わったので、今後同様なことがあっても、
遺留分減殺請求により１０分の１の共有になること
はなくなるので、今後は分割協議で土地を取得した
時に、１０分の１０の課税になることにも留意して
おこう。

（３）親子間の土地の使用貸借と駐車場収入の帰属
　・・・（大阪地裁令和３年４月２２日判決　　　
　TAINS Ｚ８８８－２３６３）
　子供が親の土地を使用貸借し、アパートなどを建
てて賃料収入が発生した場合、その収入は子供に帰
属する。課税上もそれを承認している。だが、土地
を単に使用貸借した後に、その土地を駐車場として
賃貸し、その収入が発生した場合、その賃料を子供
に帰属させるのは、土地の所有権が父親にある以上、
少なくとも課税上は難しい取り扱いだった。そこで、
土地の一部の所有権を子供に帰属させた上で、駐車
場賃料を得た場合にはどうなるかが争われた事件が
あった。
　具体的には、父親である亡甲が、平成２６年１月
２５日、被控訴人である長男乙との間で、Ｐ等土地
上に敷設されたアスファルト舗装・車止め・フェン
スを、被控訴人乙に贈与する旨の契約を締結し、同
日、被控訴人長女丙との間で、Ｒ土地上に敷設され
たアスファルト舗装を被控訴人丙に贈与する旨の契
約をしたのである。土地の表面上の一部を贈与する
奇策を使い、その後の家賃収入をこども達に帰属さ
せたわけである。
　課税庁はこれを否認し、父親に帰属するとして課
税。大阪地裁令和３年４月２２日判決は次のように
判示し、これを認めたのである。
判示事項
　１　本件は、原告が、平成２６年分の所得税等につ

いて、収入の計上誤り等を理由とする更正の請求
をしたところ、処分行政庁から、更正すべき理由
がない旨の通知処分を受けたほか、原告の子ら（長
男乙及び長女丙）の名義で賃貸された土地の賃料
（駐車場収入）は原告に帰属するとして、増額更
正処分等を受けた事案である。

　２　本件においては、原告と長男乙及び長女丙との
間で、各土地の使用貸借契約及び各土地上に敷設
されたアスファルト舗装等の贈与契約、乙及び丙
と各賃借人間の賃貸借契約、委任者を乙及び丙と

　まず、贈与契約の部分であるが、舗装部分は不能
である、とされた。
　アスファルト舗装は、路盤にアスファルト混合物
を敷き均して、転圧機械により所定の密度が得られ
るまで締固め、所定の形状に平坦に仕上げるもので
あり、アスファルト舗装された地面のうち、アスファ
ルト混合物が含まれる表層及び基層部は、土地の構
成部分となり、独立の所有権が成立する余地はない
というべきである。
 したがって、亡甲において、本件各贈与契約のう
ち本件各舗装部分の所有権を被控訴人乙及び同丙に
移転させることは原始的に不能であることは明らか
であるから、本件各贈与契約のうち前記舗装部分等
を対象とする部分はいずれも無効といわなければな
らない。そうすると、本件各使用貸借契約書の作成
により、当事者が当初意図したところの被控訴人乙
及び同丙が本件各舗装部分を所有することを目的
とした本件各使用貸借契約が成立したと解釈する
余地はないというべきである。

　しかし、付合している本件各舗装部分をも含む
本件各土地を使用貸借したものと解したとしても
おかしくないとして、次のようにもいうのである。
　付合した本件各舖装部分を含む本件各土地を目
的とする本件各使用貸借契約の成否
ア　しかし、先に述べたところの、被控訴人乙及

び同丙が本件各舗装部分等を所有するという
本件各使用貸借契約の目的は、本件各贈与契
約が同時に締結されたことや同契約書の記載
から合理的に解釈されることに止まり、本件
各使用貸借契約書上は、付合している本件各
舗装部分をも含む本件各土地を使用貸借した
ものと解したとしても、特段整合しない記載
は認められない。むしろ、同契約書には、使
用貸借の目的は、被控訴人乙や同丙が本件各
土地を駐車場として使用することにある旨記
載されていることからして、本件各使用貸借
契約の対象を、付合した本件各舗装部分をも
含む本件各土地と解した方が自然で合理的と
も評価できるのである。そして、本件各贈与
契約書にも、被控訴人乙及び同丙が本件各舗
装部分上で駐車場賃貸事業を営むことが記載
されていて、本件各舗装部分の所有権の帰属

について当事者に法律の錯誤があったものの、
本件各取引の結果、本件各使用貸借により、付
合した同部分も含めた本件各土地上で被控訴人
乙及び同丙が駐車場賃貸事業を営むことは当事
者双方が明確に認識していたのであるから、本
件各使用貸借契約書の作成により本件各使用貸
借契約が成立したと認定できるのであれば、そ
の内容は本件各舗装部分を含む本件各土地を使
用貸借させるものであると解するのが合理的と
いうべきである。････

　
　以上によれば、被控訴人乙及び同丙は、本件各土
地について、本件各使用貸借契約に基づく収益権と
しての使用借権を有するから、本件駐車場から「生
ずる収益の法律上帰属するとみられる者」に当たる
こととなる。

　つまりこの使用貸借契約は有効であり、収益の法
律上の帰属者は相続人達である、という。法律上収
益が帰属しているなら、課税上も相続人達と判断し
ても良さそうであるが、この後が一審とはガラッと
変わってしまうのである。
　被控訴人乙及び同丙が「単なる名義人であって、
その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を
享受する場合」に当たるか
（１）所得税法１２条は、租税負担の公平を図るため、

資産から生ずる収益の帰属について、名義又は
形式とその実質が異なる場合には、当該資産の
名義又は形式にかかわらず、当該資産の真実の
所有者に帰属させようとした趣旨と解される。
そして、所得税基本通達１２－１が「法第１２
条の適用上、資産から生ずる収益を亭受する者
がだれであるかは、その収益の基因となる資産
の真実の権利者がだれであるかにより判定すべ
きである。」と規定しているのもこれと同じ趣
旨と解され、合理的なものと解すべきである。

（２）不動産所得である本件各土地の駐車場収入は、
本件各土地の使用の対価として受けるべき金銭
という法定果実であり（民法８８条２項）、駐
車場賃貸事業を営む者の役務提供の対価ではな
いから、所有権者がその果実収取権を第三者に
付与しない限り、元来所有権者に帰属すべきも
のである。

 　　そして、本件で被控訴人乙及び同丙が本件各
土地の法定果実を収取できる根拠は使用借権
（民法５９３条）であるが、使用借主は、その
無償性から、本来使用貸主の承諾を得ない限り、
法定果実収取権を有しないところ（同法５９４
条２項）、本件においては、既に本件各土地の
所有権に基づき駐車場賃貸事業を営んで賃料収
入を取得していた亡甲が、子である被控訴人乙
及び同丙に本件各土地を使用貸借し、法定果実
の収取を承諾して、その事業を前記被控訴人ら
に承継させたというのであるから、本件各取引
は、亡甲が本件各土地の所有権の帰属を変えな
いまま、何らの対価も得ることなく、そこから
生じる法定果実の帰属を子である前記被控訴人
らに移転させたものと評価できる。しかも、使
用貸借における転貸の承諾、すなわち法定果実
収取権の付与は、その無償性から、その承諾を
撤回し、将来に向かって付与しないことがで
きると考えられることからすると、そもそも
亡甲から使用貸借に基づく法定果実収取権を
付与されたことで、当然に実質的にも本件各
土地からの収益を享受する者と断ずることは
できないというべきである。

 　　さらに本件各取引がなされた経緯について
みると、前記認定事実によれば、被控訴人乙は、
本件税理士法人に亡甲の相続にかかる相続税
対策について相談し、被控訴人乙及び同丙が
亡甲の財産を相続する際、相続税の納付のた
めに遺産（不動産）の売却を余儀なくされる
ような事態を避けるため、亡甲及び被控訴人
丙らに対してもその趣旨を説明の上、本件各
使用貸借契約を含む本件各取引を締結して、
亡甲が従前から営んでいた賃料収入の蓄積に
よる同人名義の将来の遺産の増加を抑制する
ことを企図するとともに、当面の所得税の節
税をも企図したものであることが認められる。

 　　そして、本件各取引の結果、亡甲から本件
各使用貸借に基づく法定果実収取権を付与さ
れ、本件各土地上で駐車場賃貸事業を営むこ
とになった被控訴人乙及び同丙は、本件各取
引等に関し、特段の出捐をしたとは認めるに
足りないし、亡甲が管理業務を有償で委任し
ていた管理会社に引き続き同業務を有償で委

任したことにより、その管理に必要な役務を提
供したとも認めるに足りない。しかも、亡甲は、
本件各土地以外にも、同人らに対し、自己所有
の土地建物に無償で居住させた上、その固定資
産税も亡甲が負担するなどして、それらの不動
産の使用収益の利益を付与していたことも、本
件各取引に基づく本件各土地に関する法定果実
収取権の付与と同質のものであって、それらに
よって同人らが亡甲から親族間の情誼により相
当の援助を受けていた関係にあったというべき
である。

 　　そうすると、本件各取引は、亡甲の相続にか
かる相続税対策を主たる目的として、亡甲の存
命中は、本件各土地の所有権はあくまでも亡甲
が保有することを前提に、本件各土地による亡
甲の所得を子である被控訴人乙及び同丙に形式
上分散する目的で、同人らに対して本件各使用
貸借契約に基づく法定果実収取権を付与したも
のにすぎないものと認められる。

　　　したがって、たとえ、本件各取引後、本件
各土地の駐車場の収益が被控訴人乙及び同丙
の口座に振り込まれていたとしても、そのよ
うに亡甲が子である被控訴人乙及び同丙に対
する本件各土地の法定果実収取権の付与を継
続していたこと自体が、亡甲が所有権者とし
て享受すべき収益を子に自ら無償で処分して
いる結果であると評価できるのであって、や
はりその収益を支配していたのは亡甲という
べきであるから、平成２６年２月以降の本件
各駐車場の収益については、被控訴人乙及び
同丙は単なる名義人であって、その収益を享
受せず、亡甲がその収益を享受する場合に当
たるというべきである。

　
　法律上の帰属者と実質上の帰属者とが異なり、本
件の場合は、亡き父親が実質上の帰属者だとの判断
をして、納税者の主張を退けたことになる。
　法形式的には相続人達に帰属するように見える
が、真の法律関係からすると父親が所有している
のだ、という判断であろうが、法律上は契約自体
を否定するような特段の事情もなかったが、他方
でこれを認めると租税回避が容易に計画できるこ
とを懸念してこのような判断をしたものと思われ

る。他に何の合理的理由がなく、租税回避だけが目
的だと思われると、このような判断になる可能性が
強いと言えよう。

（４）２年連続期限遅れのみでも青色承認取消 ?

　年末に税理士事務所が申告書を二期連続期限後に
出したことだけを理由に青色承認の取り消しがなさ
れ、それを争った事案の判決が飛び込んできた（福
岡地方裁判所令和 4 年 12 月 14 日判決、TAINS 収
録作業中）。確かに、期限後提出は法律にも取消の
理由にされており、事務運用指針にも次のように規
定されている。
4　無申告又は期限後申告の場合における青色申告

の承認の取消し　
　　　法第 127 条第 1 項第 4 号の規定による取消し

は、2 事業年度連続してその提出期限内に法第
74 条第 1 項の規定による申告書の提出がない
場合に行うものとする。この場合、当該 2 事業
年度目の事業年度以後の事業年度について、そ
の承認を取り消す。

　しかし、通常はこれだけを理由に取り消すことは
ないと思われていた。この種の事件の場合は、その
不当性を審判所で争い、実務がよくわかる審判官で
あれば通常はしない処分であり、不当として救済す
る余地がある。しかし、裁判所になると、不当では
争えず、違法を主張しなければならなくなるので、
裁量権の逸脱、または濫用を争うことになる。地裁
は次のように判示している。

１　争点
（1）（本件処分が裁量権の範囲の逸脱又はその濫用

により違法であるか）について　････
（2）これを本件についてみると、前提事実及び掲記

の証拠並びに弁論の全趣旨によれば、次の事情
を指摘することができる。

　ア　原告は、平成３０年６月期及び令和元年６月
期の２事業年度連続で確定申告書を提出期限
までに提出しなかったものである（前提事実
（3）イ）。そして、この事実は、法人税法１２
４条１項４号の承認取消事由に該当する上、
青色申告承認取消しの取扱基準について定め

る本件事務運営指針の４にも該当する。
　　　確定申告書を提出期限までに提出すること

は、青色申告法人の基本的義務というべきであ
り、２事業年度連続で確定申告書を期限内に提
出しないことは、法人税法第２７条１項４号の
違反の程度としては軽視することのできないも
のというべきである。

　イ　原告が２事業年度連続で確定申告書を提出期
限までに提出しなかった原因は、本件税理士法
人の担当職員が期限内に提出することを失念し
たことによるものである。しかし、税理士法２
条１項１号に規定する税務代理は、民法９９条
が規定する代理人が本人に代わって意思表示を
行う行為に該当し、その法律効果は直接本人に
帰属するのであるから、納税者が自己の判断と
責任において、申告手続を税理士に委任し、当
該税理士が代理人として申告した以上、その申
告は申告名義人である納税者の行為として取り
扱われるものと解される。そうすると、２事業
年度連続で確定申告書が期限内不提出となった
原因が、本件税理士法人の担当職員の過誤によ
るものであるとしても、このような事情は、原
告と本件税理士法人の間の内部事情によるもの
といわざるを得ない。

(3)以上の事情からすれば、処分行政庁が本件処分(青
色申告の承認の取消し ) をしたことについて、
裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるとは
認めらない。

　原告会社は設立以来、重加算税処分を受けたこと
がないどころか、ここ十年指摘事項が一度もない優
良な法人だったようだが、それでも自動的に２年で
取り消す方向に変化してきたようだ。

おわりに
　TAINS に収録されている令和４年の裁判例から
いくつか取り出して紹介してきたが、最後の４番目
の問題は税理士として重く受け止めておかねばなら
ない。税理士と大学教員の大きな資質の違いは、
期限まで書くのが税理士で、期限が来てから書く
のが大学教員と揶揄してきたが、この差は加算税
や青色承認取り消しなどが税理士業務にはつきも
のだということから来ているのであろう。
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■ＴＡＩＮＳメールニュース      No.594 2022.10.27   
　取引相場のない株式～発行会社を介する三者間の
譲渡にみなし譲渡課税等～
（令０４－０２－１４　東京地裁　棄却　Ｚ８８８－２４１９）
　Ａ社は、代表取締役（甲）から、Ａ社株式５０００
株を１株当たり１５００円で取得（本件取引１）した
上で、取締役兼営業部長である甲の長男（乙）に譲渡
（本件取引２）しました。同様に、Ａ社は、同社の元
取締役から、Ａ社株式１万１４６０株を取得した上
で、乙に譲渡（本件取引３）しました。この事案は、
Ａ社の自己株式の取得及び譲渡に係る取引について、
処分行政庁から、甲はみなし譲渡に該当するとして、
乙は享受した経済的な利益が給与所得に該当するとし
て更正処分を、Ａ社は源泉所得税の納税告知処分を受
けたことから争われたものです。裁判所では、次のと
おり判断し、甲、乙及びＡ社の請求を棄却しました。
　本件取引１は、所基通５９－６に基づき算定した価

額（１株当たり１万７５７７円）の２分の１に満たな
い金額（１株当たり１５００円）によりＡ社株式５０
００株を譲渡したものであり、所得税法５９条１項２
号所定の「著しく低い価額の対価として政令で定める
額による譲渡」に該当するものと認められるから、同
項の規定を適用したことをもって、甲の更正処分が違
法なものはいえない。
　乙は、本件取引２及び３の時における価額と実際の対
価の額との差額に相当する経済的な利益を享受したもの
であるし、この経済的な利益は所得税法２８条１項所定
の「給与等」に該当するものと認められるから、同項の
規定を適用したことをもって、乙の更正処分及びＡ社の
納税告知処分が違法なものとはいえない。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　  【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ８８８－２４１9　　　

（税法データベース編集室：依田　孝子）

■ＴＡＩＮＳメールニュース     No.593 2022.10.20　　
　徴収事件／賃貸借契約に係る保証金の返還請求
権の差押えと修繕費との相殺
（平２１－０２－２５　吹田簡裁　国の請求認容　Ｚ７７７－２１０６）
 原告（国）が差し押さえた滞納者（賃借人）の賃貸借契約
に係る保証金の返還請求権は、物件の明渡し時の損耗・汚
損に係る修繕費と相殺することはできないとする国と相殺で
きるとする賃貸人（被告）とが争った事案です。
　裁判所は、国の請求を認めました。
　賃貸人の主張（本件物件には、明渡し時に損耗・汚損が
存在し、この損耗・汚損は、賃借人の通常の使用による程度
を越えるものであるから、フローリング工事費用のうち、１平方
メートル分の工事費用として１万１０００円及び襖５枚分工事
費用として１万１６００円は、賃借人が負担すべきものとして、
充当により、返還すべき本件保証金から差し引かれるべきも

のである。）は、採用できない。
　賃貸人の主張に添う証拠としては管理会社代表者作成の
陳述書が存在するものの、少なくとも、その損耗・汚損が通常
の使用による程度を超えるものであるかどうかの点に関して
は、賃借人である滞納者作成の陳述書及び退室申込書に照
らして直に信用することができない。かえって、退室申込書の
内装確認欄には、損傷箇所を指摘する複数の記載があるも
のの、その中にはフローリングや襖についての記載はないので
あって、このことは、仮にフローリングや襖に何らかの損耗・汚
損が存在したとしても、それは通常の使用によって生じる程度
のものに過ぎなかったのではないかとの推測を生じさせる。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　  【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ７７７－２１０６

（税法データベース編集室：大高　由美子）

ほう君
（法人税担当）

一般社団法人 日税連税法データベース

お問い合わせ先

よくある質問はこちら。

TAINSホームページ下部「お問い合わせフォーム」をご利用ください

https://www.tains.org/

これらについては、被相続人の遺言に従って、
上告人らのうちの１名が取得した。なお、同
人は、平成２５年３月７日付けで、本件乙不
動産を代金５億１５００万円で第三者に売却
した。

（４）本件各不動産が被相続人の相続財産に含まれ
るに至った経緯等は、次のとおりである。

ア　被相続人は、平成２１年１月３０日付けで信
託銀行から６億３０００万円を借り入れた上、
同日付けで本件甲不動産を代金８億３７００
万円で購入した。

イ　被相続人は、平成２１年１２月２１日付けで
共同相続人らのうちの１名から４７００万円
を借り入れ、同月２５日付けで信託銀行から
３億７８００万円を借り入れた上、同日付け
で本件乙不動産を代金５億５０００万円で購
入した。

ウ　被相続人及び上告人らは，上記ア及びイの本
件各不動産の購入及びその購入資金の借入れ
（以下、併せて「本件購入・借入れ」という。）を、
被相続人及びその経営していた会社の事業承
継の過程の一つと位置付けつつも、本件購入・
借入れが近い将来発生することが予想される
被相続人からの相続において上告人らの相続
税の負担を減じ又は免れさせるものであるこ
とを知り、かつ、これを期待して、あえて企
画して実行したものである。

　要するに、二つの建物を借入金付きで購入し、評
価通達を利用して、課税価格を減らして、通常なら
約 2 億円になる相続税額を 0 円にする申告を行った
のである。そこで、税務署が伝家の宝刀総則 6 項を
適用して、時価で課税し、納税者がこれを争ったわ
けである。しかし、地裁も高裁も、このような方法
を認めると「実質的な租税負担の公平を著しく害し
不当な結果を招来する」から、「他の合理的な方法
によって評価することが許される」として本件各更
正処分は適法と判断していたのである。
　これを受けて最高裁は、どのような判断をした
か、次の部分が重要である。

４
（１）相続税法２２条は、相続等により取得した財

産の価額を当該財産の取得の時における時価に
よるとするが、ここにいう時価とは当該財産の
客観的な交換価値をいうものと解される。そし
て、評価通達は、上記の意味における時価の評
価方法を定めたものであるが、上級行政機関が
下級行政機関の職務権限の行使を指揮するため
に発した通達にすぎず、これが国民に対し直接
の法的効力を有するというべき根拠は見当たら
ない。そうすると、相続税の課税価格に算入さ
れる財産の価額は、当該財産の取得の時におけ
る客観的な交換価値としての時価を上回らない
限り、同条に違反するものではなく、このこと
は、当該価額が評価通達の定める方法により評
価した価額を上回るか否かによって左右されな
いというべきである。

　　　そうであるところ、本件各更正処分に係る課
税価格に算入された本件各鑑定評価額は、本件
各不動産の客観的な交換価値としての時価であ
ると認められるというのであるから、これが本
件各通達評価額を上回るからといって、相続税
法２２条に違反するものということはできな
い。

　つまり、最高裁は、相続税法という法律は「時価」
で課税するぞ、と書いてあるではないか。だから時
価で課税すること自体は基本的には違法ではないの
だ、といっているのである。読者の中にはそれでは
通達に従う意味がないではないか、と思われる方も
いると思うので、少し私なりの説明も付け加えてみ
よう。
　相続税法は、最高裁が言うとおり「時価」、通常の
取引価額で課税して良いといっているのである。だ
から、この法律の規定は、ある意味で非常に恐ろし
いのである。他方で、相続による財産の承継は取引
ではない。日本の相続法は大陸法の相続法を受け入
れ、相続開始と同時に相続人の共有状態になってし
まうので、第三者間の取引のような行為は行われな
い。つまり、相続の時に課税庁が時価で課税したく
ともその時価が見えないのである。そこで、課税し
やすいように運用上の基準として評価通達を定める
が、その額が時価を超えることはあってはならない
ことになる。だから評価額は慎重になり、謙抑的に
なり、時価よりはかなり低い安全な価額で課税する

ことにならざるを得ないことになる。だが、それで
も当該不動産の特殊事情のために通達での評価額で
も時価を上回ってしまう場合がある。そういう場合
には、総則 6 項で調整するのである。つまり、総則
6 項は本来、通達評価でも高くなってしまう特殊事
情がある場合に通達評価額を下げるために設けられ
たものであったのである。
　読者の方は、通達評価額が時価評価だと理解され
てきた方がいるかもしれないが、私は、通達評価は
「時価以下」評価額だと理解してきた。法律が時価
課税を要求しているが、時価が見えないために安全
に時価以下評価してきたのである。だから、納税者
はこの通達を大事にし、乱用しないようにしておか
ないと、時価で課税されるリスクがあるよ、と述べ
てきたのである。この事件は、まさしく、この安い
時価以下評価を意図的に利用しようとしたことにな
る。この評価通達を時価と同視し、通達で規定して
いる以上、課税庁は通達評価を尊重しなければなら
ない、という論理で納税者が勝つならば、不公平を
将来させないために、課税庁としては時価以下評価
をやめ、リスク覚悟で時価ぎりぎりの評価をせざる
を得なくなるのではないだろうか。私はこのように
考えていたから、一人の富裕者の租税回避のために、
多数の納税者の評価額が上がるような議論にはあま
りくみしたくなかった。現行の時価以下評価でも、
皆が同じように時価以下評価であればいいのではな
いかということである。
　最高裁は、この納税者には時価以下評価を適用
しないことの不平等問題を次のように述べている。
（２）
ア　　他方、租税法上の一般原則としての平等原

則は、租税法の適用に関し、同様の状況にあ
るものは同様に取り扱われることを要求する
ものと解される。そして、評価通達は相続財
産の価額の評価の一般的な方法を定めたもの
であり、課税庁がこれに従って画一的に評価
を行っていることは公知の事実であるから、
課税庁が、特定の者の相続財産の価額につい
てのみ評価通達の定める方法により評価した
価額を上回る価額によるものとすることは、
たとえ当該価額が客観的な交換価値としての
時価を上回らないとしても、合理的な理由が
ない限り、上記の平等原則に違反するものと

して違法というべきである。もっとも、上記に
述べたところに照らせば、相続税の課税価格に
算入される財産の価額について、評価通達の定
める方法による画一的な評価を行うことが実質
的な租税負担の公平に反するというべき事情が
ある場合には、合理的な理由があると認められ
るから、当該財産の価額を評価通達の定める方
法により評価した価額を上回る価額によるもの
とすることが上記の平等原則に違反するもので
はないと解するのが相当である。

イ　　これを本件各不動産についてみると、本件各
通達評価額と本件各鑑定評価額との間には大き
なかい離があるということができるものの、こ
のことをもって上記事情があるということはで
きない。

　　　もっとも、本件購入・借入れが行われなけれ
ば本件相続に係る課税価格の合計額は６億円を
超えるものであったにもかかわらず、これが行
われたことにより、本件各不動産の価額を評価
通達の定める方法により評価すると、課税価格
の合計額は２８２６万１０００円にとどまり、
基礎控除の結果、相続税の総額が０円になると
いうのであるから、上告人らの相続税の負担は
著しく軽減されることになるというべきであ
る。そして、被相続人及び上告人らは、本件購入・
借入れが近い将来発生することが予想される被
相続人からの相続において上告人らの相続税の
負担を減じ又は免れさせるものであることを知
り、かつ、これを期待して、あえて本件購入・
借入れを企画して実行したというのであるか
ら、租税負担の軽減をも意図してこれを行った
ものといえる。そうすると、本件各不動産の価
額について評価通達の定める方法による画一的
な評価を行うことは、本件購入・借入れのよう
な行為をせず、又はすることのできない他の納
税者と上告人らとの間に看過し難い不均衡を生
じさせ、実質的な租税負担の公平に反するとい
うべきであるから、上記事情があるものという
ことができる。

ウ　　したがって、本件各不動産の価額を評価通達
の定める方法により評価した価額を上回る価額
によるものとすることが上記の平等原則に違反
するということはできない。

　これはその通りだといわざるをえない。もちろん、
この通達に振り回された納税者はお気の毒に思う
し、通達を適用すべき場合と、総則 6 項が適用され
る場合の基準をもう少し明確にする必要性はあろ
う。また、通達を利用した申告も申告としては誤り
ではないので、過少申告加算税などは本来あり得な
いものだと考えるが、総則 6 項については以上のよ
うに考えている。
留意点
　１）相続税法は「時価」課税だ。しかし、相続に

よる財産の移動は取引ではない。
　２）だから通常は「時価」は見えない。そこで、

評価通達は「時価以下」にし、安全に課税する。
　３）だから、相続に際して合理的理由もなく「時価」

を見せるような行為をすると危ない。

（２）共有物の分割と不動産取得税（最高裁令和　
　４年３月２２日判決TAINS Ｚ９９９－８４４４）
　地方税法７３条の７第２号の３は，共有物の分
割による不動産の取得に対しては，同号括弧書き
に規定する「当該不動産の取得者の分割前の当該
共有物に係る持分の割合を超える部分」（以下「持
分超過部分」という。）の取得を除き，同税を課す
ることができないと規定している。
　この場合、共有分割で土地を取得したが、それ
までは１０の１しか持ち分がなかった土地を、相
続財産全体の１０分の１として、土地だけを取得
したような場合は、どうなるのだろう。
　五人の相続人がいるが、被相続人が、そのうち
の一人娘だけに全部を相続させる遺言を残した。
男の四人の相続人は遺留分減殺請求をおこす。す
ると、すべての相続財産は１０分の１ずつの共有
になり、土地についても１０分の１となる。そこで、
東京地方裁判所は，平成２７年８月，本件各不動
産に係る共有物分割の訴えについて，これらを一
括して分割の対象とした上で，そのうちいくつか
の各土地を上告人の単独所有とし，その余を他の
共有者らの各単独所有とすることなどを内容とす
る判決を言い渡し，同判決は確定した。
　その後、東京都足立都税事務所長は、上記の共
有物の分割により上告人が本件各土地の各持分１
０分の９を取得したこと（以下「本件各取得」と
いう。）に対する不動産取得税の賦課決定処分（以

下「本件各処分」という。）をしたので、この相続
人が争ったのである。
　最高裁の判断は次の通りであった。
３
（１）地方税法７３条の７第２号の３は，共有物の

分割による不動産の取得について，同法７３条
の２第１項にいう「不動産の取得」に該当し，
本来は不動産取得税の課税の対象となることを
前提に，その例外として，持分超過部分の取得
を除いては非課税とする旨を定めたものと解さ
れる。

　　　前記１（２）のとおり，上告人は，複数の不
動産を一括して分割の対象とする共有物の分割
により，本件各土地の各持分１０分の９を取得
したものであることから，このような場合にお
ける持分超過部分の有無及び額の判断の方法が
問題となる。

（２）地方税法７３条の１３第１項は，不動産取得
税の課税標準を，不動産を取得した時におけ
る不動産の価格とする旨規定し，同法７３条
の２１第１項本文は，固定資産課税台帳に固
定資産の価格が登録されている不動産につい
ては，当該価格により当該不動産に係る同税
の課税標準となるべき価格を決定するものと
する旨規定する。そして，固定資産課税台帳は，
原則として，登記簿に登記されている土地又
は家屋（住家その他の建物をいう。）について，
その価格等所定の事項を登録するものである
（同法３４１条１０号，１２号）ところ，土地
は１筆の土地ごとに，建物は１個の建物ごと
に登記されている（不動産登記法２条５号参
照）。

　　　また，地方税法７３条の１５の２第１項は，
不動産取得税の課税標準となるべき額が所定
の額に満たない場合においては，同税を課す
ることができない旨を規定するところ，同条
２項は，複数の土地の取得又は複数の家屋の
取得をもって一の土地の取得又は１戸の家屋
の取得とみなして同条１項の規定を適用する
場合について，特に規定している。

　　　以上のような不動産取得税に関する地方税
法の規定の内容等に照らせば，同税は，個々
の不動産の取得ごとに課されるものであると

いうことができる。
　　　そうすると，共有物の分割による不動産の取

得に係る持分超過部分の有無及び額について
は，複数の不動産を一括して分割の対象とする
場合であっても，その対象とされた個々の不動
産ごとに判断すべきものと解するのが，不動産
取得税の課税の仕組みと整合的であるというべ
きであり，また，地方税法７３条の７第２号の
３括弧書きの「分割前の当該共有物に係る持分
の割合」という文言にも沿う解釈ということが
できる。

　　　したがって，複数の不動産を一括して分割の
対象とする共有物の分割により不動産を取得し
た場合における持分超過部分の有無及び額につ
いては，分割の対象とされた個々の不動産ごと
に，分割前の持分の割合に相当する価格と分割
後に所有することとなった不動産の価格とを
比較して判断すべきものと解するのが相当で
ある。

（３）前記事実関係等によれば，上告人は，共有物
の分割により，従前は持分１０分の１を有し
ていた本件各土地について，それぞれ，他の
共有者から，その余の持分１０分の９を取得
したというのであるから，本件各取得の全部
が持分超過部分の取得に当たることが明らか
である。したがって，本件各取得に対しては
地方税法７３条の７第２号の３の規定により
不動産取得税を課することができないとはい
えない。

　要するに、相続財産税体で分割割合を見るので
はなく、個々の土地毎に超過部分を判断すると言
うことになる。共有物の分割に係わるときは注意
が必要となる。なお、遺産全部を特定の相続人に
相続させる旨の遺言による遺産の当該相続人への
承継に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使し
た場合に遺留分権利者に帰属する権利は，遺産分
割の対象となる遺産としての性質を有しないもの
と解されているので、（最高裁平成３年（オ）第１
７７２号同８年１月２６日第二小法廷判決・民集
５０巻１号１３２頁参照）、相続による取得とも言
えないので、非課税とはならないのである。
　なお、民法改正により、遺留分減殺請求の法的

する駐車場管理契約の各契約による一連の取引（本
件各取引）がされている。

　３　原告は、平成２６年１月まで各土地の賃貸人と
して駐車場収入を得ていたところ、同年２月以降
の駐車場収入については、使用貸借契約等により、
賃貸人が長男乙又は長女丙になり、各駐車場収入
は乙又は丙に帰属するものとして確定申告をして
いるから、平成２６年２月以降の駐車場収入が原
告に帰属するか否かを検討するに当たり、使用貸
借契約が成立したか否かが問題となる。

　４　本件各使用貸借契約書の原告の署名・押印は真
正なものであるから、民事訴訟法２２８条４項に
よれば、使用貸借契約書の原告作成部分は真正に
成立したものと推定されることになる。

　５　これに対し、被告は、原告が使用貸借契約書の
内容を全く認識していなかったと認められるから
上記推定は働かない旨主張する。しかしながら、
使用貸借契約書の署名・押印に至る経緯、使用貸
借契約書の記載内容その他本件各取引の内容、原
告の知識・経験・行動傾向等、各取引後の取引実態、 
確定申告における原告の行動等を総合すれば、原
告が使用貸借契約書の基本的な内容を認識した上
で使用貸借契約書に署名・押印した事実を優に認
定することができる。

　６　経験則に照らせば、使用貸借契約書のような処
分証書が真正に成立していれば、「特段の事情」
がない限り、作成者によって記載どおりの行為が
されたことを認めるべきである（処分証書の法
理）。

　７　被告は、本件各取引は異常であり、特段の事情
がある旨主張する。しかし、本件各取引によって、
駐車場収入が乙又は丙に帰属することになるが、
原告と乙・丙は親子の関係にあり、原告が十分な
収入を得ており、高齢でもあったことにも照らす
と、駐車場収入が各土地の所有者ではない乙又は
丙に帰属するからといって本件各取引が社会通念
に照らして異常なものであるということはできな
い。

　８　被告は、本件各取引は、乙及び税理士法人が、
総体としての租税負担を免れることを目的に企図
したこと等の特段の事情がある旨主張する。しか
し、節税効果を発生させることを動機として使用
貸借契約を締結することはあり得るのであって、

節税の動機と目的物を無償で使用収益させる意思
とは併存し得るものであるから、上記の目的があ
る場合であっても、直ちに使用貸借契約書に記載
どおりの行為がされたとの経験則を妨げる「特段
の事情」があるとすることはできないというべき
である。

　９　本件各使用貸借契約は成立したと認められると
ころ、使用貸借契約は対価を払わないで他人の物
を借りて使用収益する契約であるから（民法５９
３条）、乙又は丙は、平成２６年２月以降、原告
から、各土地の使用収益権を与えられたことにな
る。そして、乙又は丙は、各土地の使用収益権に
基づき、第三者との間で賃貸借契約を締結し、各
土地の賃借人から駐車場収入を得ることになる。
他方、原告は、各土地の所有者ではあるが、平成
２６年２月以降は、使用貸借契約の締結により、
各土地の使用収益権を乙又は丙に与えたため、乙
又は丙が賃貸人ということになるから、各土地の
賃貸借契約の賃貸人ではなくなり、駐車場収入を
得ることはできないことになる（実際にも駐車場
収入を得ていない）。

　１０　本件各土地の賃貸借に関する民法上の法律関
係を、所得税法１２条（実質所得者課税の原則）
の規定に照らしてみると、乙又は丙は、「資産又
は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられ
る者」に該当するというべきであり、実際にも駐
車場収入を収益として享受しているから、「単な
る名義人であって、その収益を享受」しないとい
うことはできない。さらに、原告は、駐車場収入
を収益として享受していないから、「その者以外
の者がその収益を享受する場合」における「その
者以外の者」に当たるということもできない。し
たがって、本件において、所得税法１２条の適用
により、平成２６年２月以降の駐車場収入の帰属
が原告にあるということはできないというべきで
ある。

　この判示は多くの税理士に衝撃を与えたと思われ
る。これで所得の分割が可能なら、同じような契約
を考える人も多かったと思われる。その意味で高裁
判決が注目されていたのである。令和４年７月２０
日（TAINS Ｚ８８８－２４２６ ) はまず、前述の贈
与契約について次のような判断を示した。

はじめに　
　コロナの関係で調査数が減少しているせいか、
訴訟の数もだんだん減ってきている。納税者が裁
判所ではもはや救済されないとあきらめはじめて
いるのではないか、と少し心配になってくる。裁
判所が、課税庁も納税者もともに法の下に平等だ
という視点をもって、事案をきちんと審査するこ
とを願っているのだが、そのためには課税庁以上
に税法についての判断能力が必要だ。しかし、裁
判例を見ると、法人税の損金と所得税の必要経費
の本質的な意味の違いを理解しないまま、損金を
必要経費と同じように考えて損金性を否定してい
る例が増えてきている。そうした判決に対する批
判もしたいが、ここでは、2022 年度の裁判例の中
から、TAINS の会員に留意しておいて欲しい事例
を取り上げ、簡単に私なりの留意点を示しておき
たい。

（１）通達の法的性格（最高裁令和 4 年 4 月 19 日
　　判決 TAINS Ｚ８８８－２４０６）
　今年なによりも注目されたのは、相続税の財産
評価通達の評価額を利用して、課税価額の引き下
げを行った納税者に対して、課税庁が評価通達総
則 6 項（「この通達の定めによって評価することが
著しく不当と認められる財産の価額は、国税庁長
官の指示を受けて評価する」）を適用し、時価で課
税した事件であろう。しかも、地裁・高裁で納税
者が敗訴していたのに、最高裁が弁論を開いたの
で、納税者が勝ちそうだと言うことで、不動産関
係者にも大きな関心を集めた。私自身も高裁判決が
覆るものと思い込み、どこが変えられるのか、真剣
に悩んでいた。というのは、私は原告を応援してい
た税理士や研究者とは異なり高裁判決でやむを得な
いと考えていたからである。しかし、最高裁の弁論

は高裁判決を覆すためのものではなく、総則 6 項
についての最高裁としての姿勢を従来示してこな
かったので、その点を明確にするという意味での
弁論だったようであり、結論は高裁と同じだった。
そこで、この最高裁判決の内容を少し考えてみよ
う。
　　
　事実関係は次のように整理されている。
（１）相続税法２２条は、同法第３章で特別の定め

のあるものを除くほか、相続等により取得した
財産の価額は当該財産の取得の時における時価
により、当該財産の価額から控除すべき債務の
金額はその時の現況による旨を規定する。

（２）評価通達１（２）は、時価とは課税時期（相
続等により財産を取得した日等）においてそれ
ぞれの財産の現況に応じ不特定多数の当事者間
で自由な取引が行われる場合に通常成立すると
認められる価額をいい、その価額は評価通達の
定めによって評価した価額による旨を定める。
他方、評価通達６は、評価通達の定めによって
評価することが著しく不適当と認められる財産
の価額は国税庁長官の指示を受けて評価する旨
を定める。

（３）Ａ（以下「被相続人」という。）は、平成２４年
６月１７日に９４歳で死亡し、上告人らほか２
名（以下「共同相続人ら」という。）がその財
産を相続により取得した（以下、この相続を「本
件相続」という。）。

　　　被相続人の相続財産には、第１審判決別表１
記載の土地及び同別表２記載の建物（以下、併
せて「本件甲不動産」という。）並びに同別表
３記載の土地及び建物（以下、併せて「本件乙
不動産」といい、本件甲不動産と併せて「本件
各不動産」という。）が含まれていたところ、

性質が変わったので、今後同様なことがあっても、
遺留分減殺請求により１０分の１の共有になること
はなくなるので、今後は分割協議で土地を取得した
時に、１０分の１０の課税になることにも留意して
おこう。

（３）親子間の土地の使用貸借と駐車場収入の帰属
　・・・（大阪地裁令和３年４月２２日判決　　　
　TAINS Ｚ８８８－２３６３）
　子供が親の土地を使用貸借し、アパートなどを建
てて賃料収入が発生した場合、その収入は子供に帰
属する。課税上もそれを承認している。だが、土地
を単に使用貸借した後に、その土地を駐車場として
賃貸し、その収入が発生した場合、その賃料を子供
に帰属させるのは、土地の所有権が父親にある以上、
少なくとも課税上は難しい取り扱いだった。そこで、
土地の一部の所有権を子供に帰属させた上で、駐車
場賃料を得た場合にはどうなるかが争われた事件が
あった。
　具体的には、父親である亡甲が、平成２６年１月
２５日、被控訴人である長男乙との間で、Ｐ等土地
上に敷設されたアスファルト舗装・車止め・フェン
スを、被控訴人乙に贈与する旨の契約を締結し、同
日、被控訴人長女丙との間で、Ｒ土地上に敷設され
たアスファルト舗装を被控訴人丙に贈与する旨の契
約をしたのである。土地の表面上の一部を贈与する
奇策を使い、その後の家賃収入をこども達に帰属さ
せたわけである。
　課税庁はこれを否認し、父親に帰属するとして課
税。大阪地裁令和３年４月２２日判決は次のように
判示し、これを認めたのである。
判示事項
　１　本件は、原告が、平成２６年分の所得税等につ

いて、収入の計上誤り等を理由とする更正の請求
をしたところ、処分行政庁から、更正すべき理由
がない旨の通知処分を受けたほか、原告の子ら（長
男乙及び長女丙）の名義で賃貸された土地の賃料
（駐車場収入）は原告に帰属するとして、増額更
正処分等を受けた事案である。

　２　本件においては、原告と長男乙及び長女丙との
間で、各土地の使用貸借契約及び各土地上に敷設
されたアスファルト舗装等の贈与契約、乙及び丙
と各賃借人間の賃貸借契約、委任者を乙及び丙と

　まず、贈与契約の部分であるが、舗装部分は不能
である、とされた。
　アスファルト舗装は、路盤にアスファルト混合物
を敷き均して、転圧機械により所定の密度が得られ
るまで締固め、所定の形状に平坦に仕上げるもので
あり、アスファルト舗装された地面のうち、アスファ
ルト混合物が含まれる表層及び基層部は、土地の構
成部分となり、独立の所有権が成立する余地はない
というべきである。
 したがって、亡甲において、本件各贈与契約のう
ち本件各舗装部分の所有権を被控訴人乙及び同丙に
移転させることは原始的に不能であることは明らか
であるから、本件各贈与契約のうち前記舗装部分等
を対象とする部分はいずれも無効といわなければな
らない。そうすると、本件各使用貸借契約書の作成
により、当事者が当初意図したところの被控訴人乙
及び同丙が本件各舗装部分を所有することを目的
とした本件各使用貸借契約が成立したと解釈する
余地はないというべきである。

　しかし、付合している本件各舗装部分をも含む
本件各土地を使用貸借したものと解したとしても
おかしくないとして、次のようにもいうのである。
　付合した本件各舖装部分を含む本件各土地を目
的とする本件各使用貸借契約の成否
ア　しかし、先に述べたところの、被控訴人乙及

び同丙が本件各舗装部分等を所有するという
本件各使用貸借契約の目的は、本件各贈与契
約が同時に締結されたことや同契約書の記載
から合理的に解釈されることに止まり、本件
各使用貸借契約書上は、付合している本件各
舗装部分をも含む本件各土地を使用貸借した
ものと解したとしても、特段整合しない記載
は認められない。むしろ、同契約書には、使
用貸借の目的は、被控訴人乙や同丙が本件各
土地を駐車場として使用することにある旨記
載されていることからして、本件各使用貸借
契約の対象を、付合した本件各舗装部分をも
含む本件各土地と解した方が自然で合理的と
も評価できるのである。そして、本件各贈与
契約書にも、被控訴人乙及び同丙が本件各舗
装部分上で駐車場賃貸事業を営むことが記載
されていて、本件各舗装部分の所有権の帰属

について当事者に法律の錯誤があったものの、
本件各取引の結果、本件各使用貸借により、付
合した同部分も含めた本件各土地上で被控訴人
乙及び同丙が駐車場賃貸事業を営むことは当事
者双方が明確に認識していたのであるから、本
件各使用貸借契約書の作成により本件各使用貸
借契約が成立したと認定できるのであれば、そ
の内容は本件各舗装部分を含む本件各土地を使
用貸借させるものであると解するのが合理的と
いうべきである。････

　
　以上によれば、被控訴人乙及び同丙は、本件各土
地について、本件各使用貸借契約に基づく収益権と
しての使用借権を有するから、本件駐車場から「生
ずる収益の法律上帰属するとみられる者」に当たる
こととなる。

　つまりこの使用貸借契約は有効であり、収益の法
律上の帰属者は相続人達である、という。法律上収
益が帰属しているなら、課税上も相続人達と判断し
ても良さそうであるが、この後が一審とはガラッと
変わってしまうのである。
　被控訴人乙及び同丙が「単なる名義人であって、
その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を
享受する場合」に当たるか
（１）所得税法１２条は、租税負担の公平を図るため、

資産から生ずる収益の帰属について、名義又は
形式とその実質が異なる場合には、当該資産の
名義又は形式にかかわらず、当該資産の真実の
所有者に帰属させようとした趣旨と解される。
そして、所得税基本通達１２－１が「法第１２
条の適用上、資産から生ずる収益を亭受する者
がだれであるかは、その収益の基因となる資産
の真実の権利者がだれであるかにより判定すべ
きである。」と規定しているのもこれと同じ趣
旨と解され、合理的なものと解すべきである。

（２）不動産所得である本件各土地の駐車場収入は、
本件各土地の使用の対価として受けるべき金銭
という法定果実であり（民法８８条２項）、駐
車場賃貸事業を営む者の役務提供の対価ではな
いから、所有権者がその果実収取権を第三者に
付与しない限り、元来所有権者に帰属すべきも
のである。

 　　そして、本件で被控訴人乙及び同丙が本件各
土地の法定果実を収取できる根拠は使用借権
（民法５９３条）であるが、使用借主は、その
無償性から、本来使用貸主の承諾を得ない限り、
法定果実収取権を有しないところ（同法５９４
条２項）、本件においては、既に本件各土地の
所有権に基づき駐車場賃貸事業を営んで賃料収
入を取得していた亡甲が、子である被控訴人乙
及び同丙に本件各土地を使用貸借し、法定果実
の収取を承諾して、その事業を前記被控訴人ら
に承継させたというのであるから、本件各取引
は、亡甲が本件各土地の所有権の帰属を変えな
いまま、何らの対価も得ることなく、そこから
生じる法定果実の帰属を子である前記被控訴人
らに移転させたものと評価できる。しかも、使
用貸借における転貸の承諾、すなわち法定果実
収取権の付与は、その無償性から、その承諾を
撤回し、将来に向かって付与しないことがで
きると考えられることからすると、そもそも
亡甲から使用貸借に基づく法定果実収取権を
付与されたことで、当然に実質的にも本件各
土地からの収益を享受する者と断ずることは
できないというべきである。

 　　さらに本件各取引がなされた経緯について
みると、前記認定事実によれば、被控訴人乙は、
本件税理士法人に亡甲の相続にかかる相続税
対策について相談し、被控訴人乙及び同丙が
亡甲の財産を相続する際、相続税の納付のた
めに遺産（不動産）の売却を余儀なくされる
ような事態を避けるため、亡甲及び被控訴人
丙らに対してもその趣旨を説明の上、本件各
使用貸借契約を含む本件各取引を締結して、
亡甲が従前から営んでいた賃料収入の蓄積に
よる同人名義の将来の遺産の増加を抑制する
ことを企図するとともに、当面の所得税の節
税をも企図したものであることが認められる。

 　　そして、本件各取引の結果、亡甲から本件
各使用貸借に基づく法定果実収取権を付与さ
れ、本件各土地上で駐車場賃貸事業を営むこ
とになった被控訴人乙及び同丙は、本件各取
引等に関し、特段の出捐をしたとは認めるに
足りないし、亡甲が管理業務を有償で委任し
ていた管理会社に引き続き同業務を有償で委

任したことにより、その管理に必要な役務を提
供したとも認めるに足りない。しかも、亡甲は、
本件各土地以外にも、同人らに対し、自己所有
の土地建物に無償で居住させた上、その固定資
産税も亡甲が負担するなどして、それらの不動
産の使用収益の利益を付与していたことも、本
件各取引に基づく本件各土地に関する法定果実
収取権の付与と同質のものであって、それらに
よって同人らが亡甲から親族間の情誼により相
当の援助を受けていた関係にあったというべき
である。

 　　そうすると、本件各取引は、亡甲の相続にか
かる相続税対策を主たる目的として、亡甲の存
命中は、本件各土地の所有権はあくまでも亡甲
が保有することを前提に、本件各土地による亡
甲の所得を子である被控訴人乙及び同丙に形式
上分散する目的で、同人らに対して本件各使用
貸借契約に基づく法定果実収取権を付与したも
のにすぎないものと認められる。

　　　したがって、たとえ、本件各取引後、本件
各土地の駐車場の収益が被控訴人乙及び同丙
の口座に振り込まれていたとしても、そのよ
うに亡甲が子である被控訴人乙及び同丙に対
する本件各土地の法定果実収取権の付与を継
続していたこと自体が、亡甲が所有権者とし
て享受すべき収益を子に自ら無償で処分して
いる結果であると評価できるのであって、や
はりその収益を支配していたのは亡甲という
べきであるから、平成２６年２月以降の本件
各駐車場の収益については、被控訴人乙及び
同丙は単なる名義人であって、その収益を享
受せず、亡甲がその収益を享受する場合に当
たるというべきである。

　
　法律上の帰属者と実質上の帰属者とが異なり、本
件の場合は、亡き父親が実質上の帰属者だとの判断
をして、納税者の主張を退けたことになる。
　法形式的には相続人達に帰属するように見える
が、真の法律関係からすると父親が所有している
のだ、という判断であろうが、法律上は契約自体
を否定するような特段の事情もなかったが、他方
でこれを認めると租税回避が容易に計画できるこ
とを懸念してこのような判断をしたものと思われ

る。他に何の合理的理由がなく、租税回避だけが目
的だと思われると、このような判断になる可能性が
強いと言えよう。

（４）２年連続期限遅れのみでも青色承認取消 ?

　年末に税理士事務所が申告書を二期連続期限後に
出したことだけを理由に青色承認の取り消しがなさ
れ、それを争った事案の判決が飛び込んできた（福
岡地方裁判所令和 4 年 12 月 14 日判決、TAINS 収
録作業中）。確かに、期限後提出は法律にも取消の
理由にされており、事務運用指針にも次のように規
定されている。
4　無申告又は期限後申告の場合における青色申告

の承認の取消し　
　　　法第 127 条第 1 項第 4 号の規定による取消し

は、2 事業年度連続してその提出期限内に法第
74 条第 1 項の規定による申告書の提出がない
場合に行うものとする。この場合、当該 2 事業
年度目の事業年度以後の事業年度について、そ
の承認を取り消す。

　しかし、通常はこれだけを理由に取り消すことは
ないと思われていた。この種の事件の場合は、その
不当性を審判所で争い、実務がよくわかる審判官で
あれば通常はしない処分であり、不当として救済す
る余地がある。しかし、裁判所になると、不当では
争えず、違法を主張しなければならなくなるので、
裁量権の逸脱、または濫用を争うことになる。地裁
は次のように判示している。

１　争点
（1）（本件処分が裁量権の範囲の逸脱又はその濫用

により違法であるか）について　････
（2）これを本件についてみると、前提事実及び掲記

の証拠並びに弁論の全趣旨によれば、次の事情
を指摘することができる。

　ア　原告は、平成３０年６月期及び令和元年６月
期の２事業年度連続で確定申告書を提出期限
までに提出しなかったものである（前提事実
（3）イ）。そして、この事実は、法人税法１２
４条１項４号の承認取消事由に該当する上、
青色申告承認取消しの取扱基準について定め

る本件事務運営指針の４にも該当する。
　　　確定申告書を提出期限までに提出すること

は、青色申告法人の基本的義務というべきであ
り、２事業年度連続で確定申告書を期限内に提
出しないことは、法人税法第２７条１項４号の
違反の程度としては軽視することのできないも
のというべきである。

　イ　原告が２事業年度連続で確定申告書を提出期
限までに提出しなかった原因は、本件税理士法
人の担当職員が期限内に提出することを失念し
たことによるものである。しかし、税理士法２
条１項１号に規定する税務代理は、民法９９条
が規定する代理人が本人に代わって意思表示を
行う行為に該当し、その法律効果は直接本人に
帰属するのであるから、納税者が自己の判断と
責任において、申告手続を税理士に委任し、当
該税理士が代理人として申告した以上、その申
告は申告名義人である納税者の行為として取り
扱われるものと解される。そうすると、２事業
年度連続で確定申告書が期限内不提出となった
原因が、本件税理士法人の担当職員の過誤によ
るものであるとしても、このような事情は、原
告と本件税理士法人の間の内部事情によるもの
といわざるを得ない。

(3)以上の事情からすれば、処分行政庁が本件処分(青
色申告の承認の取消し ) をしたことについて、
裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるとは
認めらない。

　原告会社は設立以来、重加算税処分を受けたこと
がないどころか、ここ十年指摘事項が一度もない優
良な法人だったようだが、それでも自動的に２年で
取り消す方向に変化してきたようだ。

おわりに
　TAINS に収録されている令和４年の裁判例から
いくつか取り出して紹介してきたが、最後の４番目
の問題は税理士として重く受け止めておかねばなら
ない。税理士と大学教員の大きな資質の違いは、
期限まで書くのが税理士で、期限が来てから書く
のが大学教員と揶揄してきたが、この差は加算税
や青色承認取り消しなどが税理士業務にはつきも
のだということから来ているのであろう。
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これらについては、被相続人の遺言に従って、
上告人らのうちの１名が取得した。なお、同
人は、平成２５年３月７日付けで、本件乙不
動産を代金５億１５００万円で第三者に売却
した。

（４）本件各不動産が被相続人の相続財産に含まれ
るに至った経緯等は、次のとおりである。

ア　被相続人は、平成２１年１月３０日付けで信
託銀行から６億３０００万円を借り入れた上、
同日付けで本件甲不動産を代金８億３７００
万円で購入した。

イ　被相続人は、平成２１年１２月２１日付けで
共同相続人らのうちの１名から４７００万円
を借り入れ、同月２５日付けで信託銀行から
３億７８００万円を借り入れた上、同日付け
で本件乙不動産を代金５億５０００万円で購
入した。

ウ　被相続人及び上告人らは，上記ア及びイの本
件各不動産の購入及びその購入資金の借入れ
（以下、併せて「本件購入・借入れ」という。）を、
被相続人及びその経営していた会社の事業承
継の過程の一つと位置付けつつも、本件購入・
借入れが近い将来発生することが予想される
被相続人からの相続において上告人らの相続
税の負担を減じ又は免れさせるものであるこ
とを知り、かつ、これを期待して、あえて企
画して実行したものである。

　要するに、二つの建物を借入金付きで購入し、評
価通達を利用して、課税価格を減らして、通常なら
約 2 億円になる相続税額を 0 円にする申告を行った
のである。そこで、税務署が伝家の宝刀総則 6 項を
適用して、時価で課税し、納税者がこれを争ったわ
けである。しかし、地裁も高裁も、このような方法
を認めると「実質的な租税負担の公平を著しく害し
不当な結果を招来する」から、「他の合理的な方法
によって評価することが許される」として本件各更
正処分は適法と判断していたのである。
　これを受けて最高裁は、どのような判断をした
か、次の部分が重要である。

４
（１）相続税法２２条は、相続等により取得した財

産の価額を当該財産の取得の時における時価に
よるとするが、ここにいう時価とは当該財産の
客観的な交換価値をいうものと解される。そし
て、評価通達は、上記の意味における時価の評
価方法を定めたものであるが、上級行政機関が
下級行政機関の職務権限の行使を指揮するため
に発した通達にすぎず、これが国民に対し直接
の法的効力を有するというべき根拠は見当たら
ない。そうすると、相続税の課税価格に算入さ
れる財産の価額は、当該財産の取得の時におけ
る客観的な交換価値としての時価を上回らない
限り、同条に違反するものではなく、このこと
は、当該価額が評価通達の定める方法により評
価した価額を上回るか否かによって左右されな
いというべきである。

　　　そうであるところ、本件各更正処分に係る課
税価格に算入された本件各鑑定評価額は、本件
各不動産の客観的な交換価値としての時価であ
ると認められるというのであるから、これが本
件各通達評価額を上回るからといって、相続税
法２２条に違反するものということはできな
い。

　つまり、最高裁は、相続税法という法律は「時価」
で課税するぞ、と書いてあるではないか。だから時
価で課税すること自体は基本的には違法ではないの
だ、といっているのである。読者の中にはそれでは
通達に従う意味がないではないか、と思われる方も
いると思うので、少し私なりの説明も付け加えてみ
よう。
　相続税法は、最高裁が言うとおり「時価」、通常の
取引価額で課税して良いといっているのである。だ
から、この法律の規定は、ある意味で非常に恐ろし
いのである。他方で、相続による財産の承継は取引
ではない。日本の相続法は大陸法の相続法を受け入
れ、相続開始と同時に相続人の共有状態になってし
まうので、第三者間の取引のような行為は行われな
い。つまり、相続の時に課税庁が時価で課税したく
ともその時価が見えないのである。そこで、課税し
やすいように運用上の基準として評価通達を定める
が、その額が時価を超えることはあってはならない
ことになる。だから評価額は慎重になり、謙抑的に
なり、時価よりはかなり低い安全な価額で課税する

ことにならざるを得ないことになる。だが、それで
も当該不動産の特殊事情のために通達での評価額で
も時価を上回ってしまう場合がある。そういう場合
には、総則 6 項で調整するのである。つまり、総則
6 項は本来、通達評価でも高くなってしまう特殊事
情がある場合に通達評価額を下げるために設けられ
たものであったのである。
　読者の方は、通達評価額が時価評価だと理解され
てきた方がいるかもしれないが、私は、通達評価は
「時価以下」評価額だと理解してきた。法律が時価
課税を要求しているが、時価が見えないために安全
に時価以下評価してきたのである。だから、納税者
はこの通達を大事にし、乱用しないようにしておか
ないと、時価で課税されるリスクがあるよ、と述べ
てきたのである。この事件は、まさしく、この安い
時価以下評価を意図的に利用しようとしたことにな
る。この評価通達を時価と同視し、通達で規定して
いる以上、課税庁は通達評価を尊重しなければなら
ない、という論理で納税者が勝つならば、不公平を
将来させないために、課税庁としては時価以下評価
をやめ、リスク覚悟で時価ぎりぎりの評価をせざる
を得なくなるのではないだろうか。私はこのように
考えていたから、一人の富裕者の租税回避のために、
多数の納税者の評価額が上がるような議論にはあま
りくみしたくなかった。現行の時価以下評価でも、
皆が同じように時価以下評価であればいいのではな
いかということである。
　最高裁は、この納税者には時価以下評価を適用
しないことの不平等問題を次のように述べている。
（２）
ア　　他方、租税法上の一般原則としての平等原

則は、租税法の適用に関し、同様の状況にあ
るものは同様に取り扱われることを要求する
ものと解される。そして、評価通達は相続財
産の価額の評価の一般的な方法を定めたもの
であり、課税庁がこれに従って画一的に評価
を行っていることは公知の事実であるから、
課税庁が、特定の者の相続財産の価額につい
てのみ評価通達の定める方法により評価した
価額を上回る価額によるものとすることは、
たとえ当該価額が客観的な交換価値としての
時価を上回らないとしても、合理的な理由が
ない限り、上記の平等原則に違反するものと

して違法というべきである。もっとも、上記に
述べたところに照らせば、相続税の課税価格に
算入される財産の価額について、評価通達の定
める方法による画一的な評価を行うことが実質
的な租税負担の公平に反するというべき事情が
ある場合には、合理的な理由があると認められ
るから、当該財産の価額を評価通達の定める方
法により評価した価額を上回る価額によるもの
とすることが上記の平等原則に違反するもので
はないと解するのが相当である。

イ　　これを本件各不動産についてみると、本件各
通達評価額と本件各鑑定評価額との間には大き
なかい離があるということができるものの、こ
のことをもって上記事情があるということはで
きない。

　　　もっとも、本件購入・借入れが行われなけれ
ば本件相続に係る課税価格の合計額は６億円を
超えるものであったにもかかわらず、これが行
われたことにより、本件各不動産の価額を評価
通達の定める方法により評価すると、課税価格
の合計額は２８２６万１０００円にとどまり、
基礎控除の結果、相続税の総額が０円になると
いうのであるから、上告人らの相続税の負担は
著しく軽減されることになるというべきであ
る。そして、被相続人及び上告人らは、本件購入・
借入れが近い将来発生することが予想される被
相続人からの相続において上告人らの相続税の
負担を減じ又は免れさせるものであることを知
り、かつ、これを期待して、あえて本件購入・
借入れを企画して実行したというのであるか
ら、租税負担の軽減をも意図してこれを行った
ものといえる。そうすると、本件各不動産の価
額について評価通達の定める方法による画一的
な評価を行うことは、本件購入・借入れのよう
な行為をせず、又はすることのできない他の納
税者と上告人らとの間に看過し難い不均衡を生
じさせ、実質的な租税負担の公平に反するとい
うべきであるから、上記事情があるものという
ことができる。

ウ　　したがって、本件各不動産の価額を評価通達
の定める方法により評価した価額を上回る価額
によるものとすることが上記の平等原則に違反
するということはできない。

　これはその通りだといわざるをえない。もちろん、
この通達に振り回された納税者はお気の毒に思う
し、通達を適用すべき場合と、総則 6 項が適用され
る場合の基準をもう少し明確にする必要性はあろ
う。また、通達を利用した申告も申告としては誤り
ではないので、過少申告加算税などは本来あり得な
いものだと考えるが、総則 6 項については以上のよ
うに考えている。
留意点
　１）相続税法は「時価」課税だ。しかし、相続に

よる財産の移動は取引ではない。
　２）だから通常は「時価」は見えない。そこで、

評価通達は「時価以下」にし、安全に課税する。
　３）だから、相続に際して合理的理由もなく「時価」

を見せるような行為をすると危ない。

（２）共有物の分割と不動産取得税（最高裁令和　
　４年３月２２日判決TAINS Ｚ９９９－８４４４）
　地方税法７３条の７第２号の３は，共有物の分
割による不動産の取得に対しては，同号括弧書き
に規定する「当該不動産の取得者の分割前の当該
共有物に係る持分の割合を超える部分」（以下「持
分超過部分」という。）の取得を除き，同税を課す
ることができないと規定している。
　この場合、共有分割で土地を取得したが、それ
までは１０の１しか持ち分がなかった土地を、相
続財産全体の１０分の１として、土地だけを取得
したような場合は、どうなるのだろう。
　五人の相続人がいるが、被相続人が、そのうち
の一人娘だけに全部を相続させる遺言を残した。
男の四人の相続人は遺留分減殺請求をおこす。す
ると、すべての相続財産は１０分の１ずつの共有
になり、土地についても１０分の１となる。そこで、
東京地方裁判所は，平成２７年８月，本件各不動
産に係る共有物分割の訴えについて，これらを一
括して分割の対象とした上で，そのうちいくつか
の各土地を上告人の単独所有とし，その余を他の
共有者らの各単独所有とすることなどを内容とす
る判決を言い渡し，同判決は確定した。
　その後、東京都足立都税事務所長は、上記の共
有物の分割により上告人が本件各土地の各持分１
０分の９を取得したこと（以下「本件各取得」と
いう。）に対する不動産取得税の賦課決定処分（以

下「本件各処分」という。）をしたので、この相続
人が争ったのである。
　最高裁の判断は次の通りであった。
３
（１）地方税法７３条の７第２号の３は，共有物の

分割による不動産の取得について，同法７３条
の２第１項にいう「不動産の取得」に該当し，
本来は不動産取得税の課税の対象となることを
前提に，その例外として，持分超過部分の取得
を除いては非課税とする旨を定めたものと解さ
れる。

　　　前記１（２）のとおり，上告人は，複数の不
動産を一括して分割の対象とする共有物の分割
により，本件各土地の各持分１０分の９を取得
したものであることから，このような場合にお
ける持分超過部分の有無及び額の判断の方法が
問題となる。

（２）地方税法７３条の１３第１項は，不動産取得
税の課税標準を，不動産を取得した時におけ
る不動産の価格とする旨規定し，同法７３条
の２１第１項本文は，固定資産課税台帳に固
定資産の価格が登録されている不動産につい
ては，当該価格により当該不動産に係る同税
の課税標準となるべき価格を決定するものと
する旨規定する。そして，固定資産課税台帳は，
原則として，登記簿に登記されている土地又
は家屋（住家その他の建物をいう。）について，
その価格等所定の事項を登録するものである
（同法３４１条１０号，１２号）ところ，土地
は１筆の土地ごとに，建物は１個の建物ごと
に登記されている（不動産登記法２条５号参
照）。

　　　また，地方税法７３条の１５の２第１項は，
不動産取得税の課税標準となるべき額が所定
の額に満たない場合においては，同税を課す
ることができない旨を規定するところ，同条
２項は，複数の土地の取得又は複数の家屋の
取得をもって一の土地の取得又は１戸の家屋
の取得とみなして同条１項の規定を適用する
場合について，特に規定している。

　　　以上のような不動産取得税に関する地方税
法の規定の内容等に照らせば，同税は，個々
の不動産の取得ごとに課されるものであると

いうことができる。
　　　そうすると，共有物の分割による不動産の取

得に係る持分超過部分の有無及び額について
は，複数の不動産を一括して分割の対象とする
場合であっても，その対象とされた個々の不動
産ごとに判断すべきものと解するのが，不動産
取得税の課税の仕組みと整合的であるというべ
きであり，また，地方税法７３条の７第２号の
３括弧書きの「分割前の当該共有物に係る持分
の割合」という文言にも沿う解釈ということが
できる。

　　　したがって，複数の不動産を一括して分割の
対象とする共有物の分割により不動産を取得し
た場合における持分超過部分の有無及び額につ
いては，分割の対象とされた個々の不動産ごと
に，分割前の持分の割合に相当する価格と分割
後に所有することとなった不動産の価格とを
比較して判断すべきものと解するのが相当で
ある。

（３）前記事実関係等によれば，上告人は，共有物
の分割により，従前は持分１０分の１を有し
ていた本件各土地について，それぞれ，他の
共有者から，その余の持分１０分の９を取得
したというのであるから，本件各取得の全部
が持分超過部分の取得に当たることが明らか
である。したがって，本件各取得に対しては
地方税法７３条の７第２号の３の規定により
不動産取得税を課することができないとはい
えない。

　要するに、相続財産税体で分割割合を見るので
はなく、個々の土地毎に超過部分を判断すると言
うことになる。共有物の分割に係わるときは注意
が必要となる。なお、遺産全部を特定の相続人に
相続させる旨の遺言による遺産の当該相続人への
承継に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使し
た場合に遺留分権利者に帰属する権利は，遺産分
割の対象となる遺産としての性質を有しないもの
と解されているので、（最高裁平成３年（オ）第１
７７２号同８年１月２６日第二小法廷判決・民集
５０巻１号１３２頁参照）、相続による取得とも言
えないので、非課税とはならないのである。
　なお、民法改正により、遺留分減殺請求の法的

する駐車場管理契約の各契約による一連の取引（本
件各取引）がされている。

　３　原告は、平成２６年１月まで各土地の賃貸人と
して駐車場収入を得ていたところ、同年２月以降
の駐車場収入については、使用貸借契約等により、
賃貸人が長男乙又は長女丙になり、各駐車場収入
は乙又は丙に帰属するものとして確定申告をして
いるから、平成２６年２月以降の駐車場収入が原
告に帰属するか否かを検討するに当たり、使用貸
借契約が成立したか否かが問題となる。

　４　本件各使用貸借契約書の原告の署名・押印は真
正なものであるから、民事訴訟法２２８条４項に
よれば、使用貸借契約書の原告作成部分は真正に
成立したものと推定されることになる。

　５　これに対し、被告は、原告が使用貸借契約書の
内容を全く認識していなかったと認められるから
上記推定は働かない旨主張する。しかしながら、
使用貸借契約書の署名・押印に至る経緯、使用貸
借契約書の記載内容その他本件各取引の内容、原
告の知識・経験・行動傾向等、各取引後の取引実態、 
確定申告における原告の行動等を総合すれば、原
告が使用貸借契約書の基本的な内容を認識した上
で使用貸借契約書に署名・押印した事実を優に認
定することができる。

　６　経験則に照らせば、使用貸借契約書のような処
分証書が真正に成立していれば、「特段の事情」
がない限り、作成者によって記載どおりの行為が
されたことを認めるべきである（処分証書の法
理）。

　７　被告は、本件各取引は異常であり、特段の事情
がある旨主張する。しかし、本件各取引によって、
駐車場収入が乙又は丙に帰属することになるが、
原告と乙・丙は親子の関係にあり、原告が十分な
収入を得ており、高齢でもあったことにも照らす
と、駐車場収入が各土地の所有者ではない乙又は
丙に帰属するからといって本件各取引が社会通念
に照らして異常なものであるということはできな
い。

　８　被告は、本件各取引は、乙及び税理士法人が、
総体としての租税負担を免れることを目的に企図
したこと等の特段の事情がある旨主張する。しか
し、節税効果を発生させることを動機として使用
貸借契約を締結することはあり得るのであって、

節税の動機と目的物を無償で使用収益させる意思
とは併存し得るものであるから、上記の目的があ
る場合であっても、直ちに使用貸借契約書に記載
どおりの行為がされたとの経験則を妨げる「特段
の事情」があるとすることはできないというべき
である。

　９　本件各使用貸借契約は成立したと認められると
ころ、使用貸借契約は対価を払わないで他人の物
を借りて使用収益する契約であるから（民法５９
３条）、乙又は丙は、平成２６年２月以降、原告
から、各土地の使用収益権を与えられたことにな
る。そして、乙又は丙は、各土地の使用収益権に
基づき、第三者との間で賃貸借契約を締結し、各
土地の賃借人から駐車場収入を得ることになる。
他方、原告は、各土地の所有者ではあるが、平成
２６年２月以降は、使用貸借契約の締結により、
各土地の使用収益権を乙又は丙に与えたため、乙
又は丙が賃貸人ということになるから、各土地の
賃貸借契約の賃貸人ではなくなり、駐車場収入を
得ることはできないことになる（実際にも駐車場
収入を得ていない）。

　１０　本件各土地の賃貸借に関する民法上の法律関
係を、所得税法１２条（実質所得者課税の原則）
の規定に照らしてみると、乙又は丙は、「資産又
は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられ
る者」に該当するというべきであり、実際にも駐
車場収入を収益として享受しているから、「単な
る名義人であって、その収益を享受」しないとい
うことはできない。さらに、原告は、駐車場収入
を収益として享受していないから、「その者以外
の者がその収益を享受する場合」における「その
者以外の者」に当たるということもできない。し
たがって、本件において、所得税法１２条の適用
により、平成２６年２月以降の駐車場収入の帰属
が原告にあるということはできないというべきで
ある。

　この判示は多くの税理士に衝撃を与えたと思われ
る。これで所得の分割が可能なら、同じような契約
を考える人も多かったと思われる。その意味で高裁
判決が注目されていたのである。令和４年７月２０
日（TAINS Ｚ８８８－２４２６ ) はまず、前述の贈
与契約について次のような判断を示した。

はじめに　
　コロナの関係で調査数が減少しているせいか、
訴訟の数もだんだん減ってきている。納税者が裁
判所ではもはや救済されないとあきらめはじめて
いるのではないか、と少し心配になってくる。裁
判所が、課税庁も納税者もともに法の下に平等だ
という視点をもって、事案をきちんと審査するこ
とを願っているのだが、そのためには課税庁以上
に税法についての判断能力が必要だ。しかし、裁
判例を見ると、法人税の損金と所得税の必要経費
の本質的な意味の違いを理解しないまま、損金を
必要経費と同じように考えて損金性を否定してい
る例が増えてきている。そうした判決に対する批
判もしたいが、ここでは、2022 年度の裁判例の中
から、TAINS の会員に留意しておいて欲しい事例
を取り上げ、簡単に私なりの留意点を示しておき
たい。

（１）通達の法的性格（最高裁令和 4 年 4 月 19 日
　　判決 TAINS Ｚ８８８－２４０６）
　今年なによりも注目されたのは、相続税の財産
評価通達の評価額を利用して、課税価額の引き下
げを行った納税者に対して、課税庁が評価通達総
則 6 項（「この通達の定めによって評価することが
著しく不当と認められる財産の価額は、国税庁長
官の指示を受けて評価する」）を適用し、時価で課
税した事件であろう。しかも、地裁・高裁で納税
者が敗訴していたのに、最高裁が弁論を開いたの
で、納税者が勝ちそうだと言うことで、不動産関
係者にも大きな関心を集めた。私自身も高裁判決が
覆るものと思い込み、どこが変えられるのか、真剣
に悩んでいた。というのは、私は原告を応援してい
た税理士や研究者とは異なり高裁判決でやむを得な
いと考えていたからである。しかし、最高裁の弁論

は高裁判決を覆すためのものではなく、総則 6 項
についての最高裁としての姿勢を従来示してこな
かったので、その点を明確にするという意味での
弁論だったようであり、結論は高裁と同じだった。
そこで、この最高裁判決の内容を少し考えてみよ
う。
　　
　事実関係は次のように整理されている。
（１）相続税法２２条は、同法第３章で特別の定め

のあるものを除くほか、相続等により取得した
財産の価額は当該財産の取得の時における時価
により、当該財産の価額から控除すべき債務の
金額はその時の現況による旨を規定する。

（２）評価通達１（２）は、時価とは課税時期（相
続等により財産を取得した日等）においてそれ
ぞれの財産の現況に応じ不特定多数の当事者間
で自由な取引が行われる場合に通常成立すると
認められる価額をいい、その価額は評価通達の
定めによって評価した価額による旨を定める。
他方、評価通達６は、評価通達の定めによって
評価することが著しく不適当と認められる財産
の価額は国税庁長官の指示を受けて評価する旨
を定める。

（３）Ａ（以下「被相続人」という。）は、平成２４年
６月１７日に９４歳で死亡し、上告人らほか２
名（以下「共同相続人ら」という。）がその財
産を相続により取得した（以下、この相続を「本
件相続」という。）。

　　　被相続人の相続財産には、第１審判決別表１
記載の土地及び同別表２記載の建物（以下、併
せて「本件甲不動産」という。）並びに同別表
３記載の土地及び建物（以下、併せて「本件乙
不動産」といい、本件甲不動産と併せて「本件
各不動産」という。）が含まれていたところ、
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　移転価格税制／残余利益分割法における重要な無形
資産以外の要因の考慮
（令０４－０３－１０　東京高裁　棄却・確定　Ｚ８８８－２４２８）
　特許権やノウハウ等の無形資産を有していたＡ社は、国外
関連者との間でライセンス契約を結び、その対価であるロイヤ
ルティの額を収益の額に算入して確定申告したところ、所轄税
務署長から移転価格税制の適用を受けた事案です。
　東京地裁（令和２年１１月２６日）は、残余利益の分割は、
重要な無形資産の開発に係るＡ社等の支出額のほかに、国
外関連者の超過減価償却費を分割要因に加えて配分するの
が相当としました。控訴審で、国側は、残余利益の分割要
因については、基本的には「重要な無形資産」のみをもって
考慮されることが想定されていると主張しましたが、東京高裁
は、国の控訴を棄却しています。
　超過利益は必ずしも重要な無形資産のみによってもたらされ

　不動産所得の必要経費／裁判外の和解契約による借
地人所有建物の取壊費用
（令０１－０９－０３　非公開裁決　棄却　Ｆ０－１－１２１５）
　本件は、不動産賃貸業を営む請求人が、賃貸してい
た土地上に存する借地人ら所有の建物の取壊費用を支
出し、必要経費に算入して申告したところ、原処分庁
が、当該取壊費用は不動産所得に係る必要経費に算入
できないとして、更正処分等をしたため、請求人がそ
の取り消しを求めたという事案です。審判所は、次の
ように判断し、請求人の請求を棄却しました。
　本件において、本件取壊費用は、本来、収去義務を
負っていた借地人らが負担すべきものであったといえ
る。それにもかかわらず、請求人は、借地人らが経済
的に困窮しているため、本件建物の収去義務を確実か
つ迅速に履行する保証がない旨判断し、裁判外の和解

契約を締結した上で、自己の負担で本件建物を取り壊
したとする。しかしながら、請求人は借地人らの資産
状況及び支払資力などを裏付ける客観的な資料をいず
れも確認しておらず、また、借地人らのうち少なくと
も１名にはその当時一定の所得があったことが認めら
れる。以上のように、本件取壊費用は、請求人が取壊
費用を負担せざるを得ない事情があったとも認められ
ないから、社会通念に照らして客観的に判断すると、
不動産所得を生ずべき業務と直接関係し、かつ、当該
業務の遂行上必要なものとはいえず、これを請求人の
不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することは
できない。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
                  【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｆ０－１－１２１５

（税法データベース編集室：小菅　貴子）

るとは限らず、また、重要な無形資産だけではなく、これと共
に他の複数の利益発生要因が重なり合い、相互に影響しなが
ら一体となって残余利益（超過利益）が得られることがあると
いう経済及び取引の実態を踏まえ、分割対象利益の発生に寄
与した程度を推測するに足りる要因と認められる限り、これを分
割要因とすることによって、内国法人と国外関連者との間で分
割対象利益を適切に分割して独立企業間価格を認定するとい
うものである。
　国外関連者による設備投資は、超過利益をもたらした複数
の利益発生要因に関して重要な貢献をしており、設備投資に
係る減価償却費につき、残余利益の分割要因とするのが相当
である。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　  【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ８８８－２４２８

（税法データベース編集室：草間　典子）
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性質が変わったので、今後同様なことがあっても、
遺留分減殺請求により１０分の１の共有になること
はなくなるので、今後は分割協議で土地を取得した
時に、１０分の１０の課税になることにも留意して
おこう。

（３）親子間の土地の使用貸借と駐車場収入の帰属
　・・・（大阪地裁令和３年４月２２日判決　　　
　TAINS Ｚ８８８－２３６３）
　子供が親の土地を使用貸借し、アパートなどを建
てて賃料収入が発生した場合、その収入は子供に帰
属する。課税上もそれを承認している。だが、土地
を単に使用貸借した後に、その土地を駐車場として
賃貸し、その収入が発生した場合、その賃料を子供
に帰属させるのは、土地の所有権が父親にある以上、
少なくとも課税上は難しい取り扱いだった。そこで、
土地の一部の所有権を子供に帰属させた上で、駐車
場賃料を得た場合にはどうなるかが争われた事件が
あった。
　具体的には、父親である亡甲が、平成２６年１月
２５日、被控訴人である長男乙との間で、Ｐ等土地
上に敷設されたアスファルト舗装・車止め・フェン
スを、被控訴人乙に贈与する旨の契約を締結し、同
日、被控訴人長女丙との間で、Ｒ土地上に敷設され
たアスファルト舗装を被控訴人丙に贈与する旨の契
約をしたのである。土地の表面上の一部を贈与する
奇策を使い、その後の家賃収入をこども達に帰属さ
せたわけである。
　課税庁はこれを否認し、父親に帰属するとして課
税。大阪地裁令和３年４月２２日判決は次のように
判示し、これを認めたのである。
判示事項
　１　本件は、原告が、平成２６年分の所得税等につ

いて、収入の計上誤り等を理由とする更正の請求
をしたところ、処分行政庁から、更正すべき理由
がない旨の通知処分を受けたほか、原告の子ら（長
男乙及び長女丙）の名義で賃貸された土地の賃料
（駐車場収入）は原告に帰属するとして、増額更
正処分等を受けた事案である。

　２　本件においては、原告と長男乙及び長女丙との
間で、各土地の使用貸借契約及び各土地上に敷設
されたアスファルト舗装等の贈与契約、乙及び丙
と各賃借人間の賃貸借契約、委任者を乙及び丙と

　まず、贈与契約の部分であるが、舗装部分は不能
である、とされた。
　アスファルト舗装は、路盤にアスファルト混合物
を敷き均して、転圧機械により所定の密度が得られ
るまで締固め、所定の形状に平坦に仕上げるもので
あり、アスファルト舗装された地面のうち、アスファ
ルト混合物が含まれる表層及び基層部は、土地の構
成部分となり、独立の所有権が成立する余地はない
というべきである。
 したがって、亡甲において、本件各贈与契約のう
ち本件各舗装部分の所有権を被控訴人乙及び同丙に
移転させることは原始的に不能であることは明らか
であるから、本件各贈与契約のうち前記舗装部分等
を対象とする部分はいずれも無効といわなければな
らない。そうすると、本件各使用貸借契約書の作成
により、当事者が当初意図したところの被控訴人乙
及び同丙が本件各舗装部分を所有することを目的
とした本件各使用貸借契約が成立したと解釈する
余地はないというべきである。

　しかし、付合している本件各舗装部分をも含む
本件各土地を使用貸借したものと解したとしても
おかしくないとして、次のようにもいうのである。
　付合した本件各舖装部分を含む本件各土地を目
的とする本件各使用貸借契約の成否
ア　しかし、先に述べたところの、被控訴人乙及

び同丙が本件各舗装部分等を所有するという
本件各使用貸借契約の目的は、本件各贈与契
約が同時に締結されたことや同契約書の記載
から合理的に解釈されることに止まり、本件
各使用貸借契約書上は、付合している本件各
舗装部分をも含む本件各土地を使用貸借した
ものと解したとしても、特段整合しない記載
は認められない。むしろ、同契約書には、使
用貸借の目的は、被控訴人乙や同丙が本件各
土地を駐車場として使用することにある旨記
載されていることからして、本件各使用貸借
契約の対象を、付合した本件各舗装部分をも
含む本件各土地と解した方が自然で合理的と
も評価できるのである。そして、本件各贈与
契約書にも、被控訴人乙及び同丙が本件各舗
装部分上で駐車場賃貸事業を営むことが記載
されていて、本件各舗装部分の所有権の帰属

について当事者に法律の錯誤があったものの、
本件各取引の結果、本件各使用貸借により、付
合した同部分も含めた本件各土地上で被控訴人
乙及び同丙が駐車場賃貸事業を営むことは当事
者双方が明確に認識していたのであるから、本
件各使用貸借契約書の作成により本件各使用貸
借契約が成立したと認定できるのであれば、そ
の内容は本件各舗装部分を含む本件各土地を使
用貸借させるものであると解するのが合理的と
いうべきである。････

　
　以上によれば、被控訴人乙及び同丙は、本件各土
地について、本件各使用貸借契約に基づく収益権と
しての使用借権を有するから、本件駐車場から「生
ずる収益の法律上帰属するとみられる者」に当たる
こととなる。

　つまりこの使用貸借契約は有効であり、収益の法
律上の帰属者は相続人達である、という。法律上収
益が帰属しているなら、課税上も相続人達と判断し
ても良さそうであるが、この後が一審とはガラッと
変わってしまうのである。
　被控訴人乙及び同丙が「単なる名義人であって、
その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を
享受する場合」に当たるか
（１）所得税法１２条は、租税負担の公平を図るため、

資産から生ずる収益の帰属について、名義又は
形式とその実質が異なる場合には、当該資産の
名義又は形式にかかわらず、当該資産の真実の
所有者に帰属させようとした趣旨と解される。
そして、所得税基本通達１２－１が「法第１２
条の適用上、資産から生ずる収益を亭受する者
がだれであるかは、その収益の基因となる資産
の真実の権利者がだれであるかにより判定すべ
きである。」と規定しているのもこれと同じ趣
旨と解され、合理的なものと解すべきである。

（２）不動産所得である本件各土地の駐車場収入は、
本件各土地の使用の対価として受けるべき金銭
という法定果実であり（民法８８条２項）、駐
車場賃貸事業を営む者の役務提供の対価ではな
いから、所有権者がその果実収取権を第三者に
付与しない限り、元来所有権者に帰属すべきも
のである。

 　　そして、本件で被控訴人乙及び同丙が本件各
土地の法定果実を収取できる根拠は使用借権
（民法５９３条）であるが、使用借主は、その
無償性から、本来使用貸主の承諾を得ない限り、
法定果実収取権を有しないところ（同法５９４
条２項）、本件においては、既に本件各土地の
所有権に基づき駐車場賃貸事業を営んで賃料収
入を取得していた亡甲が、子である被控訴人乙
及び同丙に本件各土地を使用貸借し、法定果実
の収取を承諾して、その事業を前記被控訴人ら
に承継させたというのであるから、本件各取引
は、亡甲が本件各土地の所有権の帰属を変えな
いまま、何らの対価も得ることなく、そこから
生じる法定果実の帰属を子である前記被控訴人
らに移転させたものと評価できる。しかも、使
用貸借における転貸の承諾、すなわち法定果実
収取権の付与は、その無償性から、その承諾を
撤回し、将来に向かって付与しないことがで
きると考えられることからすると、そもそも
亡甲から使用貸借に基づく法定果実収取権を
付与されたことで、当然に実質的にも本件各
土地からの収益を享受する者と断ずることは
できないというべきである。

 　　さらに本件各取引がなされた経緯について
みると、前記認定事実によれば、被控訴人乙は、
本件税理士法人に亡甲の相続にかかる相続税
対策について相談し、被控訴人乙及び同丙が
亡甲の財産を相続する際、相続税の納付のた
めに遺産（不動産）の売却を余儀なくされる
ような事態を避けるため、亡甲及び被控訴人
丙らに対してもその趣旨を説明の上、本件各
使用貸借契約を含む本件各取引を締結して、
亡甲が従前から営んでいた賃料収入の蓄積に
よる同人名義の将来の遺産の増加を抑制する
ことを企図するとともに、当面の所得税の節
税をも企図したものであることが認められる。

 　　そして、本件各取引の結果、亡甲から本件
各使用貸借に基づく法定果実収取権を付与さ
れ、本件各土地上で駐車場賃貸事業を営むこ
とになった被控訴人乙及び同丙は、本件各取
引等に関し、特段の出捐をしたとは認めるに
足りないし、亡甲が管理業務を有償で委任し
ていた管理会社に引き続き同業務を有償で委

任したことにより、その管理に必要な役務を提
供したとも認めるに足りない。しかも、亡甲は、
本件各土地以外にも、同人らに対し、自己所有
の土地建物に無償で居住させた上、その固定資
産税も亡甲が負担するなどして、それらの不動
産の使用収益の利益を付与していたことも、本
件各取引に基づく本件各土地に関する法定果実
収取権の付与と同質のものであって、それらに
よって同人らが亡甲から親族間の情誼により相
当の援助を受けていた関係にあったというべき
である。

 　　そうすると、本件各取引は、亡甲の相続にか
かる相続税対策を主たる目的として、亡甲の存
命中は、本件各土地の所有権はあくまでも亡甲
が保有することを前提に、本件各土地による亡
甲の所得を子である被控訴人乙及び同丙に形式
上分散する目的で、同人らに対して本件各使用
貸借契約に基づく法定果実収取権を付与したも
のにすぎないものと認められる。

　　　したがって、たとえ、本件各取引後、本件
各土地の駐車場の収益が被控訴人乙及び同丙
の口座に振り込まれていたとしても、そのよ
うに亡甲が子である被控訴人乙及び同丙に対
する本件各土地の法定果実収取権の付与を継
続していたこと自体が、亡甲が所有権者とし
て享受すべき収益を子に自ら無償で処分して
いる結果であると評価できるのであって、や
はりその収益を支配していたのは亡甲という
べきであるから、平成２６年２月以降の本件
各駐車場の収益については、被控訴人乙及び
同丙は単なる名義人であって、その収益を享
受せず、亡甲がその収益を享受する場合に当
たるというべきである。

　
　法律上の帰属者と実質上の帰属者とが異なり、本
件の場合は、亡き父親が実質上の帰属者だとの判断
をして、納税者の主張を退けたことになる。
　法形式的には相続人達に帰属するように見える
が、真の法律関係からすると父親が所有している
のだ、という判断であろうが、法律上は契約自体
を否定するような特段の事情もなかったが、他方
でこれを認めると租税回避が容易に計画できるこ
とを懸念してこのような判断をしたものと思われ

る。他に何の合理的理由がなく、租税回避だけが目
的だと思われると、このような判断になる可能性が
強いと言えよう。

（４）２年連続期限遅れのみでも青色承認取消 ?

　年末に税理士事務所が申告書を二期連続期限後に
出したことだけを理由に青色承認の取り消しがなさ
れ、それを争った事案の判決が飛び込んできた（福
岡地方裁判所令和 4 年 12 月 14 日判決、TAINS 収
録作業中）。確かに、期限後提出は法律にも取消の
理由にされており、事務運用指針にも次のように規
定されている。
4　無申告又は期限後申告の場合における青色申告

の承認の取消し　
　　　法第 127 条第 1 項第 4 号の規定による取消し

は、2 事業年度連続してその提出期限内に法第
74 条第 1 項の規定による申告書の提出がない
場合に行うものとする。この場合、当該 2 事業
年度目の事業年度以後の事業年度について、そ
の承認を取り消す。

　しかし、通常はこれだけを理由に取り消すことは
ないと思われていた。この種の事件の場合は、その
不当性を審判所で争い、実務がよくわかる審判官で
あれば通常はしない処分であり、不当として救済す
る余地がある。しかし、裁判所になると、不当では
争えず、違法を主張しなければならなくなるので、
裁量権の逸脱、または濫用を争うことになる。地裁
は次のように判示している。

１　争点
（1）（本件処分が裁量権の範囲の逸脱又はその濫用

により違法であるか）について　････
（2）これを本件についてみると、前提事実及び掲記

の証拠並びに弁論の全趣旨によれば、次の事情
を指摘することができる。

　ア　原告は、平成３０年６月期及び令和元年６月
期の２事業年度連続で確定申告書を提出期限
までに提出しなかったものである（前提事実
（3）イ）。そして、この事実は、法人税法１２
４条１項４号の承認取消事由に該当する上、
青色申告承認取消しの取扱基準について定め

る本件事務運営指針の４にも該当する。
　　　確定申告書を提出期限までに提出すること

は、青色申告法人の基本的義務というべきであ
り、２事業年度連続で確定申告書を期限内に提
出しないことは、法人税法第２７条１項４号の
違反の程度としては軽視することのできないも
のというべきである。

　イ　原告が２事業年度連続で確定申告書を提出期
限までに提出しなかった原因は、本件税理士法
人の担当職員が期限内に提出することを失念し
たことによるものである。しかし、税理士法２
条１項１号に規定する税務代理は、民法９９条
が規定する代理人が本人に代わって意思表示を
行う行為に該当し、その法律効果は直接本人に
帰属するのであるから、納税者が自己の判断と
責任において、申告手続を税理士に委任し、当
該税理士が代理人として申告した以上、その申
告は申告名義人である納税者の行為として取り
扱われるものと解される。そうすると、２事業
年度連続で確定申告書が期限内不提出となった
原因が、本件税理士法人の担当職員の過誤によ
るものであるとしても、このような事情は、原
告と本件税理士法人の間の内部事情によるもの
といわざるを得ない。

(3)以上の事情からすれば、処分行政庁が本件処分(青
色申告の承認の取消し ) をしたことについて、
裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるとは
認めらない。

　原告会社は設立以来、重加算税処分を受けたこと
がないどころか、ここ十年指摘事項が一度もない優
良な法人だったようだが、それでも自動的に２年で
取り消す方向に変化してきたようだ。

おわりに
　TAINS に収録されている令和４年の裁判例から
いくつか取り出して紹介してきたが、最後の４番目
の問題は税理士として重く受け止めておかねばなら
ない。税理士と大学教員の大きな資質の違いは、
期限まで書くのが税理士で、期限が来てから書く
のが大学教員と揶揄してきたが、この差は加算税
や青色承認取り消しなどが税理士業務にはつきも
のだということから来ているのであろう。
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　譲渡資産の課税価格の計算の基礎に算入された価額
～取得費加算額の計算～
（令０４－０３－２４　東京高裁　棄却・確定　Ｚ８８８－２４２０）
　控訴人らが、相続により取得した本件各土地に借
地権を設定し、その対価として受領した権利金に係
る所得を分離課税の長期譲渡所得の金額に計上して
所得税の確定申告をしたところ、江東西税務署長か
ら、措置法３９条１項（平成３０年改正前）の適用
により取得費の額に加算される相続税額（取得費加
算額）の計算に誤りがあるとして、更正処分等を受
けた事案です。
　取得費に加算する相続税額は、本件各土地に対応す
る金額か、土地の相続税評価額（貸家建付地）に借地
権割合（９０％）を乗じた金額かが争点となりました
が、控訴人らは、措置令２５条の１６第１項２号「当
該譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に算入

された価額」の文言が、課税要件明確主義に反するこ
とを示している旨主張しました。しかし、東京高裁に
おいても第一審（Ｚ８８８－２４０９）の判断を引用
する等して、控訴を棄却し確定しました。
　措置法３９条１項の趣旨や改正の経緯等に照らす
と、本件規定の「当該譲渡をした資産の当該課税価格
の計算の基礎に算入された価額」とは、相続税の課税
価格の計算の基礎に算入された価額のうち、当該譲渡
をした相続財産に対応する部分の価額を意味すること
は、一義的で明確であり、控訴人らが課税処分を検討
する過程で、更正処分と異なる見解を示したからと
いって、そのことをもって本件規定の文言が課税要件
明確主義に反するということはできない。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ８８８－２４２０

（税法データベース編集室：岩崎　宇多子）

■ＴＡＩＮＳメールニュース      No.597 2022.11.24

あいちゃん
（相続税担当）

今週の判決等(2022年10月～2022年12月収録）

■ＴＡＩＮＳメールニュース    No.598 2022.12.01
　取得条項付株式の評価～外国子会社合算税制の
適用における課税対象金額～
（令０４－０１－２０　非公開裁決　全部取消し　Ｆ０－１－１３２２）
 本件は、請求人が、外国子会社合算税制を適用して
雑所得の金額を計算し、所得税等の確定申告をした
ところ、原処分庁から、特定外国子会社等であるＡ
社が行った発行法人Ｂ社への株式譲渡の対価の額が
適正な価額に比して低額であるとして、所得税等の
更正処分等を受けた事案です。主な争点は、この譲
渡差額を含めてＡ社の課税対象金額に相当する金額
を計算すべきか否かです。
　原処分庁の主張する１株当たりの価額は、審判所
の試算値の約８倍に相当する価額であり、審判所
は、次のとおり判断して、原処分の全部を取り消し
ました。
　本件定款に定められた算定式に基づく譲渡対価の

額と本件試算値との開差は、さほど大きなものではな
い。また、Ｂ社の普通株式に財産評価基本通達の定める
類似業種比準方式の採用には合理性があるから、譲渡時
における１株当たりの時価が本件試算値を上回るとは認
め難く、一方で、取得条項付の議決権に制約のある株式
の時価については、確立された評価方法があるわけでは
なく、制約や現金による取得条項が、普通株式の時価と
の関係で減価要因となるとの見解もある。
　結局、適正な価額は、本件譲渡対価の額を上回ると
は認められないことになる。したがって、本件譲渡対
価は、適正な価額に比して低額であるとはいえず、本
件譲渡差額を含めてＡ社の課税対象金額を計算すべき
とは認められない。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｆ０－１－１３２２

（税法データベース編集室：藤原　眞由美）     
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　重加算税／税理士事務所の職員を利用した隠ぺ
い仮装行為／司法書士業
（令０１－１０－２４　非公開裁決　棄却　Ｆ０－１－１２１１）
　請求人は、所得税及び消費税等について、原処分庁か
ら総勘定元帳の売上金額の減額による隠ぺい仮装行為が
あったとして重加算税の賦課決定処分を受けました。本件
は、請求人が、隠ぺい仮装行為は税理士事務所職員の乙
が行ったものであり、請求人が行ったものではないとして、原
処分の取消しを求めた事案です。
　審判所は、請求人及び乙の答述の信用性を検討した上
で、請求を棄却しました。
　税理士事務所職員乙は、請求人の指示による売上金額の
減額行為が平成１４年頃からされており、毎年の注意にもかか
わらず、請求人が一向に是正しなかったため、当該行為の責
任は請求人にあることを説明してきたという経緯を答述する。乙

は、かかる経緯があった中で、本件各申告の際も、乙の方か
ら、責任の所在が請求人にあることを明示した上で所得金
額を減額する記載を追加する方法を示したという答述内容
は、自然かつ合理的である。これに対し、請求人の答述は具
体性に欠ける上、不自然かつ不合理である。
　請求人は、乙に対し、納付すべき税額を減額するために、
真実は売上金額を減額する事実がないにもかかわらず、総
所得金額を前年並みに減らすことを要望し、総勘定元帳に
虚偽の記載をする方法により過少申告することを依頼したこ
とが認められる。請求人は、乙をして隠ぺい仮装行為をさせ
ることによって自らの意図を実現したものと認められるから、通
則法６８条１項に該当する。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｆ０－１－１２１１

（税法データベース編集室：市野瀬　啻子）

もろ君
（諸税担当）

今週の判決等(2022年10月～2022年12月収録）

■ＴＡＩＮＳメールニュース     No.600 2022.12.15
　固定資産税等／複合構造家屋における経年減点補
正率の選択／低層階方式は？
（令０４－０３－２５　大阪地裁　認容・控訴　Ｚ９９９－８４５４）
　原告は、複合構造家屋である本件各家屋（１及び２）の平
成３０年度の登録価格に不服があるとして、大阪市固定資
産評価審査委員会に対し審査の申出をしたところ、同委員
会は、家屋１（２５階建て、Ｓ造部分５８％）については審査の
申出を棄却、家屋２（地下階付き地上９階建て、Ｓ造部分８
０％）については登録価格を一部修正すべきとしたことから、
本件各価格は、いずれも経年減点補正率の適用を誤ったた
めに固定資産評価基準によって決定される価格を上回ると
主張して、評価基準によって決定される価格を超える部分の
取消しを求めました。
　裁判所は、専ら低層階の構造（現在の建築技術では鉄骨

鉄筋コンクリート造＝ＳＲＣ造等減価度合が小さい構造）に着
目して経年減点補正率を定める低層階方式は、各構造ごと
の構造耐力に応じた各構造の損傷、損耗等による価値減少
を、減価補正の程度に可能な限り反映するものとはいえず、経
年減点補正率に係る評価基準の定めの内容、趣旨に沿った
ものとはいえない。家屋１の棟１及び家屋２に適用する経年減
点補正率の求め方について低層階方式を選択したことは、
大阪市内における評価の統一性の要請からみて不合理で
あるといわざるを得ない。
　などと判断し、原告が主張する床面積方式（減価度合が
大きい鉄骨造＝Ｓ造）を認容しました。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ９９９－８４５４

（税法データベース編集室：大高　由美子）

■ＴＡＩＮＳメールニュース  No.599 2022.12.08   



18 だより

2023.新 No.233

■ＴＡＩＮＳメールニュース     No.601 2022.12.22　　     
　特定路線価の必然性～路線価が設定されていな
い道路のみに接する宅地～
（令０２－０８－２１　非公開裁決　棄却　Ｆ０－３－７５５）
　審査請求人らは、路線価の設定されていない道路（２項
道路）のみに接している宅地について、評価通達に定める
特定路線価の設定の申出をしないで、その道路に接続す
る路線に設定された路線価（接続路線価）に基づいて評
価し、相続税の申告をしましたが、特定路線価に基づいて
評価するべきであるとして更正処分を受けました。審判所
では、次のとおり判断し、更正処分を適法としました。
　接続路線価に基づく方法は、評価しようとする宅地
と接続路線との位置関係が近い場合には相応の合理性
が認められるものの、その位置関係が遠くなるほど合
理性は逓減する評価方法といわざるを得ない。一方、
特定路線価に基づく方法は、特定路線価が、これを設

定しようとする道路の接続路線及び当該道路の付近の路
線に設定されている路線価を基に、当該道路の状況、評
価しようとする宅地の存する地区の別等の各比準要素を
考慮して評定されるものであることから、評価しようと
する宅地の価額とその付近の路線に接する宅地の価額と
のバランスを失することのないように評価することので
きる、より合理的な評価方法である。
　したがって、路線価の設定されていない道路のみに接して
いる路線価地域内の宅地の価額は、当該道路に特定路線
価が設定されている場合には、その特定路線価の評定にお
いて不合理と認められる特段の事情がない限り、特定路線
価に基づく方法により評価すべきである。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｆ０－３－７５５

（税法データベース編集室：依田　孝子）

今週の判決等(2022年10月～2022年12月収録）
ところ君

（所得税担当）

TAINS MOVIE
（30分研修動画）

（1）売主は非居住者か否か　不動産売買と源泉徴収義務
講師：東京税理士会 税理士 菅野真美　令和４（２０２２）年４月公開

（2）税理士による調査拒否が注意義務違反に　～損害賠償金額は３億円超～
　講師：南九州税理士会 税理士 梅野智子　令和４（２０２２）年５月公開　

（3）節税目的で取得した不動産に総則６項を適用　～適用が認められる「特別の事情」とは～
講師：近畿税理士会 税理士 額田朋子　令和４（２０２２）年７月公開

（4）土地売買契約後に相続が開始した場合の財産評価　～合意解除は相続税に影響するのか～
講師：近畿税理士会 税理士 与北奈須夫　令和４（２０２２）年８月公開

（5）ユニバーサルミュージック事件　～同族会社の行為計算の否認規定～

（6）株式と貸付金が同時に法人へ遺贈された場合の非上場株式の評価～貸付金債務は負債計上すべきか～
講師：中国税理士会 税理士 黒住茂雄　令和４（２０２２）年９月公開

講師：東北税理士会 税理士 兼平浩美　令和４（２０２２）年１０月公開
（7）【移転価格税制】独立企業間価格算定における残余利益の分割方法の適否～日本ガイシ事件～

講師：北陸税理士会 税理士 筏井陽子　令和４（２０２２）年１１月公開
（8）土地使用貸借契約が成立した後の不動産所得（駐車場収入）の帰属～使用貸借が節税策として利用された事案～

講師：北陸税理士会 税理士 木村紀代　令和４（２０２２）年１２月公開

【必見】TAINS 研修サイトに新しい判例紹介動画を追加いたしました 研修サイト「TAINS MOVIE」
に「判例を読み解くTAINS 講座」の新作動画を掲載いたしました。 右上部の「研修サイト」をクリック
すると、TAINS 研修サイトに移動し、オンデマンド研修を受講できます。 また、この研修は税理士会が
実施する研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講時間を登録すること
ができます。 いずれも受講時間が３０分以内となっており、通勤時間等を利用して受講・登録ができます。 
今後もコンテンツの充実に取り組んでまいりますので、ますます進化するTAINSにご期待ください。

研修
判例を読み解くTAINS講座
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検索キーワードランキング 20 

令和4年1月～令和4年12月

令和 4年7月 令和 4年8月 令和 4年 9月 令和 4年10月 令和 4年11月 令和 4年12月

〈 〈 〈〈

令和4年3月 令和4年4月 令和4年5月 令和4年6月令和4年1月 令和4年2月順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

消 費 税
譲 渡 所 得
譲 渡
必 要 経 費
所 得 税
土 地
不 動 産 所 得
取 得 費
役 員 退 職 金
建 物
譲 渡 費 用
誤りやすい事例
不 動 産
更 正 の 請 求
相 続 税
時 価
誤りやすい事例集
事 業 的 規 模
借 地 権
交 際 費

消 費 税
役 員 退 職 金
建 物
贈 与
土 地
小 規 模 宅 地
相 続 税
借 地 権
評 価
譲 渡
更 正 の 請 求
意 義
譲 渡 所 得
法 人 税
時 価
退 職 金
取引相場のない株式
不 動 産
役 員 報 酬
事 務 所

消 費 税
相 続 税
資産税審理研修資料
役 員
総 則 ６ 項
法 人 税
小 規 模 宅 地
役 員 退 職 金
土 地
貸 倒 損 失
退 職 金
交 際 費
贈 与
譲 渡
借 地 権
建 物
時 価
貸 付 金
修 繕 費
不 動 産

消 費 税
相 続 税
審 査 請 求
重 加 算 税
相 続
建 物
役 員 退 職 金
土 地
小 規 模 宅 地
役 員
譲 渡 所 得
贈 与
交 際 費
役 員 報 酬
資産税審理研修資料
借 地 権
債 務 控 除
退 職 金
寄 附 金
評 価

借 地 権
土 地
消 費 税
相 続 税
建 物
役 員 退 職 金
取 得 価 額
譲 渡 所 得
源 泉 徴 収
譲 渡
評 価
時 価
贈 与
資 本 的 支 出
退 職 金
小 規 模 宅 地
不 動 産 所 得
相 続
役 員 報 酬
交 際 費

消 費 税
役 員 退 職 金
資産税審理研修資料
退 職 金
相 続 税
貸 倒 損 失
役 員 報 酬
時 価
譲 渡 所 得
交 際 費
借 地 権
所 得 税
取 得 価 額
小 規 模 宅 地
☆２０２２年０８月収録分
給 与
評 価
譲 渡
事 業 所 得
債 務 控 除

消 費 税
相 続 税
役 員
贈 与
時 価
役 員 報 酬
役 員 退 職 金
退 職 金
資産税審理研修資料
借 地 権
土 地
修 繕 費
譲 渡
評 価
建 物
み な し 贈 与
資 本 的 支 出
相 続
交 際 費
重 加 算 税

消 費 税
役 員 退 職 金
相 続 税
資産税審理研修資料
小 規 模 宅 地
借 地 権
重 加 算 税
譲 渡 所 得
役 員
退 職 金
交 際 費
所 得 税
役 員 報 酬
土 地
譲 渡
貸 倒 損 失
更 正 の 請 求
相 続
駐 車 場
建 物

消 費 税
借 地 権
贈 与
小 規 模 宅 地
相 続 税
土 地
給 与
役 員 退 職 金
役 員
退 職 金
建 物
時 価
資産税審理研修資料
み な し 贈 与
重 加 算 税
駐 車 場
交 際 費
譲 渡 所 得
譲 渡
同 族 会 社

消 費 税
交 際 費
譲 渡
土 地
譲 渡 所 得
使 用 貸 借
贈 与
相 続 税
重 加 算 税
評 価
相 続 税 評 価
建 物
相 続
給 与
役 員 退 職 金
役 員
法 人 税
譲 渡 費 用
退 職 金
取 得 費

消 費 税
相 続 税
土 地
所 得 税
贈 与
建 物
借 地 権
譲 渡 費 用
役 員
譲 渡 所 得
退 職 金
取 得 費
誤りやすい事例集
不 動 産 所 得
譲 渡
役 員 退 職 金
相 続
必 要 経 費
贈 与 税
損 金 経 理

譲 渡 費 用
譲 渡 所 得
譲 渡
不 動 産 所 得
消 費 税
誤りやすい事例集
必 要 経 費
取 得 費
建 物
土 地
誤りやすい事例
所 得 税
取 得 価 額
借 地 権
事 業 的 規 模
不 動 産
役 員 退 職 金
修 繕 費
使 用 貸 借
退 職 金
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・裁決には、非公開裁決3,649件が含まれています。　　・情報公開法に基づき開示された情報数は9,743件です。　　　

2022.12.31現在

2022.12.31現在

2022.12.31現在

所 得 税 法 人 税 相 続 税 消 費 税 他 国 税 地 方 税 そ の 他 計

判 決

裁 決

通 達

相談事例

その他文書

行政文書

計

6,257

2,266

3,615

1,977

0

84

14,199

3,382

1,678

4,690

4,342

0

144

14,236

1,571

1.214

2,196

3,037

0

0

8,018

339

474

746

2,448

0

19

4,026

635

239

22

127

0

2

1,025

374

47

0

2

0

0

423

856

1

239

376

156

2,141

3,769

13,414

5,919

11,508

12,309

156

2,390

45,696

2 収録期間

重要判決

裁　　決

判決・裁決

判　　決

昭和４０年以前

令和3年12月24日まで

非公開裁決は令和4年6月24日まで

裁決事例集は昭和４５年から

最新判決は令和4年9月8日まで

税務訴訟資料は昭和４１年から
国　税

収　録　期　間

その他

判決・裁決は、原則として、税務訴訟資料及び裁決事例
集により編集しますが、それ以外は、判決書・裁決書・雑
誌・裁判所及び税務大学校のホームページによります。

■日税連税法データベース会員数一覧

会 別

東 京
東 京 地 方
千 葉 県
関 東 信 越
近 畿
北 海 道
東 北
名 古 屋
東 海
北 陸
中 国
四 国
九 州 北 部
南 九 州
沖 縄
小 計
そ の 他
合 計

2,356 
681 
248 
572 

1,235 
209 
341 
485 
341 
172 
328 
175 
313 
251 
73 

7,780 
254 

8,143  

　　　46 
8 
2 
9 
5 
2 
4 
8 
7 
1 
4 
2 
6 
4 
1 
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個人会員 法人会員

■発行日／2023年1月15日（VOL.29 通巻第233号）
■発行所／一般社団法人日税連税法データベース
■編集・発行人／清田　明弘　
■住　所／〒141-0032東京都品川区大崎1-11-8
　　　　　日本税理士会館3F
　　　　　TEL.03-5496-1195　FAX.03-5496-1298
■Mail：info@tains.or.jp
■HP：https：//www.tains.org

研修会のお知らせ

TAINS 2023年新年号

北陸税理士会

　　日　時：令和5年3月20日 (月 )　
　　　　　　13：00～15：00
　　会　場：石川県税理士会館（ライブ配信あり）
　　講　師：若林俊之　草間典子
     テーマ：裁判例から見る借地権課税の留意点







〒141-0032　東京都品川区大崎1-11-8　日本税理士会館3F

https://www.tains.org
Mail: info@tains.or.jp

税理士新規登録者に対する６か月間の無料制度がスタートしました。詳しくはホームページをご覧ください。



〒141-0032  東京都品川区大 崎1丁目11番8号 日本税理士会館5F

電話 03-5740-0321   FAX 03-5740-0323
e-mail   jim@zeirishikyosai.com　HP   http://www.zeirishikyosai.com

日本税理士共済会は
公益財団法人日本税務研究センターが運営する
「日税研通信ゼミ」を支援しています

ウェブサイトは
こちら
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